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給付金等のお支払いについて

この冊子は、ご契約にともなう大切なことがらを記載しています。
ぜひ、ご一読ください。
この冊子は、ご契約にともなう大切なことがらを記載しています。
ぜひ、ご一読ください。
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説明事項ご確認のお願い

-約款-約款
ご契約のしおりご契約のしおり

®0120-08-7716 

なないろ生命の職員またはなないろ生命から委託された担当者が確認のため、電話や訪問をす
ることがあります。その際には、ご協力くださいますようお願いいたします。この確認制度は生
命保険会社各社が行っています。

な
な
い
ろ
生
命
保
険
株
式
会
社

ご
契
約
の
し
お
り

2
な
な
い
ろ
メ
デ
ィ
カ
ル 

ス
ー
パ
ー
ワ
イ
ド
　

2
種類番号種類番号



129

約　款 チェック
欄

ご契約の
しおり

約款・
特約

引受基準緩和型医療保険（無解約返戻金型）普通保険約款 8ページ 57ページ

特　約
引受基準緩和型通院一時金特約 12ページ 80ページ
引受基準緩和型先進医療特約 13ページ 89ページ
指定代理請求特約 16ページ 99ページ

 

ご契約のとりきめを記載しています。

お申し込みの約款・特約にチェックをして、それぞれの内容をご確認する際に
ご活用ください。

ご契約についての大切な事項、諸手続き、税制上の取り扱いなど、
知っておいていただきたい事項を記載しています。ご契約のしおり

約　　款

この冊子はご契約にともなう大切なことがらを記載しています。必ずご一
読いただき、内容を十分ご確認のうえ、ご契約をお申し込みください。
また、ご契約成立後にお送りする「保険証券」とともに大切に保管してご
活用ください。

※各約款・特約の支払事由等の詳細については上記該当ページをご覧ください。
※お申込内容等については「保険証券」でもご確認いただけますので、もう一度よく
お確かめください。

～ は じ め に ～

本冊子の構成

○転居、町名変更、保険証券の紛失、その他ご契約に関する諸手続き（名義
変更、改姓など）の場合には、お手数でも「お客様サービスセンター」

○ご契約に関するご照会やご通知の際には「保険証券」の証券番号、保険契
　約者と被保険者のお名前およびご住所をお知らせください。

○ご契約をお引き受けした際にお送りする「保険証券」およびお受け取りい
ただいた振込金受取書は大切に保管してください。

○諸手続きをされる場合には、お申し出された方が給付金等の受取人、また
は保険契約者ご本人であることを確認させていただいておりますので、ご
本人であることを証明する書類（運転免許証、健康保険証等）をご用意く
ださい。

○保険契約についてのお問い合わせやご相談は、「お客様サービスセンター」

指定紛争解決機関について
◦この商品に係る指定紛争解決機関は（一社）生命保険協会です。
◦（一社）生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書（電子メール・FAX は不可）・来訪により生命
保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、
電話にてお受けしております。　

　（ホームページアドレス　https://www.seiho.or.jp/）
◦なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として
１か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関
として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。

　　　　　　　　　　　にすみやかにお知らせください。

（  ®0120-08-7716）

（ ®0120-08-7716）

までご連絡ください。

なないろ生命からのお願い
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ご契約のしおり
ご契約のしおり は、ご契約についての大切な事項、
諸手続き、税制上の取り扱いなど、知っておいていた
だきたい事項を記載しています。
ご一読のうえ、ご契約内容を十分にご理解ください。
特にご確認いただきたい項目、約款等のページを「⇨」
で示しています。
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主な保険用語のご説明
保 険 用 語 ご　説　明

か 解 約 返 戻 金 保険契約を解約した場合などに、保険契約者に払戻しするお金のことをいいます。

き 給 付 金 被保険者が入院したときなどにお支払いするお金のことをいいます。

給付金受取人 給付金等を受け取る人のことをいいます。

け 契 約 日 契約年齢や保険期間の計算の基準となる日をいい、原則として責任開始日を含む月の翌月1日
とします。

契約日の応当日

契約後の保険期間中にむかえる契約日に対応する日をいいます。
○契約日の応当日（年単位）
　　毎年の契約日に対応する日をいいます。
○契約日の応当日（月単位）
　　毎月の契約日に対応する日をいいます。

契 約 年 齢

契約日における年齢を契約年齢といい、保険料算定等の基準となります。この保険契約は、被
保険者の契約年齢を満年齢で計算します。
契約後の年齢は、契約日の応当日（年単位）ごとに、契約年齢に1歳ずつ加えて計算します（「ご
契約のしおり一約款」で「年齢」または「○歳」と記載している場合は、契約時においては契
約年齢を、契約後においては契約日の応当日（年単位）ごとに契約年齢に1歳ずつ加えた年齢
を指します）。

こ

告 知 義 務 と
告知義務違反

保険契約者と被保険者には、ご契約のお申し込みの際に、現在の健康状態や過去の傷病歴など
なないろ生命がおたずねする重要なことがらについて書面（電磁的方法による場合を含みま
す。）でお知らせ（告知）していただきます。これを「告知義務」といいます。
なないろ生命がおたずねした重要なことがらについて告知がなかったり、故意または重大な過
失によって事実と異なることを告知した場合などは、告知義務に違反したことになり、なない
ろ生命はご契約の効力を消滅（契約解除）させることができます。

し 指定代理請求人 給付金受取人が被保険者の場合で給付金等を請求できない事情があるときに、その給付金等を
被保険者に代わって請求することができる人のことをいいます。

支 払 事 由 給付金等が支払われる条件のことをいいます。

死 亡 給 付 金 被保険者が死亡した場合にお支払いするお金のことをいいます。

主契約と特約
普通保険約款に記載されている契約内容を主契約といい、特約はその主契約の保障内容をさら
に充実させるためや、保険料の払込方法（経路）など主契約と異なる特別なお約束をする目的
で主契約に付加するものです。

せ 責 任 開 始 期
と責任開始日

なないろ生命が契約上の責任を開始する時期を責任開始期といい、その責任開始期を含む日を
責任開始日といいます。

責 任 準 備 金 将来の給付金などを支払うために、保険契約者が払込む保険料の中から積み立てられるものを
いいます。

た 第１回保険料
相 当 額

「責任開始に関する特約」を付加していないご契約のお申込時にお払込みいただくお金のこと
をいい、契約が成立した場合には第1回保険料に充当されます。

て 電 磁 的 方 法 電子計算機を使用して通知、表示または意思表示を行う方法のことをいいます。

は
払 込 期 月

保険料の払込方法（回数）により、次のとおりとなります。
○年払契約の場合は、契約日の応当日（年単位）を含む月
○月払契約の場合は、毎月

ひ 被 保 険 者 生命保険の対象として保険がかけられている人のことをいいます。
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この冊子をお読みいただくにあたって、ご確認ください。

保 険 用 語 ご　説　明

ほ 保 険 契 約 者 保険会社と保険契約を結び、ご契約上のいろいろな権利（契約内容変更請求権など）と義務（保
険料支払義務など）を持つ人のことをいいます。

保 険 証 券 契約時の給付金額や保険期間などの契約内容を具体的に記載したものです。

保 険 年 度 契約日または毎年の契約日の応当日から、その日を含めてその翌年の契約日の応当日の前日ま
でをいいます。

保 険 料 保険契約者からお払込みいただくお金のことをいいます。

み 未 払 消 滅 保険料のお払込みがないまま猶予期間（払込期月の翌月1日からその日を含めて3か月目の末
日）を過ぎた場合に、ご契約が消滅することをいいます。

や 約 款 ご契約のとりきめを記載したものをいいます。
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引受基準緩和型医療保険（無解約返戻金型）について
病気やケガによる入院や手術に対する保障をご準備いただけます。

	1	 特徴としくみ
●この保険は、健康上の理由（現病歴・既往歴）により、通常の保険にご加入いただけない方のために設
計された引受基準緩和型の医療保険です。そのため、なないろ生命の他の医療保険に比べて保険料が割
高となっています。

●健康状態によっては、詳細な告知をいただくことや医師の診査を受けることなどにより、引受基準緩和
型医療保険（無解約返戻金型）よりも保険料が割安ななないろ生命の他の医療保険にお申し込みいただ
くことができます。ただし、その場合、診査の結果などによりご加入いただけないことがあります。

●被保険者が１日以上の入院をしたときに入院給付金・医療費充当給付金をお支払いします。
●被保険者が治療を目的とした手術を受けたときに手術給付金を、放射線治療を受けたときに放射線治療
給付金をお支払いします。

［しくみ］

引受基準緩和型医療保険（無解約返戻金型）
◇入院給付金　◇医療費充当給付金
◇手術給付金　◇放射線治療給付金

▲
ご契約

一生涯保障

●引受基準緩和型医療保険（無解約返戻金型）には、引受基準緩和型通院一時金特約、引受基準緩和型先
進医療特約を付加することができます。

	2	 支払事由
●以下の支払事由に該当した場合に給付金等をお支払いします。

お支払いする
給付金等 支払事由 支払金額 受取人

入院給付金
被保険者が傷害（注1）または疾病（注2）
を直接の原因とする入院日数が１日以上の入
院をしたとき

1回の入院につき
入院給付金日額

×
入院日数

入院給付金
受取人

医療費充当
給付金
（注3）

被保険者が入院給付金が支払われる入院を開
始したとき

1回の入院につき
入院給付金日額

×
契約時に選択した

給付倍率

1
Ⅰ.	引受基準緩和型医療保険（無解約返戻金型）について
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お支払いする
給付金等 支払事由 支払金額 受取人

手術給付金
（注4）

被保険者が傷害（注1）または疾病（注2）
を直接の原因とする所定の手術を受けたとき

手術1回につき
入院給付金日額

×
契約時に選択した

給付倍率 入院給付金
受取人

放射線治療
給付金
（注4）

被保険者が傷害（注1）または疾病（注2）
を直接の原因とする所定の放射線治療（電磁
波温熱療法を含む）を受けたとき

放射線治療1回につき
入院給付金日額

×
契約時に選択した

給付倍率

死亡給付金
（注5）

被保険者が保険料払込期間満了後の保険期間
中に死亡したとき

入院給付金日額
×
10倍

死亡給付金
受取人

（注1） 責任開始期以後に生じた約款別表2に定める不慮の事故を直接の原因とする傷害をいいます。
 約款別表2⇒P.77
（注2）薬物依存を含みません。また、所定の不慮の事故以外の外因を直接の原因とする傷害は疾病とみなします。
（注3）医療費充当給付金の給付倍率が0倍の場合、医療費充当給付金はありません。
（注4）手術・放射線治療給付金の給付倍率が0倍の場合、手術・放射線治療給付金はありません。
（注5）保険料払込期間が終身の場合、死亡給付金はありません。

●〈入院〉〈手術〉〈放射線治療〉は、「病院または診療所（注）」におけるものとします。
（注） 「医療法」に定める日本国内にある病院または患者を入院させるための施設を有する診療所（四肢における骨折、

脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、柔道整復師法に定める施術所に収容された場合にはその施術所
を含みます）、またはこれと同等の日本国外にある医療施設を指します（「介護保険法」に定める介護保険施設や「老
人福祉法」に定める老人福祉施設（養護老人ホーム）は含みません）。

（1）	 入院給付金

●入院給付金のお支払いは、1回の入院について60日分を限度とし、通算して1,000日を限度とします。
●日帰り入院とは、入院日と退院日が同一の日である場合をいい、入院基本料の支払いの有無などを参
考にしてなないろ生命が判断します。

●同一の傷害または疾病により入院給付金が支払われる入院を2回以上したときは、入院給付金が支払
われる最終の入院の退院日の翌日から、その日を含めて次の入院の開始日までの期間が、180日以
下の場合には1回の入院とみなし、181日以上の場合には新たな入院とみなします。なお、同一の疾
病とは、医学上密接な関係にある一連の疾病をいい、病名や部位が異なる場合でも、医学上密接な関
係があるときは、同一の疾病となります。

（例）病名や部位が異なる同一の疾病
・糖尿病と糖尿病性網膜症　　　　・肝硬変と食道静脈瘤　　　　・狭心症と心筋梗塞　　など

（2）	 医療費充当給付金

●医療費充当給付金の給付倍率は、0倍、5倍、10倍、20倍、30倍より、契約時に選択いただきます
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（契約後の変更は取り扱いません）。0倍を選択した場合は、医療費充当給付金はありません。
●医療費充当給付金のお支払いは、1回の入院（注）について1回を限度とし、通算して50回を限度と
します。
（注）	入院給付金が支払われる入院を2回以上したときで、その入院を1回の入院とみなす場合は、医療費充当給付

金においても、その入院を1回の入院とみなします。

（3）	 手術給付金

●手術給付金の給付倍率は、0倍、5倍、10倍より、契約時に選択いただきます（契約後の変更は取り
扱いません）。0倍を選択した場合は、手術給付金はありません。

●手術給付金の支払事由に該当する手術は、次のとおりです。

・医科診療報酬点数表によって手術料の算定対象として列挙されている手術（注）
・先進医療に該当する手術（注）
（注）2020年9月1日以降、手術を受けた時点までに、1回でもこれらの要件を満たせば、支払対象となります。

●「医科診療報酬点数表によって手術料の算定対象として列挙されている手術」「先進医療に該当す
る手術」は約款別表4に定める手術をいいます。なお、次の手術などは手術給付金の支払対象とな
る手術には該当しません。 約款別表4⇒P.78

・処置（持続的胸腔ドレナージ、経皮的エタノール注入療法など）、検査、神経ブロック
・診断・検査（生検・腹腔鏡検査・臓器穿刺など）のための手術（注）
・美容整形上の手術
・不妊を目的とする手術
・正常分娩における手術
・人工妊娠中絶手術（注）
・歯科治療に伴う歯科手術（歯肉切除手術、インプラントなど）（注）
・屈折異常に対する視力矯正手術（レーシック）
（注）	医科診療報酬点数表（手術を受けた時点における医科診療報酬点数表に限ります）で手術料が算定される

場合には、手術給付金の支払対象となる手術に該当します。

●「医科診療報酬点数表によって手術料の算定対象として列挙されている手術」であっても、次の手
術は支払対象外です。
支払事由に該当しない手術 傷病例 手術例

創傷処理（創傷処理に伴う縫合術を含
む）

創傷（切創、刺
傷、熱傷）

切創、刺傷、熱傷などに対し、壊死・汚染組織の洗浄
や切除、出血部位の血管などを縛って、離断した皮膚
の縫合を行う治療

皮膚切開術 皮下膿瘍 皮膚や皮下に溜まった膿瘍（うみ）を体外に排出する
ために皮膚を切開する治療

デブリードマン 創傷による挫滅
（ざめつ）・壊死

感染・壊死組織を除去し、創傷を清浄化することで他
の組織への影響を防ぐ治療

骨、軟骨、関節のいずれかに対する整
復術、整復固定術、授動術のうち非観
血的または徒手的なもの

関節拘縮、骨折、
関節脱臼など

切開等を行わずに、骨折によるズレや脱臼を正常な状
態に治したり、動きが悪くなった関節に力を加えて動
かせるようにする治療（ボルトやネジ、針金等を体内
に挿入して固定、牽引するものは給付対象となります）

外耳道異物除去術または鼻内異物摘出
術

耳・鼻の内部へ
の異物の混入

耳や鼻から異物を鉗子等でつまんで取り出す治療



11

ご
契
約
に
際
し
て

給
付
金
等
に
つ
い
て

保
険
料
の
お
払
込
み

ご
契
約
後
に
つ
い
て

そ
の
他
ご
契
約
に
関
す
る

お
知
ら
せ

引
受
基
準
緩
和
型
医
療
保
険

（
無
解
約
返
戻
金
型
）に
つ
い
て

支払事由に該当しない手術 傷病例 手術例

皮膚腫瘍または皮下腫瘍の摘出術 皮膚腫瘍、皮下
腫瘍

皮膚や皮下に生じた腫瘍をメス等を使って摘出する治
療

会陰（陰門）切開および縫合術（分娩
時）または胎児外回転術

出産 出産時に必要に応じてハサミで会陰を切る治療や、分
娩時の縫合、逆子状態の胎児を正常にする治療

抜歯手術 虫歯・親しらず 歯を抜く手術

●「先進医療に該当する手術」は、平成18年9月12日厚生労働省告示第495号「厚生労働大臣の
定める評価療養及び選定療養」の規定に基づき、厚生労働大臣が定める先進医療（注）のうち、所
定の手術となります。
（注）	診断、測定、試験、解析、評価および検索を目的とした診療行為ならびに注射、点滴、薬剤投与などは含み

ません。
●手術給付金の支払対象となる2つ以上の手術を同時期に受けたときは、いずれか1つの手術について
のみ手術給付金をお支払いします。

●医科診療報酬点数表において、一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料が1回のみ算定され
るものとして定められている手術および同一の先進医療に該当する手術は、14日に1回（非電離放
射線による療法の場合は60日に1回）の給付を限度とします。
●2022年1月現在の医科診療報酬点数表において、一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術
料が1回のみ算定されるものとして定められている手術は次のとおりです。（注）
・皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術
・難治性骨折超音波治療法＊
・自家培養軟骨組織採取術
・唾石摘出術
・内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術
・体外衝撃波胆石破砕術
・体外衝撃波膵石破砕術
・膀胱尿管逆流症手術（治療用注入材によるもの）
・胎児胸腔・羊水腔シャント術
・胎児輸血術

・組織拡張器による再建手術
・超音波骨折治療法＊
・網膜光凝固術＊
・乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術
・下肢静脈瘤手術（硬化療法）
・肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法＊
・体外衝撃波腎・尿管結石破砕術
・経尿道的前立腺高温度治療＊
・経皮的腎（腎盂）瘻拡張術
・副腎腫瘍ラジオ波焼灼療法

・難治性骨折電磁波電気治療法＊
・体外衝撃波疼痛治療術
・鼓膜穿孔閉鎖術
・食道・胃静脈瘤硬化療法（内視鏡によるもの）
・胸水・腹水濾過濃縮再静注法
・肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法＊
・尿失禁又は膀胱尿管逆流現象コラーゲン注入手術
・焦点式高エネルギー超音波療法＊
・無心体双胎焼灼術

＊非電離放射線による療法となります。

（注）医科診療報酬点数表の改定によって変更されることがあります。
●医科診療報酬点数表において、手術料が1日につき算定される手術は、その手術を受けた1日目につ
いてのみ手術給付金をお支払いします。
●2022年1月現在の医科診療報酬点数表において、手術料が1日につき算定される手術は次のとお
りです。（注）

・大動脈バルーンパンピング法　　・人工心肺　　　　　　　　　　　 　　・経皮的心肺補助法
・補助人工心臓　　　　　　　　　・植込型補助人工心臓（非拍動流型）　　・小児補助人工心臓
・経皮的循環補助法（ポンプカテーテルを用いたもの）

（注）医科診療報酬点数表の改定によって変更されることがあります。
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（4）	 放射線治療給付金

●放射線治療給付金の給付倍率は、0倍、5倍、10倍より、契約時に手術給付金の給付倍率と同じ給付
倍率を選択いただきます（契約後の変更は取り扱いません）。0倍を選択した場合は、放射線治療給
付金はありません。

●放射線治療給付金の支払事由に該当する放射線治療は、次の診療行為をいいます。

・医科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線照射または温熱療法
（注）
・先進医療に該当する放射線照射または温熱療法（注）
（注）2020年9月1日以降、放射線治療を受けた時点までに、1回でもこれらの要件を満たせば、支払対象と

なります。

●放射線治療給付金の支払事由に該当する〈診療行為〉は約款別表10に定めるものをいいます。なお、
次の診療行為は支払対象外です。 約款別表10	⇨	p.78

・処置（光線療法・皮膚レーザー照射療法など）
・検査（エックス線診断など）
・血液照射
・放射性化合物の投与による照射（内用療法など）（注）
・歯科治療に伴う放射線照射（注）
（注）	医科診療報酬点数表（診療行為を受けた時点における医科診療報酬点数表に限ります）で放射線治療料が

算定される場合には、放射線治療給付金の支払対象となる診療行為に該当します。

●「先進医療に該当する放射線照射または温熱療法」は、平成18年9月12日厚生労働省告示第
495号「厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養」の規定に基づき、厚生労働大臣が定める
先進医療（注）のうち、放射線照射・温熱療法による診療行為となります。
（注）診断、測定、試験、解析、評価および検索を目的とした診療行為ならびに注射、点滴、薬剤投与などは含みません。

●放射線治療給付金のお支払いは、放射線照射または温熱療法による診療行為それぞれについて60日
に1回を限度とします。

	3	 引受基準緩和型医療保険（無解約返戻金型）に付加できる特約
各特約を付加することで、より充実した保障を準備することができます。

（1）	 引受基準緩和型通院一時金特約

お支払いする
給付金等 支払事由 支払金額 受取人

通院一時金

被保険者が主契約の入院給付金が支払われる入院の退院
日の翌日以後180日以内に、その入院の直接の原因と
なった傷害（注1）または疾病（注2）の治療を直接の目
的として通院したとき

通院一時金額
主契約の
入院給付金
受取人

（注1）責任開始期以後に生じた特約別表1に定める不慮の事故を直接の原因とする傷害をいいます。
 特約別表1⇒P.88
（注2）薬物依存を含みません。また、所定の不慮の事故以外の外因を直接の原因とする傷害は疾病とみなします。
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●通院一時金のお支払いは、1回の入院（注）について1回を限度とし、通算して50回を限度とします。
（注）	入院給付金が支払われる入院を2回以上したときで、その入院を1回の入院とみなす場合は、通院一時金にお

いても、その入院を1回の入院とみなします。
●〈通院〉は、「病院または診療所（注）」におけるものとします。
（注）「医療法」に定める日本国内にある病院または患者を入院させるための施設を有する診療所（四肢における骨折、

脱臼、捻挫または打撲に関しては、柔道整復師法に定める施術所を含みます）、またはこれと同等の日本国外に
ある医療施設を指します（「介護保険法」に定める介護保険施設や「老人福祉法」に定める老人福祉施設（養護
老人ホーム）は含みません）。

●主契約の入院給付金が支払われる入院日と同日の通院については、通院一時金をお支払いしません。

（事例）

Ｃ型肝炎で入院 交通事故で入院

5/1 5/30

入院 退院

6/15

C型肝炎で通院
交通事故で入院

C型肝炎で通院

7/1

Ｃ型肝炎での通院（6/15、7/1）は、交通事故での入院期間中の通院です。通院一時金の支払事由に該当する
通院であっても、主契約の入院給付金が支払われる入院日と同日の通院のため、通院一時金はお支払いし
ません。

●同日に複数の通院一時金の支払事由に該当する通院をしたときは、通院原因が先に生じた通院に対し
てのみ通院一時金をお支払いします。

（2）	 引受基準緩和型先進医療特約

お支払いする
給付金等 支払事由 支払金額 受取人

先進医療給付金

被保険者が次のすべてを満たす療養を受けたとき
① この特約の責任開始期以後に生じた傷害または
疾病（注1）を直接の原因とする療養

② 公的医療保険制度における先進医療による療養
（歯科のみで実施することが定められているもの
を除く）

先進医療の技術にかかる
費用と同額 主契約の

入院給付金
受取人

先進医療見舞金 先進医療給付金が支払われる療養を受けたとき 先進医療給付金の
支払金額の10％相当額

（注1）	疾病には薬物依存を含みません。また、所定の不慮の事故以外の外因を直接の原因とする傷害については疾病と
みなします。

●先進医療給付金のお支払いは、通算して2,000万円を限度とします。先進医療給付金のお支払いが
通算して2,000万円に達したときは、この特約は消滅します。

●この特約の支払事由に該当する先進医療とは、療養を受けた時点において健康保険法等に定める公的
医療保険制度における評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療として行われる療養で、先進
医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所で行われるものに限ります。

●厚生労働省が定める先進医療はその医療技術ごとに適応症（対象となる疾患・症状等）が決められて
います。また、医療技術や適応症、実施している病院等は変更されることがあります（注）。
（注）	ご加入時点では厚生労働大臣が定める先進医療であっても、療養を受けた時点では一般の保険診療に導入され

ている（公的医療保険制度の給付対象となっている）場合や、承認取り消し等の理由で厚生労働大臣が定める
先進医療ではなくなっている場合などがあります。
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●厚生労働省が定める医療技術と名称が同一でも、その治療方法や症例等によっては先進医療に該当し
ない場合（注）もあります。治療を受けられる前に主治医に必ずご確認ください。
（注）	例えば、医療技術の名称が同一であっても、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しない病院等で療養を受け

た場合や、適応症に合致しない場合（美容整形など）は非該当となります。
●〈先進医療の技術にかかる費用〉とは、先進医療に対する被保険者の負担額として、病院または診療
所によって定められた金額をいいます。

●同一の傷害または疾病を直接の原因として、同一の先進医療による療養を複数回にわたって一連の療
養として受けたとき、その療養を1回の療養とみなします。この場合、一連の療養を最初に受けた日
にその療養を受けたものとみなします。

●この特約の付加は、同一の被保険者について、先進医療給付（お支払金額が先進医療の技術料相当額
である給付）のあるなないろ生命のすべての特約を通算して1特約に限ります。

	4	 法令改正等による支払事由の変更について
●法令改正等による公的医療保険制度等の改正や医療技術または医療環境の変化が、「引受基準緩和型医
療保険（無解約返戻金型）」「引受基準緩和型先進医療特約」の支払事由に影響を及ぼす場合には、なな
いろ生命は主務官庁の認可を得て、将来に向かって支払事由を変更することがあります。この場合、支
払事由を変更する2か月前までに保険契約者へご連絡します。

	5	 解約返戻金について
●この保険契約の解約返戻金は以下のとおりです。

主契約
解約返戻金はありません。ただし、保険料払込期間満了後の保険期間中で、保険料払込期間
満了日までの保険料が払い込まれている場合は、入院給付金日額の10倍の解約返戻金があ
ります。

特　約 解約返戻金はありません。
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	6	 死亡給付金について
●この保険契約の死亡給付金は以下のとおりです。

主契約
死亡給付金はありません。ただし、保険料払込期間満了後の保険期間中で、保険料払込期間
満了日までの保険料が払い込まれている場合は、入院給付金日額の10倍の死亡給付金があ
ります。

特　約 死亡給付金はありません。

	7	 その他の留意事項について
●この保険契約には満期保険金はありません。また、契約者貸付、保険料振替貸付の取り扱いもありませ
ん。
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指定代理請求人による請求制度について
給付金等の受取人となる被保険者が給付金等をご請求できない事情がある
ときに、指定代理請求人が被保険者に代わって給付金等をご請求すること
ができる制度です。

	1	 指定代理請求特約
●「指定代理請求特約」を付加することで、給付金等の受取人である被保険者に次のいずれかの事情があ
るため、給付金等を請求できないとなないろ生命が認めたときに、指定代理請求人が被保険者に代わっ
て、その給付金等を請求できます。

・傷害または疾病により、給付金等を請求する意思表示ができない場合
・治療上の都合により、傷病名または余命の告知を受けていない場合
・その他上記に準じる事情がある場合

●保険契約者が法人の場合、「指定代理請求特約」を付加できません。

	2	 指定代理請求人
●指定代理請求人は1名とし、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定する必要があります。
●指定代理請求人が給付金等を請求する場合は、その請求時に次のいずれかに該当する必要があります。

⑴次の範囲の者
①被保険者の戸籍上の配偶者
②被保険者の直系血族
③被保険者の3親等内の血族
④被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
⑵次の範囲の者のうち、なないろ生命所定の書類等によりその事実が確認でき、被保険者のために給
付金等を請求する理由があるとなないろ生命が認める者
①被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている⑴以外の者
②被保険者と財産管理契約により財産管理を行っている者

●保険契約者は、被保険者の同意となないろ生命の承諾を得て、指定代理請求人を変更できます。

2
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	3	 代理請求の対象となる給付金等
●被保険者が受取人となる次の給付金等

・入院給付金
・放射線治療給付金
・先進医療見舞金

・医療費充当給付金
・通院一時金

・手術給付金
・先進医療給付金

	4	 その他留意事項
●指定代理請求人に給付金等をお支払いした場合、その後重複して給付金等の請求を受けてもお支払いし
ません。

●指定代理請求人が給付金等を請求する場合は、その方がなないろ生命の定める指定代理請求人に該当す
ることが確認できる書類を提出いただきます。その書類等でなないろ生命の定める指定代理請求人に該
当すること、または給付金等を請求する適当な理由が確認できない場合は、給付金等をお支払いできな
いことがあります。

●指定代理請求人が親族以外の場合にお支払いする給付金等は、原則、給付金等の受取人様ご本人の口座
へ振込みます。

●次の場合には、指定代理請求人は給付金等を請求できません。

・被保険者の法令に定める代理人に給付金等の請求の代理権等が付与されている登記がある場合
・指定代理請求人が故意に給付金等の支払事由を生じさせた場合
・指定代理請求人が故意に被保険者が給付金等を請求できない状態に該当させた場合

●「指定代理請求特約」を付加したときは、指定代理請求人に支払事由および代理請求できる旨をお
伝えください。

●指定代理請求人に給付金等をお支払いしても、保険契約者・被保険者にその旨をご連絡しません。
そのため、保険契約者・被保険者が認識しないまま、保険契約の全部または一部が消滅する場合が
あります。

●保険契約者または被保険者から契約内容について照会を受けたときは、給付金等をお支払いしてい
ること、保険契約の全部または一部が消滅していることを回答せざるを得ない場合があります。そ
のため、被保険者がご自身の健康状態（被保険者の病名ががんであることなど）について知る可能
性があります。

ご留意ください
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保険契約の締結および生命保険募集人について

	1	 なないろ生命の組織形態について
●保険会社の組織形態には「相互会社」と「株式会社」があり、当社は「株式会社」です。
●株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社の保険契約者は相互会社の保険契約者
のように、「社員」（構成員）として会社の運営に参加することはできません。

	2	 保険契約の締結および生命保険募集人について
●生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申し込みに対して保険会社が承
諾したときに保険契約は有効に成立します。

●生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、生命保険募集人が保険契約のお申し込みに対
して承諾をすれば保険契約は有効に成立します。

●募集代理店の担当者（生命保険募集人）は、お客様となないろ生命の保険契約締結の媒介を行う者で、
保険契約締結の代理権はありません。そのため、保険契約は、お客様からの保険契約のお申し込みに対
してなないろ生命が承諾したときに有効に成立します。

　また、ご契約の成立後に保険契約者の変更といったご契約内容の変更をする場合にも、原則としてご契
約内容の変更等に対するなないろ生命の承諾が必要になります。

募集代理店の担当者（生命保険募集人）には告知をお受けできる権利（告知受領権）がないため、募
集代理店の担当者に口頭でお話ししても告知いただいたことにはなりません。必ず、被保険者ご本人
が「告知書」（電磁的方法による場合を含みます。）へご記入ください。

ご留意ください

1
Ⅱ.	ご契約に際して
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ご契約お申込手続きの際の留意点について

	1	 申込書、告知書の記入について
●申込書、告知書（電磁的方法による場合を含みます）は、お申し込み、ご記入内容を十分お確かめのう
え、保険契約者および被保険者ご自身が正確に記入してください。

●「告知」について、詳しくはⅡ-3項（⇨p.21）をご確認ください。

	2	 第1回保険料（相当額）のお払込みについて
（1）	 口座振替扱によるお払込み

●「責任開始に関する特約」を付加した場合には、保険契約者が指定した口座から振り替えます。
●保険料領収証は発行しません。

（2）	 金融機関口座へのお振込み

●なないろ生命所定の金融機関口座へお振込みいただきます。
●振込金受取書を第1回保険料相当額のお払込みの証とさせていただきますので、大切に保管してくだ
さい。

●第1回保険料相当額の領収日は、なないろ生命所定の金融機関口座に着金した日となります。

（3）	 クレジットカード扱によるお払込み

●なないろ生命が提携しているカード会社を経由してお払込みいただきます。
●保険料領収証は発行しません。
●第1回保険料相当額の領収日は、取扱クレジットカード会社による利用承認日となります。

	3	 責任開始に関する特約について
●この特約を付加したご契約の第1回保険料は、第1回保険料の払込期間（注1）中の振替日に保険契約
者が指定した口座から振り替えます。

●振替日に振り替えできなかったときは、翌月の振替日に再度振り替えます（保険料の払込方法が月払の
場合は、第2回保険料とともに振り替えます）。

●第1回保険料の猶予期間（注2）満了日までに第1回保険料のお払込みがないときは、ご契約は消滅し
ます。この場合、以後、新たに「責任開始に関する特約」を付加したご契約のお申し込みがあってもお

2
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取り扱いできない場合があります。
●第1回保険料をお払込みいただく前は、主契約の減額、特約のみの解約をすることはできないなど、な
ないろ生命所定の条件があります。
（注1）責任開始日からその翌月末日までをいいます。
（注2）払込期間の翌月1日からその日を含めて3か月目の末日までをいいます。

	4	 契約日指定について
●契約日は、原則、責任開始日を含む月の翌月1日としますが、責任開始日を含む月が被保険者の誕生月
等で、その誕生日の前日までの日を契約日とすることで契約年齢が上がらないときは、次の要件を満た
すことで、契約日を指定することができます。

●保険契約者からの申出があること
●なないろ生命がその申出を承諾すること

●契約日を指定する場合は、お申し込み、告知（診査）ならびに第1回保険料相当額のお払込みを誕生日
の前日までの日にすべて完了する必要があります。

●契約日を指定した場合の契約日は、責任開始日となります。

	5	 お申込内容の確認について
ご契約をお引き受けしますと、なないろ生命は、「保険証券」等を保険契約者にお送りしますので、お申
し込みいただいた内容およびお払込みいただいた保険料と相違ないか、もう一度よくお確かめください。
ご不明な点がございましたら、お手数ですが、すぐに「ご契約のしおり－約款」裏表紙に記載のお客様サー
ビスセンターにご連絡ください｡
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告知について
ご契約をお引き受けするかどうかを決めるための重要なことがらについて
おたずねします。

	1	 告知義務について
保険契約者および被保険者には健康状態などについて告知をしていただく必要があります｡ これを告知義
務といいます。
●生命保険は多数の人々が保険料を出し合うことで、相互に保障し合う制度です。そのため、健康状態の
悪い方や危険度の高い職業の方などのお申し込みを無条件でお引き受けしますと、保険契約者間の保険
料負担の公平性が保たれません。

●ご契約にあたっては、「告知書」（電磁的方法による場合を含みます。以下、「告知書等」といいます）
でなないろ生命がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ（告知）く
ださい。

●告知をお受けできる権利（告知受領権）は、なないろ生命が有しています。募集代理店の担当者（生命
保険募集人）には告知をお受けできる権利がないため、募集代理店の担当者（生命保険募集人）に口頭
でお話ししても告知いただいたことにはなりません。

●募集代理店の担当者（生命保険募集人）が、傷病歴や健康状態などについて事実を告知いただかないよ
う誘導することはありません。

「現在のご契約の解約、減額を前提とした新たなご契約へのご加入」をご検討されている方は次のことに
ご留意ください。
●一般のご契約と同様に告知義務があります。そのため「現在のご契約の解約、減額を前提とした新たな
ご契約へのご加入」の場合は、「新たなご契約の責任開始期」から告知義務違反による解除の規定が適
用されます。また、詐欺による契約の取り消しの規定等についても、新たなご契約の締結に際しての詐
欺の行為が適用の対象となります。そのため、告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約のお
引き受けができなかったり、その告知をしなかったために解除または取り消しとなることもあります。

	2	 告知義務違反について
事実を告知しなかったり事実と違うことを告知した場合には、給付金等をお支払いできないことがありま
す。
●告知いただくことがらは、告知書等に記載しています。これらについて、故意または重大な過失によっ
て、事実を告知しなかったり、事実と違うことを告知した場合は、責任開始期から2年以内（注1）で
あれば、なないろ生命は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。

●ご契約を解除したときは、たとえ給付金などの支払事由が発生していても、これをお支払いしません（注2）。
●ご契約を解除するときは、解約返戻金があれば保険契約者にお支払いします。
●告知にあたり、募集代理店の担当者（生命保険募集人）が、告知をすることを妨げた場合、または告知

3
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をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、なないろ生命はご契約を解除すること
はできません。ただし、募集代理店の担当者（生命保険募集人）のこうした行為がなかったとしても、
保険契約者または被保険者が、なないろ生命が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまた
は事実でないことを告げたと認められる場合には、なないろ生命はご契約を解除することができます。

●ご契約の解除以外にも、ご契約の締結状況等により給付金などをお支払いできないことがあります。

（例） 現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往歴・現病歴について故
意に告知しなかった場合など、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取り消しを
理由として給付金などをお支払いできないことがあります。この場合、告知義務違反による解
除の対象外となる責任開始期から2年経過後でも取り消しとなることがあります。また、すで
にお払込みいただいた保険料は返金しません。

（注1） 責任開始期から2年を経過していても、給付金などの支払事由が2年以内に発生していた場合は、ご契約を解
除することがあります。

（注2） 「給付金などの支払事由の発生」と「解除の原因となった事実」の因果関係によっては、給付金などのお支払
いをすることがあります。
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保障の責任開始期について
●保険契約は、保険契約者からのお申し込みをなないろ生命が承諾したときに有効に成立します。承諾し
た場合、保障は以下の時から開始します。
「責任開始に関する特約」を付加した場合
（第1回保険料を口座振替でお払込みいただく場合） お申し込みと告知（診査）がともに完了した時

上記以外の場合 お申し込み、告知（診査）ならびに第1回保険料相当額のお
払込みが完了した時（注）

（注）第1回保険料相当額のお払込みが完了した時は次のとおりです。なお、お申込内容等の変更に伴い、後日追加で
保険料のお払込みをいただいた場合でも、当初のお払込みの時とします。

口座振込みでお払込みの場合 なないろ生命所定の金融機関口座に着金した日

クレジットカードでお払込みの場合 取扱クレジットカード会社による利用承認日

［例］「責任開始に関する特約」を付加した場合

ɹɹ։ɹ࢝

申込日 契約日告知日 なないろ生命
が承諾した日

第1回保険料
口座振替日

���� ���������������

（責任開始日）

［例］第1回保険料相当額を口座振込みでお払込みの場合

ɹɹ։ɹ࢝

申込日 契約日告知日 なないろ生命
が承諾した日

第１回保険料相当額
がなないろ生命所定
の金融機関口座に
着金した日

���� ���������������

（責任開始日）

4
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クーリング・オフ制度
（ご契約のお申込みの撤回等）について

（1）	 適用期間

保険契約の申込日もしくは保障内容の訂正手続日またはクーリング・オフ制度に関する事項を記載した
書面（注意喚起情報）の交付日（書面の交付に代替する電磁的方法による提供日を含みます）のいずれ
か遅い日から、その日を含めて20日以内（非営業日を含みます）。

（2）	 お申出方法

〈書面によるお申込みの撤回〉
書面によるお申出の場合、書面の発信時（郵便の消印日付）に効力が生じるので、郵便によりなないろ
生命宛に発送してください（店頭へ持参はせず郵送にてお申出ください。また、保険契約者様からの口
頭のみのお申出はお受けできませんのでご留意ください）。
〈記入例〉	書面には、保険契約者様ご本人が、次の①～③の内容をご記入ください（口座振替扱とク

レジットカード扱では、記入項目が異なりますので、記入例を参照願います）。
　①　お申込みの撤回等をする旨の文言
　②　申込者氏名（自署）、住所、電話番号
　③　申込番号（契約申込書の上部10桁の数字）、保険料、取扱代理店、申込日、申出日、
　　　ご返金先口座（銀行名、支店名、店番、預金種目、口座番号、口座名義人フリガナ、口座名義人）
【口座振替扱のお申込み】 【クレジットカード扱のお申込み】
なないろ生命保険株式会社　行

今回の契約申込みを撤回します。
申込者氏名：○　○　○　○　
申込者住所：○○○○○○○○○
電話番号　：＊＊-＊＊＊＊-＊＊＊＊

申込番号　：＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
保険料　　：＊＊＊＊＊円
取扱代理店：○○○会社○○店
申込日：２０○○年○○月○○日
申出日：２０○○年○○月○○日

なないろ生命保険株式会社　行

今回の契約申込みを撤回します。
申込者氏名：○　○　○　○　
申込者住所：○○○○○○○○○
電話番号　：＊＊-＊＊＊＊-＊＊＊＊

申込番号　：＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
保険料　　：＊＊＊＊＊円
取扱代理店：○○○会社○○店
申込日：２０○○年○○月○○日
申出日：２０○○年○○月○○日
ご返金先口座：○○銀行○○支店（店番）
　　　普通（口座番号）＊＊＊＊＊＊＊
　　　口座名義人フリガナ　　○○　○○
　　　口座名義人　　　○○　○○

【送付先】〒206-8611　東京都多摩市鶴牧1－23　なないろ生命　クーリング・オフ担当

※個人情報保護の観点から、封書によりお申出いただきますようお願いします。

5
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〈電磁的方法によるお申込みの撤回〉
なないろ生命では、電磁的方法によるお申込みの撤回等の窓口として、なないろ生命ホームページ上に
お問い合わせ受付フォームを設置しています。お申込みの撤回等は電磁的方法による発信時（申出日）
に効力を生じますので、入力画面に必要事項を入力し、発信ください。
（なないろ生命ホームページ：https://www.nanairolife.co.jp/）

（3）	 第1回保険料充当金のご返金について

お申込みの撤回等がありクーリング・オフ制度が適用された場合、ご入金済の第1回保険料充当金は申
込者様（保険契約者様）に全額ご返金します。申込者様等から特にお申出のない場合は、申込時に登録
いただいた保険料振替口座へご返金します。申込時に保険料振替口座を登録いただいていない場合は、
撤回お申出時にご返金する口座をご指定ください。

●保険契約者様が法人または個人事業主（雇用主）の場合は、クーリング・オフ制度の適用対象外とな
ります。
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ご契約内容等の確認制度について
なないろ生命の職員またはなないろ生命から委託された担当者がご契約内
容等の確認のため、電話や訪問をすることがあります。この確認制度は生
命保険会社各社が行っています。

	1	 お申込時の契約確認について
ご契約のお申し込みにあたり、後日、なないろ生命の職員またはなないろ生命から委託された担当者が、
お申込内容や告知内容および重要書類の受領の確認のため、保険契約者等に電話や訪問をさせていただく
場合があります。
お申込時に告知した内容が事実と相違したり、告知もれがありますと、将来、給付金等をお支払いできな
い場合があります。

	2	 給付金等のご請求時の確認・照会について
給付金等のお支払いのご請求に際して、なないろ生命の職員またはなないろ生命から委託された担当者が
給付金等をお支払いするための確認・照会（以下、「支払確認・照会」といいます。）に、保険契約者、被
保険者または医療機関・公的機関等を訪問させていただく場合があります。
この支払確認・照会にあたりましては、お客様のプライバシーの保護に関し細心の注意をもってお取り扱
いさせていただきます。
※ 支払確認・照会に際し、保険契約者、被保険者または受取人がなないろ生命からの支払確認・照会について正当な理由
がなく回答または同意を拒んだときは、これによりその確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その回答または同
意を得て支払確認・照会が終わるまで給付金等をお支払いしません。

6
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現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提に、
新たな保険契約のお申し込みをご検討されている方へ

一般的に次の点について、保険契約者にとって不利益となります。
●多くの場合、解約返戻金は、お払込保険料の累計額より少ない金額となります。
　特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。
●一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権等を失うことがあります。
●新たにお申し込みの保険契約について、被保険者の健康状態などによりお断りする場合があります。
●新たにお申し込みの保険契約について、告知していただいた内容が事実と異なる場合には、給付金等を
お支払いできないことがあります。

●保険料は、保険料算出用利率（予定利率）のほか、将来見込まれる死亡率等により算出しています。保
険料算出用利率は、将来の運用収益を見込んであらかじめ一定の割合で割り引く割引率です。現在ご契
約の保険契約を解約、減額し、新たな保険契約のお申し込みをされることにより、保険料算出用利率が
下がった場合には、保険種類（終身保険等）によっては保険料が引き上げられることがあります。

7
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給付金等をお支払いできない場合について
給付金等をお支払いできない場合について記載しています。
「給付金等をお支払いできる場合、お支払いできない場合の具体的事例に
ついて」⇨p.32もあわせてご確認ください。

	1	 免責事由に該当した場合
（1）	 死亡給付金

●被保険者が次のいずれかによって死亡したとき
●保険契約者または死亡給付金等受取人の故意
●戦争その他の変乱（注）

（2）	 入院給付金、医療費充当給付金、手術給付金、放射線治療給付金、通院一時金、
先進医療給付金、先進医療見舞金

●被保険者が次のいずれかによって支払事由に該当したとき
●保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
●被保険者の犯罪行為
●被保険者の精神障害を原因とする事故
●被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
●被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
●被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
●むちうち症または腰痛でいずれも他覚所見のないもの
●地震、噴火または津波（注）
●戦争その他の変乱（注）

（注）	支払事由に該当した被保険者数の増加が保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合には、給付金等の金額の一
部または全部をお支払いします。

	2	 告知義務違反によりご契約が解除された場合
●告知（注）していただいた内容が事実と相違し、ご契約を解除したとき
（注）詳しくはⅡ-3項（⇒p.21）をご確認ください。

1
Ⅲ.	給付金等について
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	3	 重大事由によりご契約が解除された場合
●次のいずれかの重大事由が生じたとき
●保険契約者、被保険者（注1）または給付金等の受取人が、給付金等を詐取する目的もしくは他人に
詐取させる目的で事故招致（注2）をしたとき
●給付金等の請求に関して、給付金等の受取人に詐欺行為（注2）があったとき
●他のご契約との重複により、給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状
態がもたらされるおそれがあるとき

●保険契約者、被保険者または給付金等の受取人が、次のいずれかに該当するとき

・暴力団、暴力団員（暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます）、暴力団準構
成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力（以下「反社会的勢力」といいます）に該当すると
認められること
・反社会的勢力に資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
・反社会的勢力を不当に利用していると認められること
・保険契約者または給付金等の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、ま
たはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
・その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること

●次の事由などにより、保険契約者、被保険者または給付金等の受取人に対する信頼が損なわれ、かつ、
ご契約を継続することを期待しえない上記重大事由のいずれかと同等の事由があるとき

・ご契約に付加されている特約または他のご契約が重大事由により解除されたとき
・保険契約者、被保険者または給付金等の受取人のいずれかが他の保険会社等との間で締結したご
契約または共済契約が重大事由により解除されたとき

（注1）死亡給付金の場合は、被保険者を除きます。
（注2）未遂を含みます。

●重大事由が生じた場合、なないろ生命はご契約を解除します。
●重大事由が生じた時からご契約の解除までの間に、給付金等の支払事由が生じていても、なないろ
生命は給付金等のお支払いを行いません。すでに給付金等をお支払いしていた場合は、その返還を
請求します。

●重大事由によりご契約が解除された場合で、解約返戻金があるときは、その解約返戻金を保険契約
者にお支払いします。

ご留意ください
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	4	 詐欺による取り消しの場合
●保険契約者または被保険者の詐欺によってなないろ生命がご契約のお申し込みを承諾したとき

● 詐欺によりご契約のお申し込みを承諾した場合は、なないろ生命はご契約を取り消し、お払込みい
ただいた保険料は返還しません。

ご留意ください

	5	 不法取得目的による無効の場合
●ご契約の加入状況、ご契約成立後の給付金等の請求状況などから判断して、保険契約者が給付金等を不
法に取得する目的または他人に給付金等を不法に取得させる目的でご契約を締結したものと認められる
とき

● 不法取得目的により締結されたご契約は無効とし、お払込みいただいた保険料は返還しません。

ご留意ください

	6	 ご契約が消滅（未払消滅）した場合
●保険料のお払込みがないまま猶予期間が経過し、ご契約が消滅（未払消滅）（注）したとき
（注）詳しくはⅣ-2項（⇒p.36）をご確認ください。

	7	 支払事由に該当しないその他の場合
（1）	 入院給付金、医療費充当給付金、手術給付金、放射線治療給付金、通院一時金、

先進医療給付金、先進医療見舞金

●責任開始期（注1）前の傷害または疾病を原因とするとき（注2）
●被保険者の薬物依存によるとき

（注1）詳しくはⅡ-4項（⇒p.23）をご確認ください。
（注2）次のページのような場合、責任開始期以後の疾病とみなします。
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・責任開始日からその日を含めて2年を経過した後に療養等を受けたとき
・告知等によりなないろ生命が知っていたその原因に関する事実に基づいて承諾したとき（事実の
一部について告知いただいていない等の理由により、その原因に関する事実をなないろ生命が正
確に知ることができなかった場合を除きます。）
・病院での受診歴や健康診断等による異常の指摘がなく、症状について被保険者による認識・自覚
もなかったとき
・責任開始期以後に、その原因による症状が悪化したことまたはその原因と医学上密接な関係があ
る疾病を発症したことなどにより、責任開始期前を含めて初めてその入院・手術・放射線治療な
どが必要であると医師に診断されたとき



32

給付金等をお支払いできる場合、お支払い
できない場合の具体的事例について

以下の各事例は、給付金等をお支払いできる場合またはお支払いできない場合の代表例をご参考としてあ
げたものです。
ご契約の保険種類・ご加入の時期によってはお取り扱いが異なる場合がありますので、実際のご契約での
お取り扱いに関しては、ご契約（特約）内容・約款を必ずご確認ください。また、記載以外に認められる
事実関係等によってもお取り扱いに違いが生じることがあります。

【事例1】入院給付金のお支払い〈告知義務違反による解除〉

お支払いできる場合 お支払いできない場合
ご契約加入後に発病した「椎間板ヘルニア」により入院
した場合。

告知日の2か月前に医師から手術をすすめられた「椎間
板ヘルニア」について告知をせずに加入し、ご契約加入
後に入院した場合。

解　　説
ご契約にご加入いただく際には、被保険者の過去の傷病歴等、現在の健康状態などについて正確にもれなく告知いた
だく必要がありますが、故意または重大な過失によって事実を告知しなかったり、事実と異なることを告知された場
合には、ご契約は解除となり、給付金等はお支払いしません。ただし、告知義務違反の対象となった事実と、ご請求
原因との間に、全く因果関係が認められない場合には、給付金等をお支払いします。

【事例2】入院給付金のお支払い〈支払限度日数の超過〉

お支払いできる場合 お支払いできない場合
1回の入院に対して支払われる限度日数が60日で、退院
日の翌日からその日を含めて180日以内の再入院につい
ては1回の入院とみなすこととなっているタイプのご契
約において、「脳梗塞」で70日間入院し、退院から200
日後に再び「脳梗塞」で30日間入院した場合。
1回目の入院は60日分、2回目の入院は30日分お支払い
します。

1回の入院に対して支払われる限度日数が60日で、退院
日の翌日からその日を含めて180日以内の再入院につい
ては1回の入院とみなすこととなっているタイプのご契
約において、「脳梗塞」で70日間入院し、退院から100
日後に再び「脳梗塞」で30日間入院した場合。
1回目の入院は60日分お支払いしますが、2回目の入院
は1回目と通算される結果、支払日数の限度（60日）を
超過することになるので、お支払いしません。

解　　説
ご契約により、1回の入院に対して支払われる限度日数が定められている場合があり、その日数を超えた入院につい
ては、給付金はお支払いしません。
なお、ご契約によっては、いったん退院し一定期間内（180日以内）に再入院した場合、1回の入院とみなし入院日
数を通算することがあります。

2
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【事例3】手術給付金のお支払い〈所定の手術への非該当〉

お支払いできる場合 お支払いできない場合
・ 「虫垂炎」の治療のため、虫垂を切除する手術を受けた
場合

・ 「腰椎椎間板ヘルニア」の治療のため、椎間板ヘルニア
を切除する手術を受けた場合

・ 「胃がん」の治療のため、胃を切除する手術を受けた場
合

・ 歯の治療のために、抜歯手術を受けた場合
・ 「皮膚良性腫瘍」の治療のため、腫瘍を摘出する手術を
受けた場合
・ 視力の矯正のために、屈折異常に対する視力矯正手術
（レーシック）を受けた場合

解　　説
引受基準緩和型医療保険（無解約返戻金型）の「手術給付金」は、公的医療保険制度における「医科診療報酬点数表」
において、「手術料」の算定対象として列挙されている手術が支払対象となります。（注）
（注）公的医療保険制度における「医科診療報酬点数表」において「手術料」の算定対象として列挙されている手術であっても、創傷処理、皮膚切開術

など支払対象外となる手術があります。
引受基準緩和型医療保険（無解約返戻金型）の支払事由の詳細はⅠ項（⇨p.8）をご参照ください。

【事例4】通院一時金のお支払い〈支払事由非該当〉

お支払いできる場合 お支払いできない場合
糖尿病で入院し、その退院後3日目に治療のための通院
をした場合

糖尿病の治療のための入院をせずに治療のための通院を
した場合

解　　説
主契約の入院給付金が支払われる入院をして、退院日の翌日からその日を含めて180日以内に、入院の原因となった
疾病または傷害の治療を目的とした通院をしたとき、通院一時金をお支払いします。

【事例5】通院一時金のお支払い〈入院期間中の通院〉

お支払いできる場合 お支払いできない場合
「椎間板ヘルニア」により入院し、その退院後10日目に
治療のための通院をした場合。

「椎間板ヘルニア」により入院し、その退院後10日目に
治療のための通院をしたが、通院と同日に交通事故で入
院した場合。

解　　説
通院一時金の支払事由に該当する通院であっても、主契約の入院給付金が支払われる場合は、入院期間中の通院につ
いては、通院一時金をお支払いしません。
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給付金等のご請求に関する訴訟について
給付金等のご請求に関する訴訟については、当社の本社の所在地または給付金の受取人の住所地を管轄す
る高等裁判所（本庁とします。）の所在地を管轄する地方裁判所を合意による管轄裁判所とします。

3
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保険料の払込方法について
払込方法（経路）には次のような方法があります。

（1）	 口座振替扱によるお払込みについて	

なないろ生命が提携している金融機関等で保険契約者が指定した口座から、保険料が自動的に振り替え
られる方法です。お払込みいただいた保険料について、保険料領収証は発行しません。

（2）	 クレジットカード扱によるお払込みについて	

なないろ生命が提携しているカード会社を経由して、保険料をお払込みいただく方法です。お払込みい
ただいた保険料について、保険料領収証は発行しません。
クレジットカード扱には、なないろ生命所定の要件があります。

保険料の前納および予納は取り扱いません。

ご留意ください

1
Ⅳ.	保険料のお払込み
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保険料払込みの猶予期間と消滅について
保険料は払込期月中にお払込みください。払込期月中にお払込みがない場合、払込期月の翌月１日からそ
の日を含めて３か月目の末日までを保険料のお払込みの猶予期間とします。
お払込みがないまま猶予期間が経過しますと、ご契約は消滅（未払消滅）となり、効力がなくなります。
その場合、消滅した契約を元に戻すことはできません（ご契約の復活は取り扱いません。）。

［しくみ］

払込期月

猶予期間

猶予期間1か月目 猶予期間2か月目 猶予期間3か月目 未払消滅

2
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保険料のお払込みが困難になられたときについて
保険料のお払込みが困難になられたときには、なないろ生命所定の範囲内で給付金額を減額して保険料の
負担を軽減することができます。

3
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保険料のお払込みが不要となった場合の 
お取り扱いについて

●保険料の払込方法（回数）が年払のご契約（以下「年払契約」といいます）が消滅（注1）した場合、
保険料の未経過分に相当する返還金があるときは、その返還金をお支払いします。

●保険料の未経過分に相当する返還金は、すでに払い込まれた保険料（注2）のうち、保険料のお払込み
が不要となった日の翌日以後最初に到来する契約日の応当日（月単位）から、保険料のお払込みが不要
となった日の翌日以後最初に到来する契約日の応当日（年単位）の前日までの月数に対応する保険料相
当額となります。
（注1）ご契約または付加されている特約の消滅、減額等を含みます。
（注2）保険料の一部のお払込みが不要となった場合は、その不要となった部分の保険料に限ります。

（例） 契約日の応当日（年単位）が1月1日の年払契約について、1月20日に年払保険料のお払込み、
5月25日に解約した場合

［保険料の未経過分に相当する返還金］
保険料のお払込みが不要となった日はご契約を解約した5月25日のため、その翌日以後最初に到
来する契約日の応当日（月単位）は6月1日となります。そのため、6月1日から契約日の応当日（年
単位）の前日となる12月31日までの7か月分に対応する保険料相当額を保険料の未経過分に相当
する返還金としてお支払いします。

1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 12/31

̓か月分に対Ԡする保険料相当額をお支払いします

契約日
の応当日
（月単位）
6/1
▼ 

解約
5/25
▼▼

契約日
の応当日
（年単位）
1/1

保険料の
お払込み
1/20
▼ ▼

契約日
の応当日
（年単位）
1/1

保険料の払込方法（回数）が月払のご契約については、保険料の未経過分に相当する返還金のお支払
いはありません。

ご留意ください

4
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給付金等の支払事由が発生したときの
保険料について

●保険料は、払込期月ごとの契約日の応当日から次の払込期月の契約日の応当日の前日までの期間に充当
され、払込期月中の契約日の応当日に払込まれるものとして計算されています。

●保険料のお払込みがないまま、払込期月の契約日の応当日以後に給付金等の支払事由が発生した場合で、
給付金等がお支払いとなるときは、給付金等からその未払込保険料を差し引きます。

［例］月払（契約日の応当日（月単位）が1日）のご契約の場合

4月分の保険料のお払込みがないまま、4月1日～ 4月30日に給付金等の支払事由が発生したとき

［給付金等の支払事由が発生したとき］
　4月分の未払込保険料を給付金等から差し引いて、給付金等をお支払いします。

5／1 6／15／31

5月分の保険料の払込期月4月分の保険料の払込期月

4月分の保険料が充当される期間（4/1～4/30） 5月分の保険料が充当される期間（5/1～5/31）

契約日の
応当日（月単位）

◀

契約日の
応当日（月単位）

◀

契約日の
応当日（月単位）

◀

4／1 4／30

5
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諸請求に必要な書類について

	1	 給付金等のご請求について
●給付金等をご請求いただく場合は以下のような流れとなります。

1
Ⅴ.	ご契約後について

1．発生

2．連絡

3．提出

4．受取

〔お支払いする可能性がある事由の発生〕
●以下のような事由が発生したとき、すみやかになないろ生命お客様サービスセ
ンターまでご連絡ください。
※保障内容によっては、支払事由に該当しない場合があります。

・病気やケガで入院・手術・通院をした場合
・亡くなった場合
・その他の支払事由に該当するかどうかご不明の場合

〔なないろ生命お客様サービスセンターへのご連絡〕
●お手元に、ご契約の証券番号がわかる書類（保険証券等）をご用意ください。
●給付金等をもれなくご請求いただくために、以下の内容をお伺いします。
・証券番号、お電話をいただいた方のお名前・被保険者名
・入退院日、事故日、病名、手術名、手術日、通院の有無など
※ 病名等は、必要書類をご案内するためにお伺いするものですので、差支えのない範囲で
お申出願います。

〔請求書類のご提出〕
ご案内した必要書類をお取りそろえのうえ、ご提出ください。

〔お支払明細書をご確認ください〕
お支払金額などを記載したお支払明細書をご郵送しますので、ご確認ください。

〔請求のご案内〕
ご連絡いただいた内容に基づき、ご請求の詳しいご案内と請
求書類をお届けします。

〔給付金等のお支払い〕
給付金等をお支払いします。

なないろ生命

なないろ生命
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●なないろ生命は、約款・特約の別表に記載された書類以外の書類のご提出を求めること、または約
款・特約の別表に記載された書類の一部のご提出を省略して取り扱うことがあります。

●給付金等のご請求に際し、なないろ生命にご提出いただく書類（診断書等）の手配に関する諸費用
は、お客様の負担となります。

●代理人によるご請求の場合、約款・特約の別表に記載の書類の他に、受取人が給付金等をご請求で
きない事情を証明する書類があわせて必要となります。

●給付金等のお支払いの判断にあたって、内容の確認にお伺いすることやなないろ生命の指定した医
師の診断をお受けいただく場合があります。

●給付金等は、請求権者が権利を行使できるようになった時から3年間を過ぎると、ご請求の権利が
なくなります。

●成年後見（補助、保佐、後見）開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされ
ている場合は、なないろ生命にその登記事項証明書をご提出ください。

ご留意ください

	2	 その他のご請求について
●保険契約に関する諸請求の際には、次の書類をご提出いただきます。

請求に必要な書類

請求する事項

なないろ生命所定の
請　求　書

保険契約者の
印鑑証明書

給付金額の減額（⇨Ⅴ-4項：p.44） ● ●

解約（⇨Ⅴ-4項：p.44） ● ●

保険契約者の変更（⇨Ⅴ-3項：p.43） ● ●

給付金等の受取人の変更（⇨Ⅴ-3項：p.43） ● ●

●お手続きについてはお客様サービスセンターへご連絡ください。

●なないろ生命は、上記以外の書類のご提出を求めること、または上記書類の一部のご提出を省略し
て取り扱うことがあります。

●ご契約に関する諸請求に際し、なないろ生命にご提出いただく書類の手配に関する諸費用は、保険
契約者の負担となります。

●成年後見（補助、保佐、後見）開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされ
ている場合は、なないろ生命にその登記事項証明書をご提出ください。

ご留意ください



42

給付金等のお支払期限について
●給付金等のご請求があった場合、なないろ生命は、必要書類がなないろ生命に到着した日（注）の翌日
からその日を含めて5営業日以内に給付金等をお支払いします。ただし、給付金等をお支払いするため
の確認・照会が必要な場合は、以下のとおりとします。

給付金等をお支払いするための確認等が必要な場合 支払期限

1

給付金等をお支払いするために確認が必要な次の場合
⑴　給付金等の支払事由発生の有無の確認が必要な場合
⑵　給付金等の免責事由に該当する可能性がある場合
⑶　告知義務違反に該当する可能性がある場合
⑷　重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合

必要書類がなないろ生命に到
着した日（注）の翌日からそ
の日を含めて45日以内にお
支払いします。

2

上記1の確認を行うために特別な照会や確認が必要な次の場合
⑴　弁護士法にもとづく照会その他法令にもとづく照会が必要な場合
⑵　 研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の

調査、分析または鑑定が必要な場合
⑶　 保険契約者、被保険者または給付金等の受取人を被疑者として、捜査、

起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等で明らかである場合
における、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検
察等の捜査機関または裁判所に対する照会が必要な場合

⑷　日本国外における調査が必要な場合

必要書類がなないろ生命に到
着した日（注）の翌日からそ
の日を含めて180日以内に
お支払いします。

（注） 必要書類がなないろ生命に到着した日とは、完備された必要書類がなないろ生命に到着した日をいいます。

●やむを得ず上記期限をこえてお支払いする場合は、所定の利息をつけてお支払いします。
●給付金等をお支払いするための上記1・2の確認に際し、保険契約者・被保険者または給付金等の受取
人が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかったときは、なないろ生命はこれによりそ
の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金等をお支払いしません。

2
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保険契約者、給付金等の受取人の変更について

	1	 保険契約者の変更について
●保険契約者は、被保険者の同意となないろ生命の承諾を得て、保険契約者を変更できます。
●保険契約者を変更した場合、保険契約上の権利義務（死亡給付金の受取人を変更する権利、保険料のお
支払い義務など）はすべて新しい保険契約者に引き継がれます。

	2	 給付金等の受取人の変更について
●保険契約者は支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、死亡給付金受取人を変更できます。
●死亡給付金受取人を変更する場合は、すみやかになないろ生命へ通知ください。新しい死亡給付金受取
人への変更手続きをしていただきます。

●保険契約者は支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により死亡給付金受取人を変更することも
できます。この場合、保険契約者がお亡くなりになった後、保険契約者の相続人からなないろ生命へ通
知ください。

●死亡給付金を除く給付金等の受取人は被保険者となります。
ただし、保険契約者が法人の場合には被保険者の同意を得て、被保険者に代えて保険契約者とすること
ができます。なお、死亡給付金受取人が指定され死亡給付金受取人が保険契約者であるときは、保険契
約者に限ります。

●給付金等の受取人がお亡くなりになった場合は、すみやかになないろ生命へ通知ください。

●給付金等の受取人の変更に関する通知をなないろ生命が受ける前に変更前の給付金等の受取人に給
付金等をお支払いしたときは、そのお支払い後に変更後の給付金等の受取人から給付金等の請求を
受けても、なないろ生命は給付金等をお支払いしません。

ご留意ください

3
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解約・減額と解約返戻金について

	1	 解約・減額について
●ご契約の解約・減額はいつでもできますが、以後の保障はなくなります。
●ご継続を迷われたときはお気軽にご相談ください。
＊〈責任開始に関する特約〉が付加されている契約は、第１回保険料の払込み前の減額はお取り扱いで
きません。

	2	 解約返戻金について
●この保険契約の解約返戻金は以下のとおりです。

主契約 解約返戻金はありません。ただし、保険料払込期間満了後の保険期間中で、保険料払込期間満了
日までの保険料が払い込まれている場合は、入院給付金日額の10倍の解約返戻金があります。

特　約 解約返戻金はありません。

	3	 被保険者による保険契約者への解約の請求について
●被保険者と保険契約者が異なるご契約の場合、次の事由に該当するときは、被保険者は保険契約者に対
し、ご契約の解約を請求することができます。この場合、保険契約者は、ご契約の解約を行う必要があ
ります。

①保険契約者または給付金等の受取人がなないろ生命に保険給付を行わせることを目的として給付金
等の支払事由を発生させた、または発生させようとした場合
②給付金等の受取人が当該生命保険契約にもとづく保険給付の請求について詐欺を行い、または行お
うとした場合
③上記①②の他、被保険者の保険契約者または給付金等の受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存
続を困難とする重大な事由がある場合
④保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申し込
みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合

	4	 契約当事者以外の者による解約について
●保険契約者の差押債権者、破産管財人等（以下「債権者等」といいます）によるご契約の解約は、解約
の通知がなないろ生命に到達した日の翌日からその日を含めて1か月を経過した日に効力を生じます。

●債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約がなないろ生命に通知された時において、以下のすべて
を満たす給付金等の受取人はご契約を存続させることができます。

4
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①保険契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
②保険契約者でないこと

●給付金等の受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知がなないろ生命に到達した日の翌日から
その日を含めて1か月を経過する日までの間に以下のすべての手続きを行う必要があります。

①保険契約者の同意を得ること
②解約の通知がなないろ生命に到達した日に解約の効力が生じたとすればなないろ生命が債権者等に
支払うべき金額を債権者等に支払うこと
③上記②について、債権者等に支払った旨をなないろ生命に対して通知すること（なないろ生命への
通知についても期間内に行うこと）
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生命保険と税金について
生命保険には税制上の特典があります。

以降の記載は2022年1月現在の税制に基づいております。将来的に税制が変更され、取り扱いが変わる
場合があります。詳しくは、所轄の税務署等にご確認ください。

	1	 「生命保険料控除制度」について
●「生命保険料控除制度」とは、お払込みいただいた保険料について、その一定額を保険契約者のその年
の所得から控除し、所得税と住民税の負担を軽減する制度です。

●「生命保険料控除」により所得から控除される金額は、お払込みいただいた保険料を主契約・特約の内
容に応じて、「控除証明区分」ごと（「一般生命保険料」「個人年金保険料」「介護医療保険料」「その他
保険料」）に区分し、それぞれの「控除証明区分」ごとに下表に基づいて算出します。（「その他保険料」
については、「生命保険料控除」の対象外となります。）

①所得税の生命保険料控除

年間正味払込保険料 控除される金額

20,000円以下 年間正味払込保険料の全額

20,000円超40,000円以下 （年間正味払込保険料×1/2）＋10,000円
40,000円超80,000円以下 （年間正味払込保険料×1/4）＋20,000円

80,000円超 一律40,000円

（注） 控除される金額は、それぞれの「控除証明区分」ごとに算出した金額を合算して、120,000円が上限となります。

②住民税の生命保険料控除

年間正味払込保険料 控除される金額

12,000円以下 年間正味払込保険料の全額

12,000円超32,000円以下 （年間正味払込保険料×1/2）＋6,000円　
32,000円超56,000円以下 （年間正味払込保険料×1/4）＋14,000円

56,000円超 一律28,000円

（注） 控除される金額は、それぞれの「控除証明区分」ごとに算出した金額を合算して、70,000円が上限となります。

5
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③「控除証明区分」について

●「ご契約のしおり」に掲載の各主契約・特約の「控除証明区分」は下表のとおりです。
介護医療保険料

・引受基準緩和型医療保険（無解約返戻金型）
・引受基準緩和型先進医療特約

・引受基準緩和型通院一時金特約

④「生命保険料控除証明書」について

●毎年10月頃に「生命保険料控除証明書」を郵送にてお届けしますので、申告のときまで大切に保管
してください。

	2	 給付金等の税制上のお取り扱いについて
給付金等にかかる税金は保険契約者、被保険者、受取人の関係によって異なります。

（1）	 死亡給付金をお受け取りの場合	

①死亡給付金の税制上のお取り扱いについて

契約内容
契　約　例

税 の 種 類
保険契約者 被保険者 受取人

保険契約者と被保険者が同一の場合
夫 夫 妻

相　　　続　　　税
夫 夫 子

受取人が保険契約者自身の場合
夫 妻 夫 所得税（一時所得）

住　　民　　税夫 子 夫

保険契約者、被保険者、受取人が
それぞれ異なる場合

夫 妻 子
贈　　　与　　　税

夫 子 妻

②相続税に関する死亡給付金の非課税金額について

保険契約者と被保険者が同一人で受取人が相続人の場合には、死亡給付金（ご契約が2件以上のとき
は合計します。）に対して相続税法上一定範囲で非課税扱いを受けることができます。
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（2）	 入院給付金等をお受け取りの場合について	

受取人が主契約の被保険者、その配偶者もしくはその直系血族、または生計を同一にするその他の親族
に該当する場合、次の給付金等は全額非課税となります。

・入院給付金
・放射線治療給付金
・先進医療見舞金

・医療費充当給付金
・通院一時金

・手術給付金
・先進医療給付金
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お客様に関する個人情報のお取り扱いについて

（1）	 なないろ生命における個人情報の利用目的について	

保険契約等申し込みに際して、お客様からいただいた個人情報は、以下の目的で利用させていただきます。
●なないろ生命の保険契約のお引き受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
●なないろ生命または関連会社・提携会社の各種保険商品・金融商品・サービスのご案内・提供（注）、
ご契約の維持管理

●なないろ生命の業務の情報提供・運営管理、市場調査、商品・サービスの開発・研究（注）
（注） お客様のウェブサイトの閲覧履歴等の情報を分析し、商品・サービスのご案内・提供、広告の配信等を行うこと

を含みます。
※なないろ生命の個人情報のお取り扱いにつきましては、なないろ生命ホームページ（https://www.
nanairolife.co.jp/）にも掲載しておりますので併せてご確認ください。

（2）	 なないろ生命における機微（センシティブ）情報の取り扱いについて	

被保険者等の身体、健康情報に関する保健医療等の情報は、保険業法施行規則により利用目的が限定され
ており、なないろ生命業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的のために取得、利用させてい
ただきます。

（3）	 再保険会社への個人情報の提供について	

なないろ生命は、なないろ生命と保険契約者様との間の保険契約について、引受リスクを適切に分散する
ために再保険（再々保険を含みます）を行うことがあります。また、再保険会社における当該保険契約の
お引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払いに関する利用のために、再保険の対象となる
保険契約の特定に必要な保険契約者様の個人情報のほか、被保険者様の氏名、性別、生年月日、保険金額
等の契約内容に関する情報、および健康状態に関する情報など当該業務遂行に必要な個人情報を再保険会
社（外国にある再保険会社を含みます）に提供することがあります。

1
Ⅵ.	その他ご契約に関するお知らせ
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契約内容登録制度・契約内容照会制度・
支払査定時照会制度について

なないろ生命は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付
金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、「契約内容登録制度」、「契
約内容照会制度」および「支払査定時照会制度」に基づき、下記の通り、
なないろ生命の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用
しております。

	1	 契約内容登録制度・契約内容照会制度について
お客様のご契約内容が登録されることがあります。
●なないろ生命は、（一社）生命保険協会、（一社）生命保険協会加盟の他の各生命保険会社および全国共
済農業協同組合連合会（以下「各生命保険会社等」といいます）とともに、保険契約もしくは共済契約
または特約付加（以下「保険契約等」といいます）のお引受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは
共済金等（以下「保険金等」といいます）のお支払いの判断の参考とすることを目的として、「契約内
容登録制度」（全国共済農業協同組合連合会との間では「契約内容照会制度」といいます）に基づき、
なないろ生命の保険契約等に関する次の登録事項を共同して利用しております。

●保険契約等のお申込みがあった場合、なないろ生命は、（一社）生命保険協会に、保険契約等に関する
次の登録事項を登録します。ただし、保険契約等をお引受けできなかったときは、その登録内容は消去
されます。

　（一社）生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合
または保険金等のご請求があった場合、（一社）生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生
命保険会社等において、保険契約等のお引受けまたはこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とさせ
ていただくために利用されることがあります。

　なお、登録の期間、お引受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活の日、
復旧の日、増額の日または特約の中途付加の日から5年間（被保険者が15歳未満の保険契約等につい
ては、「契約日等から5年間」と「契約日等から被保険者が15歳に到達するまでの期間」のいずれか長
い期間）とします。各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引受けおよび
これらの保険金等のお支払いの判断の参考とする以外に用いることはありません。

　また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。
●なないろ生命の保険契約等に関する登録事項については、なないろ生命（なないろ生命（株）東京都新
宿区四谷1‒6‒1 代表取締役社長：石島 健一郎）が管理責任を負います。保険契約者または被保険者は、
なないろ生命の定める手続きに従い、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、
訂正を申し出ることができます。また、次の（ア）～（オ）に記載の事由を理由とする場合、なないろ
生命の定める手続に従い、利用停止または消去を求めることができます。上記各手続きの詳細について
は、お客様サービスセンターにお問い合わせください。
（ア） なないろ生命があらかじめ本人の同意を得ず利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取

り扱っている場合
（イ）なないろ生命が不適正な個人情報の利用・取得をしている場合

2
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（ウ）本人が識別される保有個人データをなないろ生命が利用する必要がなくなった場合
（エ） なないろ生命が取り扱う個人データの漏えい・滅失・毀損その他の個人データの安全の確保に係

る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きい場合
（オ） 本人が識別される保有個人データの取り扱いにより、本人の権利又は正当な利益が害されるおそ

れがある場合

【登録事項】
次の事項が登録されます。
（1）保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所（市・区・郡までとします）
（2）死亡保険金額（死亡給付金額）および災害死亡保険金額
（3）入院給付金の種類および日額
（4）契約日（増額の日および特約の中途付加の日）
（5）取扱会社名

その他、正確な情報の把握のため、ご契約およびお申込みの状態に関して相互に照会することがあり
ます。

●「契約内容登録制度・契約内容照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、（一社）
生命保険協会ホームページ（https://www.seiho.or.jp/）の「加盟会社」をご参照ください。

	2	 支払査定時照会制度について
保険金等のご請求に際し、お客様のご契約内容等を照会させていただくことがあります。
●なないろ生命は、（一社）生命保険協会、（一社）生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協
同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会（以下「各
生命保険会社等」といいます）とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等（以下「保
険契約等」といいます）の解除、取消しもしくは無効の判断（以下「お支払い等の判断」といいます）
の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、なないろ生命を含む各生命保険会
社等の保有する保険契約等に関する次の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。

●保険金、年金または給付金（以下「保険金等」といいます）のご請求があった場合や、これらに係る保
険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または
一部について、（一社）生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険
会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること（以
下「相互照会」といいます）があります。相互照会される情報は次のものに限定され、ご請求に係る傷
病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提
供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用さ
れることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険
会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。
各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。

●なないろ生命が保有する相互照会事項記載の情報については、なないろ生命（なないろ生命（株）東京
都新宿区四谷1‒6‒1 代表取締役社長：石島 健一郎）が管理責任を負います。保険契約者、被保険者ま
たは保険金等受取人は、なないろ生命の定める手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、
その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、次の（ア）～（オ）
に記載の事由を理由とする場合、なないろ生命の定める手続に従い、利用停止または消去を求めること



52

ができます。上記各手続きの詳細については、お客様サービスセンターにお問い合わせください。
（ア） なないろ生命があらかじめ本人の同意を得ず利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取

り扱っている場合
（イ）なないろ生命が不適正な個人情報の利用・取得をしている場合
（ウ）本人が識別される保有個人データをなないろ生命が利用する必要がなくなった場合
（エ） なないろ生命が取り扱う個人データの漏えい・滅失・毀損その他の個人データの安全の確保に係

る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きい場合
（オ） 本人が識別される保有個人データの取り扱いにより、本人の権利又は正当な利益が害されるおそ

れがある場合

【相互照会事項】
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過したご契約に係るものは除きます。
（1）被保険者の氏名、生年月日、性別および住所（市・区・郡までとします。）
（2） 保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日および対象となる保険事故（左記の事項は、照会を

受けた日から5年以内のものとします。）
（3） 保険種類、契約日、復活の日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険

金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料
および払込方法

上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、
保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死
亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。

●「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、（一社）生命保険協会ホー
ムページ（https://www.seiho.or.jp/）の「加盟会社」をご参照ください。
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生命保険契約者保護機構について
なないろ生命は「生命保険契約者保護機構」に加入しております。

生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、保険業法等法令に定める手続きを経たうえで、ご契
約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護
機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、
年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い
合わせください。

「生命保険契約者保護機構」（以下「保護機構」といいます）の概要は以下のとおりです。

●保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥っ
た場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約
の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払いに
係る資金援助および保険金請求権等の買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命
保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。

●保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入すること
が困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資
金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。

●保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定（注1）に係る部
分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約（注2）を除き、責任準備
金等（注3）の90%とすることが、保険業法等で定められています（保険金、年金等の90％が補償さ
れるものではありません。（注4））。

●なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持
するために、契約条件の算定基礎となる基礎率（予定利率、予定死亡率、予定事業費率等）の変更が行
われる可能性があり、これに伴い、保険金額、年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解
約控除制度（保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特
別な解約控除を行う制度）が設けられる可能性もあります。

（注1） 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証（最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等）のない
保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続きにおいては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計
画を作成することが可能です（実際に削減しないか否かは、個別の更生手続きの中で確定することとなります。）。

（注2） 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率（＊1）を超えていた契約を指します（＊2）。当該契約については、
責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率
が下限となります。
高予定利率契約の補償率　＝　90％　－　{（過去5年間における各年の予定利率－基準利率）の総和÷2}
（＊1） 基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっ

ております。現在の基準利率については、なないろ生命または保護機構のホームページで確認できます。
（＊2） 一つの保険契約において、主契約、特約の予定利率が異なる場合、主契約、特約を予定利率が異なるごと

に独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企
業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保
険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をする

3
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ことになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かに
かかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。

（注3） 責任準備金等とは、将来の保険金、年金、給付金の支払いに備え、保険料や運用収益などを財源として積み立てて
いる準備金等をいいます。

（注4） 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90％が補償されるものではありません。

【仕組みの概略図】

○救済保険会社が現れた場合

破綻保険会社 保　護　機　構 会員保険会社

民間金融機関等

国救済保険会社保険契約者等

補償対象保険金の支払い
（注2）

補償対象保険金の支払い
（注2）

保険金請求権等の買取り

補償対象保険金支払い
に係る資金援助

保険契約の全部・一部の移転
合併、株式取得

負担金の拠出

保険金等の支払い

資金援助
資金貸出

○救済保険会社が現れない場合

破綻保険会社 保　護　機　構
承継保険会社

会員保険会社

民間金融機関等

国保険契約者等

補償対象保険金支払い
に係る資金援助 負担金の拠出

保険金等の支払い

保険契約の承継
保険契約の引受け

資金貸出

財政措置（注1）

財政措置（注1）

（注2）

保険金請求権等の買取り
（注2）

（注1） 上記の「財政措置」は、令和9年（2027年）3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員
保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に
行われるものです。

（注2） 破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払い、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求権等
を買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率と
なります（高予定利率契約については、前ページ（注2）に記載の率となります。）。

●補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て現在の法令に基づいたもの
であり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。

●生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問い合わせ先
　生命保険契約者保護機構　TEL　03－3286－2820
　　月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）9：00～ 12：00、13：00～ 17：00
　　　　　　　　　　　　　ホームページアドレス https://www.seihohogo.jp/
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　■ 約款のレイアウトについて

「約款」をお読みになる際は、以下を参考にしてください。

〈脚注〉
「別表」や「ご契約のしおり」などを参照にしている部分について、
その参照先のページを記載しています。
※脚注は約款ではありません。

〈本文〉
この約款の「本文」です。

〈補足説明〉
・「本文」に記載した用語について、説明しています。
（例：＊ 1、＊ 2…）
・補足説明の中でさらに補足を加えている場合もあります。
（例：A、B…）
※補足説明も約款の一部ですので、本文とあわせてお読みください。

【記載例】医療保険（無解約返戻金型）普通保険約款

※約款中の文言の後ろの条文の番号は、その文言について規定されている箇所を表しています。
　　　 〔例〕免責事由（第６条）
なお、同じ条文中にその文言が２回以上ある場合は、２回目以降の記載は省略します。
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この保険の特色ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	１	 給付倍率について
� ୈ̍� ҩྍඅॆڅۚͷڅഒʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈ̎� खज़څ͓ۚΑͼ์ࣹઢڅྍ࣏ۚͷڅ�

ഒʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	２	 保障の開始について
� ୈ̏� ։ظ࢝ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

３	 給付金の支払いについて
� ୈ̐� ͍ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜࢧۚͷڅ
� ୈ̑� ໔ࣄ༝ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	４	 給付金の支払請求手続について
� ୈ̒� खଓʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜٻࢧۚͷڅ
� ୈ̓� ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜظ࣌ࢧۚͷڅ

	５	 保険料払込期間中の被保険者の死亡について
� ୈ̔� อݥྉؒظࠐதͷඃอऀݥͷࢮʜʜʜʜʜ

	６	 保険料の払込みについて
� ୈ̕� อݥྉͷࠐΈʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈø÷� อݥྉͷํࠐ๏ʢܦ࿏ʣʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈøø� ݄ظࠐத·ͨ༛༧ؒظதʹࢧࣄ༝�

͕ੜͨ͡߹ͷऔѻ͍ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈøù� อݥྉͷલೲʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	７	 保険料の払込みがないことによる消滅（未払消滅）について
� ୈøú� อܖݥͷࠐΈ͕ͳ͍͜ͱʹΑΔফ໓�

ʢະফ໓ʣʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	８	 取消しと無効について
� ୈøû� ΑΔऔফ͠ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʹٗ
� ୈøü� ෆ๏औಘతʹΑΔແޮʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	９	 告知義務と解除について
� ୈøý� ٛʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜࠂ
� ୈøþ� ٛҧʹΑΔղআʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜࠂ
� ୈøÿ� ٛҧʹΑΔղআ͕Ͱ͖ͳ͍ͱ͖ʜʜʜࠂ
� ୈøĀ� ॏେࣄ༝ʹΑΔղআʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	10	 契約内容の変更について	
� ୈù÷� อݥྉํࠐ๏ͷมߋʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈùø� ೖӃڅֹۚͷֹݮʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	11	 解約等について
� ୈùù� อܖݥͷղʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈùú� ղฦۚʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈùû� อݥྉͷະܦաʹ૬͢Δฦؐۚʜʜʜʜʜ
� ୈùü� ͷଘଓʜʜʜʜܖݥۚͷडऔਓʹΑΔอڅ

	12	 給付金の受取人および保険契約者について
� ୈùý� ࣾͷ௨ʹΑΔࢮڅۚडऔਓͷม�

ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜߋ
� ୈùþ� ҨݴʹΑΔࢮڅۚडऔਓͷมߋʜʜʜʜʜ
� ୈùÿ� ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜࢮۚडऔਓͷڅࢮ
� ୈùĀ� อܖݥऀͷݖརٛͷঝܧʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈú÷� อܖݥऀͷදऀ͓Αͼڅۚͷडऔਓ�

ͷදऀʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	13	 契約年齢の計算等について
� ୈúø� ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜࢉܭྸͷܖ
� ୈúù� Γͷॲཧʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜޡྸͷܖ
� ୈúú� ੑผͷޡΓͷॲཧʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	14	 その他
� ୈúû� ऀۚʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜܖ
� ୈúü� ඃอऀݥͷۀͷมߋɺస͓ډΑͼཱྀߦʜʜʜ
� ୈúý� อܖݥऀͷॅॴͷมߋʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈúþ� ๏ྩͷվਖ਼ʹ͏ࢧࣄ༝ͷมߋʜʜʜʜ
� ୈúÿ� ༰ͷొʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜܖ
� ୈúĀ� ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜޮ࣌
� ୈû÷� ॴʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜࡋ

	15	 特則について
� ୈûø� ͜ͷอܖݥͷফ໓ʹؔ͢Δಛଇʜʜʜʜʜʜ
� ୈûù� อܖݥऀΛ๏ਓͱ͢Δ߹ͷಛଇʜʜʜʜʜ
� ୈûú� ຊଇͷಡସ͑ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈûû� ຊଇͷنఆͷ४༻ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
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引受基準緩和型医療保険（無解約返戻金型）普通保険約款
ʢ࣮ࢪɹ2021�10�1ʣ

͜ͷอݥͷಛ৭

తɾ༰ පؾɾ͚͕ʹΑΔॴఆͷೖӃखज़ʹର͢Δอؒظݥऴͷอো
ۚͷछྨڅ ᾇ� ೖӃڅۚ

ᾈ� ҩྍඅॆڅۚ
ᾉ� खज़څۚ
ᾊ� ์ࣹઢڅྍ࣏ۚ
ᾋ� Γ·͢ɻʣݶʹ߹தͷؒظݥͷอޙຬྃؒظࠐྉݥۚʢอڅࢮ

λΠϓ ແ
උߟ ͜ͷอܖݥʹɺղฦۚʢୈ23ʣ͋Γ·ͤΜɻͨͩ͠ɺอݥྉؒظࠐຬྃޙͷอ

தͷ߹ʹɺղฦۚʢୈ23ʣ͕͋Γ·͢ɻؒظݥ

	１	 給付倍率について

	 第１条	 	 医療費充当給付金の給付倍率

̍ɽҩྍඅॆڅۚͷڅഒɺҩྍඅॆڅۚͷֹۚʹΑΓɺ࣍ͷ̓ͭͷഒ
͕͋Γ·͢ɻอܖݥऀɺ͜ ͷอܖݥక݁ͷࡍɺࣾͷऔѻ͍ͷൣғͰɺ
͍ͣΕ͔̍ͭͷഒΛબ͢Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

ഒڅ ҩྍඅॆڅۚͷֹۚ

40ഒ ʢೖӃڅֹۚʣʷ40
30ഒ ʢೖӃڅֹۚʣʷ30
20ഒ ʢೖӃڅֹۚʣʷ20
15ഒ ʢೖӃڅֹۚʣʷ15
10ഒ ʢೖӃڅֹۚʣʷ10
̑ഒ ʢೖӃڅֹۚʣʷ̑
̌ഒ ҩྍඅॆڅۚ͋Γ·ͤΜɻ

̎ɽຊͷ̍ɽʹΑΓબ͞ΕͨҩྍඅॆڅۚͷڅഒͷมߋऔΓѻ͍·ͤ
Μɻ

	 第２条	 	 手術給付金および放射線治療給付金の給付倍率

̍ɽखज़څ͓ۚΑͼ์ࣹઢڅྍ࣏ۚͷڅഒɺखज़څ͓ۚΑͼ์ࣹઢྍ࣏
ܖݥऀɺ͜ͷอܖݥͷ̏ͭͷഒ͕͋Γ·͢ɻอ࣍ۚͷֹۚʹΑΓɺڅ
క݁ͷࡍɺࣾͷऔѻ͍ͷൣғͰɺ͍ͣΕ͔̍ͭͷഒΛબ͢Δ͜ͱΛඞཁ
ͱ͠·͢ɻ

ഒڅ खज़څ͓ۚΑͼ์ࣹઢڅྍ࣏ۚͷֹۚ

10ഒ ʢೖӃڅֹۚʣʷ10
̑ഒ ʢೖӃڅֹۚʣʷ̑
̌ഒ खज़څ͓ۚΑͼ์ࣹઢڅྍ࣏ۚ͋Γ·ͤΜɻ

̎ɽຊͷ̍ɽʹΑΓબ͞Εͨखज़څ͓ۚΑͼ์ࣹઢڅྍ࣏ۚͷڅഒͷม
औΓѻ͍·ͤΜɻߋ

	２	 保障の開始について

	 第３条	 	 責任開始期

̍ɽ͜ͷอܖݥͷอোɺ࣍ͷ։ظ࢝ʹ։࢝͠·͢ɻ
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引受基準緩和型医療保険（無解約返戻金型）普通保険約款
ʢ࣮ࢪɹ2021�10�1ʣ

͜ͷอݥͷಛ৭

తɾ༰ පؾɾ͚͕ʹΑΔॴఆͷೖӃखज़ʹର͢Δอؒظݥऴͷอো
ۚͷछྨڅ ᾇ� ೖӃڅۚ

ᾈ� ҩྍඅॆڅۚ
ᾉ� खज़څۚ
ᾊ� ์ࣹઢڅྍ࣏ۚ
ᾋ� Γ·͢ɻʣݶʹ߹தͷؒظݥͷอޙຬྃؒظࠐྉݥۚʢอڅࢮ

λΠϓ ແ
උߟ ͜ͷอܖݥʹɺղฦۚʢୈ23ʣ͋Γ·ͤΜɻͨͩ͠ɺอݥྉؒظࠐຬྃޙͷอ

தͷ߹ʹɺղฦۚʢୈ23ʣ͕͋Γ·͢ɻؒظݥ

	１	 給付倍率について

	 第１条	 	 医療費充当給付金の給付倍率

̍ɽҩྍඅॆڅۚͷڅഒɺҩྍඅॆڅۚͷֹۚʹΑΓɺ࣍ͷ̓ͭͷഒ
͕͋Γ·͢ɻอܖݥऀɺ͜ ͷอܖݥక݁ͷࡍɺࣾͷऔѻ͍ͷൣғͰɺ
͍ͣΕ͔̍ͭͷഒΛબ͢Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

ഒڅ ҩྍඅॆڅۚͷֹۚ

40ഒ ʢೖӃڅֹۚʣʷ40
30ഒ ʢೖӃڅֹۚʣʷ30
20ഒ ʢೖӃڅֹۚʣʷ20
15ഒ ʢೖӃڅֹۚʣʷ15
10ഒ ʢೖӃڅֹۚʣʷ10
̑ഒ ʢೖӃڅֹۚʣʷ̑
̌ഒ ҩྍඅॆڅۚ͋Γ·ͤΜɻ

̎ɽຊͷ̍ɽʹΑΓબ͞ΕͨҩྍඅॆڅۚͷڅഒͷมߋऔΓѻ͍·ͤ
Μɻ

	 第２条	 	 手術給付金および放射線治療給付金の給付倍率

̍ɽखज़څ͓ۚΑͼ์ࣹઢڅྍ࣏ۚͷڅഒɺखज़څ͓ۚΑͼ์ࣹઢྍ࣏
ܖݥऀɺ͜ͷอܖݥͷ̏ͭͷഒ͕͋Γ·͢ɻอ࣍ۚͷֹۚʹΑΓɺڅ
క݁ͷࡍɺࣾͷऔѻ͍ͷൣғͰɺ͍ͣΕ͔̍ͭͷഒΛબ͢Δ͜ͱΛඞཁ
ͱ͠·͢ɻ

ഒڅ खज़څ͓ۚΑͼ์ࣹઢڅྍ࣏ۚͷֹۚ

10ഒ ʢೖӃڅֹۚʣʷ10
̑ഒ ʢೖӃڅֹۚʣʷ̑
̌ഒ खज़څ͓ۚΑͼ์ࣹઢڅྍ࣏ۚ͋Γ·ͤΜɻ

̎ɽຊͷ̍ɽʹΑΓબ͞Εͨखज़څ͓ۚΑͼ์ࣹઢڅྍ࣏ۚͷڅഒͷม
औΓѻ͍·ͤΜɻߋ

	２	 保障の開始について

	 第３条	 	 責任開始期

̍ɽ͜ͷอܖݥͷอোɺ࣍ͷ։ظ࢝ʹ։࢝͠·͢ɻ

	 ୈ４	 	 ิઆ໌

ˎ１	 開始期（ୈ３）
ୈ̏ʢ։ظ࢝ʣͷنఆʹ
ΑΓɺ͕ࣾ͜ͷอܖݥ্ͷ
Λ։࢝͢Δ࣌Λ͍͍·͢ɻ

ˎ２	 ই
։ظ࢝ʢୈ̏ʣ １ˎҎޙʹ
ੜͨ͡ෆྀͷނࣄʢผද̎˒ʣ
ΛͷݪҼͱ͢ΔইΛ͍͍
·͢ɻ

ˎ３	 ࣬ප
ެతҩྍอ੍ݥʢผද̑˒ʣ
ʹΑΔྍཆͷڅͷରͱͳΔ
ҟৗสΛؚΈɺༀґଘ̖
ؚΈ·ͤΜɻͳ͓ɺ։ظ࢝
ʢୈ̏ʣ １ˎҎޙʹੜͨ͡ʮෆ
ྀͷނࣄʢผද̎˒ʣҎ֎ͷ֎
ҼʯΛͷݪҼͱ͢Δইʹ
͍ͭͯɺ࣬පͱΈͳͯ͠औΓ
ѻ͍·͢ɻ
̖ɿฏ27݄̎13૯ল
ୈ35߸ʹఆΊΒΕͨࣔࠂ
ྨ߲தͷྨ൪߸�
̛11�2ɺ̛12�2ɺ̛13�2ɺ
̛14�2ɺ̛15�2ɺ̛16�2ɺ
̛18�2ɺ̛19�2ʹنఆ͞
ΕΔ༰ʹΑΔͷͱ͠ɺ
ༀʹɺϞϧώωɺΞϔ
ϯɺίΧΠϯɺେຑɺਫ਼ਆ
·ༀΛؚΈ֮ݬༀɺܹ
͢ɻ

ˎ４	 ೖӃが１
ೖӃͱୀӃ͕ಉҰͷͰ͋
Δ߹Λ͍͍ɺೖӃجຊྉͷࢧ
͍ͷ༗ແͳͲΛߟࢀʹͯ͠
͕ࣾஅ͠·͢ɻ

ঝͷظ࣌ ։ظ࢝

ᾇ� ͕ࣾɺ͜ͷอܖݥͷਃࠐΈΛ
ঝͨ͠ޙʹୈ̍ճอݥྉΛड͚
औͬͨ߹

ୈ̍ճอݥྉΛड͚औͬͨ࣌

ᾈ� ͕ࣾɺୈ̍ճอݥྉ૬ֹΛड
͚औͬͨޙʹ͜ͷอܖݥͷਃࠐ
ΈΛঝͨ͠߹

࣌ͷ͍ͣΕ͔͍࣍
ᶃ� ඃอऀݥʹؔ͢Δࠂʢୈ16ʣ
Λड͚ͨ࣌

ᶄ� ୈ̍ճอݥྉ૬ֹΛड͚औͬͨ
࣌

̎ɽຊͷ̍ɽʹنఆ͢Δ։ظ࢝ΛؚΉΛ։͓࢝Αͼܖ˒ͱ͠·͢ɻ
Αͼ͓ؒظݥ४ͱ͠ɺอجΛܖɺͯͬͨ͋ʹࢉܭྸʢୈ31ʣͷܖ
อݥྉؒظࠐͷࢉܭʹ͋ͨͬͯɺܖΛࢉೖ͠·͢ɻ

̏ɽ͜ͷอܖݥͷਃࠐΈʹର͕ͯࣾ͠ঝͨ͠ͱ͖ɺ࣍ͷ߲ࣄΛͨ͠ࡌهอݥ
ূ݊Λൃ͠ߦ·͢ɻ

ᾇ� ໊ࣾ
ᾈ� อܖݥऀͷ໊ࢯ·໊ͨশ
ᾉ� ඃอऀݥͷ໊ͦࢯͷଞͷඃอऀݥΛಛఆ͢ΔͨΊʹඞཁͳ߲ࣄ
ᾊ� डऔਓͷ໊ࢯ·໊ͨশ
ᾋ� อؒظݥ
ᾌ� อڅݥͷֹ
ᾍ� อݥྉ͓Αͼͦͷํࠐ๏
ᾎ� ܖ
ᾏ� อ݊ূݥΛ࡞݄ͨ͠

˒ʮܖʯ˰ʮ͝ܖͷ͓͠Γʯͷʮओͳอޠ༺ݥͷ͝આ໌ʯʹ͍ͯ͠ࡌܝ·͢ʢ1�6ࢀরʣɻ

	̏ 	 給付金の支払いについて

	 第̐条	 	 給付金のࢧ͍

̍ɽࣾɺ࣍ͷද͓Αͼຊͷ̎ɽͷنఆͷͱ͓Γɺڅۚͷࢧࣄ༝͕ੜͨ͡ͱ
͖ɺͦͷࢧࣄ༝ʹରԠͯ͠څۚΛͦͷडऔਓʹࢧ͍·͢ɻͨͩ͠ɺ໔
څۚͷڅ͍·ͤΜɻͳ͓ɺҩྍඅॆࢧ༝ʢୈ̑ʣʹ֘͢Δͱ͖ࣄ
ഒʢୈ̍ʣɺखज़څ͓ۚΑͼ์ࣹઢڅྍ࣏ۚͷڅഒʢୈ̎ʣ͕̌
ഒͷ߹ʹͦΕͧΕͷڅۚͷࢧ͍͋Γ·ͤΜɻ

͏߹ʣࢧۚΛڅ༝ʢࣄࢧ ۚɹֹ डऔਓ

入
院
給
付
金

ඃอ͕ऀݥɺอؒظݥதʹ࣍ͷ͢
ͯΛຬͨ͢ೖӃʢผද̍˒ʣΛͨ͠
ͱ͖
ᾇ� ։ظ࢝ʢୈ̏ʣ １ˎҎޙʹ
ੜͨ͡ই２ˎ·ͨ࣬පˎ３Λ
ͷݪҼͱ͢ΔೖӃ

ᾈ� ᾇͷই２ˎ·ͨ࣬පˎ３ͷ࣏
ྍΛͷతͱ͢ΔೖӃ

ᾉ� පӃ·ͨྍॴʢผද̏˒ʣ
ͷೖӃ

ᾊ� ೖӃ͕̍ ４ˎҎ্ͷೖӃ

̍ճͷೖӃʹ͖ͭɺ
ʢೖӃڅֹۚʣ

ʷ
ʢೖӃʣ

入
院
給
付
金
受
取
人

医
療
費
充
当
給
付
金

ඃอ͕ऀݥɺอؒظݥதʹɺೖӃڅ
͕ۚࢧΘΕΔೖӃʢผද̍˒ʣ
Λ։ͨ࢝͠ͱ͖

̍ճͷೖӃʹ͖ͭɺ
ʢೖӃڅֹۚʣ

ʷ
อܖݥऀ͕બͨ͠
ഒʢୈ̍ʣڅ
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	 ୈ４	 	 ิઆ໌

ˎ５	 医Պ療ใुදに手ज़
料の算ఆରとしてྻ͞ڍ
Εている手ज़

ެతҩྍอ੍ݥʢผද̑˒ʣ
Պྍใुදࣃͮ͘جʹ
ʢผද̓˒ʣʹखज़ྉͷࢉఆର
ͱͯ͠ྻ͞ڍΕ͍ͯΔखज़ͷ
͏ͪɺҩՊྍใुදʢख
ज़Λड͚ͨ࣌ʹ͓͚ΔҩՊ
ྍใुදʹݶΓ·͢ɻʣʹ
͓͍ͯखज़ྉͷࢉఆରͱ͠
·Ε͍ͯΔखज़ΛؚΈ͞ڍྻͯ
͢ɻ

ˎ６	 ઌਐ医療（ผද�˒）に֘
͢る手ज़

์ࣹઢরࣹ͓ΑͼԹྍ๏ʹΑ
Δྍߦҝؚ·Ε·ͤΜɻ

͏߹ʣࢧۚΛڅ༝ʢࣄࢧ ۚɹֹ डऔਓ

ख
ज़
給
付
金

ඃอ͕ऀݥɺอؒظݥதʹ࣍ͷ͢
ͯΛຬͨ͢खज़ʢผද̐˒ʣΛड͚
ͨͱ͖
ᾇ� ։ظ࢝ʢୈ̏ʣ １ˎҎޙʹ
ੜͨ͡ই２ˎ·ͨ࣬පˎ３Λ
ͷݪҼͱ͢Δखज़�

ᾈ� ᾇͷই２ˎ·ͨ࣬පˎ３ͷ࣏
ྍΛͷతͱ͢Δखज़

ᾉ� පӃ·ͨྍॴʢผද̏˒ʣ
ʹ͓͚Δखज़

ᾊ� ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘͢Δखज़࣍
ᶃ� ެతҩྍอ੍ݥʢผ
ද̑˒ʣʹͮ͘جҩՊྍ
ใुදʢผද̒˒ʣʢҎ
ԼʮҩՊྍใुදʯ
ͱ͍͍·͢ɻʣʹखज़ྉͷ
Εͯ͞ڍఆରͱͯ͠ྻࢉ
͍Δखज़ ５ˎ

ͨͩ͠ɺ࣍ʹఆΊΔखज़
আ͖·͢ɻ
Ξɽইॲཧʢইॲཧʹ
͏๓߹ज़ΛؚΈ·
͢ɻʣ

Πɽൽෘ։ज़
ɽσϒϦʔυϚϯ
Τɽࠎɺೈࠎɺؔઅͷ͍ͣ
Ε͔ʹର͢Δ෮ज़ɺ
෮ݻఆज़ɺतಈज़ͷ
͏ͪඇ݂؍త·ͨె
खతͳͷ

Φɽ֎ࣖಓҟআڈज़·ͨ
ඓҟఠग़ज़

Χɽൽෘजᙾ·ͨൽԼज
ᙾͷఠग़ज़

Ωɽձӄʢӄʣ։͓Α
ͼ๓߹ज़ʢส࣌ʣ·
ͨࣇ֎ճసज़

Ϋɽൈࣃखज़
ᶄ� ઌਐҩྍʢผද̔˒ʣʹ֘
͢Δखज़ ６ˎ

खज़̍ճʹ͖ͭɺ
ʢೖӃڅֹۚʣ

ʷ
อܖݥऀ͕બͨ͠
ഒʢୈ̎ʣڅ

入
院
給
付
金
受
取
人

ʢʣҩՊྍใुදʹ͓͍ͯҰ࿈ͷྍ࣏աఔʹ࿈ଓͯ͠ड͚ͨ
߹Ͱखज़ྉ͕̍ճͷΈࢉఆ͞ΕΔͷͱͯ͠ఆΊΒΕ͍ͯ
Δखज़͓ΑͼಉҰͷઌਐҩྍʢผද̔˒ʣʹ֘͢Δखज़ ６ˎɺ
ຊͷ̎ɽʵᾊʵᶅ͓ΑͼᶇͷنఆʹΑΓɺ14ʢผද̕˒ʹ
ఆΊΔඇి์ࣹઢʹΑΔྍ๏ͷ߹ʹ60ʣʹ̍ճͷڅ
Λݶͱ͠·͢ɻ
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	 ୈ４	 	 ิઆ໌

ˎ５	 医Պ療ใुදに手ज़
料の算ఆରとしてྻ͞ڍ
Εている手ज़

ެతҩྍอ੍ݥʢผද̑˒ʣ
Պྍใुදࣃͮ͘جʹ
ʢผද̓˒ʣʹखज़ྉͷࢉఆର
ͱͯ͠ྻ͞ڍΕ͍ͯΔखज़ͷ
͏ͪɺҩՊྍใुදʢख
ज़Λड͚ͨ࣌ʹ͓͚ΔҩՊ
ྍใुදʹݶΓ·͢ɻʣʹ
͓͍ͯखज़ྉͷࢉఆରͱ͠
·Ε͍ͯΔखज़ΛؚΈ͞ڍྻͯ
͢ɻ

ˎ６	 ઌਐ医療（ผද�˒）に֘
͢る手ज़

์ࣹઢরࣹ͓ΑͼԹྍ๏ʹΑ
Δྍߦҝؚ·Ε·ͤΜɻ

͏߹ʣࢧۚΛڅ༝ʢࣄࢧ ۚɹֹ डऔਓ

ख
ज़
給
付
金

ඃอ͕ऀݥɺอؒظݥதʹ࣍ͷ͢
ͯΛຬͨ͢खज़ʢผද̐˒ʣΛड͚
ͨͱ͖
ᾇ� ։ظ࢝ʢୈ̏ʣ １ˎҎޙʹ
ੜͨ͡ই２ˎ·ͨ࣬පˎ３Λ
ͷݪҼͱ͢Δखज़�

ᾈ� ᾇͷই２ˎ·ͨ࣬පˎ３ͷ࣏
ྍΛͷతͱ͢Δखज़

ᾉ� පӃ·ͨྍॴʢผද̏˒ʣ
ʹ͓͚Δखज़

ᾊ� ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘͢Δखज़࣍
ᶃ� ެతҩྍอ੍ݥʢผ
ද̑˒ʣʹͮ͘جҩՊྍ
ใुදʢผද̒˒ʣʢҎ
ԼʮҩՊྍใुදʯ
ͱ͍͍·͢ɻʣʹखज़ྉͷ
Εͯ͞ڍఆରͱͯ͠ྻࢉ
͍Δखज़ ５ˎ

ͨͩ͠ɺ࣍ʹఆΊΔखज़
আ͖·͢ɻ
Ξɽইॲཧʢইॲཧʹ
͏๓߹ज़ΛؚΈ·
͢ɻʣ

Πɽൽෘ։ज़
ɽσϒϦʔυϚϯ
Τɽࠎɺೈࠎɺؔઅͷ͍ͣ
Ε͔ʹର͢Δ෮ज़ɺ
෮ݻఆज़ɺतಈज़ͷ
͏ͪඇ݂؍త·ͨె
खతͳͷ

Φɽ֎ࣖಓҟআڈज़·ͨ
ඓҟఠग़ज़

Χɽൽෘजᙾ·ͨൽԼज
ᙾͷఠग़ज़

Ωɽձӄʢӄʣ։͓Α
ͼ๓߹ज़ʢส࣌ʣ·
ͨࣇ֎ճసज़

Ϋɽൈࣃखज़
ᶄ� ઌਐҩྍʢผද̔˒ʣʹ֘
͢Δखज़ ６ˎ

खज़̍ճʹ͖ͭɺ
ʢೖӃڅֹۚʣ

ʷ
อܖݥऀ͕બͨ͠
ഒʢୈ̎ʣڅ

入
院
給
付
金
受
取
人

ʢʣҩՊྍใुදʹ͓͍ͯҰ࿈ͷྍ࣏աఔʹ࿈ଓͯ͠ड͚ͨ
߹Ͱखज़ྉ͕̍ճͷΈࢉఆ͞ΕΔͷͱͯ͠ఆΊΒΕ͍ͯ
Δखज़͓ΑͼಉҰͷઌਐҩྍʢผද̔˒ʣʹ֘͢Δखज़ ６ˎɺ
ຊͷ̎ɽʵᾊʵᶅ͓ΑͼᶇͷنఆʹΑΓɺ14ʢผද̕˒ʹ
ఆΊΔඇి์ࣹઢʹΑΔྍ๏ͷ߹ʹ60ʣʹ̍ճͷڅ
Λݶͱ͠·͢ɻ

	 ୈ４	 	 ิઆ໌

ˎ７	 医Պ療ใुදに์ࣹ
ઢ࣏療料の算ఆରとして
Εている์ࣹઢরࣹ͞ڍྻ
·ͨԹ療๏による療
ҝߦ

ެతҩྍอ੍ݥʢผද̑˒ʣ
Պྍใुදࣃͮ͘جʹ
ʢผද̓˒ʣʹ์ࣹઢྍ࣏ྉͷ
Ε͍ͯΔ͞ڍఆରͱͯ͠ྻࢉ
ྍߦҝͷ͏ͪɺҩՊྍใु
දʢྍߦҝΛड͚ͨ࣌
ʹ͓͚ΔҩՊྍใुදʹ
Γ·͢ɻʣʹ͓͍ͯ์ࣹઢݶ
͞ڍఆରͱͯ͠ྻࢉྉͷྍ࣏
Ε͍ͯΔྍߦҝΛؚΈ·͢ɻ

ˎ８	 死亡給付金受取人
ۚͷҰ෦ͷडऔਓͰ͋څࢮ
Δ߹ΛؚΈ·͢ɻ

ˎ９	 ೖӃ給付金等
ͷᾇ͔ΒᾊΛ͍͍·͢ɻ࣍
ᾇ� ೖӃڅۚ
ᾈ� ҩྍඅॆڅۚ
ᾉ� खज़څۚ
ᾊ� ์ࣹઢڅྍ࣏ۚ

͏߹ʣࢧۚΛڅ༝ʢࣄࢧ ۚɹֹ डऔਓ

์
ࣹ
ઢ
࣏
療
給
付
金

ඃอ͕ऀݥɺอؒظݥதʹɺ࣍ͷ͢
ͯΛຬͨ͢ྍߦҝʢผද10˒ʣ
ʢҎԼʮ์ࣹઢྍ࣏ʯͱ͍͍·͢ɻʣ
Λड͚ͨͱ͖
ᾇ� ։ظ࢝ʢୈ̏ʣ １ˎҎޙʹ
ੜͨ͡ই２ˎ·ͨ࣬පˎ３Λ
ͷݪҼͱ͢Δྍߦҝ

ᾈ� ᾇͷই２ˎ·ͨ࣬පˎ３ͷ࣏
ྍΛͷతͱ͢Δྍߦҝ

ᾉ� පӃ·ͨྍॴʢผද̏˒ʣ
ʹ͓͚Δྍߦҝ

ᾊ� ߦͷ͍ͣΕ͔ʹ֘͢Δྍ࣍
ҝ
ᶃ� ҩՊྍใुදʹ์ࣹ
ઢྍ࣏ྉͷࢉఆରͱͯ͠
Ε͍ͯΔ์ࣹઢরࣹ͞ڍྻ
·ͨԹྍ๏ʹΑΔྍ
ҝߦ ７ˎ

ᶄ� ઌਐҩྍʢผද̔˒ʣʹ֘
͢Δ์ࣹઢরࣹ·ͨԹ
ྍ๏ʹΑΔྍߦҝ

์ࣹઢ̍ྍ࣏ճʹ͖ͭɺ
ʢೖӃڅֹۚʣ

ʷ
อܖݥऀ͕બͨ͠
ഒʢୈ̎ʣڅ

入
院
給
付
金
受
取
人

ʢʣ� ຊͷ̎ɽʵᾋʵᶄͷنఆʹΑΓɺʮ์ࣹઢরࣹʯ·ͨʮԹ
ྍ๏ʯʹΑΔྍߦҝͦΕͧΕʹ͖ͭɺ60ʹ̍ճͷڅ
Λݶͱ͠·͢ɻ

ࢮ

給
付
金

ඃอ͕ऀݥɺอݥྉؒظࠐຬྃޙ
ͷอؒظݥதʹࢮͨ͠ͱ͖
ʢʣอݥྉ͕ؒظࠐऴͷอݥ

ۚڅࢮͷ߹ʹɺܖ
͋Γ·ͤΜɻ

ʢೖӃڅֹۚʣ
ʷ
10

ࢮ

給
付
金
受
取
人

̎ɽڅۚͷࢧ͍ʹؔͯ͠ɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ
ᾇ� શൠʹ͍ͭͯ

߲ɹ ɹ༰

ᶃ� ೖӃڅۚडऔਓ ඃอऀݥͱ͠·͢ɻͨͩ͠ɺอܖݥऀ͕๏ਓͰɺ
͔ͭɺࢮڅۚडऔਓˎ８͕ࢦఆ͞Εࢮڅۚ
डऔਓˎ８͕อܖݥऀͰ͋Δͱ͖ɺอܖݥऀ
ͱ͠·͢ɻ

ᶄ� ೖӃڅۚˎ９ͷࢧ
͏ࢧ༝͕ੜ͡ɺࣄ
͖ೖӃڅۚˎ９͕͋
Δ߹Ͱɺͦͷࢧલ
ʹඃอࢮ͕ऀݥͨ͠
ͱ͖

ೖӃڅۚडऔਓ͕ඃอऀݥͷ߹ɺ࣍ͷͱ͓Γऔ
Γѻ͍·͢ɻ
Ξɽࢮڅ͕ۚࢧΘΕΔͱ͖ɺࢧ͏͖ೖ
Ӄڅۚˎ９Λࢮڅۚडऔਓʹࢧ͍·
͢ɻ

Πɽࢮڅۚडऔਓ͕ࢦఆ͞Ε͍ͯͳ͍ͱ͖ɺ
ࢧʹऀܖݥۚˎ９Λอڅ͏͖ೖӃࢧ
͍·͢ɻ

ɽࢮڅۚडऔਓ͕ࢦఆ͞Ε͓ͯΒͣɺඃอݥ
ऀͱอܖݥऀ͕ಉҰͷͱ͖ɺࢧ͏͖ೖ
Ӄڅۚˎ９Λඃอ͓ऀݥΑͼอܖݥऀͷ
ͨ·ऀۮ੶্ͷށʢࢠͨ·ऀۮ੶্ͷށ
͍͕ࢠͳ͍ͱ͖ɺ๏ఆ૬ଓਓͷٞڠʹΑΓ
ఆΊͨදऀ̍ਓʣʹࢧ͍·͢ɻ
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	 ୈ４	 	 ิઆ໌

ˎ10	 開始（ୈ３）
ୈ̏ʢ։ظ࢝ʣʹنఆ͢
Δ։࢝Λ͍͍·͢ɻ

ˎ11	 அ等߁݈
ఆ߁݈ظஅ·ͨਓؒυοΫ
ɺ݈߁ঢ়ଶΛධՁ͢Δ͜ͱͰ
ཱͯʹݟൃظͷ༧ɾૣױ࣬
Δ͜ͱΛతͱͯ͠͏ߦɾ
Λ͍͍·͢ɻݕɾࠪݕ

ˎ12	 ಉҰの࣬ප
ҩ্ֶີͳؔʹ͋ΔҰ࿈ͷ
࣬පˎ３Λ͍͍·͢ɻʮපͱ
පੑບʯɺʮ؊ߗมͱ৯
ಓ੩຺ᚅʯ·ͨʮڱ৺ͱ৺
ʯͳͲප໊෦Ґ͕ҟͳ࠹ߎے
Δ߹Ͱ͋ͬͯɺҩ্ֶີ
ͳ͕ؔ͋Δͱ͖ɺಉҰͷ࣬
පͱͯ͠औΓѻ͍·͢ɻ

ᾈ� ೖӃڅۚʹ͍ͭͯ

߲ɹ ɹ༰

ᶃ� ඃอ͕ऀݥɺ։࢝
ʢୈ̏ʣˎ１લʹੜظ
ҼʹΑΓೖӃΛݪͨ͡
ͨ͠ͱ͖

ʢୈ̏ʣظ࢝ͷ͍ͣΕ͔ͷ߹ʹɺ։࣍ １ˎ

Ҏޙͷ࣬ප ３ˎʹΑΔͷͱΈͳ͠·͢ɻ
Ξɽ։࢝ʢୈ̏ʣˎ10͔ΒͦͷΛؚΊͯ
̎Λܦաͨ͠ޙʹೖӃΛ։ͨ࢝͠߹

Πɽ͜ͷอܖݥͷక݁ͷࡍʹɺ͕ࣾɺࠂʢୈ
16ʣʹΑΓ͍ͬͯͨͦͷݪҼʹؔ͢Δ
ͷ࣮ࣄঝͨ͠߹ɻͨͩ͠ɺ͍ͯͮجʹ࣮ࣄ
Ұ෦͕ࠂʢୈ16ʣ͞Εͳ͔ͬͨ͜ͱʹ
ΑΓɺͦͷݪҼʹؔ͢Δ࣮ࣄΛ͕ࣾਖ਼֬ʹ
Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͔ͬͨ߹ʹɺ։ظ࢝ʢୈ
̏ʣ １ˎҎޙͷ࣬පˎ３ʹΑΔͷͱΈͳ͠·
ͤΜɻ

ɽͦͷݪҼʹ͍ͭͯɺ͜ͷอܖݥͷ։ظ࢝
ʢୈ̏ʣ １ˎલʹɺඃอ͕ऀݥҩࢣͷྍΛड
͚ͨ͜ͱ͕ͳ͘ɺ͔ͭɺ݈߁அˎ11ʹ͓͍
ͯҟৗͷࢦఠΛड͚ͨ͜ͱ͕ͳ͍߹ɻͨ ͩ͠ɺ
ͦͷݪҼʹΑΔঢ়ʹ͍ͭͯอܖݥऀ·ͨ
ඃอ͕ऀݥೝࣝ·͍֮ͨࣗͯͨ͠߹ʹɺ
։ظ࢝ʢୈ̏ʣ １ˎҎޙͷ࣬පˎ３ʹΑΔ
ͷͱΈͳ͠·ͤΜɻ

Τɽ։ظ࢝ʢୈ̏ʣ １ˎҎޙʹɺͦͷݪҼʹΑ
Δঢ়͕ѱԽͨ͜͠ͱ·ͨͦͷݪҼͱҩ্ֶ
ີͳؔʹ͋Δ࣬පˎ３Λൃපͨ͜͠ͱͳͲ
ʹΑΓɺ։ظ࢝ʢୈ̏ʣ １ˎલΛؚΊͯॳ
ΊͯͦͷೖӃ͕ඞཁͰ͋Δͱҩࢣʹஅ͞Εͨ
߹ɻͨͩ͠ɺࠂٛҧʢୈ17ʣ͕͋ͬ
ͨͱ͖ɺ͜ͷݶΓͰ͋Γ·ͤΜɻ

ᶄ� ඃอ͕ऀݥɺಉҰͷই
ಉҰͷ࣬ͨ·２ˎ
පˎ12ΛͷݪҼͱ͠
ͯɺೖӃڅۚͷࢧ
༝ʹ֘͢ΔೖӃΛࣄ
̎ճҎ্ͨ͠ͱ͖

ʮೖӃڅ͕ۚࢧΘΕΔ࠷ऴͷೖӃʯͷୀӃͷ
ཌ͔ΒɺͦͷΛؚΊͯʮ࣍ͷೖӃʯͷ։࢝·
ͰͷؒظʹԠ͡ɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ
Ξɽ180ҎԼ
ʮೖӃڅ͕ۚࢧΘΕΔ࠷ऴͷೖӃʯͱʮ࣍
ͷೖӃʯΛ̍ճͷೖӃͱΈͳ͠·͢ɻ

Πɽ181Ҏ্
ʮ࣍ͷೖӃʯΛ৽ͨͳೖӃͱΈͳ͠·͢ɻ

ᶅ� ೖӃڅۚͷࢧݶ


Ξɽ̍ճͷೖӃʹ͍ͭͯ60ͱ͠·͢ɻ
Πɽ௨1ͯ͠ࢉ000ͱ͠·͢ɻ

ᶆ� ೖӃڅۚͷࢧࣄ༝
ʹ֘͢ΔೖӃͷ։࢝
ͷ࢝ɺͦͷೖӃ։ʹ࣌
ͷݪҼͱͳͬ ʮͨই
࣬පˎ３ʯҎͨ·２ˎ
֎ʹҟͳΔʮই２ˎ·
ͨ࣬පˎ３ʯ͕ੜͯ͡
͍ͨͱ͖

ೖӃ։࢝ͷͷݪҼͱͳͬͨই２ˎ·ͨ࣬
ප ３ˎʹΑΓܧଓͯ͠ೖӃͨ͠ͷͱΈͳ͠·͢ɻ

ᶇ� ೖӃڅۚͷࢧࣄ༝
ʹ֘͢ΔೖӃதʹɺ
ͦͷೖӃ։࢝ͷͷ
２ˎҼͱͳͬͨʮইݪ

·ͨ࣬පˎ３ʯҎ֎ʹ
ҟͳΔʮই２ˎ·ͨ
࣬ප ３ˎʯ͕ੜͨ͡ͱ͖

ᶈ� ೖӃڅ͕ۚࢧΘΕ
Δ͖ೖӃதʹɺೖӃ
ʢୈֹݮֹ͕ۚڅ
21ʣ͞Εͨͱ͖

ೖӃڅֹֹ͕ۚݮʢୈ21ʣ͞ΕͨҎޙͷ
ೖӃʹର͢ΔೖӃڅۚͷࢧֹۚɺֹݮʢୈ
21ʣޙͷೖӃڅֹۚʹ͠ࢉܭ͍ͯͮج·͢ɻ
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	 ୈ４	 	 ิઆ໌

ˎ10	 開始（ୈ３）
ୈ̏ʢ։ظ࢝ʣʹنఆ͢
Δ։࢝Λ͍͍·͢ɻ

ˎ11	 அ等߁݈
ఆ߁݈ظஅ·ͨਓؒυοΫ
ɺ݈߁ঢ়ଶΛධՁ͢Δ͜ͱͰ
ཱͯʹݟൃظͷ༧ɾૣױ࣬
Δ͜ͱΛతͱͯ͠͏ߦɾ
Λ͍͍·͢ɻݕɾࠪݕ

ˎ12	 ಉҰの࣬ප
ҩ্ֶີͳؔʹ͋ΔҰ࿈ͷ
࣬පˎ３Λ͍͍·͢ɻʮපͱ
පੑບʯɺʮ؊ߗมͱ৯
ಓ੩຺ᚅʯ·ͨʮڱ৺ͱ৺
ʯͳͲප໊෦Ґ͕ҟͳ࠹ߎے
Δ߹Ͱ͋ͬͯɺҩ্ֶີ
ͳ͕ؔ͋Δͱ͖ɺಉҰͷ࣬
පͱͯ͠औΓѻ͍·͢ɻ

ᾈ� ೖӃڅۚʹ͍ͭͯ

߲ɹ ɹ༰

ᶃ� ඃอ͕ऀݥɺ։࢝
ʢୈ̏ʣˎ１લʹੜظ
ҼʹΑΓೖӃΛݪͨ͡
ͨ͠ͱ͖

ʢୈ̏ʣظ࢝ͷ͍ͣΕ͔ͷ߹ʹɺ։࣍ １ˎ

Ҏޙͷ࣬ප ３ˎʹΑΔͷͱΈͳ͠·͢ɻ
Ξɽ։࢝ʢୈ̏ʣˎ10͔ΒͦͷΛؚΊͯ
̎Λܦաͨ͠ޙʹೖӃΛ։ͨ࢝͠߹

Πɽ͜ͷอܖݥͷక݁ͷࡍʹɺ͕ࣾɺࠂʢୈ
16ʣʹΑΓ͍ͬͯͨͦͷݪҼʹؔ͢Δ
ͷ࣮ࣄঝͨ͠߹ɻͨͩ͠ɺ͍ͯͮجʹ࣮ࣄ
Ұ෦͕ࠂʢୈ16ʣ͞Εͳ͔ͬͨ͜ͱʹ
ΑΓɺͦͷݪҼʹؔ͢Δ࣮ࣄΛ͕ࣾਖ਼֬ʹ
Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͔ͬͨ߹ʹɺ։ظ࢝ʢୈ
̏ʣ １ˎҎޙͷ࣬පˎ３ʹΑΔͷͱΈͳ͠·
ͤΜɻ

ɽͦͷݪҼʹ͍ͭͯɺ͜ͷอܖݥͷ։ظ࢝
ʢୈ̏ʣ １ˎલʹɺඃอ͕ऀݥҩࢣͷྍΛड
͚ͨ͜ͱ͕ͳ͘ɺ͔ͭɺ݈߁அˎ11ʹ͓͍
ͯҟৗͷࢦఠΛड͚ͨ͜ͱ͕ͳ͍߹ɻͨ ͩ͠ɺ
ͦͷݪҼʹΑΔঢ়ʹ͍ͭͯอܖݥऀ·ͨ
ඃอ͕ऀݥೝࣝ·͍֮ͨࣗͯͨ͠߹ʹɺ
։ظ࢝ʢୈ̏ʣ １ˎҎޙͷ࣬පˎ３ʹΑΔ
ͷͱΈͳ͠·ͤΜɻ

Τɽ։ظ࢝ʢୈ̏ʣ １ˎҎޙʹɺͦͷݪҼʹΑ
Δঢ়͕ѱԽͨ͜͠ͱ·ͨͦͷݪҼͱҩ্ֶ
ີͳؔʹ͋Δ࣬පˎ３Λൃපͨ͜͠ͱͳͲ
ʹΑΓɺ։ظ࢝ʢୈ̏ʣ １ˎલΛؚΊͯॳ
ΊͯͦͷೖӃ͕ඞཁͰ͋Δͱҩࢣʹஅ͞Εͨ
߹ɻͨͩ͠ɺࠂٛҧʢୈ17ʣ͕͋ͬ
ͨͱ͖ɺ͜ͷݶΓͰ͋Γ·ͤΜɻ

ᶄ� ඃอ͕ऀݥɺಉҰͷই
ಉҰͷ࣬ͨ·２ˎ
පˎ12ΛͷݪҼͱ͠
ͯɺೖӃڅۚͷࢧ
༝ʹ֘͢ΔೖӃΛࣄ
̎ճҎ্ͨ͠ͱ͖

ʮೖӃڅ͕ۚࢧΘΕΔ࠷ऴͷೖӃʯͷୀӃͷ
ཌ͔ΒɺͦͷΛؚΊͯʮ࣍ͷೖӃʯͷ։࢝·
ͰͷؒظʹԠ͡ɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ
Ξɽ180ҎԼ
ʮೖӃڅ͕ۚࢧΘΕΔ࠷ऴͷೖӃʯͱʮ࣍
ͷೖӃʯΛ̍ճͷೖӃͱΈͳ͠·͢ɻ

Πɽ181Ҏ্
ʮ࣍ͷೖӃʯΛ৽ͨͳೖӃͱΈͳ͠·͢ɻ

ᶅ� ೖӃڅۚͷࢧݶ


Ξɽ̍ճͷೖӃʹ͍ͭͯ60ͱ͠·͢ɻ
Πɽ௨1ͯ͠ࢉ000ͱ͠·͢ɻ

ᶆ� ೖӃڅۚͷࢧࣄ༝
ʹ֘͢ΔೖӃͷ։࢝
ͷ࢝ɺͦͷೖӃ։ʹ࣌
ͷݪҼͱͳͬ ʮͨই
࣬පˎ３ʯҎͨ·２ˎ
֎ʹҟͳΔʮই２ˎ·
ͨ࣬පˎ３ʯ͕ੜͯ͡
͍ͨͱ͖

ೖӃ։࢝ͷͷݪҼͱͳͬͨই２ˎ·ͨ࣬
ප ３ˎʹΑΓܧଓͯ͠ೖӃͨ͠ͷͱΈͳ͠·͢ɻ

ᶇ� ೖӃڅۚͷࢧࣄ༝
ʹ֘͢ΔೖӃதʹɺ
ͦͷೖӃ։࢝ͷͷ
２ˎҼͱͳͬͨʮইݪ

·ͨ࣬පˎ３ʯҎ֎ʹ
ҟͳΔʮই２ˎ·ͨ
࣬ප ３ˎʯ͕ੜͨ͡ͱ͖

ᶈ� ೖӃڅ͕ۚࢧΘΕ
Δ͖ೖӃதʹɺೖӃ
ʢୈֹݮֹ͕ۚڅ
21ʣ͞Εͨͱ͖

ೖӃڅֹֹ͕ۚݮʢୈ21ʣ͞ΕͨҎޙͷ
ೖӃʹର͢ΔೖӃڅۚͷࢧֹۚɺֹݮʢୈ
21ʣޙͷೖӃڅֹۚʹ͠ࢉܭ͍ͯͮج·͢ɻ

ᾉ� ҩྍඅॆڅۚʹ͍ͭͯ

߲ɹ ɹ༰

ҩྍඅॆڅۚͷࢧݶ


ᶃ� ̍ճͷೖӃʹ͍ͭͯ̍ճͱ͠·͢ɻ
ᶄ� ௨50ͯ͠ࢉճͱ͠·͢ɻ

ᾊ� खज़څۚʹ͍ͭͯ

߲ɹ ɹ༰

ᶃ� ඃอ͕ऀݥɺ։࢝
ʢୈ̏ʣˎ１લʹੜظ
ҼʹΑΓखज़Λݪͨ͡
ड͚ͨͱ͖

ʢୈ̏ʣظ࢝ͷ͍ͣΕ͔ͷ߹ʹɺ։࣍ １ˎ

Ҏޙͷ࣬ප ３ˎʹΑΔͷͱΈͳ͠·͢ɻ
Ξɽ։࢝ʢୈ̏ʣˎ10͔ΒͦͷΛؚΊͯ
̎Λܦաͨ͠ޙʹखज़Λड͚ͨ߹

Πɽ͜ͷอܖݥͷక݁ͷࡍʹɺ͕ࣾɺࠂʢୈ
16ʣʹΑΓ͍ͬͯͨͦͷݪҼʹؔ͢Δ
ͷ࣮ࣄঝͨ͠߹ɻͨͩ͠ɺ͍ͯͮجʹ࣮ࣄ
Ұ෦͕ࠂʢୈ16ʣ͞Εͳ͔ͬͨ͜ͱʹ
ΑΓɺͦͷݪҼʹؔ͢Δ࣮ࣄΛ͕ࣾਖ਼֬ʹ
Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͔ͬͨ߹ʹɺ։ظ࢝ʢୈ
̏ʣ １ˎҎޙͷ࣬පˎ３ʹΑΔͷͱΈͳ͠·
ͤΜɻ

ɽͦͷݪҼʹ͍ͭͯɺ͜ͷอܖݥͷ։ظ࢝
ʢୈ̏ʣ １ˎલʹɺඃอ͕ऀݥҩࢣͷྍΛड
͚ͨ͜ͱ͕ͳ͘ɺ͔ͭɺ݈߁அˎ11ʹ͓͍
ͯҟৗͷࢦఠΛड͚ͨ͜ͱ͕ͳ͍߹ɻͨ ͩ͠ɺ
ͦͷݪҼʹΑΔঢ়ʹ͍ͭͯอܖݥऀ·ͨ
ඃอ͕ऀݥೝࣝ·͍֮ͨࣗͯͨ͠߹ʹɺ
։ظ࢝ʢୈ̏ʣ １ˎҎޙͷ࣬පˎ３ʹΑΔ
ͷͱΈͳ͠·ͤΜɻ

Τɽ։ظ࢝ʢୈ̏ʣ １ˎҎޙʹɺͦͷݪҼʹΑ
Δঢ়͕ѱԽͨ͜͠ͱ·ͨͦͷݪҼͱҩ্ֶ
ີͳؔʹ͋Δ࣬පˎ３Λൃපͨ͜͠ͱͳͲ
ʹΑΓɺ։ظ࢝ʢୈ̏ʣ １ˎલΛؚΊͯॳ
Ίͯͦͷखज़͕ඞཁͰ͋Δͱҩࢣʹஅ͞Εͨ
߹ɻͨͩ͠ɺࠂٛҧʢୈ17ʣ͕͋ͬ
ͨͱ͖ɺ͜ͷݶΓͰ͋Γ·ͤΜɻ

ᶄ� ඃอ͕ऀݥɺಉظ࣌ʹ
̎छྨҎ্ͷखज़څ
ۚͷࢧࣄ༝ʹ֘͢
Δखज़ˎ13Λड͚ͨͱ͖

͍ͣΕ͔̍छྨͷखज़ˎ13ʹ͍ͭͯͷΈखज़څۚ
Λࢧ͍·͢ɻ
ʢʣ͜ͷنఆɺҩՊྍใुදʢखज़Λड

Γݶʹʹ͓͚ΔҩՊྍใुද͚࣌ͨ
·͢ɻʣʹ͓͍ͯҰ࿈ͷྍ࣏աఔʹ࿈ଓͯ͠
ड͚ͨ߹Ͱखज़ྉ͕̍ճͷΈࢉఆ͞ΕΔ
ͷͱͯ͠ఆΊΒΕ͍ͯΔखज़͓Αͼઌਐҩ
ྍʢผද̔˒ʣʹ֘͢Δखज़ ６ˎʹର͢Δख
ज़څۚͷࢧ͍ʹؔͯ͠ద༻͠·ͤΜɻ

ᶅ� ඃอ͕ऀݥɺखज़څ
ۚͷࢧࣄ༝ͷᾊʵᶃ
ʹ֘͢ΔಉҰͷखज़
Λෳճड͚ͨ߹Ͱɺ
͔ͭɺͦΕΒͷखज़͕
ҩՊྍใुදʢख
ज़Λड͚ͨ࣌ʹ͓͚
ΔҩՊྍใुද
͍͓ͯʹΓ·͢ɻʣݶʹ
Ұ࿈ͷྍ࣏աఔʹ࿈ଓ
ͯ͠ड͚ͨ߹Ͱख
ज़ྉ͕̍ճͷΈࢉఆ͞
ΕΔͷͱͯ͠ఆΊΒ
Ε͍ͯΔखज़ˎ14ʹ֘
͢Δͱ͖

ΞɽҰ࿈ͷखज़ˎ14ͷ͏ͪ࠷ॳͷखज़Λड͚͔ͨ
ΒͦͷΛؚΊͯ14ؒʢผද̕˒ʹఆΊΔ
ඇి์ࣹઢʹΑΔྍ๏ͷ߹ʹ60ؒʣ
ΛಉҰखज़ؒظͱ͠·͢ɻ

ΠɽಉҰखज़ܦؒظաޙʹҰ࿈ͷखज़ˎ14Λड͚ͨ
߹ʹɺલͷಉҰखज़ܦؒظա࠷ޙॳʹͦ
ͷखज़Λड͚͔ͨΒͦͷΛؚΊͯ14ؒ
ʢผද̕˒ʹఆΊΔඇి์ࣹઢʹΑΔྍ๏ͷ
߹ʹ60ؒʣΛ৽ͨͳಉҰखज़ؒظͱ͠
·͢ɻͦΕҎޙɺಉҰखज़ܦؒظաޙʹҰ࿈ͷ
खज़ˎ14Λड͚ͨ߹ʹ͍ͭͯಉ༷ͱ͠·͢ɻ

ɽಉҰखज़ؒظதɺ࠷ॳʹड͚ͨखज़ʹର͠ɺຊ
ͷ̍ɽͷنఆʹ͖ͮجखज़څۚΛࢧ͍ɺ
ಉҰखज़ؒظத̍ճͷڅΛݶͱ͠·͢ɻ

	 ୈ４	 	 ิઆ໌

ˎ13	 手ज़
ҩՊྍใुදʢखज़Λड
ʹ͓͚ΔҩՊྍใु͚࣌ͨ
දʹݶΓ·͢ɻʣʹ͓͍ͯ
Ұ࿈ͷྍ࣏աఔʹ࿈ଓͯ͠ड͚
ͨ߹Ͱखज़ྉ͕̍ճͷΈࢉ
ఆ͞ΕΔͷͱͯ͠ఆΊΒΕͯ
͍Δखज़͓Αͼઌਐҩྍʢผද
̔˒ʣʹ֘͢Δखज़ ６ˎΛআ͖
·͢ɻ

ˎ14	 医Պ療ใुද（手ज़
Λ受͚ͨ࣌にお͚る医Պ
療ใुදにݶΓ·
͢ɻ）においてҰ࿈の࣏療
աఔに࿈続して受͚ͨ߹
Ͱ手ज़料が１ճのみ算ఆ
͞ΕるのとしてఆΊΒΕ
ている手ज़

ຊͷ̎ɽʵᾊʵᶅ͓Αͼᶇʹ
͓͍ͯʮҰ࿈ͷखज़ʯͱ͍͍·
͢ɻ

約

款
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߲ɹ ɹ༰

ᶆ� ඃอ͕ऀݥड͚ͨखज़
͕ҩՊྍใुද
ʢखज़Λड͚ͨ࣌ʹ͓
͚ΔҩՊྍใु
දʹݶΓ·͢ɻʣʹ͓͍
ͯɺखज़ྉ͕ʮ̍ʹ
͖ͭʯࢉఆ͞ΕΔͷ
ͱͯ͠ఆΊΒΕ͍ͯΔ
ͱ͖

ͦͷखज़ͷ։࢝ʹ͍ͭͯͷΈखज़څۚΛࢧ͍
·͢ɻ

ᶇ� ඃอ͕ऀݥɺಉҰͷઌ
ਐҩྍʢผද̔˒ʣʹ֘
͢Δखज़ˎ６Λෳճ
ड͚ͨͱ͖

ͦΕΒͷखज़ʹ͍ͭͯɺҰ࿈ͷखज़ˎ14ͱΈͳ͠
ͯᶅͷنఆΛద༻͠·͢ɻ

ᾋ� ์ࣹઢڅྍ࣏ۚʹ͍ͭͯ

߲ɹ ɹ༰

ᶃɹඃอ͕ऀݥɺ։࢝
ʢୈ̏ʣˎ１લʹੜظ
ҼʹΑΓ์ࣹઢݪͨ͡
Λड͚ͨͱ͖ྍ࣏

ʢୈ̏ʣظ࢝ͷ͍ͣΕ͔ͷ߹ʹɺ։࣍ １ˎ

Ҏޙͷ࣬ප ３ˎʹΑΔͷͱΈͳ͠·͢ɻ
Ξɽ։࢝ʢୈ̏ʣˎ10͔ΒͦͷΛؚΊͯ
̎Λܦաͨ͠ޙʹ์ࣹઢྍ࣏Λड͚ͨ߹

Πɽ͜ͷอܖݥͷక݁ͷࡍʹɺ͕ࣾɺࠂʢୈ
16ʣʹΑΓ͍ͬͯͨͦͷݪҼʹؔ͢Δ
ͷ࣮ࣄঝͨ͠߹ɻͨͩ͠ɺ͍ͯͮجʹ࣮ࣄ
Ұ෦͕ࠂʢୈ16ʣ͞Εͳ͔ͬͨ͜ͱʹ
ΑΓɺͦͷݪҼʹؔ͢Δ࣮ࣄΛ͕ࣾਖ਼֬ʹ
Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͔ͬͨ߹ʹɺ։ظ࢝ʢୈ
̏ʣ １ˎҎޙͷ࣬පˎ３ʹΑΔͷͱΈͳ͠·
ͤΜɻ

ɽͦͷݪҼʹ͍ͭͯɺ͜ͷอܖݥͷ։ظ࢝
ʢୈ̏ʣ １ˎલʹɺඃอ͕ऀݥҩࢣͷྍΛड
͚ͨ͜ͱ͕ͳ͘ɺ͔ͭɺ݈߁அˎ11ʹ͓͍
ͯҟৗͷࢦఠΛड͚ͨ͜ͱ͕ͳ͍߹ɻͨ ͩ͠ɺ
ͦͷݪҼʹΑΔঢ়ʹ͍ͭͯอܖݥऀ·ͨ
ඃอ͕ऀݥೝࣝ·͍֮ͨࣗͯͨ͠߹ʹɺ
։ظ࢝ʢୈ̏ʣ １ˎҎޙͷ࣬පˎ３ʹΑΔ
ͷͱΈͳ͠·ͤΜɻ

Τɽ։ظ࢝ʢୈ̏ʣ １ˎҎޙʹɺͦͷݪҼʹΑ
Δঢ়͕ѱԽͨ͜͠ͱ·ͨͦͷݪҼͱҩ্ֶ
ີͳؔʹ͋Δ࣬පˎ３Λൃපͨ͜͠ͱͳͲ
ʹΑΓɺ։ظ࢝ʢୈ̏ʣ １ˎલΛؚΊͯॳ
Ίͯͦͷ์ࣹઢ͕ྍ࣏ඞཁͰ͋Δͱҩࢣʹஅ
͞Εͨ߹ɻͨͩ͠ɺࠂٛҧʢୈ17ʣ
͕͋ͬͨͱ͖ɺ͜ͷݶΓͰ͋Γ·ͤΜɻ

ᶄ� ඃอ͕ऀݥɺ์ࣹઢ࣏
ྍΛෳճड͚ͨͱ͖

Ξɽ࠷ॳͷ์ࣹઢྍ࣏Λड͚͔ͨΒͦͷΛؚΊ
ͯ60ؒ͝ͱΛಉҰ์ࣹઢؒظྍ࣏ͱ͠·͢ɻ
ͳ͓ɺಉҰ์ࣹઢؒظྍ࣏ͷࢉܭʹ͋ͨͬͯɺ
์ࣹઢরࣹʹΑΔྍߦҝ͓ΑͼԹྍ๏ʹΑ
ΔྍߦҝɺͦΕͧΕผʹ͠ࢉܭ·͢ɻ

ΠɽಉҰ์ࣹઢؒظྍ࣏தʹड͚ͨ์ࣹઢྍ࣏ʹͭ
͍ͯɺ̍ճͷڅΛݶͱ͠·͢ɻ
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߲ɹ ɹ༰

ᶆ� ඃอ͕ऀݥड͚ͨखज़
͕ҩՊྍใुද
ʢखज़Λड͚ͨ࣌ʹ͓
͚ΔҩՊྍใु
දʹݶΓ·͢ɻʣʹ͓͍
ͯɺखज़ྉ͕ʮ̍ʹ
͖ͭʯࢉఆ͞ΕΔͷ
ͱͯ͠ఆΊΒΕ͍ͯΔ
ͱ͖

ͦͷखज़ͷ։࢝ʹ͍ͭͯͷΈखज़څۚΛࢧ͍
·͢ɻ

ᶇ� ඃอ͕ऀݥɺಉҰͷઌ
ਐҩྍʢผද̔˒ʣʹ֘
͢Δखज़ˎ６Λෳճ
ड͚ͨͱ͖

ͦΕΒͷखज़ʹ͍ͭͯɺҰ࿈ͷखज़ˎ14ͱΈͳ͠
ͯᶅͷنఆΛద༻͠·͢ɻ

ᾋ� ์ࣹઢڅྍ࣏ۚʹ͍ͭͯ

߲ɹ ɹ༰

ᶃɹඃอ͕ऀݥɺ։࢝
ʢୈ̏ʣˎ１લʹੜظ
ҼʹΑΓ์ࣹઢݪͨ͡
Λड͚ͨͱ͖ྍ࣏

ʢୈ̏ʣظ࢝ͷ͍ͣΕ͔ͷ߹ʹɺ։࣍ １ˎ

Ҏޙͷ࣬ප ３ˎʹΑΔͷͱΈͳ͠·͢ɻ
Ξɽ։࢝ʢୈ̏ʣˎ10͔ΒͦͷΛؚΊͯ
̎Λܦաͨ͠ޙʹ์ࣹઢྍ࣏Λड͚ͨ߹

Πɽ͜ͷอܖݥͷక݁ͷࡍʹɺ͕ࣾɺࠂʢୈ
16ʣʹΑΓ͍ͬͯͨͦͷݪҼʹؔ͢Δ
ͷ࣮ࣄঝͨ͠߹ɻͨͩ͠ɺ͍ͯͮجʹ࣮ࣄ
Ұ෦͕ࠂʢୈ16ʣ͞Εͳ͔ͬͨ͜ͱʹ
ΑΓɺͦͷݪҼʹؔ͢Δ࣮ࣄΛ͕ࣾਖ਼֬ʹ
Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͔ͬͨ߹ʹɺ։ظ࢝ʢୈ
̏ʣ １ˎҎޙͷ࣬පˎ３ʹΑΔͷͱΈͳ͠·
ͤΜɻ

ɽͦͷݪҼʹ͍ͭͯɺ͜ͷอܖݥͷ։ظ࢝
ʢୈ̏ʣ １ˎલʹɺඃอ͕ऀݥҩࢣͷྍΛड
͚ͨ͜ͱ͕ͳ͘ɺ͔ͭɺ݈߁அˎ11ʹ͓͍
ͯҟৗͷࢦఠΛड͚ͨ͜ͱ͕ͳ͍߹ɻͨ ͩ͠ɺ
ͦͷݪҼʹΑΔঢ়ʹ͍ͭͯอܖݥऀ·ͨ
ඃอ͕ऀݥೝࣝ·͍֮ͨࣗͯͨ͠߹ʹɺ
։ظ࢝ʢୈ̏ʣ １ˎҎޙͷ࣬පˎ３ʹΑΔ
ͷͱΈͳ͠·ͤΜɻ

Τɽ։ظ࢝ʢୈ̏ʣ １ˎҎޙʹɺͦͷݪҼʹΑ
Δঢ়͕ѱԽͨ͜͠ͱ·ͨͦͷݪҼͱҩ্ֶ
ີͳؔʹ͋Δ࣬පˎ３Λൃපͨ͜͠ͱͳͲ
ʹΑΓɺ։ظ࢝ʢୈ̏ʣ １ˎલΛؚΊͯॳ
Ίͯͦͷ์ࣹઢ͕ྍ࣏ඞཁͰ͋Δͱҩࢣʹஅ
͞Εͨ߹ɻͨͩ͠ɺࠂٛҧʢୈ17ʣ
͕͋ͬͨͱ͖ɺ͜ͷݶΓͰ͋Γ·ͤΜɻ

ᶄ� ඃอ͕ऀݥɺ์ࣹઢ࣏
ྍΛෳճड͚ͨͱ͖

Ξɽ࠷ॳͷ์ࣹઢྍ࣏Λड͚͔ͨΒͦͷΛؚΊ
ͯ60ؒ͝ͱΛಉҰ์ࣹઢؒظྍ࣏ͱ͠·͢ɻ
ͳ͓ɺಉҰ์ࣹઢؒظྍ࣏ͷࢉܭʹ͋ͨͬͯɺ
์ࣹઢরࣹʹΑΔྍߦҝ͓ΑͼԹྍ๏ʹΑ
ΔྍߦҝɺͦΕͧΕผʹ͠ࢉܭ·͢ɻ

ΠɽಉҰ์ࣹઢؒظྍ࣏தʹड͚ͨ์ࣹઢྍ࣏ʹͭ
͍ͯɺ̍ճͷڅΛݶͱ͠·͢ɻ

ᾌ� ͍ͯͭʹۚڅࢮ

߲ɹ ɹ༰

ඃอऀݥͷੜ͕ࢮෆ໌ͷͱ
͖

͕ࣾࢮͨ͠ͷͱೝΊͨ߹ʹɺඃอ͕ऀݥ
ͨ͠߹ʹ४ͯ͡औΓѻ͍·͢ɻࢮ

˒ผද̍ʢ1�77ࢀরʣɺผද̎ʢ1�77ࢀরʣɺผද̏ʢ1�77ࢀরʣɺผද̐ʢ1�78ࢀরʣɺ
ผද̑ʢ1�78ࢀরʣɺผද̒ʢ1�78ࢀরʣɺผද̓ʢ1�78ࢀরʣɺผද̔ʢ1�78ࢀরʣɺผ
ද̕ʢ1�78ࢀরʣɺผද10ʢ1�78ࢀরʣ

	 第̑条	 	 ໔責ࣄ༝

̍ɽࢧࣄ༝ʢୈ̐ʣ͕ੜͯ͡ɺ࣍ͷ໔ࣄ༝ʹ֘͢Δͱ͖ɺࣾɺڅ
ۚΛࢧ͍·ͤΜɻ

໔ࣄ༝ʢࢧࣄ༝͕ੜͯ͡څۚΛࢧΘͳ͍߹ʣ

ख
ज़
給
付
金
ɾ
์
ࣹ
ઢ
࣏
療
給
付
金

入
院
給
付
金
ɾ
医
療
費
充
当
給
付
金
ɾ

ͷ͍ͣΕ͔ʹΑΔͱ͖࣍༝͕ࣄࢧ
ᾇ� อܖݥऀͷނҙ·ͨॏେͳաࣦ
ᾈ� ඃอऀݥͷނҙ·ͨॏେͳաࣦ
ᾉ� ඃอऀݥͷ൜ߦࡑҝ
ᾊ� ඃอऀݥͷਫ਼ਆোΛݪҼͱ͢Δނࣄ
ᾋ� ඃอऀݥͷటਲͷঢ়ଶΛݪҼͱ͢Δނࣄ
ᾌ� ඃอ͕ऀݥ๏ྩʹఆΊΔӡస֨ࢿΛͨ࣋ͳ͍Ͱӡస͍ͯ͠Δؒʹੜ
ނࣄͨ͡

ᾍ� ඃอ͕ऀݥ๏ྩʹఆΊΔञؾଳͼӡస·ͨ͜Εʹ૬͢ΔӡసΛ
͍ͯ͠Δؒʹੜͨ͡ނࣄ

ᾎ� ᰍ෦ީ܈ʢ͍ΘΏΔʮΉͪ͏ͪʯʣ·ͨࠊ௧Ͱ͍ͣΕଞ֮ॴ
ͷͳ͍ͷݟ １ˎʢݪҼͷԿΛ͍·ͤΜɻʣ

ᾏ� ɺՐ·ͨ
ᾐ� ઓ૪ͦͷଞͷมཚ

ࢮ

給
付
金

ඃอ͕ऀݥɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹΑͬͯࢮͨ͠ͱ͖
ᾇ� อܖݥऀͷނҙ
ᾈ� ҙނۚडऔਓͷڅࢮ
ᾉ� ઓ૪ͦͷଞͷมཚ

̎ɽ໔ࣄ༝ʹؔͯ͠ɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

߲ɹ ɹ༰

ᾇ�ʮɺՐ·ͨʯ
·ͨʮઓ૪ͦͷଞͷ
มཚʯʹΑͬͯೖӃڅ
ۚˎ２ͷࢧࣄ༝͕
ੜͨ͡ͱ͖

ࢉܭͷݥͷ૿Ճ͕อऀݥ༝ʹ֘ͨ͠ඃอࣄࢧ
ͷٴʹૅج΅͢Ө͕ڹগͳ͍ͱ͖ɺͦͷӨڹͷఔ
ʹԠ͡ɺೖӃڅۚˎ２ͷֹۚͷҰ෦·ͨશ
෦Λࢧ͍·͢ɻ

ᾈ� ۚडऔਓ͕̎څࢮ
ਓҎ্͍Δ߹ͰɺҰ
෦ͷडऔਓ͕ނҙʹඃ
อऀݥΛࢮͤͨ͞ͱ
͖

ᶃ� ͤͨ͞डऔਓ͕ड͚औΔࢮΛऀݥҙʹඃอނ
͖ࢮڅֹۚࢧ͍·ͤΜɻ

ᶄ� ֹۚڅࢮۚͷશֹ͔ΒᶃʹఆΊΔڅࢮ
Λࠩ͠Ҿֹ͍ͨɺଞͷडऔਓʹࢧ͍·͢ɻ

ᾉ�ʮઓ૪ͦͷଞͷมཚʯʹ
Αͬͯࢮڅۚͷࢧ
ࣄ༝͕ੜͨ͡ͱ͖

ࢉܭͷݥͷ૿Ճ͕อऀݥ༝ʹ֘ͨ͠ඃอࣄࢧ
ͷٴʹૅج΅͢Ө͕ڹগͳ͍ͱ͖ɺͦͷӨڹͷఔ
ʹԠ͡ɺࢮڅۚͷֹۚͷҰ෦·ͨશ෦Λࢧ
͍·͢ɻ

ᾊ� ໔ࣄ༝ʹ֘ͯ͠ࢮ
څۚΛࢧΘͳ͍
ͱ͖

ᶃ� อܖݥऀʹ४උۚˎ３Λࢧ͍·͢ɻͨ
ͩ͠ɺอܖݥऀ͕ނҙʹඃอऀݥΛࢮͤ͞
ͨͱ͖ࢧ͍·ͤΜɻ

ᶄ� ͜ͷอܖݥɺඃอࢮ͕ऀݥͨ࣌͠ʹফ໓
͠·͢ɻ

	 ୈ５	 	 ิઆ໌

ˎ１	 他֮ॴݟのないの
ҩ͕ࢣɺࢹɺ৮ը૾அ
ͳͲʹΑΓঢ়Λཪ͚Δ͜ͱ
͕Ͱ͖ͳ͍ͷΛ͍͍·͢ɻ

ˎ２	 ೖӃ給付金等
ͷᾇ͔ΒᾊΛ͍͍·͢ɻ࣍
ᾇ� ೖӃڅۚ
ᾈ� ҩྍඅॆڅۚ
ᾉ� खज़څۚ
ᾊ� ์ࣹઢڅྍ࣏ۚ

ˎ３	 準උ金
ೖӃڅֹۚͷ10ഒͷֹۚ
Λݶͱ͠·͢ɻ

約

款
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	̐ 	 給付金の支払請求手続について

	 第̒条	 	 給付金のࢧٻ手ଓ

̍ɽڅۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̐ʣ͕ੜͨ͡ͱ͖ɺอܖݥऀ·ͨͦͷडऔਓɺ
͢Έ͔ʹࣾʹ௨͢Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

̎ɽڅۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̐ʣ͕ੜͨ͡ͱ͖ɺͦͷडऔਓɺඞཁॻྨʢผද
11˒ʣΛ͢Έ͔ʹࣾʹఏग़ͯͦ͠ͷࢧ͍Λ͢ٻΔ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

̏ɽ͜ͷอܖݥ͕࣍ͷܖܗଶͷ߹Ͱɺࢮڅۚͷશ෦·ͨͦͷ૬෦Λ
ୀ৬ۚࢮ １ˎͱͯ͠ࢮୀ৬ۚ １ˎͷडऀڅͷࢧ͍ʹॆ͢Δ͜ͱ͕֬
ೝ͞Ε͍ͯΔͱ͖ɺࢮڅۚडऔਓࢮڅۚͷࢧ͍Λ͢ٻΔࡍɺ࣍
ͷᾇ͔Βᾉͷͯ͢ͷඞཁॻྨΛఏग़͢Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻͨͩ͠ɺࢮୀ
৬ۚ １ˎͷड͕̎ऀڅਓҎ্͍Δͱ͖ɺͦͷ͏ͪͷ̍ਓ͔Βͷఏग़ͰऔΓѻ͍
·͢ɻ

ଶܗܖ

อܖݥऀ ɾ߹ͷஂମॺɾձࣾɾެ ２ˎ

ۚडऔਓڅࢮ ֘ஂମ ２ˎ

ඃอऀݥ ֘ஂମ ２ˎ͔Βڅ༩ͷࢧ͍Λड͚Δैۀһ

ඞཁॻྨ

ᾇ� ͷඞཁͳॻྨ�ʢผද11˒ʣٻࢧۚͷڅࢮ
ᾈ� ͷ͍ͣΕ͔ͷॻྨ࣍
ᶃ� ୀ৬ۚࢮ １ˎͷडऀڅͷٻ༰֬ೝॻ
ᶄ� ୀ৬ۚࢮ １ˎͷडࢮʹऀڅୀ৬ۚ １ˎΛࢧͬͨ͜ͱΛূ໌͢Δॻ

ྨ
ᾉ� ୀ৬ۚࢮ １ˎͷडऀڅຊਓͰ͋Δ͜ͱΛ֘ஂମ ２ˎ͕֬ೝͨ͠ॻྨ

˒ผද11ʢ1�79ࢀরʣ

	 第̓条	 	 給付金のࢧ࣌期

̍ɽࣾɺඞཁॻྨʢผද11˒ʣ͕ࣾʹ౸ணͨ͠ͷཌ͔ΒɺͦͷΛؚΊ
ͯ̑ӦۀҎʹɺࣾͷຊࣾͰڅۚΛࢧ͍·͢ɻ

̎ɽࣾɺڅۚΛࢧ͏ͨΊʹ֬ೝ͕ඞཁͳ࣍ͷᾇ͔Βᾊͷ߹ʹ͓͍ͯɺอݥ
Ͱʹࣾʹఏग़͞Εͨॻྨ͚ͩͰ֬ೝ͕Ͱ͖·࣌ٻۚڅΒ͔࣌ͷక݁ܖ
ͳ͍ͱ͖ɺͦΕͧΕᾇ͔ΒᾊʹఆΊΔ߲ࣄͷ֬ೝ １ˎΛ͍ߦ·͢ɻ͜ͷ߹ɺຊ
ͷ̍ɽͷنఆʹ͔͔ΘΒͣɺڅۚΛࢧ͏͖ݶظɺඞཁॻྨʢผද11˒ʣ
͕ࣾʹ౸ணͨ͠ͷཌ͔ΒɺͦͷΛؚΊͯ45Λܦա͢Δͱ͠·͢ɻ

֬ೝ͕ඞཁͳ߹ ֬ೝ߲ࣄ

ᾇ� ༝ʢୈ̐ʣൃੜࣄࢧۚͷڅ
ͷ༗ແͷ֬ೝ͕ඞཁͳ߹

ͷ࣮ࣄ༝ʢୈ̐ʣʹ֘͢Δࣄࢧ
༗ແ

ᾈ� ༝ʢୈ̑ʣࣄ͍ͷ໔ࢧۚڅ
ʹ֘͢ΔՄੑ͕͋Δ߹

༝ʢୈ̐ʣ͕ൃੜ͠ࣄࢧۚͷڅ
Ҽݪͨ

ᾉ� ٛҧʢୈ17ʣʹ֘͢ࠂ
ΔՄੑ͕͋Δ߹

ͷ༗ແ࣮ࣄٛҧʢୈ17ʣͷࠂ
͓Αͼࠂٛҧʢୈ17ʣʹͬࢸ
Ҽݪͨ

ᾊ� ͜ͷʹఆΊΔॏେࣄ༝ʢୈ19
ʣɺٗʢୈ14ʣ·ͨෆ๏
औಘతʢୈ15ʣʹ֘͢ΔՄ
ੑ͕͋Δ߹

ᾈɺᾉʹఆΊΔ߲ࣄɺୈ19ʢॏେࣄ
༝ʹΑΔղআʣͷ̍ɽʵᾊʵᶃ͔Βᶇ
·Ͱʹ֘͢Δ࣮ࣄͷ༗ແ·ͨอݥ
ۚͷडڅ͘͠ऀݥऀɺඃอܖ
औਓͷอܖݥక݁ͷత͘͠څ
ۚٻͷҙਤʹؔ͢Δอܖݥͷక
ࣄͰʹ͓͚Δ·࣌ٻۚڅΒ͔࣌݁
࣮

̏ɽຊͷ̎ɽͷ֬ೝΛ͢ΔͨΊɺ࣍ͷᾇ͔Βᾊͷ߲ࣄʹ͍ͭͯͷಛผͳরձௐࠪ
͕ෆՄܽͳͱ͖ɺຊͷ̍ɽ͓Αͼ̎ɽʹ͔͔ΘΒͣɺڅۚΛࢧ͏͖ظ

	 ୈ６	 	 ิઆ໌

ˎ１	 死亡ୀ৬金等
Ҩิঈنఔʹࢮͮ͘جୀ
৬ۚ·ͨீҚۚΛ͍͍·
͢ɻ

ˎ２	 ߹ɾॺɾձࣾɾެ
等のஂମ

ஂମͷදऀΛؚΈ·͢ɻຊ
ͷ̏ɽʹ͓͍ͯʮ֘ஂମʯͱ
͍͍·͢ɻ

	 ୈ７	 	 ิઆ໌

ˎ１	 ᾇ͔ΒᾊにఆΊる߲ࣄの֬
ೝ

͕ࣾࢦఆͨ͠ҩࢣʹΑΔஅ
ΛؚΈ·͢ɻ
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	̐ 	 給付金の支払請求手続について

	 第̒条	 	 給付金のࢧٻ手ଓ

̍ɽڅۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̐ʣ͕ੜͨ͡ͱ͖ɺอܖݥऀ·ͨͦͷडऔਓɺ
͢Έ͔ʹࣾʹ௨͢Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

̎ɽڅۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̐ʣ͕ੜͨ͡ͱ͖ɺͦͷडऔਓɺඞཁॻྨʢผද
11˒ʣΛ͢Έ͔ʹࣾʹఏग़ͯͦ͠ͷࢧ͍Λ͢ٻΔ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

̏ɽ͜ͷอܖݥ͕࣍ͷܖܗଶͷ߹Ͱɺࢮڅۚͷશ෦·ͨͦͷ૬෦Λ
ୀ৬ۚࢮ １ˎͱͯ͠ࢮୀ৬ۚ １ˎͷडऀڅͷࢧ͍ʹॆ͢Δ͜ͱ͕֬
ೝ͞Ε͍ͯΔͱ͖ɺࢮڅۚडऔਓࢮڅۚͷࢧ͍Λ͢ٻΔࡍɺ࣍
ͷᾇ͔Βᾉͷͯ͢ͷඞཁॻྨΛఏग़͢Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻͨͩ͠ɺࢮୀ
৬ۚ １ˎͷड͕̎ऀڅਓҎ্͍Δͱ͖ɺͦͷ͏ͪͷ̍ਓ͔Βͷఏग़ͰऔΓѻ͍
·͢ɻ

ଶܗܖ

อܖݥऀ ɾ߹ͷஂମॺɾձࣾɾެ ２ˎ

ۚडऔਓڅࢮ ֘ஂମ ２ˎ

ඃอऀݥ ֘ஂମ ２ˎ͔Βڅ༩ͷࢧ͍Λड͚Δैۀһ

ඞཁॻྨ

ᾇ� ͷඞཁͳॻྨ�ʢผද11˒ʣٻࢧۚͷڅࢮ
ᾈ� ͷ͍ͣΕ͔ͷॻྨ࣍
ᶃ� ୀ৬ۚࢮ １ˎͷडऀڅͷٻ༰֬ೝॻ
ᶄ� ୀ৬ۚࢮ １ˎͷडࢮʹऀڅୀ৬ۚ １ˎΛࢧͬͨ͜ͱΛূ໌͢Δॻ

ྨ
ᾉ� ୀ৬ۚࢮ １ˎͷडऀڅຊਓͰ͋Δ͜ͱΛ֘ஂମ ２ˎ͕֬ೝͨ͠ॻྨ

˒ผද11ʢ1�79ࢀরʣ

	 第̓条	 	 給付金のࢧ࣌期

̍ɽࣾɺඞཁॻྨʢผද11˒ʣ͕ࣾʹ౸ணͨ͠ͷཌ͔ΒɺͦͷΛؚΊ
ͯ̑ӦۀҎʹɺࣾͷຊࣾͰڅۚΛࢧ͍·͢ɻ

̎ɽࣾɺڅۚΛࢧ͏ͨΊʹ֬ೝ͕ඞཁͳ࣍ͷᾇ͔Βᾊͷ߹ʹ͓͍ͯɺอݥ
Ͱʹࣾʹఏग़͞Εͨॻྨ͚ͩͰ֬ೝ͕Ͱ͖·࣌ٻۚڅΒ͔࣌ͷక݁ܖ
ͳ͍ͱ͖ɺͦΕͧΕᾇ͔ΒᾊʹఆΊΔ߲ࣄͷ֬ೝ １ˎΛ͍ߦ·͢ɻ͜ͷ߹ɺຊ
ͷ̍ɽͷنఆʹ͔͔ΘΒͣɺڅۚΛࢧ͏͖ݶظɺඞཁॻྨʢผද11˒ʣ
͕ࣾʹ౸ணͨ͠ͷཌ͔ΒɺͦͷΛؚΊͯ45Λܦա͢Δͱ͠·͢ɻ

֬ೝ͕ඞཁͳ߹ ֬ೝ߲ࣄ

ᾇ� ༝ʢୈ̐ʣൃੜࣄࢧۚͷڅ
ͷ༗ແͷ֬ೝ͕ඞཁͳ߹

ͷ࣮ࣄ༝ʢୈ̐ʣʹ֘͢Δࣄࢧ
༗ແ

ᾈ� ༝ʢୈ̑ʣࣄ͍ͷ໔ࢧۚڅ
ʹ֘͢ΔՄੑ͕͋Δ߹

༝ʢୈ̐ʣ͕ൃੜ͠ࣄࢧۚͷڅ
Ҽݪͨ

ᾉ� ٛҧʢୈ17ʣʹ֘͢ࠂ
ΔՄੑ͕͋Δ߹

ͷ༗ແ࣮ࣄٛҧʢୈ17ʣͷࠂ
͓Αͼࠂٛҧʢୈ17ʣʹͬࢸ
Ҽݪͨ

ᾊ� ͜ͷʹఆΊΔॏେࣄ༝ʢୈ19
ʣɺٗʢୈ14ʣ·ͨෆ๏
औಘతʢୈ15ʣʹ֘͢ΔՄ
ੑ͕͋Δ߹

ᾈɺᾉʹఆΊΔ߲ࣄɺୈ19ʢॏେࣄ
༝ʹΑΔղআʣͷ̍ɽʵᾊʵᶃ͔Βᶇ
·Ͱʹ֘͢Δ࣮ࣄͷ༗ແ·ͨอݥ
ۚͷडڅ͘͠ऀݥऀɺඃอܖ
औਓͷอܖݥక݁ͷత͘͠څ
ۚٻͷҙਤʹؔ͢Δอܖݥͷక
ࣄͰʹ͓͚Δ·࣌ٻۚڅΒ͔࣌݁
࣮

̏ɽຊͷ̎ɽͷ֬ೝΛ͢ΔͨΊɺ࣍ͷᾇ͔Βᾊͷ߲ࣄʹ͍ͭͯͷಛผͳরձௐࠪ
͕ෆՄܽͳͱ͖ɺຊͷ̍ɽ͓Αͼ̎ɽʹ͔͔ΘΒͣɺڅۚΛࢧ͏͖ظ

	 ୈ６	 	 ิઆ໌

ˎ１	 死亡ୀ৬金等
Ҩิঈنఔʹࢮͮ͘جୀ
৬ۚ·ͨீҚۚΛ͍͍·
͢ɻ

ˎ２	 ߹ɾॺɾձࣾɾެ
等のஂମ

ஂମͷදऀΛؚΈ·͢ɻຊ
ͷ̏ɽʹ͓͍ͯʮ֘ஂମʯͱ
͍͍·͢ɻ

	 ୈ７	 	 ิઆ໌

ˎ１	 ᾇ͔ΒᾊにఆΊる߲ࣄの֬
ೝ

͕ࣾࢦఆͨ͠ҩࢣʹΑΔஅ
ΛؚΈ·͢ɻ

	 ୈ７	 	 ิઆ໌

ˎ２	 ᾇ͔ΒᾊにఆΊる
ᾇ͔Βᾊͷ͏ͪෳʹ֘͢Δ
߹Ͱ͋ͬͯɺ180ͱ͠·
͢ɻ

ˎ３	 ਖ਼なཧ༝な͘その֬ೝΛ
͛ɺ·ͨこΕにԠ͡な
͔ͬͨと͖

͕ࣾࢦఆͨ͠ҩࢣʹΑΔඞཁ
ͳஅʹԠ͡ͳ͔ͬͨͱ͖Λؚ
Έ·͢ɻ

	 ୈ９	 	 ิઆ໌

ˎ１	 契約（ୈ３）のԠ
อؒظݥதͷܖʢୈ̏ʣ
ʹରԠ͢ΔΛ͍͍·͢ɻͳ͓ɺ
ʢୈ̏ʣͷԠ͕ͳܖ
͍݄ͷ߹ʹɺͦͷ݄ͷ
ͱ͠·͢ɻ

ɺඞཁॻྨʢผද11˒ʣ͕ࣾʹ౸ணͨ͠ͷཌ͔ΒɺͦͷΛؚΊͯݶ
ͦΕͧΕ࣍ͷᾇ͔ΒᾊʹఆΊΔ ２ˎΛܦա͢Δͱ͠·͢ɻ

ᾇ� ຊͷ̎ɽʵᾇ͔ΒᾊʹఆΊΔ߲ࣄʹ͍ͭͯͷห࢜ޢ๏ʢত24๏ୈ
205߸ʣʹͱͮ͘রձͦͷଞͷ๏ྩʹͱͮ͘রձɹɹ180

ᾈ� ຊͷ̎ɽʵᾇ͔ΒᾊʹఆΊΔ߲ࣄʹ͍ͭͯͷؔػڀݚͷઐؔػʹΑΔ
ҩֶ·ֶͨͷՊֶٕज़తͳಛผͷௐࠪɺੳ·ͨؑఆɹɹ180

ᾉ� ຊͷ̎ɽʵᾇ͔ΒᾊʹఆΊΔ߲ࣄʹؔ͠ɺอܖݥऀɺඃอऀݥ·ͨڅ
ۚͷडऔਓΛඃٙऀͱͯ͠ɺࠪɺىૌͦͷଞͷࣄܐखଓ͕։࢝͞Εͨ͜
ͱ͕ใಓ͔Β໌Β͔Ͱ͋Δ߹ʹ͓͚Δɺຊͷ̎ɽʵᾇ͔ΒᾊʹఆΊΔ
ݕɺܯखଓͷ݁Ռʹ͍ͭͯͷࣄܐૌɺܾͷىΔɺૹகɺؔ͢ʹ߲ࣄ
ͷࠪؔػ·ͨࡋॴʹର͢Δরձɹɹ180

ᾊ� ຊͷ̎ɽʵᾇ͔ΒᾊʹఆΊΔ߲ࣄʹ͍ͭͯͷຊࠃ֎ʹ͓͚Δௐࠪɹɹ
180

̐ɽຊͷ̎ɽ͓Αͼ̏ɽͷ֬ೝΛ͏ߦͱ͖ɺࣾɺڅۚͷडऔਓʢڅۚͷ
डऔਓ͕̎ਓҎ্͍Δͱ͖ɺͦͷදऀʣʹ௨͠·͢ɻ

̑ɽຊͷ̎ɽ͓Αͼ̏ɽͷ֬ೝʹ͠ࡍɺอܖݥऀɺඃอऀݥ·ͨڅۚͷडऔ
ਓ͕ɺਖ਼ͳཧ༝ͳͦ͘ͷ֬ೝΛ͛ɺ·ͨ͜ΕʹԠ͡ͳ͔ͬͨͱ͖ˎ３ɺ
ࣾɺ͜ΕʹΑΓͦͷ֬ೝ͕Ԇͨؒ͠ظͷͷΛෛΘͣɺͦͷؒڅ
ۚΛࢧ͍·ͤΜɻ

˒ผද11ʢ1�79ࢀরʣ

	̑ 	 保険料払込期間中の被保険者の死亡について

	 第̔条	 	 อݥྉࠐ期ؒதのඃอऀݥのࢮ

̍ɽอݥྉؒظࠐதɺඃอࢮ͕ऀݥͨ͠ͱ͖ɺ͜ͷอܖݥফ໓͠·͢ɻ
̎ɽຊͷ̍ɽͷ߹ɺอܖݥऀ·ͨࢮڅۚडऔਓɺඃอࢮ͕ऀݥͨ͠
͜ͱΛ͢Έ͔ʹࣾʹ௨͠ɺඃอऀݥͷॅຽථɺށ੶౽ຊɺށ੶ঞຊͷ͍ͣ
Ε͔ͷॻྨΛࣾʹఏग़͢Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

	̒ 	 保険料の払込みについて

	 第̕条	 	 อݥྉのࠐΈ

̍ɽอݥྉͷํࠐ๏ʢճʣɺ࣍ͷᾇ·ͨᾈ͍ͣΕ͔ͱ͠ɺୈ̎ճҎޙͷอݥ
ྉͷ͓݄ظࠐΑͼ༛༧ؒظ࣍ͷͱ͓Γͱ͠·͢ɻ

อݥྉͷ
ํࠐ๏
ʢճʣ

݄ظࠐ ༛༧ؒظ

ᾇ�  ʢୈ̏ʣͷԠܖ １ˎʢ୯ҐʣΛ
ؚΉ݄ͷ͔̍Β·Ͱͷؒظ

݄ظࠐͷཌ݄͔̍
ΒͦͷΛؚΊ͔ͯ̏
݄ͷ·Ͱᾈ� ݄ ʢୈ̏ʣͷԠܖ １ˎʢ݄୯ҐʣΛ

ؚΉ݄ͷ͔̍Β·Ͱͷؒظ

̎ɽୈ̎ճҎޙͷอݥྉɺอݥྉؒظࠐதɺຖճୈ10ʢอݥྉͷํࠐ๏ʢܦ
࿏ʣʣͷ̍ɽʹఆΊΔํࠐ๏ʢܦ࿏ʣʹै͍ɺຊͷ̍ɽʹఆΊΔ݄ظࠐத
ʹ͍ࠐΉ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻͳ͓ɺຊͷ̍ɽʹఆΊΔ༛༧͕͋ؒظΓ·͢ɻ

̏ɽୈ̎ճҎޙͷอݥྉ͕ຊͷ̍ɽʹ ఆΊΔ݄ظࠐதʹ͍ࠐ·Εͳ͔ͬͨ߹ɺ
ࣾอܖݥऀʹ࣍ͷ߲ࣄΛ௨ʢి࣓తํ๏ʹΑΔ߹ΛؚΈ·͢ɻʣ͠ ·͢ɻ

ᾇ� อݥྉ͕݄ظࠐதʹ͍ࠐ·Εͳ͔ͬͨ͜ͱ
ᾈ� ༛༧ؒظ
ᾉ� ༛༧ؒظຬྃ·Ͱʹอݥྉ͕͍ࠐ·Εͳ͍ͱ͖อܖݥ͕ফ໓͢Δ͜
ͱʢୈ13ʣ

約

款
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	 ୈ10	 	 ิઆ໌

ˎ１	 ॴଐஂମ·ͨूஂΛ通͡
払い込Ήํ๏

ॴଐஂମ·ͨूஂͱձࣾͱͷ
ؒʹஂମڠɺूஂڠ͕క
݁͞Ε͍ͯΔ߹ʹݶΓબ͢
Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

	 ୈ11	 	 ิઆ໌

ˎ１	 契約（ୈ３）のԠ
อؒظݥதͷܖʢୈ̏ʣ
ʹରԠ͢ΔΛ͍͍·͢ɻͳ͓ɺ
ʢୈ3ʣͷԠ͕ͳܖ
͍݄ͷ߹ʹɺͦͷ݄ͷ
ͱ͠·͢ɻ

	 ୈ12	 	 ิઆ໌

ˎ１	 契約（ୈ３）のԠ
（年୯Ґ）

લೲؒظதͷຖͷܖʢୈ
̏ʣʹ ରԠ͢ΔΛ͍͍·͢ɻ
ͳ͓ɺܖʢୈ̏ʣͷԠ
͕ͳ͍߹ʹɺͦͷ݄ͷ
ͱ͠·͢ɻ

	第��条	 	 อݥྉのํࠐ๏ʢܦ࿏ʣ

̍ɽอܖݥऀɺࣾͷऔѻ͍ͷൣғͰɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ͷอݥྉͷํࠐ๏ʢܦ
࿏ʣΛબ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

ᾇ� ࣾͷࢦఆͨۚ͠༥ؔػͷ࠲ޱৼସʹΑΓ͍ࠐΉํ๏
ᾈ� ࣾͷࢦఆͨ͠ΫϨδοτΧʔυൃߦձࣾͷΫϨδοτΧʔυʹΑΓ͍ࠐ
Ήํ๏

ᾉ� ॴଐஂମ·ͨूஂΛ௨͍͡ࠐΉํ๏ １ˎ

ᾊ� ࣾͷࢦఆͨ͠ৼସ࠲ޱ·ͨ༬ۚ࠲ޱʹૹۚ͢Δ͜ͱʹΑΓ͍ࠐΉํ๏

̎ɽอݥྉͷํࠐ๏ʢܦ࿏ʣʹ͍ͭͯɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

߲ɹ ɹ༰

ຊͷ̍ɽʵᾇ͔Βᾉͷํ
๏ʹ͓͍ͯɺ͜ͷอܖݥ
͕ࣾͷఆΊΔอݥྉͷ
࿏ʣʹؔ͢Δऔܦ๏ʢํࠐ
ѻ͍ͷൣғ֎ͱͳͬͨͱ͖

ᾇ� อܖݥऀɺอݥྉͷํࠐ๏ʢܦ࿏ʣΛଞ
ͷํ๏ʹม͢ߋΔ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

ᾈ� มߋΛ͏ߦ·Ͱͷؒͷอݥྉɺࣾͷຊࣾ·
ͨࣾͷࢦఆͨ͠ॴʹ͍ࠐΉ͜ͱΛඞཁ
ͱ͠·͢ɻ

	第��条	 	 ࠐ期݄த·ͨ༛༧期ؒதʹࢧࣄ༝͕ੜͨ͡߹のऔѻ͍

̍ɽอݥྉ͕݄ظࠐʢୈ̕ʣͷܖʢୈ̏ʣͷԠ １ˎͷલ·Ͱʹ͍ࠐ
·Εɺ͔ͭɺͦͷ·Ͱʹ͜ͷอܖݥ͕ফ໓ͨ͜͠ͱʹΑΓอݥྉͷࠐΈΛ
ཁ͠ͳ͘ͳͬͨͱ͖ɺࣾɺͦͷ͍ࠐ·ΕͨอݥྉΛอܖݥऀʢڅۚ
Λࢧ͏ͱ͖ͦͷडऔਓʣʹ͍͠·͢ɻ

̎ɽอݥྉ͕͍ࠐ·Εͳ͍··ɺ݄ظࠐͷܖʢୈ̏ʣͷԠ １ˎҎޙ༛༧
࣍༝ʢୈ̐ʣ͕ੜͨ͡ͱ͖ɺࣄࢧۚͷڅຬྃʢୈ̕ʣ·Ͱʹɺؒظ
ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

߲ɹ ɹ༰

͏ͱ͖ࢧۚΛڅ ະࠐอݥྉΛࠩ͠Ҿ͍ͯࢧ͍·͢ɻͨͩ͠ɺ
ࣾͷࢧ͏ֹ͖͕ۚࠩ͠Ҿ͖͘ະࠐอݥྉʹ
ෆ͢Δͱ͖ɺอܖݥऀɺະࠐอݥྉΛͦ
ͷ༛༧ؒظຬྃ·Ͱʹ͍ࠐΉ͜ͱΛඞཁͱ͠·
͢ɻ͜ͷະࠐอݥྉ͕͍ࠐ·Εͳ͍ͱ͖ɺ
ࣾɺࢧࣄ༝ʢୈ̐ʣͷൃੜʹΑΓࢧ͏͖
ֹۚΛࢧ͍·ͤΜɻ

	第��条	 	 อݥྉのલೲ

̍ɽอܖݥऀɺୈ̎ճҎޙͷอݥྉʹ͍ͭͯɺࣾͷऔѻ͍ͷൣғͰɺ࣍ͷͱ
͓ΓɺকདྷͷอݥྉΛલೲ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻͨͩ͠ɺ݄ܖʹ͓͍ͯอݥ
ྉΛલೲ͢Δͱ͖ɺอݥྉͷํࠐ๏ʢճʣʢୈ̕ʣΛʹม͢ߋΔ͜
ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

߲ɹ ɹ༰

ܖʹ͓͚Δલೲ อݥྉͷલೲʹ͍ͭͯɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ
ᾇ� อݥྉͷલೲɺ̎ Ҏ্ͷอݥྉͱ͠·͢ɻ
ᾈ� લೲ͢ΔอݥྉɺࣾͷఆΊΔͰׂΓҾ͖
·͢ɻ

ᾉ� อݥྉͷલೲۚʹରͯࣾ͠ͷఆΊΔརʹΑ
ΔརଉΛ͚ͭͯɺ͜ ΕΛલೲۚʹ܁ΓೖΕ·͢ɻ

ᾊ� อݥྉͷલೲۚɺܖʢୈ̏ʣͷԠ
ʢ୯Ґʣ １ˎ͝ ͱʹอݥྉʹॆ͠·͢ɻ

̎ɽલೲ͕ؒظຬྃͨ͠߹ɺ·ͨอݥྉͷࠐΈ͕ෆཁͱͳͬͨ߹Ͱɺอݥྉ
ͷલೲۚͷֹ͕͋Δͱ͖ɺͦͷֹΛอܖݥऀʹࢧ͍·͢ɻ
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	 ୈ10	 	 ิઆ໌

ˎ１	 ॴଐஂମ·ͨूஂΛ通͡
払い込Ήํ๏

ॴଐஂମ·ͨूஂͱձࣾͱͷ
ؒʹஂମڠɺूஂڠ͕క
݁͞Ε͍ͯΔ߹ʹݶΓબ͢
Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

	 ୈ11	 	 ิઆ໌

ˎ１	 契約（ୈ３）のԠ
อؒظݥதͷܖʢୈ̏ʣ
ʹରԠ͢ΔΛ͍͍·͢ɻͳ͓ɺ
ʢୈ3ʣͷԠ͕ͳܖ
͍݄ͷ߹ʹɺͦͷ݄ͷ
ͱ͠·͢ɻ

	 ୈ12	 	 ิઆ໌

ˎ１	 契約（ୈ３）のԠ
（年୯Ґ）

લೲؒظதͷຖͷܖʢୈ
̏ʣʹ ରԠ͢ΔΛ͍͍·͢ɻ
ͳ͓ɺܖʢୈ̏ʣͷԠ
͕ͳ͍߹ʹɺͦͷ݄ͷ
ͱ͠·͢ɻ

	第��条	 	 อݥྉのํࠐ๏ʢܦ࿏ʣ

̍ɽอܖݥऀɺࣾͷऔѻ͍ͷൣғͰɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ͷอݥྉͷํࠐ๏ʢܦ
࿏ʣΛબ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

ᾇ� ࣾͷࢦఆͨۚ͠༥ؔػͷ࠲ޱৼସʹΑΓ͍ࠐΉํ๏
ᾈ� ࣾͷࢦఆͨ͠ΫϨδοτΧʔυൃߦձࣾͷΫϨδοτΧʔυʹΑΓ͍ࠐ
Ήํ๏

ᾉ� ॴଐஂମ·ͨूஂΛ௨͍͡ࠐΉํ๏ １ˎ

ᾊ� ࣾͷࢦఆͨ͠ৼସ࠲ޱ·ͨ༬ۚ࠲ޱʹૹۚ͢Δ͜ͱʹΑΓ͍ࠐΉํ๏

̎ɽอݥྉͷํࠐ๏ʢܦ࿏ʣʹ͍ͭͯɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

߲ɹ ɹ༰

ຊͷ̍ɽʵᾇ͔Βᾉͷํ
๏ʹ͓͍ͯɺ͜ͷอܖݥ
͕ࣾͷఆΊΔอݥྉͷ
࿏ʣʹؔ͢Δऔܦ๏ʢํࠐ
ѻ͍ͷൣғ֎ͱͳͬͨͱ͖

ᾇ� อܖݥऀɺอݥྉͷํࠐ๏ʢܦ࿏ʣΛଞ
ͷํ๏ʹม͢ߋΔ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

ᾈ� มߋΛ͏ߦ·Ͱͷؒͷอݥྉɺࣾͷຊࣾ·
ͨࣾͷࢦఆͨ͠ॴʹ͍ࠐΉ͜ͱΛඞཁ
ͱ͠·͢ɻ

	第��条	 	 ࠐ期݄த·ͨ༛༧期ؒதʹࢧࣄ༝͕ੜͨ͡߹のऔѻ͍

̍ɽอݥྉ͕݄ظࠐʢୈ̕ʣͷܖʢୈ̏ʣͷԠ １ˎͷલ·Ͱʹ͍ࠐ
·Εɺ͔ͭɺͦͷ·Ͱʹ͜ͷอܖݥ͕ফ໓ͨ͜͠ͱʹΑΓอݥྉͷࠐΈΛ
ཁ͠ͳ͘ͳͬͨͱ͖ɺࣾɺͦͷ͍ࠐ·ΕͨอݥྉΛอܖݥऀʢڅۚ
Λࢧ͏ͱ͖ͦͷडऔਓʣʹ͍͠·͢ɻ

̎ɽอݥྉ͕͍ࠐ·Εͳ͍··ɺ݄ظࠐͷܖʢୈ̏ʣͷԠ １ˎҎޙ༛༧
࣍༝ʢୈ̐ʣ͕ੜͨ͡ͱ͖ɺࣄࢧۚͷڅຬྃʢୈ̕ʣ·Ͱʹɺؒظ
ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

߲ɹ ɹ༰

͏ͱ͖ࢧۚΛڅ ະࠐอݥྉΛࠩ͠Ҿ͍ͯࢧ͍·͢ɻͨͩ͠ɺ
ࣾͷࢧ͏ֹ͖͕ۚࠩ͠Ҿ͖͘ະࠐอݥྉʹ
ෆ͢Δͱ͖ɺอܖݥऀɺະࠐอݥྉΛͦ
ͷ༛༧ؒظຬྃ·Ͱʹ͍ࠐΉ͜ͱΛඞཁͱ͠·
͢ɻ͜ͷະࠐอݥྉ͕͍ࠐ·Εͳ͍ͱ͖ɺ
ࣾɺࢧࣄ༝ʢୈ̐ʣͷൃੜʹΑΓࢧ͏͖
ֹۚΛࢧ͍·ͤΜɻ

	第��条	 	 อݥྉのલೲ

̍ɽอܖݥऀɺୈ̎ճҎޙͷอݥྉʹ͍ͭͯɺࣾͷऔѻ͍ͷൣғͰɺ࣍ͷͱ
͓ΓɺকདྷͷอݥྉΛલೲ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻͨͩ͠ɺ݄ܖʹ͓͍ͯอݥ
ྉΛલೲ͢Δͱ͖ɺอݥྉͷํࠐ๏ʢճʣʢୈ̕ʣΛʹม͢ߋΔ͜
ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

߲ɹ ɹ༰

ܖʹ͓͚Δલೲ อݥྉͷલೲʹ͍ͭͯɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ
ᾇ� อݥྉͷલೲɺ̎ Ҏ্ͷอݥྉͱ͠·͢ɻ
ᾈ� લೲ͢ΔอݥྉɺࣾͷఆΊΔͰׂΓҾ͖
·͢ɻ

ᾉ� อݥྉͷલೲۚʹରͯࣾ͠ͷఆΊΔརʹΑ
ΔརଉΛ͚ͭͯɺ͜ ΕΛલೲۚʹ܁ΓೖΕ·͢ɻ

ᾊ� อݥྉͷલೲۚɺܖʢୈ̏ʣͷԠ
ʢ୯Ґʣ １ˎ͝ ͱʹอݥྉʹॆ͠·͢ɻ

̎ɽલೲ͕ؒظຬྃͨ͠߹ɺ·ͨอݥྉͷࠐΈ͕ෆཁͱͳͬͨ߹Ͱɺอݥྉ
ͷલೲۚͷֹ͕͋Δͱ͖ɺͦͷֹΛอܖݥऀʹࢧ͍·͢ɻ

	̓ 	 保険料の払込みがないことによる消滅（未払消滅）について

	第��条	 	 อܖݥのࠐΈ͕ͳ͍͜ͱʹよΔফ໓ʢະফ໓ʣ

อݥྉ͕͍ࠐ·Εͳ͔ͬͨͱ͖ɺ͜ ͷอܖݥɺୈ̕ʢอݥྉͷࠐΈʣ
ͷ̍ɽʹنఆ͢Δ༛༧ؒظͷຬྃΛͬͯফ໓͠·͢ɻ

	̔ 	 取消しと無効について

	第��条	 	 よΔऔফ͠ʹٗ

อܖݥऀ·ͨඃอऀݥͷٗʹΑͬͯɺ͕ࣾ͜ͷอܖݥͷਃࠐΈΛঝ
ͨ͠ͱ͖ɺࣾɺ͜ͷอܖݥΛऔΓফ͢͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ͜ͷ߹ɺͦΕ
·Ͱʹࣾʹ͍ࠐ·Εͨอݥྉ͍͠·ͤΜɻ

	第��条	 	 ෆ๏औಘతʹよΔແޮ

อܖݥऀ͕࣍ͷ͍ͣΕ͔ͷతΛͬͯ͜ͷอܖݥΛక݁ͨ͠ͱ͖ɺ͜ͷ
อܖݥແޮͱ͠·͢ɻ͜ͷ߹ɺͦΕ·Ͱʹࣾʹ͍ࠐ·Εͨอݥྉ
͍͠·ͤΜɻ

ᾇ� ۚΛෆ๏ʹऔಘ͢Δతڅ
ᾈ� ଞਓʹڅۚΛෆ๏ʹऔಘͤ͞Δత

	̕ 	 告知義務と解除について

	第��条	 	 ٛࠂ

̍ɽࣾɺ͜ͷอܖݥͷక݁ͷࡍʹɺอܖݥऀͱඃอऀݥʹରͯ͠ඃอऀݥʹ
ؔ͢ΔࠂΛॻ໘ʢి࣓తํ๏ʹΑΔ߹ΛؚΈ·͢ɻҎԼಉ͡ͱ͠·͢ɻʣͰ
ΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻٻ

̎ɽࠂΛٻΊΒΕͨอܖݥऀ·ͨඃอऀݥɺڅۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̐ʣͷ
ൃੜͷՄੑʹؔ͢Δॏཁͳ߲ࣄͷ͏ͪॻ໘ͰࠂΛٻΊΒΕ߲ͨࣄʹ͍ͭͯɺ
ͦͷॻ໘Ͱࠂ͢Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

	第��条	 	 ٛҧʹよΔղআࠂ

̍ɽ͜ͷอܖݥͷక݁ʹ͋ͨͬͯɺอܖݥऀ·ͨඃอ͕ऀݥɺނҙ·ͨॏେ
ͳաࣦʹΑͬͯɺୈ16ʢࠂٛʣͷنఆʹΑΓ͕ࣾࠂΛٻΊ߲ͨࣄʹ
͍ͭͯɺ࣮ࣄΛ͛ࠂͳ͔͔ͬͨɺ·࣮ͨࣄͰͳ͍͜ͱΛͨ͛ࠂͱ͖ɺࣾɺ
͜ͷอܖݥΛকདྷʹ͔ͯͬղআ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

̎ɽࣾɺڅۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̐ʣ͕ੜͨ͡ޙͰɺࠂٛҧʹΑΓ͜ͷ
อܖݥΛղআ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ͜ͷ߹ɺࣾɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·
͢ɻ

ᾇ� Μɻͤ·͍ߦ͍Λࢧۚͷڅ
ᾈ� ͢ͰʹڅۚΛࢧ͍ͬͯͨͱ͖ɺͦͷฦؐΛ͠ٻ·͢ɻ

̏ɽຊͷ̎ɽͷنఆʹ͔͔ΘΒͣɺڅۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̐ʣͷൃੜ͕ղআͷݪ
Ҽͱͳ࣮ͬͨࣄʹΑΒͳ͔ͬͨ͜ͱΛอܖݥऀɺඃอऀݥ·ͨڅۚͷडऔ
ਓ͕ূ໌ͨ͠ͱ͖ɺࣾɺڅۚͷࢧ͍Λ͍ߦ·͢ɻ

̐ɽࠂٛҧʹΑΓ͜ͷอܖݥΛղআ͢Δͱ͖ɺࣾɺอܖݥऀʹର͠
ͯ௨͠·͢ɻͨͩ͠ɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ͷ߹ʹɺඃอऀݥ·ͨڅۚͷडऔ
ਓʹ௨͠·͢ɻ

ᾇ� อܖݥऀ·ͨͦͷॅॴ͘͠ډॴ͕ෆ໌ͷ߹
ᾈ� ᾇͷ΄͔ɺਖ਼ͳࣄ༝ʹΑͬͯอܖݥऀʹ௨Ͱ͖ͳ͍߹

̑ɽࠂٛҧʹΑΓ͜ͷอܖݥ͕ղআ͞Εͨ߹Ͱɺղฦۚʢୈ23ʣ

約

款
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	 ୈ1�	 	 ิઆ໌

ˎ１	 保険ഔհ者
ࣾͷͨΊʹอܖݥͷక݁ͷ
ഔհΛ͜͏ߦͱ͕Ͱ͖ΔऀͰ
͋ͬͯɺࣾͷͨΊʹอܖݥ
ͷక݁ͷཧΛ͜͏ߦͱ͕Ͱ͖
ΔऀΛআ͖·͢ɻ

ˎ２	 開始（ୈ３）
ୈ̏ʢ։ظ࢝ʣʹنఆ͢
Δ։࢝Λ͍͍·͢ɻ

͕͋Δͱ͖ɺࣾɺ͜ͷղฦۚʢୈ23ʣΛอܖݥऀʹࢧ͍·͢ɻ

	第��条	 	 ٛҧʹよΔղআ͕Ͱ͖ͳ͍ͱ͖ࠂ

̍ɽࣾɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘͢Δͱ͖ɺୈ17ʢࠂٛҧʹΑΔղআʣ
ͷنఆʹΑΓ͜ͷอܖݥΛղআ͢Δ͜ͱͰ͖·ͤΜɻ

ᾇ� ͜ͷอܖݥͷక݁ͷਃࠐΈʹର͕ͯࣾ͠൱ͷܾఆΛࡍ͏ߦɺ͕ࣾղ
আͷݪҼͱͳΔ࣮ࣄΛ͍ͬͯͨͱ͖ɺ·ͨաࣦʹΑͬͯΒͳ͔ͬͨͱ
͖

ᾈ� อݥഔհऀ １ˎ͕ɺอܖݥऀ·ͨඃอ͕ऀݥୈ16ʢࠂٛʣͷࠂ
Λ͢Δ͜ͱΛ͛ͨͱ͖

ᾉ� อݥഔհऀ １ˎ͕ɺอܖݥऀ·ͨඃอऀݥʹର͠ɺୈ16ʢࠂٛʣ
ͷࠂΛ͠ͳ͍͜ͱΛקΊͨͱ͖ɺ·࣮ͨࣄͰͳ͍͜ͱΛ͛ࠂΔ͜ͱΛק
Ίͨͱ͖

ᾊ� ͕ࣾղআͷݪҼΛ͔ͬͨΒͦͷΛؚΊ͔݄ͯ̍Ҏʹղআ͠ͳ͔ͬ
ͨͱ͖

ᾋ� ։࢝ʢୈ̏ʣˎ ２͔ΒͦͷΛؚΊͯ̎Ҏʹڅۚͷࢧࣄ༝ʢୈ
̐ʣ͕ੜ͡ͳ͍ͰɺͦͷؒظΛܦաͨ͠ͱ͖

̎ɽຊͷ̍ɽʵᾈ͓Αͼᾉͷ߹ͰɺͦΕͧΕʹنఆ͢Δอݥഔհऀ １ˎͷߦҝ͕ͳ
͔ͬͨͱͯ͠ɺอܖݥऀ·ͨඃอ͕ऀݥɺୈ16ʢࠂٛʣͷنఆʹ
ΑΓ͕ࣾࠂΛٻΊ߲ͨࣄʹ͍ͭͯɺ࣮ࣄΛ͛ࠂͳ͔͔ͬͨ·࣮ͨࣄͰͳ͍
͜ͱΛͨ͛ࠂͱೝΊΒΕΔͱ͖ɺຊͷ̍ɽద༻͠·ͤΜɻ

	第��条	 	 ॏେࣄ༝ʹよΔղআ

̍ɽࣾɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ͷॏେࣄ༝͕ੜͨ͡ͱ͖ɺ͜ͷอܖݥΛকདྷʹ͔ͬ
ͯղআ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

ᾇ� อܖݥऀɺඃอऀݥʢࢮڅۚͷ߹ඃอऀݥΛআ͖·͢ɻʣ·ͨ
औͤ͞ΔۚΛڅʹऔ͢Δత͘͠ଞਓۚΛڅۚͷडऔਓ͕څ
తͰނࣄটகʢະΛؚΈ·͢ɻʣΛͨ͠ͱ͖

ᾈ� ҝʢະΛؚΈ·͢ɻʣ͕͋ͬߦٗʹۚͷडऔਓڅɺؔ͠ʹٻۚͷڅ
ͨͱ͖

ᾉ� ଞͷอܖݥͱͷॏෳʹΑͬͯɺඃอऀݥʹ͔͔Δڅֹۚͷ߹ֹ͕ܭஶ
͘͠աେͰ͋ͬͯɺอ੍ݥͷతʹ͢Δঢ়ଶ͕ͨΒ͞ΕΔ͓ͦΕ͕͋
Δͱ͖

ᾊ� อܖݥऀɺඃอऀݥ·ͨڅۚͷडऔਓ͕ɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘͢Δͱ
͖
ᶃ� ྗஂɺྗஂһʢྗஂһͰͳ͘ͳ͔ͬͨΒ̑Λܦա͠ͳ͍ऀΛ
ؚΈ·͢ɻʣɺྗஂ४ߏһɺྗஂؔͦۀاͷଞͷࣾձతྗʢҎ
Լʮࣾձతྗʯͱ͍͍·͢ɻʣʹ֘͢ΔͱೝΊΒΕΔ͜ͱ

ᶄ� ࣾձతྗʹରͯۚ͠ࢿΛఏ͠ڙɺ·ͨศٓΛڙ༩͢ΔͳͲͷؔ
༩Λ͍ͯ͠ΔͱೝΊΒΕΔ͜ͱ

ᶅ� ࣾձతྗΛෆʹར༻͍ͯ͠ΔͱೝΊΒΕΔ͜ͱ
ᶆ� อܖݥऀ·ͨڅۚͷडऔਓ͕๏ਓͷ߹ɺࣾձతྗ͕ͦͷ๏
ਓͷܦӦΛࢧ͠ɺ·ͨͦͷ๏ਓͷܦӦʹ࣮࣭తʹؔ༩͍ͯ͠Δͱೝ
ΊΒΕΔ͜ͱ

ᶇ� ͦͷଞࣾձతྗͱࣾձతʹඇ͞ΕΔ͖ؔΛ༗͍ͯ͠ΔͱೝΊ
ΒΕΔ͜ͱ

ᾋ� ۚͷڅͨ·ऀݥऀɺඃอܖݥ༝ͳͲʹΑΓɺࣾͷอࣄͷᶃɺᶄͷ࣍
डऔਓʹର͢Δ৴པΛଛͳ͍ɺ͔ͭɺ͜ͷอܖݥΛܧଓ͢Δ͜ͱΛظ͠
͑ͳ͍ᾇ͔Βᾊͱಉͷࣄ༝͕͋Δͱ͖
ᶃ� ͜ͷอܖݥʹՃ͞Ε͍ͯΔಛ·ͨଞͷอܖݥ͕ॏେࣄ༝ʹΑ
Γղআ͞Εͨͱ͖

ᶄ� อܖݥऀɺඃอऀݥ·ͨڅۚͷडऔਓͷ͍ͣΕ͔͕ଞͷอऀݥͱ
ͷؒͰక݁ͨ͠อܖݥ·ͨܖࡁڞ͕ॏେࣄ༝ʹΑΓղআ͞Εͨͱ
͖

̎ɽࣾɺڅۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̐ʣ͕ੜͨ͡ޙͰɺॏେࣄ༝ʹΑΓ͜ͷอݥ
༝͕ੜࣄఆ͢ΔॏେنʹΛղআ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ͜ͷ߹ɺຊͷ̍ɽܖ
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	 ୈ1�	 	 ิઆ໌

ˎ１	 保険ഔհ者
ࣾͷͨΊʹอܖݥͷక݁ͷ
ഔհΛ͜͏ߦͱ͕Ͱ͖ΔऀͰ
͋ͬͯɺࣾͷͨΊʹอܖݥ
ͷక݁ͷཧΛ͜͏ߦͱ͕Ͱ͖
ΔऀΛআ͖·͢ɻ

ˎ２	 開始（ୈ３）
ୈ̏ʢ։ظ࢝ʣʹنఆ͢
Δ։࢝Λ͍͍·͢ɻ

͕͋Δͱ͖ɺࣾɺ͜ͷղฦۚʢୈ23ʣΛอܖݥऀʹࢧ͍·͢ɻ

	第��条	 	 ٛҧʹよΔղআ͕Ͱ͖ͳ͍ͱ͖ࠂ

̍ɽࣾɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘͢Δͱ͖ɺୈ17ʢࠂٛҧʹΑΔղআʣ
ͷنఆʹΑΓ͜ͷอܖݥΛղআ͢Δ͜ͱͰ͖·ͤΜɻ

ᾇ� ͜ͷอܖݥͷక݁ͷਃࠐΈʹର͕ͯࣾ͠൱ͷܾఆΛࡍ͏ߦɺ͕ࣾղ
আͷݪҼͱͳΔ࣮ࣄΛ͍ͬͯͨͱ͖ɺ·ͨաࣦʹΑͬͯΒͳ͔ͬͨͱ
͖

ᾈ� อݥഔհऀ １ˎ͕ɺอܖݥऀ·ͨඃอ͕ऀݥୈ16ʢࠂٛʣͷࠂ
Λ͢Δ͜ͱΛ͛ͨͱ͖

ᾉ� อݥഔհऀ １ˎ͕ɺอܖݥऀ·ͨඃอऀݥʹର͠ɺୈ16ʢࠂٛʣ
ͷࠂΛ͠ͳ͍͜ͱΛקΊͨͱ͖ɺ·࣮ͨࣄͰͳ͍͜ͱΛ͛ࠂΔ͜ͱΛק
Ίͨͱ͖

ᾊ� ͕ࣾղআͷݪҼΛ͔ͬͨΒͦͷΛؚΊ͔݄ͯ̍Ҏʹղআ͠ͳ͔ͬ
ͨͱ͖

ᾋ� ։࢝ʢୈ̏ʣˎ ２͔ΒͦͷΛؚΊͯ̎Ҏʹڅۚͷࢧࣄ༝ʢୈ
̐ʣ͕ੜ͡ͳ͍ͰɺͦͷؒظΛܦաͨ͠ͱ͖

̎ɽຊͷ̍ɽʵᾈ͓Αͼᾉͷ߹ͰɺͦΕͧΕʹنఆ͢Δอݥഔհऀ １ˎͷߦҝ͕ͳ
͔ͬͨͱͯ͠ɺอܖݥऀ·ͨඃอ͕ऀݥɺୈ16ʢࠂٛʣͷنఆʹ
ΑΓ͕ࣾࠂΛٻΊ߲ͨࣄʹ͍ͭͯɺ࣮ࣄΛ͛ࠂͳ͔͔ͬͨ·࣮ͨࣄͰͳ͍
͜ͱΛͨ͛ࠂͱೝΊΒΕΔͱ͖ɺຊͷ̍ɽద༻͠·ͤΜɻ

	第��条	 	 ॏେࣄ༝ʹよΔղআ

̍ɽࣾɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ͷॏେࣄ༝͕ੜͨ͡ͱ͖ɺ͜ͷอܖݥΛকདྷʹ͔ͬ
ͯղআ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

ᾇ� อܖݥऀɺඃอऀݥʢࢮڅۚͷ߹ඃอऀݥΛআ͖·͢ɻʣ·ͨ
औͤ͞ΔۚΛڅʹऔ͢Δత͘͠ଞਓۚΛڅۚͷडऔਓ͕څ
తͰނࣄটகʢະΛؚΈ·͢ɻʣΛͨ͠ͱ͖

ᾈ� ҝʢະΛؚΈ·͢ɻʣ͕͋ͬߦٗʹۚͷडऔਓڅɺؔ͠ʹٻۚͷڅ
ͨͱ͖

ᾉ� ଞͷอܖݥͱͷॏෳʹΑͬͯɺඃอऀݥʹ͔͔Δڅֹۚͷ߹ֹ͕ܭஶ
͘͠աେͰ͋ͬͯɺอ੍ݥͷతʹ͢Δঢ়ଶ͕ͨΒ͞ΕΔ͓ͦΕ͕͋
Δͱ͖

ᾊ� อܖݥऀɺඃอऀݥ·ͨڅۚͷडऔਓ͕ɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘͢Δͱ
͖
ᶃ� ྗஂɺྗஂһʢྗஂһͰͳ͘ͳ͔ͬͨΒ̑Λܦա͠ͳ͍ऀΛ
ؚΈ·͢ɻʣɺྗஂ४ߏһɺྗஂؔͦۀاͷଞͷࣾձతྗʢҎ
Լʮࣾձతྗʯͱ͍͍·͢ɻʣʹ֘͢ΔͱೝΊΒΕΔ͜ͱ

ᶄ� ࣾձతྗʹରͯۚ͠ࢿΛఏ͠ڙɺ·ͨศٓΛڙ༩͢ΔͳͲͷؔ
༩Λ͍ͯ͠ΔͱೝΊΒΕΔ͜ͱ

ᶅ� ࣾձతྗΛෆʹར༻͍ͯ͠ΔͱೝΊΒΕΔ͜ͱ
ᶆ� อܖݥऀ·ͨڅۚͷडऔਓ͕๏ਓͷ߹ɺࣾձతྗ͕ͦͷ๏
ਓͷܦӦΛࢧ͠ɺ·ͨͦͷ๏ਓͷܦӦʹ࣮࣭తʹؔ༩͍ͯ͠Δͱೝ
ΊΒΕΔ͜ͱ

ᶇ� ͦͷଞࣾձతྗͱࣾձతʹඇ͞ΕΔ͖ؔΛ༗͍ͯ͠ΔͱೝΊ
ΒΕΔ͜ͱ

ᾋ� ۚͷڅͨ·ऀݥऀɺඃอܖݥ༝ͳͲʹΑΓɺࣾͷอࣄͷᶃɺᶄͷ࣍
डऔਓʹର͢Δ৴པΛଛͳ͍ɺ͔ͭɺ͜ͷอܖݥΛܧଓ͢Δ͜ͱΛظ͠
͑ͳ͍ᾇ͔Βᾊͱಉͷࣄ༝͕͋Δͱ͖
ᶃ� ͜ͷอܖݥʹՃ͞Ε͍ͯΔಛ·ͨଞͷอܖݥ͕ॏେࣄ༝ʹΑ
Γղআ͞Εͨͱ͖

ᶄ� อܖݥऀɺඃอऀݥ·ͨڅۚͷडऔਓͷ͍ͣΕ͔͕ଞͷอऀݥͱ
ͷؒͰక݁ͨ͠อܖݥ·ͨܖࡁڞ͕ॏେࣄ༝ʹΑΓղআ͞Εͨͱ
͖

̎ɽࣾɺڅۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̐ʣ͕ੜͨ͡ޙͰɺॏେࣄ༝ʹΑΓ͜ͷอݥ
༝͕ੜࣄఆ͢ΔॏେنʹΛղআ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ͜ͷ߹ɺຊͷ̍ɽܖ

	 ୈ1�	 	 ิઆ໌

ˎ１	 給付金
ຊͷ̍ɽʵᾊͷΈʹ֘ͨ͠
߹Ͱɺຊͷ̍ɽʵᾊʵᶃ͔
Βᶇ·Ͱʹ֘ͨ͠ͷ͕څۚ
ͷडऔਓͷΈͰ͋Γɺͦͷڅ
ۚͷडऔਓ͕څۚͷҰ෦ͷड
औਓͰ͋Δͱ͖ɺڅۚͷ͏
ͪɺͦͷडऔਓʹࢧΘΕΔ
ۚΛ͍͍·͢ɻڅ͖

༝ʢୈ̐ʣ͕ੜ͍ͯͨ͡ͱ͖ɺࣄࢧۚͷڅΒղআ·Ͱͷؒʹɺ͔࣌ͨ͡
ͦͷڅۚͷࢧ͍ʹ͍ͭͯɺࣾɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

ᾇ� ۚڅ １ˎͷࢧ͍Λ͍ߦ·ͤΜɻ
ᾈ� ͢Ͱʹڅۚ １ˎΛࢧ͍ͬͯͨͱ͖ɺͦͷฦؐΛ͠ٻ·͢ɻ

̏ɽॏେࣄ༝ʹΑΔղআͷ௨ʹ͍ͭͯɺୈ17ʢࠂٛҧʹΑΔղআʣͷ̐ɽ
ͷنఆΛ४༻ͯ͠औΓѻ͍·͢ɻ

̐ɽॏେࣄ༝ʹΑΓ͜ͷอܖݥ͕ղআ͞Εͨ߹Ͱɺղฦۚʢୈ23ʣ͕͋
Δͱ͖ɺࣾɺ͜ͷղฦۚʢୈ23ʣΛอܖݥऀʹࢧ͍·͢ɻ

̑ɽຊͷ̐ɽͷنఆʹ͔͔ΘΒͣɺຊͷ̍ɽʵᾊͷنఆʹΑͬͯ͜ͷอܖݥΛ
ղআͨ͠߹ͰɺڅۚͷҰ෦ͷडऔਓʹରͯ͠ຊͷ̎ɽʵᾇ·ͨᾈͷنఆ
Λద༻͠څۚΛࢧΘͳ͍ͱ͖ɺ͜ͷอܖݥͷ͏ͪࢧΘΕͳ͍څۚʹ
ରԠ͢Δ෦ʹ͍ͭͯຊͷ̐ɽͷنఆΛద༻͠ɺͦͷ෦ͷղฦۚʢୈ
23ʣΛอܖݥऀʹࢧ͍·͢ɻ

	��	 契約内容の変更について

	第��条	 	 อݥྉํࠐ๏のมߋ

̍ɽอܖݥऀɺࣾͷऔѻ͍ͷൣғͰɺୈ̎ճҎޙͷอݥྉͷํࠐ๏ʹ͍ͭ
ͯɺୈ̕ʢอݥྉͷࠐΈʣ͓Αͼୈ10ʢอݥྉͷํࠐ๏ʢܦ࿏ʣʣʹن
ఆ͢ΔൣғͰม͢ߋΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

̎ɽอݥྉͷํࠐ๏ʢճʣʢୈ̕ʣΛ݄͔Βʹม͢ߋΔͱ͖ɺ࣍ͷอ
๏ʢճʣΛͱ͠·͢ɻํࠐ͔Βݥ

	第��条	 	 ೖӃ給付金ֹのֹݮ

̍ɽอܖݥऀɺকདྷʹ͔ͯͬೖӃڅֹۚΛֹ͢ݮΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻͨͩ
͠ɺࣾɺޙֹݮͷೖӃڅֹ͕ۚࣾͷఆΊΔݶΛԼճΔֹݮऔΓѻ
͍·ͤΜɻ

̎ɽೖӃڅֹֹ͕ۚ͞ݮΕͨͱ͖ɺࣾɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

ᾇ� Λղʢୈ22ʣ͞Εͨͷͱͯ͠औΓѻ͍·͢ɻֹݮ
ᾈ� কདྷ͍ࠐΉ͖อݥྉ͕͋Δͱ͖ɺ͜ͷอݥྉΛม͠ߋ·͢ɻ
ᾉ� ೖӃڅֹֹ͕ۚ͞ݮΕͨࢫΛอܖݥऀʹ௨ʢి࣓తํ๏ʹΑΔ߹
ΛؚΈ·͢ɻʣ͠·͢ɻ

	��	 解約等について

	第��条	 	 อܖݥのղ

̍ɽอܖݥऀɺ͍ͭͰকདྷʹ͔ͯͬɺ͜ͷอܖݥͷղΛ͢ٻΔ͜ͱ͕
Ͱ͖·͢ɻ

̎ɽ͜ͷอܖݥ͕ղ͞Εͨ߹Ͱɺղฦۚʢୈ23ʣ͕͋Δͱ͖ɺࣾɺ
͜ͷอܖݥͷղͷٻʹඞཁͳॻྨ͕ࣾʹ౸ணͨ͠ͷཌ͔Βɺͦͷ
ΛؚΊͯ̑ӦۀҎʹࣾͷຊࣾͰ͜ͷղฦۚʢୈ23ʣΛࢧ͍·͢ɻ

	第��条	 	 ղฦ金

̍ɽ͜ͷอܖݥʹղฦۚ͋Γ·ͤΜɻ
̎ɽຊͷ̍ɽͷنఆʹ͔͔ΘΒͣɺ͜ͷอܖݥ͕࣍ͷͯ͢Λຬͨ͢ͱ͖ɺղ
ฦ͕ۚ͋Γ·͢ɻ͜ͷ߹ɺղฦֹۚࢮڅۚͷֹۚʢೖӃڅۚ
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	 ୈ24	 	 ิઆ໌

ˎ１	 消滅
อܖݥͷҰ෦͕ফ໓͢Δͱ͖
ɺͦ ͷফ໓͢Δ෦ͱ͠·͢ɻ

ˎ２	 保険料の未ܦաに૬͢
る返ؐ金

อݥྉͷํࠐ๏ʢճʣʢୈ
̕ʣ͕ͷ߹Ͱɺࣾͷ
ఆΊΔํ๏ʹΑΓͨ͠ࢉܭอݥ
ྉͷະܦաʹ૬͢Δฦؐۚ
Λ͍͍·͢ɻͨͩ͠ɺ͔݄̍ະ
ຬͷΓࣺͯ·͢ɻ

	 ୈ25	 	 ิઆ໌

ˎ１	 ࣾがݖ࠴者等に支払͏
͖金ֹ

ͦͷղͷ௨͕ࣾʹ౸ୡ͠
ͨʹղͷޮྗ͕ੜͨ͡ͱ͢
Ε͕ࣾऀݖ࠴ʹࢧ͏
ֹ͖ۚͱ͠·͢ɻ

	 ୈ2�	 	 ิઆ໌

ˎ１	 死亡給付金受取人
ۚडऔਓҎ֎ͷडऔਓڅࢮ
Λม͢ߋΔ͜ͱͰ͖·ͤΜɻ

ֹͷ10ഒͷֹۚʣͱಉֹͱ͠·͢ɻ

ᾇ� อ͕ؒظݥऴͷอܖݥͷ߹ͰɺอݥྉؒظࠐຬྃޙͷอؒظݥதͰ
͋Δ͜ͱ

ᾈ� อݥྉؒظࠐຬྃ·Ͱͷอݥྉ͕͍ࠐ·Ε͍ͯΔ͜ͱ

̏ɽղฦֹۚɺ͜ͷอܖݥͷక݁ͷ࡞ʹࡍ͢Δอ݊ূݥʢୈ̏ʣΛൃߦ
͢Δͱ͖ʹɺอܖݥऀʹ௨ʢి࣓తํ๏ʹΑΔ߹ΛؚΈ·͢ɻʣ͠·͢ɻ

	第��条	 	 อݥྉのະܦաʹ૬当͢Δฦؐ金

͜ͷอܖݥ͕࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘ͯ͠ফ໓ １ˎ͠ ͨ߹Ͱɺอݥྉͷະܦաʹ
૬͢Δฦؐۚ ２ˎ͕͋Δͱ͖ɺอܖݥऀʹ͜ΕΛࢧ͍·͢ɻͨͩ͠ɺࢮ
څۚΛࢧ͏ͱ͖ͦͷडऔਓʹࢧ͍·͢ɻ

ᾇ� தʹඃอؒظࠐྉݥ༝ʢୈ̐ʣʹ֘ͨ͠ͱ͖·ͨอࣄࢧۚͷڅ
ͤͨ͞߹আ͖ࢮΛऀݥҙʹඃอނऀ͕ܖݥͨ͠ͱ͖ʢอࢮ͕ऀݥ
·͢ɻʣ

ᾈ� ͕ܖݥ༝ʢୈ19ʣʹΑΓ͜ͷอࣄٛҧʢୈ17ʣ·ͨॏେࠂ
ղআ͞Εͨͱ͖

ᾉ� ʢୈ21ʣ·ͨղʢୈ22ʣ͞Εͨͱֹ͖ݮ

	第��条	 	 給付金のडऔਓʹよΔอܖݥのଘଓ

̍ɽ�อܖݥऀҎ֎ͷऀͰอܖݥͷղʢֹݮΛؚΈ·͢ɻຊʹ͓͍ͯҎԼಉ͡ɻʣ
Λ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔऀʢҎԼʮऀݖ࠴ʯͱ͍͍·͢ɻʣʹΑΔ͜ͷอܖݥͷ
ղɺղͷ௨͕ࣾʹ౸ୡͨ͠ͷཌ͔ΒɺͦͷΛؚΊ͔݄ͯ̍Λܦ
աͨ͠ʹޮྗΛੜ͡·͢ɻ

̎ɽຊͷ̍ɽͷղ͕௨͞Εͨ߹Ͱɺͦͷ௨ͷ͍͓࣍ͯʹ࣌ͷͯ͢Λຬ
ա͢Δܦ͕ؒظऀͷಉҙΛಘͯɺຊͷ̍ɽͷܖݥۚͷडऔਓɺอڅͨ͢
·Ͱͷؒʹɺ͕ࣾऀݖ࠴ʹࢧ͏ֹ͖ۚ １ˎΛऀݖ࠴ʹࢧ͍ɺ͔ͭࣾ
ʹͦͷࢫΛ௨ͨ͠ͱ͖ɺຊͷ̍ɽͷղͦͷޮྗΛੜ͡·ͤΜɻ

ᾇ� อܖݥऀ͘͠ඃอऀݥͷ·ͨඃอऀݥຊਓͰ͋Δ͜ͱ
ᾈ� อܖݥऀͱҟͳΔऀͰ͋Δ͜ͱ

̏ɽຊͷ̍ɽͷղͷ௨͕ࣾʹ౸ୡͨ͠Ҏޙɺͦͷղͷޮྗ͕ੜ͡·ͨ
ຊͷ̎ɽͷنఆʹΑΓޮྗ͕ੜ͡ͳ͘ͳΔ·Ͱʹɺڅۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̐ʣ
͕ੜ͡ɺ͕ࣾڅۚΛࢧ͏͖߹ʹ͓͍ͯɺͦͷࢧ͍ʹΑΓ͜ͷอܖݥ
͕ফ໓͢Δ͜ͱͱͳΔͱ͖ɺͦͷࢧ͏ֹ͖ۚͷݶͰɺຊͷ̎ɽͷۚ
ֹΛऀݖ࠴ʹࢧ͍·͢ɻ͜ ͷ߹ɺͦ ͷࢧ͏ֹ͖͔ۚΒऀݖ࠴ʹࢧͬ
ֹͨۚΛࠩ͠Ҿֹ͍ͨΛɺڅۚͷडऔਓʹࢧ͍·͢ɻ

	��	 給付金の受取人および保険契約者について

	第��条	 	 当ࣾの௨ʹよΔࢮ給付金डऔਓのมߋ

̍ɽอܖݥऀɺඃอऀݥͷಉҙΛಘͨ͏͑Ͱɺࣾʹର͢Δ௨ʹΑΓɺࢮڅ
ۚडऔਓ １ˎΛม͢ߋΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻͨͩ͠ɺࢮڅۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̐
ʣ͕ൃੜͨ͠߹ʹɺͦͷࢧࣄ༝ʢୈ̐ʣʹࢧ͖ͮجΘΕΔ෦ʹͭ
͍ͯɺࢮڅۚडऔਓ １ˎΛม͢ߋΔ͜ͱͰ͖·ͤΜɻ

̎ɽຊͷ̍ɽͷ௨͕ࣾʹ౸ୡ͢Δલʹมߋલͷࢮڅۚडऔਓ １ˎʹ څࢮ
ۚΛࢧͬͨͱ͖ɺͦͷࢧ͍ޙʹมޙߋͷࢮڅۚडऔਓ １ˎ͔ Βࢮڅ
ۚͷٻΛड͚ͯɺࣾ͜ΕΛࢧ͍·ͤΜɻ

	第��条	 	 ҨݴʹよΔࢮ給付金डऔਓのมߋ

̍ɽୈ26ʢࣾͷ௨ʹΑΔࢮڅۚडऔਓͷมߋʣʹఆΊΔ΄͔ɺอܖݥ
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ʹͦͷࢫΛ௨ͨ͠ͱ͖ɺຊͷ̍ɽͷղͦͷޮྗΛੜ͡·ͤΜɻ

ᾇ� อܖݥऀ͘͠ඃอऀݥͷ·ͨඃอऀݥຊਓͰ͋Δ͜ͱ
ᾈ� อܖݥऀͱҟͳΔऀͰ͋Δ͜ͱ

̏ɽຊͷ̍ɽͷղͷ௨͕ࣾʹ౸ୡͨ͠Ҏޙɺͦͷղͷޮྗ͕ੜ͡·ͨ
ຊͷ̎ɽͷنఆʹΑΓޮྗ͕ੜ͡ͳ͘ͳΔ·Ͱʹɺڅۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̐ʣ
͕ੜ͡ɺ͕ࣾڅۚΛࢧ͏͖߹ʹ͓͍ͯɺͦͷࢧ͍ʹΑΓ͜ͷอܖݥ
͕ফ໓͢Δ͜ͱͱͳΔͱ͖ɺͦͷࢧ͏ֹ͖ۚͷݶͰɺຊͷ̎ɽͷۚ
ֹΛऀݖ࠴ʹࢧ͍·͢ɻ͜ ͷ߹ɺͦ ͷࢧ͏ֹ͖͔ۚΒऀݖ࠴ʹࢧͬ
ֹͨۚΛࠩ͠Ҿֹ͍ͨΛɺڅۚͷडऔਓʹࢧ͍·͢ɻ

	��	 給付金の受取人および保険契約者について

	第��条	 	 当ࣾの௨ʹよΔࢮ給付金डऔਓのมߋ

̍ɽอܖݥऀɺඃอऀݥͷಉҙΛಘͨ͏͑Ͱɺࣾʹର͢Δ௨ʹΑΓɺࢮڅ
ۚडऔਓ １ˎΛม͢ߋΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻͨͩ͠ɺࢮڅۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̐
ʣ͕ൃੜͨ͠߹ʹɺͦͷࢧࣄ༝ʢୈ̐ʣʹࢧ͖ͮجΘΕΔ෦ʹͭ
͍ͯɺࢮڅۚडऔਓ １ˎΛม͢ߋΔ͜ͱͰ͖·ͤΜɻ

̎ɽຊͷ̍ɽͷ௨͕ࣾʹ౸ୡ͢Δલʹมߋલͷࢮڅۚडऔਓ １ˎʹ څࢮ
ۚΛࢧͬͨͱ͖ɺͦͷࢧ͍ޙʹมޙߋͷࢮڅۚडऔਓ １ˎ͔ Βࢮڅ
ۚͷٻΛड͚ͯɺࣾ͜ΕΛࢧ͍·ͤΜɻ

	第��条	 	 ҨݴʹよΔࢮ給付金डऔਓのมߋ

̍ɽୈ26ʢࣾͷ௨ʹΑΔࢮڅۚडऔਓͷมߋʣʹఆΊΔ΄͔ɺอܖݥ

	 ୈ2�	 	 ิઆ໌

ˎ１	 死亡給付金受取人
ۚडऔਓҎ֎ͷडऔਓڅࢮ
Λม͢ߋΔ͜ͱͰ͖·ͤΜɻ

	 ୈ30	 	 ิઆ໌

ˎ１	 ೖӃ給付金等
ͷᾇ͔ΒᾊΛ͍͍·͢ɻ࣍
ᾇ� ೖӃڅۚ
ᾈ� ҩྍඅॆڅۚ
ᾉ� खज़څۚ
ᾊ� ์ࣹઢڅྍ࣏ۚ

	 ୈ31	 	 ิઆ໌

ˎ１	 契約（ୈ３）のԠ
（年୯Ґ）

อؒظݥதͷຖͷܖʢୈ
̏ʣʹ ରԠ͢ΔΛ͍͍·͢ɻ
ͳ͓ɺܖʢୈ3ʣͷԠ
͕ͳ͍݄ͷ߹ʹɺͦͷ݄
ͷͱ͠·͢ɻ

ऀɺ๏্༗ޮͳҨݴʹΑΓɺࢮڅۚडऔਓ １ˎΛม͢ߋΔ͜ͱ͕Ͱ͖·
͢ɻͨͩ͠ɺࢮڅۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̐ʣ͕ൃੜͨ͠߹ʹɺͦͷࢧࣄ
༝ʢୈ̐ʣʹࢧ͖ͮجΘΕΔ෦ʹ͍ͭͯɺࢮڅۚडऔਓ １ˎΛม͢ߋ
Δ͜ͱͰ͖·ͤΜɻ

̎ɽຊͷ̍ɽͷࢮڅۚडऔਓ １ˎͷมߋɺඃอऀݥͷಉҙ͕ͳ͚Εɺͦͷޮ
ྗΛੜ͡·ͤΜɻ

̏ɽຊͷ̍ɽ͓Αͼ̎ɽʹΑΔࢮڅۚडऔਓ １ˎͷมߋɺอܖݥऀ͕ࢮ͠
Δ͜ͱ͢߅ऀͷ૬ଓਓ͕ࣾʹ௨͠ͳ͚Εɺ͜ΕΛࣾʹରܖݥɺอޙͨ
͕Ͱ͖·ͤΜɻ

	第��条	 	 ࢮ給付金डऔਓのࢮ

̍ɽࢮڅۚडऔਓ͕ࢮڅۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̐ʣͷൃੜҎલʹࢮͨ͠ͱ͖
ɺͦͷ๏ఆ૬ଓਓΛࢮڅۚडऔਓͱ͠·͢ɻ

̎ɽຊͷ̍ɽͷنఆʹΑΓࢮڅۚडऔਓͱͳͬͨऀ͕ࢮͨ͠߹Ͱɺ͜ͷऀ
ʹ๏ఆ૬ଓਓ͕͍ͳ͍ͱ͖ɺຊͷ̍ɽͷنఆʹΑΓࢮڅۚडऔਓͱͳͬ
ͨऀͷ͏ͪੜଘ͍ͯ͠ΔଞͷࢮڅۚडऔਓΛࢮڅۚडऔਓͱ͠·͢ɻ

̏ɽຊͷ̍ɽ͓ Αͼ̎ɽʹ ΑΓࢮڅۚडऔਓͱͳͬͨऀ͕̎ਓҎ্͍Δͱ͖ɺ
ͦͷडऔׂ߹ۉͱ͠·͢ɻ

	第��条	 	 อܖݥऀのݖརٛのঝܧ

̍ɽอܖݥऀɺඃอऀݥͷಉҙͱࣾͷঝΛಘͯͦͷͯ͢ͷݖརٛΛୈࡾ
ऀʹঝͤ͞ܧΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

̎ɽຊͷ̍ɽͷنఆʹΑΓอܖݥऀͷݖརٛΛୈऀࡾʹঝͨͤ͞ܧͱ͖ɺ
ࣾɺͦͷࢫΛݖརٛΛܧঝͨ͠ୈऀࡾʹ௨ʢి࣓తํ๏ʹΑΔ߹ΛؚΈ
·͢ɻʣ͠·͢ɻ

	第��条	 	 อܖݥऀのදऀおよび給付金のडऔਓのදऀ

̍ɽอܖݥऀ͕̎ਓҎ্͍Δͱ͖ɺදऀ̍ਓΛఆΊΔ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ͜
ͷ߹ɺͦͷදऀɺଞͷอܖݥऀΛཧ͢Δͷͱ͠·͢ɻ

̎ɽຊͷ̍ɽͷදऀ͕ఆ·Βͳ͍߹ɺ·ͨͦͷॴ͕ࡏෆ໌ͷ߹ʹɺࣾ
͕อܖݥऀͷ̍ਓʹରͯͨ͠͠ߦҝɺଞͷอܖݥऀʹରͯ͠ޮྗΛੜ͡
·͢ɻ

̏ɽอܖݥऀ͕̎ਓҎ্͍Δͱ͖ɺͦͷ࿈ଳͱ͠·͢ɻ
̐ɽࢮڅۚʹ͍ͭͯɺडऔਓ͕̎ਓҎ্͍Δͱ͖ɺຊͷ̍ɽ͓Αͼ̎ɽʹ४
ͯ͡औΓѻ͍·͢ɻೖӃڅۚ １ˎʹ ͍ͭͯಉ༷ͱ͠·͢ɻ

	��	 契約年齢の計算等について

	第��条	 	 ࢉܭྸのܖ

̍ɽඃอऀݥͷܖྸຬྸͰ͠ࢉܭɺ̍ ະຬͷʹ͍ͭͯΓࣺͯ·͢ɻ
̎ɽඃอऀݥͷܖޙͷྸɺຊͷ̍ɽʹنఆ͢Δܖྸʹܖʢୈ̏ʣ
ͷԠʢ୯Ґʣ １ˎ͝ ͱʹ̍ࡀՃ͑ͯ͠ࢉܭ·͢ɻ

	第��条	 	 Γのॲཧޡྸのܖ

ඃอऀݥͷܖྸʢୈ31ʣʹޡΓ͕͋ͬͨ߹Ͱɺܖʢୈ̏ʣ͓Α
ͼޡΓͷ͞ݟൃ͕࣮ࣄΕͨʹ͓͚Δ࣮ࡍͷྸ͕ɺ͕ࣾ͜ͷอܖݥͷక݁
ΛऔΓѻ͏ྸͷൣғ֎ͷͱ͖ɺࣾ͜ͷอܖݥΛऔΓফ͢͜ͱ͕Ͱ͖Δ
ͷͱ͠ɺ͢Ͱʹ͍ࠐ·ΕͨอݥྉΛอܖݥऀʹ͍͠·͢ɻͦͷଞͷͱ
͖ɺ࣮ࡍͷྸʹ͖ͮجɺࣾͷఆΊΔํ๏ʹΑΓɺอݥྉͷաෆΛௐͷ
͏͑อݥྉΛมͯ͠ߋॲཧ͠·͢ɻ

	第��条	 	 ੑผのޡΓのॲཧ

ඃอऀݥͷੑผʹޡΓ͕͋ͬͨͱ͖ɺ࣮ࡍͷੑผʹ͖ͮجɺࣾͷఆΊΔํ๏

約

款
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	 ୈ35	 	 ิઆ໌

ˎ１	 務ۀ
ୈ19ʢॏେࣄ༝ʹΑΔղআʣ
ͷ̍ɽʵᾊʹ֘͢Δ߹Λআ
͖·͢ɻ

	 ୈ3�	 	 ิઆ໌

ˎ１	 変更
͔ʹߋ༝ʢୈ̐ʣͷมࣄࢧ
͔ΔೝՄҎޙɺࣾͷఆΊΔ
ͷޙʹ౸དྷ͢Δܖʢୈ
̏ʣͷԠʢ୯ҐʣΛ͍
͍·͢ɻͳ͓ɺܖʢୈ3ʣ
ͷԠ͕ͳ͍݄ͷ߹ʹɺ
ͦͷ݄ͷͱ͠·͢ɻ

ˎ２	 医療ٕज़·ͨ医療ڥの
変Խ

ެతҩྍอ੍ݥʹΑΒͳ͍࣏
ྍͷঢ়گͷมԽɺҩྍʹؔ͢Δ
ࣾձڥͷมԽΛ͍͍·͢ɻ

	 ୈ3�	 	 ิઆ໌

ˎ１	 契約（ୈ３）͔Β５年
ʢୈ̏ʣʹ͓͍ͯඃอܖ
ະຬͷ߹ʹɺࡀຬ15͕ऀݥ
ͨ·ʢୈ̏ʣ͔Β̑ܖ
ඃอ͕ऀݥຬ15ࡀʹୡ͢Δ
·Ͱͷؒظͷ͏͍ͪͣΕ͔
ͱ͠·͢ɻؒظ͍

ʹΑΓɺอݥྉͷաෆΛௐͷ͏͑อݥྉΛมͯ͠ߋॲཧ͠·͢ɻ

	��	 その他

	第��条	 	 ऀ当金ܖ

͜ͷอܖݥʹର͢Δܖऀۚ͋Γ·ͤΜɻ

	第��条	 	 ඃอऀݥのۀのมߋɺసډおよびཱྀߦ

͜ͷอܖݥͷܧଓதɺඃอ͕ऀݥͲͷΑ͏ͳۀ １ˎʹ ɺ·ͨͲͷͯ͠ࣄै
Α͏ͳॴʹస͠ډཱྀͯ͘͠͠ߦɺࣾɺ͜ͷอܖݥͷղআอݥྉ
ͷมߋ͠·ͤΜɻ

	第��条	 	 อܖݥऀのॅॴのมߋ

̍ɽอܖݥऀɺॅॴ·ͨ௨ઌΛมͨ͠ߋͱ͖ɺ͢Έ͔ʹࣾͷຊࣾ·ͨ
ࣾͷࢦఆͨ͠ॴ˒ʹ௨͢Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

̎ɽอܖݥऀ͕ຊͷ̍ɽʹنఆ͢Δ௨Λ͠ͳ͔ͬͨ߹Ͱɺอܖݥऀͷॅॴ
·ͨ௨ઌΛ͕ࣾ֬ೝͰ͖ͳ͔ͬͨͱ͖ɺࣾͷͬͨ࠷ऴͷॅॴ·ͨ
௨ઌʹൃͨ͠௨ɺ௨ৗඞཁͱ͢ΔؒظΛܦաͨ࣌͠ʹอܖݥऀʹண͍ͨ
ͷͱΈͳ͠·͢ɻ

˒ʮձࣾͷࢦఆͨ͠ॴʯ˰͓٬༷αʔϏεηϯλʔʢϑϦʔμΠϠϧ0120�08�7716ʣͱͳ
Γ·͢ɻ

	第��条	 	 ๏ྩのվਖ਼ʹ͏ࢧࣄ༝のมߋ

̍ɽࣾɺ͜ͷอܖݥͷڅۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̐ʣʹ͔͔ΘΔ࣍ͷ͍ͣΕ͔ͷ
ிͷͱ͖ɺओ͢΅ٴΛڹ༝ʢୈ̐ʣʹӨࣄࢧͷܖݥ༝͕ɺ͜ͷอࣄ
ೝՄΛಘͯɺมߋ １ˎ͔Βকདྷʹ͔ͯͬɺ͜ͷอܖݥͷࢧࣄ༝ʢୈ̐ʣ
Λม͢ߋΔ͜ͱ͕͋Γ·͢ɻ

ᾇ� ๏ྩͷվਖ਼ʹΑΔެతҩྍอ੍ݥͷվਖ਼
ᾈ� ҩྍٕज़·ͨҩྍڥͷมԽ ２ˎ

̎ɽ͜ͷอܖݥͷࢧࣄ༝ʢୈ̐ʣΛม͢ߋΔͱ͖ɺมߋ １ˎͷ͔݄̎લ·Ͱ
ʹอܖݥऀʹͦͷࢫΛ௨͠·͢ɻ

̏ɽຊͷ̎ɽͷ௨Λड͚ͨอܖݥऀɺมߋ １ˎͷ̎िؒલ·Ͱʹ࣍ͷ͍ͣΕ
͔ͷํ๏Λࢦఆ͢Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

ᾇ� ͜ͷอܖݥͷࢧࣄ༝ʢୈ̐ʣͷมߋΛঝ͢Δํ๏
ᾈ� มߋ １ˎͷલʹ͜ͷอܖݥΛղʢୈ22ʣ͢Δํ๏

̐ɽຊͷ̏ɽͷࢦఆ͕ͳ͞Εͳ͍··มߋ １ˎ͕ ౸དྷͨ͠ͱ͖ɺอܖݥऀʹΑ
Γຊͷ̏ɽʵᾇͷํ๏Λࢦఆ͞ΕͨͷͱΈͳ͠·͢ɻ

	第��条	 	 ༰のొܖ

̍ɽࣾɺอܖݥऀ͓ΑͼඃอऀݥͷಉҙΛಘͯɺ࣍ͷ߲ࣄΛҰൠࣾஂ๏ਓੜ໋
อڠݥձʢҎԼʮڠձʯͱ͍͍·͢ɻʣʹొ͠·͢ɻ

ᾇ� อܖݥऀͳΒͼʹඃอऀݥͷ໊ࢯɺੜ݄ɺੑผ͓Αͼॅॴʢࢢɺ۠ɺ
Ͱͱ͠·͢ɻʣ·܊

ᾈ� ೖӃڅۚͷछྨ
ᾉ� ೖӃڅۚͷֹ
ᾊ� ʢୈ̏ʣܖ
ᾋ� ໊ࣾ

̎ɽຊͷ̍ɽͷొͷؒظɺܖʢୈ̏ʣ͔Β̑ １ˎҎͱ͠·͢ɻ
̏ɽڠձՃໍͷ֤ੜ໋อݥձ͓ࣾΑͼશࡁڞࠃڠۀಉ߹࿈߹ձʢҎԼʮ֤ੜ໋อ
ͭʹऀݥఆʹΑΓొ͞Εͨඃอنձࣾʯͱ͍͍·͢ɻʣɺຊͷ̍ɽͷݥ
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	 ୈ35	 	 ิઆ໌

ˎ１	 務ۀ
ୈ19ʢॏେࣄ༝ʹΑΔղআʣ
ͷ̍ɽʵᾊʹ֘͢Δ߹Λআ
͖·͢ɻ

	 ୈ3�	 	 ิઆ໌

ˎ１	 変更
͔ʹߋ༝ʢୈ̐ʣͷมࣄࢧ
͔ΔೝՄҎޙɺࣾͷఆΊΔ
ͷޙʹ౸དྷ͢Δܖʢୈ
̏ʣͷԠʢ୯ҐʣΛ͍
͍·͢ɻͳ͓ɺܖʢୈ3ʣ
ͷԠ͕ͳ͍݄ͷ߹ʹɺ
ͦͷ݄ͷͱ͠·͢ɻ

ˎ２	 医療ٕज़·ͨ医療ڥの
変Խ

ެతҩྍอ੍ݥʹΑΒͳ͍࣏
ྍͷঢ়گͷมԽɺҩྍʹؔ͢Δ
ࣾձڥͷมԽΛ͍͍·͢ɻ

	 ୈ3�	 	 ิઆ໌

ˎ１	 契約（ୈ３）͔Β５年
ʢୈ̏ʣʹ͓͍ͯඃอܖ
ະຬͷ߹ʹɺࡀຬ15͕ऀݥ
ͨ·ʢୈ̏ʣ͔Β̑ܖ
ඃอ͕ऀݥຬ15ࡀʹୡ͢Δ
·Ͱͷؒظͷ͏͍ͪͣΕ͔
ͱ͠·͢ɻؒظ͍

ʹΑΓɺอݥྉͷաෆΛௐͷ͏͑อݥྉΛมͯ͠ߋॲཧ͠·͢ɻ

	��	 その他

	第��条	 	 ऀ当金ܖ

͜ͷอܖݥʹର͢Δܖऀۚ͋Γ·ͤΜɻ

	第��条	 	 ඃอऀݥのۀのมߋɺసډおよびཱྀߦ

͜ͷอܖݥͷܧଓதɺඃอ͕ऀݥͲͷΑ͏ͳۀ １ˎʹ ɺ·ͨͲͷͯ͠ࣄै
Α͏ͳॴʹస͠ډཱྀͯ͘͠͠ߦɺࣾɺ͜ͷอܖݥͷղআอݥྉ
ͷมߋ͠·ͤΜɻ

	第��条	 	 อܖݥऀのॅॴのมߋ

̍ɽอܖݥऀɺॅॴ·ͨ௨ઌΛมͨ͠ߋͱ͖ɺ͢Έ͔ʹࣾͷຊࣾ·ͨ
ࣾͷࢦఆͨ͠ॴ˒ʹ௨͢Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

̎ɽอܖݥऀ͕ຊͷ̍ɽʹنఆ͢Δ௨Λ͠ͳ͔ͬͨ߹Ͱɺอܖݥऀͷॅॴ
·ͨ௨ઌΛ͕ࣾ֬ೝͰ͖ͳ͔ͬͨͱ͖ɺࣾͷͬͨ࠷ऴͷॅॴ·ͨ
௨ઌʹൃͨ͠௨ɺ௨ৗඞཁͱ͢ΔؒظΛܦաͨ࣌͠ʹอܖݥऀʹண͍ͨ
ͷͱΈͳ͠·͢ɻ

˒ʮձࣾͷࢦఆͨ͠ॴʯ˰͓٬༷αʔϏεηϯλʔʢϑϦʔμΠϠϧ0120�08�7716ʣͱͳ
Γ·͢ɻ

	第��条	 	 ๏ྩのվਖ਼ʹ͏ࢧࣄ༝のมߋ

̍ɽࣾɺ͜ͷอܖݥͷڅۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̐ʣʹ͔͔ΘΔ࣍ͷ͍ͣΕ͔ͷ
ிͷͱ͖ɺओ͢΅ٴΛڹ༝ʢୈ̐ʣʹӨࣄࢧͷܖݥ༝͕ɺ͜ͷอࣄ
ೝՄΛಘͯɺมߋ １ˎ͔Βকདྷʹ͔ͯͬɺ͜ͷอܖݥͷࢧࣄ༝ʢୈ̐ʣ
Λม͢ߋΔ͜ͱ͕͋Γ·͢ɻ

ᾇ� ๏ྩͷվਖ਼ʹΑΔެతҩྍอ੍ݥͷվਖ਼
ᾈ� ҩྍٕज़·ͨҩྍڥͷมԽ ２ˎ

̎ɽ͜ͷอܖݥͷࢧࣄ༝ʢୈ̐ʣΛม͢ߋΔͱ͖ɺมߋ １ˎͷ͔݄̎લ·Ͱ
ʹอܖݥऀʹͦͷࢫΛ௨͠·͢ɻ

̏ɽຊͷ̎ɽͷ௨Λड͚ͨอܖݥऀɺมߋ １ˎͷ̎िؒલ·Ͱʹ࣍ͷ͍ͣΕ
͔ͷํ๏Λࢦఆ͢Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

ᾇ� ͜ͷอܖݥͷࢧࣄ༝ʢୈ̐ʣͷมߋΛঝ͢Δํ๏
ᾈ� มߋ １ˎͷલʹ͜ͷอܖݥΛղʢୈ22ʣ͢Δํ๏

̐ɽຊͷ̏ɽͷࢦఆ͕ͳ͞Εͳ͍··มߋ １ˎ͕ ౸དྷͨ͠ͱ͖ɺอܖݥऀʹΑ
Γຊͷ̏ɽʵᾇͷํ๏Λࢦఆ͞ΕͨͷͱΈͳ͠·͢ɻ

	第��条	 	 ༰のొܖ

̍ɽࣾɺอܖݥऀ͓ΑͼඃอऀݥͷಉҙΛಘͯɺ࣍ͷ߲ࣄΛҰൠࣾஂ๏ਓੜ໋
อڠݥձʢҎԼʮڠձʯͱ͍͍·͢ɻʣʹొ͠·͢ɻ

ᾇ� อܖݥऀͳΒͼʹඃอऀݥͷ໊ࢯɺੜ݄ɺੑผ͓Αͼॅॴʢࢢɺ۠ɺ
Ͱͱ͠·͢ɻʣ·܊

ᾈ� ೖӃڅۚͷछྨ
ᾉ� ೖӃڅۚͷֹ
ᾊ� ʢୈ̏ʣܖ
ᾋ� ໊ࣾ

̎ɽຊͷ̍ɽͷొͷؒظɺܖʢୈ̏ʣ͔Β̑ １ˎҎͱ͠·͢ɻ
̏ɽڠձՃໍͷ֤ੜ໋อݥձ͓ࣾΑͼશࡁڞࠃڠۀಉ߹࿈߹ձʢҎԼʮ֤ੜ໋อ
ͭʹऀݥఆʹΑΓొ͞Εͨඃอنձࣾʯͱ͍͍·͢ɻʣɺຊͷ̍ɽͷݥ

	 ୈ3�	 	 ิઆ໌

ˎ２	 ਃ込み
෮׆ɺ෮چɺೖӃڅۚͷֹ
ͷ૿ֹ·ͨಛͷத్Ճͷ
ਃࠐΈΛؚΈ·͢ɻ

ˎ３	 ঝ
෮׆ɺ෮چɺೖӃڅۚͷֹ
ͷ૿ֹ·ͨಛͷத్Ճͷ
ঝΛؚΈ·͢ɻ

ˎ４	 契約
෮׆ɺ෮چɺೖӃڅۚͷֹ
ͷ૿ֹ·ͨಛͷத్Ճ͕
ऴ࠷ΘΕͨͱ͖ɺͦΕͧΕߦ
ͷ෮׆ɺ෮چɺೖӃڅۚͷ
ֹͷ૿ֹ·ͨಛͷத్Ճ
ͷͱ͠·͢ɻ

ˎ５	 契約͔Β５年
͕ऀݥˎ４ʹ͓͍ͯඃอܖ
ຬ15ࡀະຬͷ߹ʹɺܖ
ˎ４͔Β̑·ͨඃอऀݥ
͕ຬ15ࡀʹୡ͢Δ·Ͱͷظ
ؒͷ͏͍ͪͣΕ͔͍ؒظͱ͠
·͢ɻ

	 ୈ40	 	 ิઆ໌

ˎ１	 給付金の受取人
ۚͷडऔਓ͕̎ਓҎ্͍Δڅ
ͱ͖ɺͦͷදऀͱ͠·͢ɻ

͍ͯɺೖӃڅۚͷ͋Δอܖݥ·ͨಛͷਃࠐΈ ２ˎΛड͚ͨͱ͖ɺڠձ
ʹରͯ͠ຊͷ̍ɽͷنఆʹΑΓొ͞Εͨ༰ʹ͍ͭͯরձ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·
͢ɻ͜ͷ߹ɺڠձ͔Βͦͷ݁Ռͷ࿈བྷΛड͚·͢ɻ

̐ɽ֤ੜ໋อݥձࣾɺຊͷ̎ɽͷొͷؒظதʹೖӃڅۚͷ͋Δอܖݥ·
ͨಛͷਃࠐΈ ２ˎ͕͋ͬͨͱ͖ɺຊͷ̏ɽʹΑͬͯ࿈བྷ͞Εͨ༰Λೖ
Ӄڅۚͷ͋Δอܖݥ·ͨಛͷঝ ３ˎͷஅͷߟࢀͱ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·
͢ɻ

̑ɽ֤ੜ໋อݥձࣾɺܖ ４ˎ͔Β̑ ５ˎҎʹೖӃڅۚͷٻΛड͚ͨͱ
͖ɺڠձʹରͯ͠ຊͷ̍ɽͷنఆʹΑΓొ͞Εͨ༰ʹ͍ͭͯরձ͠ɺͦ
ͷ݁ՌΛೖӃڅۚͷࢧ͍ͷஅͷߟࢀͱ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

̒ɽ֤ੜ໋อݥձࣾɺ࿈བྷ͞Εͨ༰Λঝ ３ˎͷஅ·ͨࢧ͍ͷஅͷࢀ
ͱ͢ΔҎ֎ʹ༻͍·ͤΜɻߟ

̓ɽڠձ͓Αͼ֤ੜ໋อݥձࣾɺొ ·ͨ࿈བྷ͞Εͨ༰Λଞʹެ։͠·ͤΜɻ
̔ɽอܖݥऀ·ͨඃอऀݥɺొ·ͨ࿈བྷ͞Εͨ༰ʹ͍ͭͯɺࣾ·ͨ
ձʹরձ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ·ͨɺͦڠ ͷ༰͕࣮ࣄͱ૬ҧ͍ͯ͠Δ͜ͱΛͬ
ͨͱ͖ɺͦͷగਖ਼Λ͢ٻΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

̕ɽຊதɺඃอऀݥɺೖӃڅۚɺอܖݥͱ͋Δͷɺڠۀಉ߹๏ʹͮ͘ج
·ͱಡΈସ͑ܖࡁڞɺۚࡁڞɺೖӃऀࡁڞʹ͓͍ͯɺͦΕͧΕɺඃܖࡁڞ
͢ɻ

	第��条	 	 ޮ࣌

ݖٻརɺͦͷݖΔ͢ٻۚʢୈ̐ʣ·ͨղฦۚʢୈ23ʣΛڅ
ऀ͕ɺͦͷݖརΛߦͰ͖ΔΑ͏ʹͳ͔ͬͨ࣌Β̏Ҏʹ͕ٻͳ͍߹ʹ
ফ໓͠·͢ɻ

	第��条	 	 ॴࡋ

͜ͷอܖݥʹ͓͚Δڅۚͷٻʹؔ͢Δૌুʹ͍ͭͯɺࣾͷຊࣾͷॴࡏ
·ͨڅۚͷडऔਓ １ˎͷॅॴΛ͢Δߴࡋॴʢຊிͱ͠·͢ɻʣͷ
ॴࡏΛ͢ΔํࡋॴΛ߹ҙʹΑΔࡋॴͱ͠·͢ɻ

	��	 特則について

	第��条	 	 ͜のอܖݥのফ໓ʹؔ͢Δಛଇ

̍ɽ͜ͷอܖݥͷखज़څ͓ۚΑͼ์ࣹઢڅྍ࣏ۚͷڅഒʢୈ̎ʣ͕̌ഒ
ͷ߹ɺೖӃڅۚͷࢧݶʢୈ̐ʣ͕௨1ͯ͠ࢉ000ʹୡͨ͠ͱ͖
ɺ͜ͷอܖݥফ໓͠·͢ɻ

̎ɽຊͷ̍ɽͷ߹ɺղฦۚʢୈ23ʣ͕͋Δͱ͖ɺࣾɺ͜ͷղฦ
ۚʢୈ23ʣΛอܖݥऀʹࢧ͍·͢ɻ

	第��条	 	 อܖݥऀΛ๏ਓͱ͢Δ߹のಛଇ

อܖݥऀΛ๏ਓͱ͢Δ߹ͷಛଇʢຊ͔Βୈ44ʹ͓͍ͯʮ͜ͷಛଇʯͱ
͍͍·͢ɻʣͷऔѻ͍ʹ͍ͭͯɺຊ͔Βୈ44ʹఆΊΔͱ͜ΖʹΑΓ·͢ɻ

	第��条	 	 ຊଇのಡସ͑

อܖݥऀΛ๏ਓͱ͢Δอܖݥͷ߹ʹɺ࣍ͷͱ͓Γຊଇʢ͜ͷී௨อݥ
தɺ͜ ͷಛଇΛআ͍ͨ෦Λ͍͍·͢ɻҎԼಉ͡ɻʣΛಡΈସ͑ͯऔΓѻ͍·͢ɻ
ᾇɹୈ̐ʢڅۚͷࢧ͍ʣ̎ɽʵᾇʵᶃΛ࣍ͷͱ͓ΓಡΈସ͑·͢ɻ
̎ɽڅۚͷࢧ͍ʹؔͯ͠ɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ
ᾇɹશൠʹ͍ͭͯ

約

款
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	 ୈ４	 	 ิઆ໌

ˎ８	 死亡給付金受取人
ۚͷҰ෦ͷडऔਓͰ͋څࢮ
Δ߹ΛؚΈ·͢ɻ

߲ɹ ɹ༰

ᶃ� ೖӃڅۚडऔਓ ඃอऀݥͱ͠·͢ɻͨͩ͠ɺอܖݥऀɺඃ
อऀݥͷಉҙΛಘͯɺඃอऀݥʹ͑ͯอܖݥ
ऀͱ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ
ͳ͓ɺࢮڅۚडऔਓˎ８͕ࢦఆ͞Εࢮڅ
ۚडऔਓˎ８͕อܖݥऀͰ͋Δͱ͖ɺอ
Γ·͢ɻݶʹऀܖݥ

ᾈɹୈ26ʢࣾͷ௨ʹΑΔࢮڅۚडऔਓͷมߋʣΛ࣍ͷͱ͓ΓಡΈ
ସ͑·͢ɻ
ୈ26ɹࣾͷ௨ʹΑΔڅۚͷडऔਓͷมߋ
̍ɽอܖݥऀɺඃอऀݥͷಉҙΛಘͨ͏͑Ͱɺࣾʹର͢Δ௨ʹΑΓɺ
ۚडऔਓڅΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻͨͩ͠ɺೖӃ͢ߋۚͷडऔਓΛมڅ
ɺอܖݥऀ·ͨඃอऀݥͱ͠·͢ʢࢮڅۚडऔਓ͕ࢦఆ͞Ε
Γ·͢ʣɻݶʹऀܖݥऀͰ͋Δͱ͖ɺอܖݥۚडऔਓ͕อڅࢮ
·ͨɺڅۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̐ʣ͕ൃੜͨ͠߹ʹɺͦͷࢧࣄ༝
ʢୈ̐ʣʹࢧ͖ͮجΘΕΔ෦ʹ͍ͭͯɺڅۚͷडऔਓΛมߋ
͢Δ͜ͱͰ͖·ͤΜɻ

̎ɽຊͷ̍ɽͷ௨͕ࣾʹ౸ୡ͢Δલʹมߋલͷڅۚͷडऔਓʹڅ
ۚΛࢧͬͨͱ͖ɺͦͷࢧ͍ޙʹมޙߋͷڅۚͷडऔਓ͔Βڅ
ۚͷٻΛड͚ͯɺࣾ͜ΕΛࢧ͍·ͤΜɻ

ᾉɹୈ27ʢҨݴʹΑΔࢮڅۚडऔਓͷมߋʣΛ࣍ͷͱ͓ΓಡΈସ͑·͢ɻ
ୈ27ɹҨݴʹΑΔڅۚͷडऔਓͷมߋ
̍ɽୈ26ʢࣾͷ௨ʹΑΔڅۚͷडऔਓͷมߋʣʹఆΊΔ΄͔ɺ
อܖݥऀɺ๏্༗ޮͳҨݴʹΑΓɺڅۚͷडऔਓΛม͢ߋΔ͜
ͱ͕Ͱ͖·͢ɻͨͩ͠ɺೖӃڅۚडऔਓɺอܖݥऀ·ͨඃอݥ
ऀͱ͠·͢ʢࢮڅۚडऔਓ͕ࢦఆ͞Εࢮڅۚडऔਓ͕อܖݥ
ऀͰ͋Δͱ͖ɺอܖݥऀʹݶΓ·͢ʣɻ·ͨɺڅۚͷࢧࣄ༝ʢୈ
̐ʣ͕ൃੜͨ͠߹ʹɺͦͷࢧࣄ༝ʢୈ̐ʣʹࢧ͖ͮجΘΕ
Δ෦ʹ͍ͭͯɺڅۚͷडऔਓΛม͢ߋΔ͜ͱͰ͖·ͤΜɻ

̎ɽຊͷ̍ɽͷڅۚͷडऔਓͷมߋɺඃอऀݥͷಉҙ͕ͳ͚Εɺͦ
ͷޮྗΛੜ͡·ͤΜɻ

̏ɽຊͷ̍ɽ͓Αͼ̎ɽʹΑΔڅۚͷडऔਓͷมߋɺอܖݥऀ͕ࢮ
ͨ͠ޙɺอܖݥऀͷ૬ଓਓ͕ࣾʹ௨͠ͳ͚Εɺ͜ΕΛࣾʹ
ର͢߅Δ͜ͱ͕Ͱ͖·ͤΜɻ

	第��条	 	 ຊଇのنఆの४༻

͜ͷಛଇʹಛผͷఆΊ͕ͳ͍ͱ͖ɺຊଇͷنఆΛ४༻͠·͢ɻ

76



	 ୈ４	 	 ิઆ໌

ˎ８	 死亡給付金受取人
ۚͷҰ෦ͷडऔਓͰ͋څࢮ
Δ߹ΛؚΈ·͢ɻ

߲ɹ ɹ༰

ᶃ� ೖӃڅۚडऔਓ ඃอऀݥͱ͠·͢ɻͨͩ͠ɺอܖݥऀɺඃ
อऀݥͷಉҙΛಘͯɺඃอऀݥʹ͑ͯอܖݥ
ऀͱ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ
ͳ͓ɺࢮڅۚडऔਓˎ８͕ࢦఆ͞Εࢮڅ
ۚडऔਓˎ８͕อܖݥऀͰ͋Δͱ͖ɺอ
Γ·͢ɻݶʹऀܖݥ

ᾈɹୈ26ʢࣾͷ௨ʹΑΔࢮڅۚडऔਓͷมߋʣΛ࣍ͷͱ͓ΓಡΈ
ସ͑·͢ɻ
ୈ26ɹࣾͷ௨ʹΑΔڅۚͷडऔਓͷมߋ
̍ɽอܖݥऀɺඃอऀݥͷಉҙΛಘͨ͏͑Ͱɺࣾʹର͢Δ௨ʹΑΓɺ
ۚडऔਓڅΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻͨͩ͠ɺೖӃ͢ߋۚͷडऔਓΛมڅ
ɺอܖݥऀ·ͨඃอऀݥͱ͠·͢ʢࢮڅۚडऔਓ͕ࢦఆ͞Ε
Γ·͢ʣɻݶʹऀܖݥऀͰ͋Δͱ͖ɺอܖݥۚडऔਓ͕อڅࢮ
·ͨɺڅۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̐ʣ͕ൃੜͨ͠߹ʹɺͦͷࢧࣄ༝
ʢୈ̐ʣʹࢧ͖ͮجΘΕΔ෦ʹ͍ͭͯɺڅۚͷडऔਓΛมߋ
͢Δ͜ͱͰ͖·ͤΜɻ

̎ɽຊͷ̍ɽͷ௨͕ࣾʹ౸ୡ͢Δલʹมߋલͷڅۚͷडऔਓʹڅ
ۚΛࢧͬͨͱ͖ɺͦͷࢧ͍ޙʹมޙߋͷڅۚͷडऔਓ͔Βڅ
ۚͷٻΛड͚ͯɺࣾ͜ΕΛࢧ͍·ͤΜɻ

ᾉɹୈ27ʢҨݴʹΑΔࢮڅۚडऔਓͷมߋʣΛ࣍ͷͱ͓ΓಡΈସ͑·͢ɻ
ୈ27ɹҨݴʹΑΔڅۚͷडऔਓͷมߋ
̍ɽୈ26ʢࣾͷ௨ʹΑΔڅۚͷडऔਓͷมߋʣʹఆΊΔ΄͔ɺ
อܖݥऀɺ๏্༗ޮͳҨݴʹΑΓɺڅۚͷडऔਓΛม͢ߋΔ͜
ͱ͕Ͱ͖·͢ɻͨͩ͠ɺೖӃڅۚडऔਓɺอܖݥऀ·ͨඃอݥ
ऀͱ͠·͢ʢࢮڅۚडऔਓ͕ࢦఆ͞Εࢮڅۚडऔਓ͕อܖݥ
ऀͰ͋Δͱ͖ɺอܖݥऀʹݶΓ·͢ʣɻ·ͨɺڅۚͷࢧࣄ༝ʢୈ
̐ʣ͕ൃੜͨ͠߹ʹɺͦͷࢧࣄ༝ʢୈ̐ʣʹࢧ͖ͮجΘΕ
Δ෦ʹ͍ͭͯɺڅۚͷडऔਓΛม͢ߋΔ͜ͱͰ͖·ͤΜɻ

̎ɽຊͷ̍ɽͷڅۚͷडऔਓͷมߋɺඃอऀݥͷಉҙ͕ͳ͚Εɺͦ
ͷޮྗΛੜ͡·ͤΜɻ

̏ɽຊͷ̍ɽ͓Αͼ̎ɽʹΑΔڅۚͷडऔਓͷมߋɺอܖݥऀ͕ࢮ
ͨ͠ޙɺอܖݥऀͷ૬ଓਓ͕ࣾʹ௨͠ͳ͚Εɺ͜ΕΛࣾʹ
ର͢߅Δ͜ͱ͕Ͱ͖·ͤΜɻ

	第��条	 	 ຊଇのنఆの४༻

͜ͷಛଇʹಛผͷఆΊ͕ͳ͍ͱ͖ɺຊଇͷنఆΛ४༻͠·͢ɻ

ผද１ɹೖӃ給付金および医療අॆ給付金の支払ରとなるೖӃ
ೖӃڅ͓ۚΑͼҩྍඅॆڅۚͷࢧରͱͳΔʮೖӃʯͱɺҩࢣʢ̍ʣʹΑΔྍ࣏ʢ̎ʣ͕ඞཁͰ͋Γɺ͔ͭࣗ
Ͱͷྍ࣏ʢ̎ʣ͕ࠔͳͨΊɺපӃ·ͨྍॴʢผද̏ʣʹೖΓɺৗʹҩࢣʢ̍ʣͷཧԼʹ͓͍ͯྍ࣏ʢ̎ʣʹઐ
೦͢Δ͜ͱΛ͍͍·͢ɻͨͩ͠ɺೖӃ࣌ͷҩֶతਫ४ɺҩֶతৗࣝʹরΒ͠ɺ؍٬తɺ߹ཧతͳೖӃʹݶΓ·͢ɻͳ͓ɺ࣍ͷᾇ
͔ΒᾉͳͲೖӃڅ͓ۚΑͼҩྍඅॆڅۚͷࢧରͱͳΔೖӃʹ֘͠·ͤΜɻ

ᾇ� ඒ༰ܗͷͨΊͷೖӃ
ᾈ� ਖ਼ৗสͷͨΊͷೖӃ
ᾉ� ͷͨΊͷೖӃࠪݕॲஔΛΘͳ͍ਓؒυοΫྍ࣏


̍ɽࢶ࢛�ʹ͓͚Δંࠎɺӓɺ೧࠳·ͨଧʹؔͯ͠ɺॊಓ෮ࢣ๏ʹఆΊΔॊಓ෮ࢣΛؚΈ·͢ɻ
̎ɽॊಓ෮ࢣʹΑΔࢪज़ΛؚΈ·͢ɻ

ผද２ɹରとなるෆྀのނࣄ
ରͱͳΔෆྀͷނࣄͱɺൃۮ͔ܹͭٸతͳ֎དྷͷނࣄͱ͠ɺܹٸɺ͓ൃۮΑͼ֎དྷͷఆٛද̍ʹΑΔͷͱ͠·͢ɻ

ද１

༻ɹޠ ఆɹٛ

ܹٸ
తִؒͷͳ͍͜ͱΛ͍͍·͢ɻؒ࣌ա͕తͰɺܦͷൃੜ·ͰͷΒই͔ނࣄ
ʢʣຫੑɺ෮ੑ·ͨ࣋ଓੑͷ͍ڧͷ֘͠·ͤΜɻ

ൃۮ
Ͱ͖ͳ͍͜ͱΛ͍͍·͢ɻݟͱͬͯ༧ʹऀݥͷൃੜ͕ඃอΑΔইʹނࣄͷൃੜ·ͨނࣄ
ʢʣඃอऀݥͷނҙʹͱͮ͘ͷɺ͓Αͼނҙ͔͔ൃۮෆ໌ͳͷ֘͠·ͤΜɻ

֎དྷ

Δ͜ͱΛ͍͍·͢ɻ͢༺࡞ͷମͷ֎෦͔Βऀݥඃอ͕ނࣄ
ʢʣ࣬ප·ͨମ࣭తͳཁҼʹΑΔͷ֘͠·ͤΜɻ·ͨɺ࣬ප·ͨମ࣭తͳཁҼΛ༗͢Δ

ऀ͕ܰඍͳ֎ҼʹΑΓൃ͠·ͨͦͷঢ়͕૿ѱͨ͠ͱ͖ɺͦͷܰඍͳ֎ҼʹΑΔͷ
֘͠·ͤΜɻ

ɹ࣍ͷ̍ɽ͔Β10ɽରͱͳΔෆྀͷނࣄʹ֘͠·ͤΜɻ
̍ɽҩྍߦҝɺҩༀͷ༻͓Αͼॲஔͷ͏ͪɺ࣬පͷஅɺྍ࣏Λతͱͨ͠ͷ
̎ɽుͷٵೖɾᅞԼʹΑΔؾಓด࠹ɾଉ
̏ɽ࣬පʹΑΔٵݺোɺᅞԼো͘͠ਫ਼ਆ͓Αͼߦಈͷোɾਆܦোͷঢ়ଶʹ͋Δऀͷ৯ɾͦͷଞͷମͷٵೖ
·ͨᅞԼʹΑΔؾಓด࠹·ͨଉ

̐ɽೖཋதͷనਫ
̑ɽதʢࣹපɾࣹපʣɺߴѹɾѹ͓ΑͼؾѹͷมԽʹΑΔͷ	ࢁߴපɾજਫපɾજവපΛؚΈ·͢ɻ
ɺΓ
ਲ͍ͳΒͼʹٌծɾׇ

̒ɽ֎༻ༀ·ͨༀ৮ʹΑΔΞϨϧΪʔɺൽෘԌ
̓ɽચࡎɺ༉͓ࢷΑͼάϦʔεɺ༹ͦࡎͷଞͷԽֶ࣭ʹΑΔ৮ൽෘԌ
̔ɽੑەࡉ৯தಟͳΒͼʹΞϨϧΪʔੑŋ৯ӤੑɾதಟੑͷңԌ͓ΑͼେԌ
̕ɽաͷମߦɺແॏྗڥͷظࡏɺڥతݪҼʹΑΔ૽Ի࿐͓ΑͼৼಈʹΑΔͷ
10ɽॲܐ

ද２ɹରとなるෆྀのނࣄに֘͢る۩ମྫ

͠·͢ɻ֘ʹނࣄɺද̍ͷఆٛΛͯ͢ຬͨ͢߹ʹɺରͱͳΔෆྀͷނࣄͷΑ͏ͳ࣍
ɾަ௨ނࣄ
ɾՐࡂ
ɾసɾམ
ɾւɾͰͷనਫ
ɾམཕɾిײ

ผද３ɹපӃ·ͨ療ॴ
ʮපӃ·ͨྍॴʯͱɺ࣍ͷᾇ·ͨᾈͷ͍ͣΕ͔ʹ֘͢Δͷͱ͠·͢ɻ
ᾇ� ҩྍ๏ʹఆΊΔຊࠃʹ͋ΔපӃ·ͨऀױΛೖӃͤ͞ΔͨΊͷࢪઃΛ༗͢ΔྍॴʢೖӃڅ͓ۚΑͼҩྍඅॆڅ
ۚͷࢧ͍ʹ͍ͭͯɺࢶ࢛ʹ͓͚Δંࠎɺӓɺ೧࠳·ͨଧʹؔ͠ࢪज़Λड͚ΔͨΊɺॊಓ෮ࢣ๏ʹఆΊΔࢪज़ॴ
ʹऩ༰͞Εͨͱ͖ɺͦͷࢪज़ॴΛؚΈ·͢ɻʣ

ᾈ� ᾇͱಉͷຊࠃ֎ʹ͋Δҩྍࢪઃ
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ผද４ɹ手ज़給付金の支払ରとなるʮ手ज़ʯ
खज़څۚͷࢧରͱͳΔʮखज़ʯͱɺҩࢣʹΑΔ͕ྍ࣏ඞཁͰ͋Γɺ͔ͭࣗͰͷࠔ͕ྍ࣏ͳͨΊɺපӃ·ͨྍ
ॴʢผද̏ʣʹೖΓɺҩࢣͷཧԼʹ͓͍ͯɺྍ࣏Λͷతͱͯ͠ɺث۩Λ༻͍ੜମʹ։ɺআɺఠग़ɺআ͓ڈΑͼͦΕ
ʹ४ͣΔૢ࡞ΛՃ͑Δ͜ͱΛ͍͍·͢ɻͳ͓ɺ࣍ͷᾇ͔ΒᾎͳͲखज़څۚͷࢧରͱͳΔखज़ʹ֘͠·ͤΜɻ

ᾇ� ॲஔʢ࣋ଓతߢڳυϨφʔδɺܦൽతΤλϊʔϧೖྍ๏ͳͲʣɺࠪݕɺਆܦϒϩοΫ
ᾈ� அɾࠪݕʢੜݕɾෲࠪݕڸߢɾଁثઠͳͲʣͷͨΊͷखज़ʢʣ
ᾉ� ඒ༰্ܗͷखज़
ᾊ� ෆΛతͱ͢Δखज़
ᾋ� ਖ਼ৗสʹ͓͚Δखज़
ᾌ� ਓ৷தઈखज़ʢʣ
ᾍ� আखज़ɺΠϯϓϥϯτͳͲʣʢʣࣃՊखज़ʢࣃ͏ʹྍ࣏Պࣃ
ᾎ� ۶ંҟৗʹର͢Δڲྗࢹਖ਼खज़


ҩՊྍใुදʢखज़Λड͚ͨ࣌ʹ͓͚ΔҩՊྍใुදʹݶΓ·͢ɻʣͰखज़ྉ͕ࢉఆ͞ΕΔ߹ʹɺखज़څ
ۚͷࢧରͱͳΔखज़ʹ֘͠·͢ɻ

ผද５ɹެత医療保険੍
Λ͍͍·͢ɻ੍ݥҩྍอͮ͘جʹͷᾇ͔Βᾍͷ͍ͣΕ͔ͷ๏࣍
ᾇ� ๏ݥอ߁݈
ᾈ� ๏ݥอ߁ຽ݈ࠃ
ᾉ� ߹๏ࡁڞՈެһࠃ
ᾊ� ํެһࡁڞ߹๏
ᾋ� ๏ࡁڞ৬һڭߍֶཱࢲ
ᾌ� ધһอݥ๏
ᾍ� ͷҩྍͷ֬อʹؔ͢Δ๏ऀྸߴ

ผද６ɹ医Պ療ใुද
2020݄̍̕Ҏ߱ɺखज़·ͨ์ࣹઢྍ࣏Λड͚ͨ࣌·Ͱͷؒʹ͓͍ͯɺްੜ࿑ಇল͖ͮجʹࣔࠂఆΊΒΕ͍ͯΔҩՊ
ྍใुදΛ͍͍·͢ɻ

ผද７ɹࣃՊ療ใुද
2020݄̍̕Ҏ߱ɺखज़·ͨ์ࣹઢྍ࣏Λड͚ͨ࣌·Ͱͷؒʹ͓͍ͯɺްੜ࿑ಇল͖ͮجʹࣔࠂఆΊΒΕ͍ͯΔࣃՊ
ྍใुදΛ͍͍·͢ɻ

ผද８ɹઌਐ医療
2020݄̍̕Ҏ߱ɺखज़·ͨ์ࣹઢྍ࣏Λड͚ͨ࣌·Ͱͷؒʹ͓͍ͯɺฏ18݄̕12ްੜ࿑ಇলࣔࠂୈ495߸ʮް
ੜ࿑ಇେਉͷఆΊΔධՁྍཆ͓Αͼબఆྍཆʯͷنఆʹ͖ͮجɺްੜ࿑ಇେਉ͕ఆΊΔઌਐҩྍʢઌਐҩྍ͝ͱʹްੜ࿑ಇେਉ
͕ఆΊΔࢪઃج४ʹద߹͠ͳ͍පӃ·ͨྍॴʹ͓͍ͯߦΘΕΔͷઌਐҩྍͱΈͳͯ͠औΓѻ͍·͢ɻʣΛ͍͍·͢ɻͨ
ͩ͠ɺ2020݄̍̕Ҏ߱ɺखज़·ͨ์ࣹઢྍ࣏Λड͚ͨ࣌·Ͱͷؒʹ͓͍ͯɺҩՊྍใुදʢผද̒ʣʹखज़ྉ
·ͨ์ࣹઢྍ࣏ྉͷࢉఆରͱͯ͠ྻ͞ڍΕ͍ͯΔखज़·ͨ์ࣹઢྍ࣏আ͖·͢ɻͳ͓ɺஅɺଌఆɺݧࢼɺղੳɺධՁ
͓ΑͼࡧݕΛओͨΔతͱͨ͠ྍߦҝͳΒͼʹࣹɺణɺༀࡎ༩ͳͲؚΈ·ͤΜɻ
� � � �
ผද９ɹඇి์ࣹઢのఆ義
ඇి์ࣹઢͱɺ࣭Λి͢ΔྗΛͨͳ͍ి࣓ʢϚΠΫϩɺϥδΦՄޫࢹઢͳͲʣ͓ΑͼԻΛ͍͍·͢ɻ

ผද10ɹ์ࣹઢ࣏療給付金の支払ରとなる療ߦҝ
์ࣹઢڅྍ࣏ۚͷࢧରͱͳΔʮྍߦҝʯͱɺҩࢣʹΑΔ͕ྍ࣏ඞཁͰ͋Γɺ͔ͭࣗͰͷࠔ͕ྍ࣏ͳͨΊɺපӃ
·ͨྍॴʢผද̏ʣʹೖΓɺҩࢣͷཧԼʹ͓͍ͯɺྍ࣏Λͷతͱ͢Δ์ࣹઢরࣹ·ͨԹྍ๏ʹΑΔྍߦҝΛ
͍͍·͢ɻͳ͓ɺ࣍ͷᾇ͔ΒᾋͳͲ์ࣹઢڅྍ࣏ۚͷࢧରͱͳΔྍߦҝʹ֘͠·ͤΜɻ

ᾇ� ॲஔʢޫઢྍ๏ɾൽෘϨʔβʔরࣹྍ๏ͳͲʣ
ᾈ� ʢΤοΫεઢஅͳͲʣࠪݕ
ᾉ� ݂ӷরࣹ
ᾊ� ์ࣹੑԽ߹ͷ༩ʹΑΔরࣹʢ༻ྍ๏ͳͲʣʢʣ
ᾋ� ͏์ࣹઢরࣹʢʣʹྍ࣏Պࣃ


ҩՊྍใुදʢྍߦҝΛड͚ͨ࣌ʹ͓͚ΔҩՊྍใुදʹݶΓ·͢ɻʣͰ์ࣹઢྍ࣏ྉ͕ࢉఆ͞ΕΔ߹ʹɺ
์ࣹઢڅྍ࣏ۚͷࢧରͱͳΔྍߦҝʹ֘͠·͢ɻ
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ผද４ɹ手ज़給付金の支払ରとなるʮ手ज़ʯ
खज़څۚͷࢧରͱͳΔʮखज़ʯͱɺҩࢣʹΑΔ͕ྍ࣏ඞཁͰ͋Γɺ͔ͭࣗͰͷࠔ͕ྍ࣏ͳͨΊɺපӃ·ͨྍ
ॴʢผද̏ʣʹೖΓɺҩࢣͷཧԼʹ͓͍ͯɺྍ࣏Λͷతͱͯ͠ɺث۩Λ༻͍ੜମʹ։ɺআɺఠग़ɺআ͓ڈΑͼͦΕ
ʹ४ͣΔૢ࡞ΛՃ͑Δ͜ͱΛ͍͍·͢ɻͳ͓ɺ࣍ͷᾇ͔ΒᾎͳͲखज़څۚͷࢧରͱͳΔखज़ʹ֘͠·ͤΜɻ

ᾇ� ॲஔʢ࣋ଓతߢڳυϨφʔδɺܦൽతΤλϊʔϧೖྍ๏ͳͲʣɺࠪݕɺਆܦϒϩοΫ
ᾈ� அɾࠪݕʢੜݕɾෲࠪݕڸߢɾଁثઠͳͲʣͷͨΊͷखज़ʢʣ
ᾉ� ඒ༰্ܗͷखज़
ᾊ� ෆΛతͱ͢Δखज़
ᾋ� ਖ਼ৗสʹ͓͚Δखज़
ᾌ� ਓ৷தઈखज़ʢʣ
ᾍ� আखज़ɺΠϯϓϥϯτͳͲʣʢʣࣃՊखज़ʢࣃ͏ʹྍ࣏Պࣃ
ᾎ� ۶ંҟৗʹର͢Δڲྗࢹਖ਼खज़


ҩՊྍใुදʢखज़Λड͚ͨ࣌ʹ͓͚ΔҩՊྍใुදʹݶΓ·͢ɻʣͰखज़ྉ͕ࢉఆ͞ΕΔ߹ʹɺखज़څ
ۚͷࢧରͱͳΔखज़ʹ֘͠·͢ɻ

ผද５ɹެత医療保険੍
Λ͍͍·͢ɻ੍ݥҩྍอͮ͘جʹͷᾇ͔Βᾍͷ͍ͣΕ͔ͷ๏࣍
ᾇ� ๏ݥอ߁݈
ᾈ� ๏ݥอ߁ຽ݈ࠃ
ᾉ� ߹๏ࡁڞՈެһࠃ
ᾊ� ํެһࡁڞ߹๏
ᾋ� ๏ࡁڞ৬һڭߍֶཱࢲ
ᾌ� ધһอݥ๏
ᾍ� ͷҩྍͷ֬อʹؔ͢Δ๏ऀྸߴ

ผද６ɹ医Պ療ใुද
2020݄̍̕Ҏ߱ɺखज़·ͨ์ࣹઢྍ࣏Λड͚ͨ࣌·Ͱͷؒʹ͓͍ͯɺްੜ࿑ಇল͖ͮجʹࣔࠂఆΊΒΕ͍ͯΔҩՊ
ྍใुදΛ͍͍·͢ɻ

ผද７ɹࣃՊ療ใुද
2020݄̍̕Ҏ߱ɺखज़·ͨ์ࣹઢྍ࣏Λड͚ͨ࣌·Ͱͷؒʹ͓͍ͯɺްੜ࿑ಇল͖ͮجʹࣔࠂఆΊΒΕ͍ͯΔࣃՊ
ྍใुදΛ͍͍·͢ɻ

ผද８ɹઌਐ医療
2020݄̍̕Ҏ߱ɺखज़·ͨ์ࣹઢྍ࣏Λड͚ͨ࣌·Ͱͷؒʹ͓͍ͯɺฏ18݄̕12ްੜ࿑ಇলࣔࠂୈ495߸ʮް
ੜ࿑ಇେਉͷఆΊΔධՁྍཆ͓Αͼબఆྍཆʯͷنఆʹ͖ͮجɺްੜ࿑ಇେਉ͕ఆΊΔઌਐҩྍʢઌਐҩྍ͝ͱʹްੜ࿑ಇେਉ
͕ఆΊΔࢪઃج४ʹద߹͠ͳ͍පӃ·ͨྍॴʹ͓͍ͯߦΘΕΔͷઌਐҩྍͱΈͳͯ͠औΓѻ͍·͢ɻʣΛ͍͍·͢ɻͨ
ͩ͠ɺ2020݄̍̕Ҏ߱ɺखज़·ͨ์ࣹઢྍ࣏Λड͚ͨ࣌·Ͱͷؒʹ͓͍ͯɺҩՊྍใुදʢผද̒ʣʹखज़ྉ
·ͨ์ࣹઢྍ࣏ྉͷࢉఆରͱͯ͠ྻ͞ڍΕ͍ͯΔखज़·ͨ์ࣹઢྍ࣏আ͖·͢ɻͳ͓ɺஅɺଌఆɺݧࢼɺղੳɺධՁ
͓ΑͼࡧݕΛओͨΔతͱͨ͠ྍߦҝͳΒͼʹࣹɺణɺༀࡎ༩ͳͲؚΈ·ͤΜɻ
� � � �
ผද９ɹඇి์ࣹઢのఆ義
ඇి์ࣹઢͱɺ࣭Λి͢ΔྗΛͨͳ͍ి࣓ʢϚΠΫϩɺϥδΦՄޫࢹઢͳͲʣ͓ΑͼԻΛ͍͍·͢ɻ

ผද10ɹ์ࣹઢ࣏療給付金の支払ରとなる療ߦҝ
์ࣹઢڅྍ࣏ۚͷࢧରͱͳΔʮྍߦҝʯͱɺҩࢣʹΑΔ͕ྍ࣏ඞཁͰ͋Γɺ͔ͭࣗͰͷࠔ͕ྍ࣏ͳͨΊɺපӃ
·ͨྍॴʢผද̏ʣʹೖΓɺҩࢣͷཧԼʹ͓͍ͯɺྍ࣏Λͷతͱ͢Δ์ࣹઢরࣹ·ͨԹྍ๏ʹΑΔྍߦҝΛ
͍͍·͢ɻͳ͓ɺ࣍ͷᾇ͔ΒᾋͳͲ์ࣹઢڅྍ࣏ۚͷࢧରͱͳΔྍߦҝʹ֘͠·ͤΜɻ

ᾇ� ॲஔʢޫઢྍ๏ɾൽෘϨʔβʔরࣹྍ๏ͳͲʣ
ᾈ� ʢΤοΫεઢஅͳͲʣࠪݕ
ᾉ� ݂ӷরࣹ
ᾊ� ์ࣹੑԽ߹ͷ༩ʹΑΔরࣹʢ༻ྍ๏ͳͲʣʢʣ
ᾋ� ͏์ࣹઢরࣹʢʣʹྍ࣏Պࣃ


ҩՊྍใुදʢྍߦҝΛड͚ͨ࣌ʹ͓͚ΔҩՊྍใुදʹݶΓ·͢ɻʣͰ์ࣹઢྍ࣏ྉ͕ࢉఆ͞ΕΔ߹ʹɺ
์ࣹઢڅྍ࣏ۚͷࢧରͱͳΔྍߦҝʹ֘͠·͢ɻ

ผද11ɹ給付金の支払いの請求にඞཁなॻྨ

߲ɹ ඞཁॻྨ

̍ɽೖӃڅۚͷࢧ͍

ᾇ� ࣾॴఆͷࢧٻॻ
ᾈ� ࣾॴఆͷ༷ࣜʹΑΔೖӃͨ͠පӃ·ͨྍॴͷೖӃূ໌ॻ
ᾉ� ೖӃڅۚͷडऔਓͷށ੶ঞຊ
ᾊ� ೖӃڅۚͷडऔਓͷҹؑূ໌ॻ
ᾋ� ෆྀͷނࣄʢผද̎ʣΛݪҼͱ͢Δͱ͖ɺෆྀͷނࣄʢผද̎ʣͰ͋Δ͜ͱΛূ
໌͢Δॻྨ͓Αͼࣾॴఆͷ༷ࣜʹΑΔҩࢣͷஅॻ

ᾌ� ೖӃڅۚͷडऔਓຊਓͰ͋Δ͜ͱΛ֬ೝͰ͖Δࣾॴఆͷॻྨ

̎ɽҩྍඅॆڅۚͷࢧ͍

ᾇ� ࣾॴఆͷࢧٻॻ
ᾈ� ࣾॴఆͷ༷ࣜʹΑΔೖӃͨ͠පӃ·ͨྍॴͷೖӃূ໌ॻ
ᾉ� ҩྍඅॆڅۚͷडऔਓͷށ੶ঞຊ
ᾊ� ҩྍඅॆڅۚͷडऔਓͷҹؑূ໌ॻ
ᾋ� ෆྀͷނࣄʢผද̎ʣΛݪҼͱ͢Δͱ͖ɺෆྀͷނࣄʢผද̎ʣͰ͋Δ͜ͱΛূ
໌͢Δॻྨ͓Αͼࣾॴఆͷ༷ࣜʹΑΔҩࢣͷஅॻ

ᾌ� ҩྍඅॆڅۚͷडऔਓຊਓͰ͋Δ͜ͱΛ֬ೝͰ͖Δࣾॴఆͷॻྨ

̏ɽखज़څۚͷࢧ͍

ᾇ� ࣾॴఆͷࢧٻॻ
ᾈ� ࣾॴఆͷ༷ࣜʹΑΔखज़Λड͚ͨපӃ·ͨྍॴͷҩࢣͷखज़ূ໌ॻ
ᾉ� खज़څۚͷडऔਓͷށ੶ঞຊ
ᾊ� खज़څۚͷडऔਓͷҹؑূ໌ॻ
ᾋ� खज़څۚͷडऔਓຊਓͰ͋Δ͜ͱΛ֬ೝͰ͖Δࣾॴఆͷॻྨ

̐ɽ์ࣹઢڅྍ࣏ۚͷࢧ͍

ᾇ� ࣾॴఆͷࢧٻॻ
ᾈ� ࣾॴఆͷ༷ࣜʹΑΔ์ࣹઢྍ࣏Λड͚ͨපӃ·ͨྍॴͷҩࢣͷ์ࣹઢূྍ࣏
໌ॻ

ᾉ� ์ࣹઢڅྍ࣏ۚͷडऔਓͷށ੶ঞຊ
ᾊ� ์ࣹઢڅྍ࣏ۚͷडऔਓͷҹؑূ໌ॻ
ᾋ� ์ࣹઢڅྍ࣏ۚͷडऔਓຊਓͰ͋Δ͜ͱΛ֬ೝͰ͖Δࣾॴఆͷॻྨ

̑ɽࢮڅۚͷࢧ͍

ᾇ� ࣾॴఆͷࢧٻॻ
ᾈ� ҩࢣͷࢮஅॻ·ͨݕҊॻ
ᾉ� ඃอऀݥͷॅຽථɺށ੶౽ຊɺށ੶ঞຊͷ͍ͣΕ͔
ᾊ� ੶ঞຊށ੶౽ຊ·ͨށۚͷडऔਓͷڅࢮ
ᾋ� ۚͷडऔਓͷҹؑূ໌ॻڅࢮ
ᾌ� ۚͷडऔਓຊਓͰ͋Δ͜ͱΛ֬ೝͰ͖Δࣾॴఆͷॻྨڅࢮ

ᾇ� ࣾɺ্هҎ֎ͷॻྨͷఏग़ΛٻΊɺ·্ͨهͷॻྨͷҰ෦ͷলུΛೝΊΔ͜ͱ͕͋Γ·͢ɻ
ᾈ� ΘͤΔ͜ͱ͕͋Γ·͢ɻߦஅΛʹࢣఆͨ͠ҩࢦͱɺ·͕ͨࣾ͜͏ߦͷ֬ೝΛ࣮ࣄ͍ͷஅʹ͋ͨͬͯɺࢧۚͷڅ
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ผද̍ɹରͱͳΔෆྀͷނࣄ�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
ผද̎ɹ௨ӃҰۚ࣌ͷࢧٻʹඞཁͳॻྨʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

この保険の特色ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	１	 保障の開始について
� ୈ̍� ಛͷ։ظ࢝ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	２	 一時金の支払いについて
� ୈ̎� ௨ӃҰۚ࣌ͷࢧ͍ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈ̏� ໔ࣄ༝ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	３	 一時金の支払請求手続について
� ୈ̐� ௨ӃҰۚ࣌ͷࢧٻखଓʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	４	 保険期間および保険料払込期間について
� ୈ̑� ಛͷอ͓ؒظݥΑͼอݥྉؒظࠐʜʜʜʜ

	５	 保険料の払込みについて
� ୈ̒� ಛͷอݥྉͷࠐΈʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈ̓� ݄ظࠐͷओܖͷܖͷԠҎޙ༛�

༧ؒظຬྃ·Ͱʹࢧࣄ༝͕ੜͨ͡߹�
ͷऔѻ͍ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	６	 保険料の払込みがないことによる消滅（未払消滅）について
� ୈ̔� อݥྉͷࠐΈ͕ͳ͍͜ͱʹΑΔফ໓ʢະ�

ফ໓ʣʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	７	 告知義務と解除について
� ୈ̕� ٛʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜࠂ
� ୈø÷� ٛҧʹΑΔղআʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜࠂ
� ୈøø� ٛҧʹΑΔղআ͕Ͱ͖ͳ͍ͱ͖ʜʜʜࠂ
� ୈøù� ॏେࣄ༝ʹΑΔղআʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	８	 内容の変更について
� ୈøú� ௨ӃҰֹۚ࣌ͷֹݮʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	９	 解約等について
� ୈøû� ಛͷղʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈøü� ಛͷফ໓ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈøý� ղฦۚʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	10	 その他
� ୈøþ� ऀۚʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜܖ
� ୈøÿ� ॴʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜࡋ
� ୈøĀ� ී௨อݥͷنఆͷ४༻ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
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ผද̎ɹ௨ӃҰۚ࣌ͷࢧٻʹඞཁͳॻྨʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

この保険の特色ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	１	 保障の開始について
� ୈ̍� ಛͷ։ظ࢝ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	２	 一時金の支払いについて
� ୈ̎� ௨ӃҰۚ࣌ͷࢧ͍ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈ̏� ໔ࣄ༝ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	３	 一時金の支払請求手続について
� ୈ̐� ௨ӃҰۚ࣌ͷࢧٻखଓʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	４	 保険期間および保険料払込期間について
� ୈ̑� ಛͷอ͓ؒظݥΑͼอݥྉؒظࠐʜʜʜʜ

	５	 保険料の払込みについて
� ୈ̒� ಛͷอݥྉͷࠐΈʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈ̓� ݄ظࠐͷओܖͷܖͷԠҎޙ༛�

༧ؒظຬྃ·Ͱʹࢧࣄ༝͕ੜͨ͡߹�
ͷऔѻ͍ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	６	 保険料の払込みがないことによる消滅（未払消滅）について
� ୈ̔� อݥྉͷࠐΈ͕ͳ͍͜ͱʹΑΔফ໓ʢະ�

ফ໓ʣʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	７	 告知義務と解除について
� ୈ̕� ٛʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜࠂ
� ୈø÷� ٛҧʹΑΔղআʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜࠂ
� ୈøø� ٛҧʹΑΔղআ͕Ͱ͖ͳ͍ͱ͖ʜʜʜࠂ
� ୈøù� ॏେࣄ༝ʹΑΔղআʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	８	 内容の変更について
� ୈøú� ௨ӃҰֹۚ࣌ͷֹݮʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	９	 解約等について
� ୈøû� ಛͷղʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈøü� ಛͷফ໓ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈøý� ղฦۚʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	10	 その他
� ୈøþ� ऀۚʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜܖ
� ୈøÿ� ॴʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜࡋ
� ୈøĀ� ී௨อݥͷنఆͷ४༻ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

引受基準緩和型通院一時金特約目次 引受基準緩和型通院一時金特約
ʢ࣮ࢪɹ���1�1��1ʣ

͜ͷอݥͷಛ৭

తɾ༰ ௨Ӄʹର͢Δอؒظݥऴͷอো
ۚͷछྨڅ ௨ӃҰۚ࣌
λΠϓ ແ�
උߟ ͜ͷಛɺҾडج४؇ܕҩྍอݥʢແղฦۚܕʣܖʢҎԼʮओܖʯͱ͍͍·͢ɻʣ

ʹՃ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ·ͨɺ͜ͷಛʹղฦۚʢୈ16ʣ͋Γ·ͤΜɻ

	１	 保障の開始について

	 第１条	 	 特約の責任開始期

̍ɽ͜ͷಛͷอোɺ࣍ͷ։ظ࢝ʹ։࢝͠·͢ɻ

ঝͷظ࣌ ։ظ࢝

ᾇ� ͕ࣾɺओܖͷక݁ͷࡍʹ͜ͷ
ಛΛՃ͢Δ͜ͱΛঝͨ͠
߹

ओܖͷ։ظ࢝

ᾈ� ͕ࣾɺओܖͷక݁ޙʹ͜ͷಛ
ΛՃ͢Δ͜ͱΛঝͨ͠߹

࣌ͷ͍ͣΕ͔͍࣍
ᶃ� ඃอऀݥʹؔ͢Δࠂʢୈ̕ʣ
Λड͚ͨ࣌

ᶄ� ͜ͷಛͷอݥྉʹ૬͢Δֹۚ
Λड͚औͬͨ࣌

̎ɽຊͷ̍ɽʹنఆ͢Δ։ظ࢝ΛؚΉΛ͜ͷಛͷ։࢝ͱ͠·͢ɻ
̏ɽओܖͷక݁ޙʹɺඃอऀݥͷಉҙΛಘͯɺ͜ͷಛΛՃͨ͠ͱ͖ɺͦͷࢫ
Λอܖݥऀʹ௨ʢి࣓తํ๏ʹΑΔ߹ΛؚΈ·͢ɻʣ͠·͢ɻ

	２	 一時金の支払いについて

	 第２条	 	 通院一時金の支払い

̍ɽࣾɺ࣍ͷද͓Αͼຊͷ̎ɽͷنఆͷͱ͓Γɺ௨ӃҰۚ࣌ͷࢧࣄ༝͕ੜ͡
ͨͱ͖ɺͦͷࢧࣄ༝ʹରԠͯ͠௨ӃҰۚ࣌Λͦͷडऔਓʹࢧ͍·͢ɻͨͩ
͠ɺ໔ࣄ༝ʢୈ̏ʣʹ֘͢Δͱ͖ࢧ͍·ͤΜɻ

͏߹ʣࢧΛۚ࣌༝ʢ௨ӃҰࣄࢧ ۚɹֹ डऔਓ

通
院
一
時
金

ඃอ͕ऀݥɺ͜ͷಛͷอؒظݥத
ͷͯ͢Λຬͨ͢௨Ӄˎ１Λ։࣍ʹ
ͱ͖ͨ࢝͠
ᾇ� ͜ͷಛͷ։ظ࢝ʢୈ̍
ʣˎ２Ҏޙʹੜͨ͡ই３ˎ·
ͨ࣬පˎ４ΛͷݪҼͱ͠
ͯओܖͷೖӃڅ͕ۚࢧΘ
ΕΔೖӃΛ͠ɺͦͷೖӃͷ
ͷݪҼͱͳͬͨই３ˎ·ͨ
࣬පˎ４ͷྍ࣏Λͷతͱ
͢Δ௨Ӄ

ᾈ� පӃ·ͨྍॴ ５ˎͷ௨Ӄ
ᾉ� ᾇʹఆΊΔೖӃͷୀӃˎ６ͷ

ཌҎ18ޙ�ͷؒظʢҎԼ
ʮ௨Ӄ７ˎؒظʯͱ͍͍·͢ɻʣ
ʹ͓͚Δ௨Ӄ

̍ճͷ௨Ӄؒظ ７ˎʹ͖ͭɺ
௨ӃҰֹۚ࣌

主
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約
の
入
院
給
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	 ୈ２	 	 ิઆ໌

ˎ１	 通院
ҩ̖ࢣʹΑΔ͕̗ྍ࣏ඞཁͰ͋
Γɺ͔ͭࣗͰͷࠔ͕̗ྍ࣏
ͳͨΊɺපӃ·ͨྍॴ ５ˎ

ʹ͓͍ͯɺҩ̖ࢣʹΑΔ̗ྍ࣏

ΛೖӃʹΑΒͳ͍Ͱड͚Δ͜ͱ
Λ͍͍·͢ʢԟΛؚΈ·͢ʣɻ
ͨͩ͠ɺฏৗͷੜ׆͘͠ۀ
ʹै͢ࣄΔ͜ͱʹࢧো͕ͳ͍
ఔʹ࣏࣌ͨͬҎ߱ͷ௨Ӄɺ·
ͨ௨Ӄ࣌ͷҩֶతਫ४ɺҩֶ
తৗࣝʹরΒ͠ɺ؍٬తɺ߹ཧ
తͱೝΊΒΕͳ͍௨ӃΛআ͖·
͢ɻ
̖ɿࢶ࢛ʹ͓͚Δંࠎɺӓɺ
೧࠳·ͨଧʹؔͯ͠
ɺॊಓ෮ࢣ๏ʹఆΊΔ
ॊಓ෮ࢣΛؚΈ·͢ɻ

̗ɿॊಓ෮ࢣʹΑΔࢪज़Λؚ
Έ·͢ɻ

ˎ２	 特約の開始期（ୈ１）
ୈ̍ʢಛͷ։ظ࢝ʣͷ
ఆʹΑΓɺ͕ࣾ͜ͷಛ্ن
ͷΛ։࢝͢Δ࣌Λ͍͍·
͢ɻ

ˎ３	 ই
ಛͷ։ظ࢝ʢୈ̍ʣ ２ˎ

Ҏޙʹੜͨ͡ෆྀͷނࣄʢผද
̍˒ʣΛͷݪҼͱ͢Δই
Λ͍͍·͢ɻ
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̎ɽ௨ӃҰۚ࣌ͷࢧ͍ʹؔͯ͠ɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

߲ɹ ɹ༰

ᾇ� ඃอ͕ऀݥɺ͜ͷಛ
ͷ։ظ࢝ʢୈ̍
ʣˎ２લʹੜͨ͡ݪҼ
ʹΑΓೖӃΛͨ͠ͱ͖

ͷ͍ͣΕ͔ͷ߹ʹɺ࣍͜ ͷಛͷ։ظ࢝ʢୈ
̍ʣ ２ˎҎޙͷ࣬ප ４ˎʹΑΔͷͱΈͳ͠·͢ɻ
ᶃ� ͜ͷಛͷ։࢝ʢୈ̍ʣˎ８͔Βͦͷ
ΛؚΊͯ̎Λܦաͨ͠ޙʹೖӃΛ։ͨ࢝͠
߹

ᶄ� ͜ͷಛͷՃͷࡍʹɺ͕ࣾɺࠂʢୈ̕ʣ
ʹΑΓ͍ͬͯͨͦͷݪҼʹؔ͢Δجʹ࣮ࣄ
͍ͮͯঝͨ͠߹ɻͨͩ͠ɺ࣮ࣄͷҰ෦͕ࠂ
ʢୈ̕ʣ͞Εͳ͔ͬͨ͜ͱʹΑΓɺͦͷ
Λ͕ࣾਖ਼֬ʹΔ͜ͱ͕Ͱ࣮ࣄҼʹؔ͢Δݪ
͖ͳ͔ͬͨ߹ʹɺ͜ ͷಛͷ։ظ࢝ʢୈ
̍ʣˎ２Ҏޙͷ࣬පˎ４ʹΑΔͷͱΈͳ͠·
ͤΜɻ

ᶅ� ͦͷݪҼʹ͍ͭͯɺ͜ͷಛͷ։ظ࢝ʢୈ
̍ʣˎ２લʹɺඃอ͕ऀݥҩࢣͷྍΛड͚
ͨ͜ͱ͕ͳ͘ɺ͔ͭɺ݈߁அˎ９ʹ͓͍ͯ
ҟৗͷࢦఠΛड͚ͨ͜ͱ͕ͳ͍߹ɻͨͩ͠ɺ
ͦͷݪҼʹΑΔঢ়ʹ͍ͭͯอܖݥऀ·ͨ
ඃอ͕ऀݥೝࣝ·͍֮ͨࣗͯͨ͠߹ʹɺ
͜ͷಛͷ։ظ࢝ʢୈ̍ʣˎ２Ҏޙͷ࣬
ප ４ˎʹΑΔͷͱΈͳ͠·ͤΜɻ

ᶆ� ͜ͷಛͷ։ظ࢝ʢୈ̍ʣˎ２Ҏޙʹɺ
ͦͷݪҼʹΑΔঢ়͕ѱԽͨ͜͠ͱ·ͨͦͷ
Δ࣬පˎ４Λൃප͋ʹҼͱҩ্ֶີͳؔݪ
ͨ͜͠ͱͳͲʹΑΓɺ͜ ͷಛͷ։ظ࢝ʢୈ
̍ʣˎ２લΛؚΊͯॳΊͯͦͷೖӃ͕ඞཁͰ
͋Δͱҩࢣʹஅ͞Εͨ߹ɻͨͩ͠ɺࠂٛ
ҧʢୈ1�ʣ͕͋ͬͨͱ͖ɺ͜ͷݶΓ
Ͱ͋Γ·ͤΜɻ

ᾈ� ඃอ͕ऀݥɺओܖͷ
ೖӃڅۚͷࢧ
͕௨ࢧͯ͠ࢉݶʹ
ୡͨ͠ΛؚΉ௨Ӄظ
ؒˎ７ʹ͓͍ͯ௨Ӄ͠
ͨ߹Ͱɺୈ15ʢಛ
ͷফ໓ʣͷᾈͷنఆ
ʹΑΓɺ͜ͷಛ͕ফ
໓ͨ͠ͱ͖

ͦͷ௨Ӄ７ˎؒظʹ͓͚Δ௨Ӄʹ͍ͭͯɺ͜ͷಛ
ͷ༗ޮதͷ௨ӃͱΈͳ͠·͢ɻ

ᾉ� ඃอ͕ऀݥɺ͜ͷಛ
ͷอؒظݥதʹຊͷ
̍ɽʵᾇʹنఆ͢Δೖ
ӃΛ։ͨ࢝͠߹Ͱɺ
ओܖͷೖӃڅۚͷ
ࢧͯ͠ࢉ͕௨ࢧ
ݶʹୡͨ͠Λؚ
ΜͰܧଓ͠ɺୈ15ʢಛ
ͷফ໓ʣͷᾈͷنఆ
ʹΑΓɺ͜ͷಛ͕ফ
໓ͨ͠ͱ͖

ͦͷܧଓͨ͠ೖӃͷୀӃޙͷ௨Ӄ７ˎؒظʹ͓͚
Δ௨Ӄʹ͍ͭͯɺ͜ͷಛͷ༗ޮதͷ௨ӃͱΈͳ͠
·͢ɻ

ᾊ� ௨ӃҰۚ࣌ͷࢧݶ ᶃ� ̍ճͷ௨Ӄؒظ ７ˎʹ͍ͭͯ̍ճͱ͠·͢ɻ
ᶄ� ௨5ͯ͠ࢉ�ճͱ͠·͢ɻ

ˎ４	 ࣬ප
ެతҩྍอ੍ݥ̖ʹΑΔྍཆ
ͷڅͷରͱͳΔҟৗสΛ
ؚΈɺༀґଘؚ̗Έ·ͤΜɻ
ͳ͓ɺ͜ ͷಛͷ։ظ࢝ʢୈ
̍ʣˎ２Ҏޙʹੜͨ͡ʮෆྀ
ͷނࣄʢผද̍˒ʣҎ֎ͷ֎Ҽʯ
ΛͷݪҼͱ͢Δইʹ͍ͭ
ͯɺ࣬පͱΈͳͯ͠औΓѻ͍
·͢ɻ
̖ɿ࣍ͷᾇ͔Βᾍͷ͍ͣΕ͔ͷ
๏ʹͮ͘جҩྍอ੍ݥ
Λ͍͍·͢ɻ
ᾇ� ๏ݥอ߁݈
ᾈ� ๏ݥอ߁ຽ݈ࠃ
ᾉ� ߹๏ࡁڞՈެһࠃ
ᾊ� ํެһࡁڞ߹
๏

ᾋ� ๏ࡁڞ৬һڭߍֶཱࢲ
ᾌ� ધһอݥ๏
ᾍ� ʹͷҩྍͷ֬อऀྸߴ
ؔ͢Δ๏

̗ɿฏ�7݄̎13૯ল
ୈ35߸ʹఆΊΒΕͨࣔࠂ
ྨ߲தͷྨ൪߸�
̛11��ɺ̛1���ɺ̛13��ɺ
̛14��ɺ̛15��ɺ̛16��ɺ
̛18��ɺ̛1���ʹنఆ͞
ΕΔ༰ʹΑΔͷͱ͠ɺ
ༀʹɺϞϧώωɺΞϔ
ϯɺίΧΠϯɺେຑɺਫ਼ਆ
·ༀΛؚΈ֮ݬༀɺܹ
͢ɻ

ˎ５	 ප院·ͨྍॴ
֘ʹͷᾇ·ͨᾈͷ͍ͣΕ͔࣍
͢Δͷͱ͠·͢ɻ
ᾇ� ҩྍ๏ʹఆΊΔຊࠃʹ
͋ΔපӃ·ͨྍॴ̖

ᾈ� ᾇͱಉͷຊࠃ֎ʹ͋Δ
ҩྍࢪઃ

̖ɿࢶ࢛ʹ͓͚Δંࠎɺӓɺ
೧࠳·ͨଧʹؔͯ͠
ɺॊಓ෮ࢣ๏ʹఆΊΔ
ज़ॴΛؚΈ·͢ɻࢪ

ˎ６	 ୀ院
ඃอ͕ऀݥɺຊͷ̍ɽʵᾇʹ
ఆ͢ΔೖӃΛ̎ճҎ্ͨ͠ن
߹Ͱɺओܖͷී௨อݥͷ
ఆʹΑΓ̍ճͷೖӃͱΈͳ͞ن
ΕΔͱ͖ɺ࠷ऴͷೖӃ̖ͷୀ
ӃΛຊͷ̍ɽʵᾉͷୀӃ
ͱΈͳ͠·͢ɻ
̖ɿओܖͷೖӃڅۚͷࢧ
͕ɺओܖͷී௨อݥ
ʹఆΊΔ̍ճͷೖӃʹ
͍ͭͯͷࢧݶʹୡ
ͨ͠ͱ͖ɺͦͷࢧݶ
ʹୡͨ͠ΛؚΜͩೖ
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̎ɽ௨ӃҰۚ࣌ͷࢧ͍ʹؔͯ͠ɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

߲ɹ ɹ༰

ᾇ� ඃอ͕ऀݥɺ͜ͷಛ
ͷ։ظ࢝ʢୈ̍
ʣˎ２લʹੜͨ͡ݪҼ
ʹΑΓೖӃΛͨ͠ͱ͖

ͷ͍ͣΕ͔ͷ߹ʹɺ࣍͜ ͷಛͷ։ظ࢝ʢୈ
̍ʣ ２ˎҎޙͷ࣬ප ４ˎʹΑΔͷͱΈͳ͠·͢ɻ
ᶃ� ͜ͷಛͷ։࢝ʢୈ̍ʣˎ８͔Βͦͷ
ΛؚΊͯ̎Λܦաͨ͠ޙʹೖӃΛ։ͨ࢝͠
߹

ᶄ� ͜ͷಛͷՃͷࡍʹɺ͕ࣾɺࠂʢୈ̕ʣ
ʹΑΓ͍ͬͯͨͦͷݪҼʹؔ͢Δجʹ࣮ࣄ
͍ͮͯঝͨ͠߹ɻͨͩ͠ɺ࣮ࣄͷҰ෦͕ࠂ
ʢୈ̕ʣ͞Εͳ͔ͬͨ͜ͱʹΑΓɺͦͷ
Λ͕ࣾਖ਼֬ʹΔ͜ͱ͕Ͱ࣮ࣄҼʹؔ͢Δݪ
͖ͳ͔ͬͨ߹ʹɺ͜ ͷಛͷ։ظ࢝ʢୈ
̍ʣˎ２Ҏޙͷ࣬පˎ４ʹΑΔͷͱΈͳ͠·
ͤΜɻ

ᶅ� ͦͷݪҼʹ͍ͭͯɺ͜ͷಛͷ։ظ࢝ʢୈ
̍ʣˎ２લʹɺඃอ͕ऀݥҩࢣͷྍΛड͚
ͨ͜ͱ͕ͳ͘ɺ͔ͭɺ݈߁அˎ９ʹ͓͍ͯ
ҟৗͷࢦఠΛड͚ͨ͜ͱ͕ͳ͍߹ɻͨͩ͠ɺ
ͦͷݪҼʹΑΔঢ়ʹ͍ͭͯอܖݥऀ·ͨ
ඃอ͕ऀݥೝࣝ·͍֮ͨࣗͯͨ͠߹ʹɺ
͜ͷಛͷ։ظ࢝ʢୈ̍ʣˎ２Ҏޙͷ࣬
ප ４ˎʹΑΔͷͱΈͳ͠·ͤΜɻ

ᶆ� ͜ͷಛͷ։ظ࢝ʢୈ̍ʣˎ２Ҏޙʹɺ
ͦͷݪҼʹΑΔঢ়͕ѱԽͨ͜͠ͱ·ͨͦͷ
Δ࣬පˎ４Λൃප͋ʹҼͱҩ্ֶີͳؔݪ
ͨ͜͠ͱͳͲʹΑΓɺ͜ ͷಛͷ։ظ࢝ʢୈ
̍ʣˎ２લΛؚΊͯॳΊͯͦͷೖӃ͕ඞཁͰ
͋Δͱҩࢣʹஅ͞Εͨ߹ɻͨͩ͠ɺࠂٛ
ҧʢୈ1�ʣ͕͋ͬͨͱ͖ɺ͜ͷݶΓ
Ͱ͋Γ·ͤΜɻ

ᾈ� ඃอ͕ऀݥɺओܖͷ
ೖӃڅۚͷࢧ
͕௨ࢧͯ͠ࢉݶʹ
ୡͨ͠ΛؚΉ௨Ӄظ
ؒˎ７ʹ͓͍ͯ௨Ӄ͠
ͨ߹Ͱɺୈ15ʢಛ
ͷফ໓ʣͷᾈͷنఆ
ʹΑΓɺ͜ͷಛ͕ফ
໓ͨ͠ͱ͖

ͦͷ௨Ӄ７ˎؒظʹ͓͚Δ௨Ӄʹ͍ͭͯɺ͜ͷಛ
ͷ༗ޮதͷ௨ӃͱΈͳ͠·͢ɻ

ᾉ� ඃอ͕ऀݥɺ͜ͷಛ
ͷอؒظݥதʹຊͷ
̍ɽʵᾇʹنఆ͢Δೖ
ӃΛ։ͨ࢝͠߹Ͱɺ
ओܖͷೖӃڅۚͷ
ࢧͯ͠ࢉ͕௨ࢧ
ݶʹୡͨ͠Λؚ
ΜͰܧଓ͠ɺୈ15ʢಛ
ͷফ໓ʣͷᾈͷنఆ
ʹΑΓɺ͜ͷಛ͕ফ
໓ͨ͠ͱ͖

ͦͷܧଓͨ͠ೖӃͷୀӃޙͷ௨Ӄ７ˎؒظʹ͓͚
Δ௨Ӄʹ͍ͭͯɺ͜ͷಛͷ༗ޮதͷ௨ӃͱΈͳ͠
·͢ɻ

ᾊ� ௨ӃҰۚ࣌ͷࢧݶ ᶃ� ̍ճͷ௨Ӄؒظ ７ˎʹ͍ͭͯ̍ճͱ͠·͢ɻ
ᶄ� ௨5ͯ͠ࢉ�ճͱ͠·͢ɻ

ˎ４	 ࣬ප
ެతҩྍอ੍ݥ̖ʹΑΔྍཆ
ͷڅͷରͱͳΔҟৗสΛ
ؚΈɺༀґଘؚ̗Έ·ͤΜɻ
ͳ͓ɺ͜ ͷಛͷ։ظ࢝ʢୈ
̍ʣˎ２Ҏޙʹੜͨ͡ʮෆྀ
ͷނࣄʢผද̍˒ʣҎ֎ͷ֎Ҽʯ
ΛͷݪҼͱ͢Δইʹ͍ͭ
ͯɺ࣬පͱΈͳͯ͠औΓѻ͍
·͢ɻ
̖ɿ࣍ͷᾇ͔Βᾍͷ͍ͣΕ͔ͷ
๏ʹͮ͘جҩྍอ੍ݥ
Λ͍͍·͢ɻ
ᾇ� ๏ݥอ߁݈
ᾈ� ๏ݥอ߁ຽ݈ࠃ
ᾉ� ߹๏ࡁڞՈެһࠃ
ᾊ� ํެһࡁڞ߹
๏

ᾋ� ๏ࡁڞ৬һڭߍֶཱࢲ
ᾌ� ધһอݥ๏
ᾍ� ʹͷҩྍͷ֬อऀྸߴ
ؔ͢Δ๏

̗ɿฏ�7݄̎13૯ল
ୈ35߸ʹఆΊΒΕͨࣔࠂ
ྨ߲தͷྨ൪߸�
̛11��ɺ̛1���ɺ̛13��ɺ
̛14��ɺ̛15��ɺ̛16��ɺ
̛18��ɺ̛1���ʹنఆ͞
ΕΔ༰ʹΑΔͷͱ͠ɺ
ༀʹɺϞϧώωɺΞϔ
ϯɺίΧΠϯɺେຑɺਫ਼ਆ
·ༀΛؚΈ֮ݬༀɺܹ
͢ɻ

ˎ５	 ප院·ͨྍॴ
֘ʹͷᾇ·ͨᾈͷ͍ͣΕ͔࣍
͢Δͷͱ͠·͢ɻ
ᾇ� ҩྍ๏ʹఆΊΔຊࠃʹ
͋ΔපӃ·ͨྍॴ̖

ᾈ� ᾇͱಉͷຊࠃ֎ʹ͋Δ
ҩྍࢪઃ

̖ɿࢶ࢛ʹ͓͚Δંࠎɺӓɺ
೧࠳·ͨଧʹؔͯ͠
ɺॊಓ෮ࢣ๏ʹఆΊΔ
ज़ॴΛؚΈ·͢ɻࢪ

ˎ６	 ୀ院
ඃอ͕ऀݥɺຊͷ̍ɽʵᾇʹ
ఆ͢ΔೖӃΛ̎ճҎ্ͨ͠ن
߹Ͱɺओܖͷී௨อݥͷ
ఆʹΑΓ̍ճͷೖӃͱΈͳ͞ن
ΕΔͱ͖ɺ࠷ऴͷೖӃ̖ͷୀ
ӃΛຊͷ̍ɽʵᾉͷୀӃ
ͱΈͳ͠·͢ɻ
̖ɿओܖͷೖӃڅۚͷࢧ
͕ɺओܖͷී௨อݥ
ʹఆΊΔ̍ճͷೖӃʹ
͍ͭͯͷࢧݶʹୡ
ͨ͠ͱ͖ɺͦͷࢧݶ
ʹୡͨ͠ΛؚΜͩೖ

߲ɹ ɹ༰

ᾋ� ඃอ͕ऀݥɺຊͷ̍ɽ
ʵᾇʹنఆ͢ΔೖӃͷ
։࣌࢝ʹɺͦͷೖӃ։
Ҽͱͳͬݪͷͷ࢝
ͨʮইˎ�·ͨ࣬
ප ４ˎʯҎ֎ʹҟͳΔʮই
࣬පˎ４ʯΛͨ·�ˎ
ซൃ͍ͯͨ͠ͱ͖

ͦͷҟͳΔʮইˎ�·ͨ࣬පˎ４ʯʹ͍ͭͯɺೖ
Ӄͷඞཁੑ͕͋Δ߹ˎ10ʹɺͦͷҟͳΔʮই
Λͷతͱ͢Δ௨ྍ࣏࣬පˎ４ʯͷͨ·�ˎ
Ӄ௨ӃҰۚ࣌ͷࢧࣄ༝ʹఆΊΔ௨ӃʹؚΊ·
͢ɻ

ᾌ� ඃอ͕ऀݥɺຊͷ̍ɽ
ʵᾇʹنఆ͢ΔೖӃத
ʹɺͦͷೖӃ։࢝ͷ
ͷݪҼͱͳͬͨʮই
࣬පˎ４ʯҎͨ·�ˎ
֎ʹҟͳΔʮইˎ�·
ͨ࣬පˎ４ʯΛซൃ͠
ͨͱ͖

ᾍ� ඃอ͕ऀݥɺओܖͷ
ೖӃڅ͕ۚࢧΘΕ
ΔೖӃʹ௨ӃҰۚ࣌
ͷࢧࣄ༝ʹ֘͢Δ
௨ӃΛͨ͠ͱ͖

ͦͷೖӃͷ௨Ӄʹର͢Δ௨ӃҰۚ࣌ࢧ͍·ͤ
Μɻ

ᾎ� ඃอ͕ऀݥɺಉҰͷ
ʹ̎ճҎ্ͷ௨ӃΛ͠
ͨͱ͖

̍ճͷ௨ӃΛͨ͠ͷͱΈͳ͠·͢ɻ͜ͷ߹ɺ̎
ͭҎ্ͷݪҼʹΑΓ௨Ӄͨ͠ͱ͖ɺ࠷ૣ͘ੜ͡
ͨ௨ӃͷݪҼˎ11ʹΑΓ௨Ӄͨ͠ͷͱͯ͠औΓѻ
͍·͢ɻᾏ� ඃอ͕ऀݥɺ̎ͭҎ্

ͷࣄ༝ͷྍ࣏Λతͱ
͢Δ̍ճͷ௨ӃΛͨ͠
ͱ͖

ᾐ� ௨ӃҰۚ࣌ͷࢧࣄ༝
͕ੜ͡ɺࢧ͏͖௨
ӃҰ͕͋ۚ࣌Δ߹Ͱɺ
ͦͷࢧલʹඃอऀݥ
ͨ͠ͱ͖ࢮ͕

ओܖͷೖӃڅۚडऔਓ͕ඃอऀݥͷ߹ʹɺ
ͮجʹఆنͷݥΛී௨อۚ࣌͏͖௨ӃҰࢧ
͖ೖӃڅۚΛड͚औΔ͖ऀʹࢧ͍·͢ɻ

˒ผද̍ʢ1�88ࢀরʣ

	 第̏条	 	 ໔責ࣄ༝

̍ɽࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣ͕ੜͯ͡ɺ࣍ͷ໔ࣄ༝ʹ֘͢Δͱ͖ɺࣾɺ௨Ӄ
Ұۚ࣌Λࢧ͍·ͤΜɻ

໔ࣄ༝ʢࢧࣄ༝͕ੜͯ͡௨ӃҰۚ࣌ΛࢧΘͳ͍߹ʣ

通
院
一
時
金

ͷ͍ͣΕ͔ʹΑΔͱ͖࣍༝͕ࣄࢧ
ᾇ� อܖݥऀͷނҙ·ͨॏେͳաࣦ
ᾈ� ඃอऀݥͷނҙ·ͨॏେͳաࣦ
ᾉ� ඃอऀݥͷ൜ߦࡑҝ
ᾊ� ඃอऀݥͷਫ਼ਆোΛݪҼͱ͢Δނࣄ
ᾋ� ඃอऀݥͷటਲͷঢ়ଶΛݪҼͱ͢Δނࣄ
ᾌ� ඃอ͕ऀݥ๏ྩʹఆΊΔӡస֨ࢿΛͨ࣋ͳ͍Ͱӡస͍ͯ͠Δؒʹੜͨ͡
ނࣄ

ᾍ� ඃอ͕ऀݥ๏ྩʹఆΊΔञؾଳͼӡస·ͨ͜Εʹ૬͢ΔӡసΛͯ͠
͍Δؒʹੜͨ͡ނࣄ

ᾎ� ᰍ෦ީ܈ʢ͍ΘΏΔʮΉͪ͏ͪʯʣ·ͨࠊ௧Ͱ͍ͣΕଞ֮ॴݟ
ͷͳ͍ͷ １ˎʢݪҼͷԿΛ͍·ͤΜɻʣ

ᾏ� ɺՐ·ͨ
ᾐ� ઓ૪ͦͷଞͷมཚ

ӃΛ͍͍·͢ɻ

ˎ７	 通院期間
ඃอ͕ऀݥɺຊͷ̍ɽʵᾇʹ
ఆ͢ΔೖӃΛ̎ճҎ্ͨ͠ن
߹Ͱɺओܖͷී௨อݥͷ
ఆʹΑΓ̍ճͷೖӃͱΈͳ͞ن
ΕΔͱ͖ɺ࠷ॳͷೖӃͷୀӃ
ޙɺ࠷ऴͷೖӃ̖ͷೖӃ·
Ͱͷؒظʹ͍ͭͯ௨Ӄؒظͱ
Έͳ͠ɺͦΕΒͷ௨Ӄؒظͱ࠷
ऴͷೖӃ̖ͷୀӃ ６ˎͷཌҎ
Λ̍ճͷ௨Ӄؒظ18�ͷޙ
ͱ͠·͢ɻؒظ
̖ɿओܖͷೖӃڅۚͷࢧ
͕ɺओܖͷී௨อݥ
ʹఆΊΔ̍ճͷೖӃʹ
͍ͭͯͷࢧݶʹୡ
ͨ͠ͱ͖ɺͦͷࢧݶ
ʹୡͨ͠ΛؚΜͩೖ
ӃΛ͍͍·͢ɻ

ˎ８	 特約の開始（ୈ１）
ୈ̍ʢಛͷ։ظ࢝ʣʹ
࢝ఆ͢Δ͜ͷಛͷ։ن
ʢୈ̍ʣΛ͍͍·͢ɻ

ˎ９	 அ等߁݈
ఆ߁݈ظஅ·ͨਓؒυοΫ
ɺ݈߁ঢ়ଶΛධՁ͢Δ͜ͱͰ
ཱͯʹݟൃظͷ༧ɾૣױ࣬
Δ͜ͱΛతͱͯ͠͏ߦɾ
Λ͍͍·͢ɻݕɾࠪݕ

ˎ10	 ೖ院のඞཁੑが͋る߹
ҩ̖ࢣʹΑΔ͕̗ྍ࣏ඞཁͰ͋
Γɺ͔ͭࣗͰͷࠔ͕̗ྍ࣏
ͳͨΊɺපӃ·ͨྍॴ ５ˎ

ʹೖΓɺৗʹҩ̖ࢣͷཧԼʹ
ઐ೦͢Δ߹Λʹ̗ྍ࣏͍͓ͯ
͍͍·͢ɻͨͩ͠ɺೖӃ࣌ͷҩ
ֶతਫ४ɺҩֶతৗࣝʹরΒ͠ɺ
·Γݶʹ߹తɺ߹ཧతͳ؍٬
͢ɻ
̖ɿࢶ࢛ʹ͓͚Δંࠎɺӓɺ
೧࠳·ͨଧʹؔͯ͠
ɺॊಓ෮ࢣ๏ʹఆΊΔ
ॊಓ෮ࢣΛؚΈ·͢ɻ

̗ɿॊಓ෮ࢣʹΑΔࢪज़Λؚ
Έ·͢ɻ

ˎ11	 Ҽݪૣ͘ੜͨ͡通院の࠷
ຊͷ̍ɽʵᾇʹنఆ͢ΔೖӃ
Λ։ͨ࢝͠ʹݪҼ͕ੜͨ͡
ͷͱͯ͠ఆ͠·͢ɻ

	 ୈ３	 	 ิઆ໌

ˎ１	 他֮ॴݟのないの
ҩ͕ࢣɺࢹɺ৮ը૾அ

特

約
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ͳͲʹΑΓঢ়Λཪ͚Δ͜ͱ
͕Ͱ͖ͳ͍ͷΛ͍͍·͢ɻ

̎ɽ໔ࣄ༝ʹؔͯ͠ɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

߲ɹ ɹ༰

ʮɺՐ·ͨʯ·
ͨʮઓ૪ͦͷଞͷมཚʯ
ʹΑͬͯ௨ӃҰۚ࣌ͷࢧ
༝͕ੜͨ͡ͱ͖ࣄ

ࢉܭͷݥͷ૿Ճ͕อऀݥ༝ʹ֘ͨ͠ඃอࣄࢧ
ͷٴʹૅج΅͢Ө͕ڹগͳ͍ͱ͖ɺͦͷఔʹԠ
͡ɺ௨ӃҰۚ࣌ͷֹۚͷҰ෦·ͨશ෦Λࢧ͍·
͢ɻ

	̏ 	 一時金の支払請求手続について

	 第̐条	 	 通院一時金の支払ٻखଓ

̍ɽ௨ӃҰۚ࣌ͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣ͕ੜͨ͡ͱ͖ɺอܖݥऀ·ͨඃอऀݥɺ
͢Έ͔ʹࣾʹ௨͢Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

̎ɽ௨ӃҰۚ࣌ͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣ͕ੜͨ͡ͱ͖ɺͦͷडऔਓɺඞཁॻྨʢผ
ද̎˒ʣΛ͢Έ͔ʹࣾʹఏग़ͯͦ͠ͷࢧ͍Λ͢ٻΔ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

˒ผද̎ʢ1�88ࢀরʣ

	̐ 	 保険期間および保険料払込期間について

	 第̑条	 	 特約のอݥ期͓ؒΑͼอݥྉ払ࠐ期ؒ

͜ͷಛͷอ͓ؒظݥΑͼอݥྉؒظࠐͷऴظɺओܖͷอ͓ؒظݥΑͼอ
ͱಉҰͱ͠·͢ɻظͷऴؒظࠐྉݥ

	̑ 	 保険料の払込みについて

	 第̒条	 	 特約のอݥྉの払ࠐΈ

̍ɽ͜ͷಛͷอݥྉɺୈ̑ʢಛͷอ͓ؒظݥΑͼอݥྉؒظࠐʣͷอݥྉ
ؒظࠐதɺओܖͷอݥྉͱͱʹ͍ࠐΉ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ͜ͷಛͷ
อݥྉΛલೲ͢Δ߹ಉ༷ͱ͠·͢ɻ

̎ɽओܖͷอݥྉ͕͍ࠐ·Ε͜ͷಛͷอݥྉ͕͍ࠐ·Εͳ͍ͱ͖ɺ͜ͷಛ
ɺͦͷอݥྉࠐΈͷ༛༧ؒظຬྃͷཌҎ߱ɺকདྷʹ͔ͯͬղʢୈ
14ʣ͞Εͨͷͱ͠·͢ɻ

	 第̓条	 	 払ࠐ期݄のओܖ約のܖ約のԠҎޙ༛༧期ؒຬྃ·Ͱʹ
支払ࣄ༝͕ੜͨ͡߹のऔѻい

͜ͷಛͷอݥྉ͕͍ࠐ·Εͳ͍··ɺ݄ظࠐͷओܖͷܖͷԠҎ
༝ʢୈ̎ʣ͕ੜࣄࢧͷۚ࣌ຬྃ·Ͱʹɺ͜ͷಛʹΑΔ௨ӃҰؒظ༛༧ޙ
ͨ͡ͱ͖ɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

ᾇ� ௨ӃҰۚ࣌Λࢧ͏ͱ͖ɺະࠐอݥྉΛࠩ͠Ҿ͍ͯࢧ͍·͢ɻ
ᾈ� ᾇͷ߹ɺࣾͷࢧ͏ֹ͖͕ۚࠩ͠Ҿ͖͘ະࠐอݥྉʹෆ͢Δͱ
͖ɺอܖݥऀɺະࠐอݥྉΛͦͷ༛༧ؒظຬྃ·Ͱʹ͍ࠐΉ͜
ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ͜ͷະࠐอݥྉ͕͍ࠐ·Εͳ͍ͱ͖ɺࣾɺࢧ
ࣄ༝ʢୈ̎ʣͷൃੜʹΑΓࢧ͏ֹ͖ۚΛࢧ͍·ͤΜɻ

	̒ 	 保険料の払込みがないことによる消滅（未払消滅）について

	 第̔条	 	 อݥྉの払ࠐΈ͕ͳい͜ͱʹΑΔফ໓ʢະ払ফ໓ʣ

ओܖ͕อݥྉͷࠐΈ͕ͳ͍͜ͱʹΑΓফ໓ͨ͠ͱ͖ɺ͜ͷಛಉ࣌ʹক
དྷʹ͔ͯͬফ໓͠·͢ɻ
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ͳͲʹΑΓঢ়Λཪ͚Δ͜ͱ
͕Ͱ͖ͳ͍ͷΛ͍͍·͢ɻ

̎ɽ໔ࣄ༝ʹؔͯ͠ɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

߲ɹ ɹ༰

ʮɺՐ·ͨʯ·
ͨʮઓ૪ͦͷଞͷมཚʯ
ʹΑͬͯ௨ӃҰۚ࣌ͷࢧ
༝͕ੜͨ͡ͱ͖ࣄ

ࢉܭͷݥͷ૿Ճ͕อऀݥ༝ʹ֘ͨ͠ඃอࣄࢧ
ͷٴʹૅج΅͢Ө͕ڹগͳ͍ͱ͖ɺͦͷఔʹԠ
͡ɺ௨ӃҰۚ࣌ͷֹۚͷҰ෦·ͨશ෦Λࢧ͍·
͢ɻ

	̏ 	 一時金の支払請求手続について

	 第̐条	 	 通院一時金の支払ٻखଓ

̍ɽ௨ӃҰۚ࣌ͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣ͕ੜͨ͡ͱ͖ɺอܖݥऀ·ͨඃอऀݥɺ
͢Έ͔ʹࣾʹ௨͢Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

̎ɽ௨ӃҰۚ࣌ͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣ͕ੜͨ͡ͱ͖ɺͦͷडऔਓɺඞཁॻྨʢผ
ද̎˒ʣΛ͢Έ͔ʹࣾʹఏग़ͯͦ͠ͷࢧ͍Λ͢ٻΔ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

˒ผද̎ʢ1�88ࢀরʣ

	̐ 	 保険期間および保険料払込期間について

	 第̑条	 	 特約のอݥ期͓ؒΑͼอݥྉ払ࠐ期ؒ

͜ͷಛͷอ͓ؒظݥΑͼอݥྉؒظࠐͷऴظɺओܖͷอ͓ؒظݥΑͼอ
ͱಉҰͱ͠·͢ɻظͷऴؒظࠐྉݥ

	̑ 	 保険料の払込みについて

	 第̒条	 	 特約のอݥྉの払ࠐΈ

̍ɽ͜ͷಛͷอݥྉɺୈ̑ʢಛͷอ͓ؒظݥΑͼอݥྉؒظࠐʣͷอݥྉ
ؒظࠐதɺओܖͷอݥྉͱͱʹ͍ࠐΉ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ͜ͷಛͷ
อݥྉΛલೲ͢Δ߹ಉ༷ͱ͠·͢ɻ

̎ɽओܖͷอݥྉ͕͍ࠐ·Ε͜ͷಛͷอݥྉ͕͍ࠐ·Εͳ͍ͱ͖ɺ͜ͷಛ
ɺͦͷอݥྉࠐΈͷ༛༧ؒظຬྃͷཌҎ߱ɺকདྷʹ͔ͯͬղʢୈ
14ʣ͞Εͨͷͱ͠·͢ɻ

	 第̓条	 	 払ࠐ期݄のओܖ約のܖ約のԠҎޙ༛༧期ؒຬྃ·Ͱʹ
支払ࣄ༝͕ੜͨ͡߹のऔѻい

͜ͷಛͷอݥྉ͕͍ࠐ·Εͳ͍··ɺ݄ظࠐͷओܖͷܖͷԠҎ
༝ʢୈ̎ʣ͕ੜࣄࢧͷۚ࣌ຬྃ·Ͱʹɺ͜ͷಛʹΑΔ௨ӃҰؒظ༛༧ޙ
ͨ͡ͱ͖ɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

ᾇ� ௨ӃҰۚ࣌Λࢧ͏ͱ͖ɺະࠐอݥྉΛࠩ͠Ҿ͍ͯࢧ͍·͢ɻ
ᾈ� ᾇͷ߹ɺࣾͷࢧ͏ֹ͖͕ۚࠩ͠Ҿ͖͘ະࠐอݥྉʹෆ͢Δͱ
͖ɺอܖݥऀɺະࠐอݥྉΛͦͷ༛༧ؒظຬྃ·Ͱʹ͍ࠐΉ͜
ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ͜ͷະࠐอݥྉ͕͍ࠐ·Εͳ͍ͱ͖ɺࣾɺࢧ
ࣄ༝ʢୈ̎ʣͷൃੜʹΑΓࢧ͏ֹ͖ۚΛࢧ͍·ͤΜɻ

	̒ 	 保険料の払込みがないことによる消滅（未払消滅）について

	 第̔条	 	 อݥྉの払ࠐΈ͕ͳい͜ͱʹΑΔফ໓ʢະ払ফ໓ʣ

ओܖ͕อݥྉͷࠐΈ͕ͳ͍͜ͱʹΑΓফ໓ͨ͠ͱ͖ɺ͜ͷಛಉ࣌ʹক
དྷʹ͔ͯͬফ໓͠·͢ɻ

	 ୈ11	 	 ิઆ໌

ˎ１	 保険ഔհऀ
ࣾͷͨΊʹอܖݥͷక݁ͷ
ഔհΛ͜͏ߦͱ͕Ͱ͖ΔऀͰ
͋ͬͯɺࣾͷͨΊʹอܖݥ
ͷక݁ͷཧΛ͜͏ߦͱ͕Ͱ͖
ΔऀΛআ͖·͢ɻ

ˎ２	 特約の開始（ୈ１）
ୈ̍ʢಛͷ։ظ࢝ʣʹ
࢝ఆ͢Δ͜ͷಛͷ։ن
ʢୈ̍ʣΛ͍͍·͢ɻ

	̓ 	 告知義務と解除について

	 第̕条	 	 ٛࠂ

̍ɽࣾɺ͜ͷಛͷక݁ͷࡍʹɺอܖݥऀͱඃอऀݥʹରͯ͠ඃอऀݥʹؔ͢
ΔࠂΛॻ໘ʢి࣓తํ๏ʹΑΔ߹ΛؚΈ·͢ɻҎԼಉ͡ͱ͠·͢ɻʣͰٻΊ
Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

̎ɽࠂΛٻΊΒΕͨอܖݥऀ·ͨඃอऀݥɺ௨ӃҰۚ࣌ͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣ
ͷൃੜͷՄੑʹؔ͢Δॏཁͳ߲ࣄͷ͏ͪॻ໘ͰࠂΛٻΊΒΕ߲ͨࣄʹ͍ͭ
ͯɺͦͷॻ໘Ͱࠂ͢Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

	第��条	 	 ٛҧʹΑΔղআࠂ

̍ɽ͜ͷಛͷక݁ʹ͋ͨͬͯɺอܖݥऀ·ͨඃอ͕ऀݥɺނҙ·ͨॏେͳա
ࣦʹΑͬͯɺୈ̕ʢࠂٛʣͷنఆʹΑΓ͕ࣾࠂΛٻΊ߲ͨࣄʹ͍ͭͯɺ
ͱ͖ɺࣾɺ͜ͷಛͨ͛ࠂͰͳ͍͜ͱΛ࣮ࣄͳ͔͔ͬͨɺ·ͨ͛ࠂΛ࣮ࣄ
Λকདྷʹ͔ͯͬղআ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

̎ɽࣾɺ௨ӃҰۚ࣌ͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣ͕ੜͨ͡ޙͰɺࠂٛҧʹΑΓ
͜ͷಛΛղআ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ͜ͷ߹ɺࣾɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·
͢ɻ

ᾇ� ௨ӃҰۚ࣌ͷࢧ͍Λ͍ߦ·ͤΜɻ
ᾈ� ͢Ͱʹ௨ӃҰۚ࣌Λࢧ͍ͬͯͨͱ͖ɺͦͷฦؐΛ͠ٻ·͢ɻ

̏ɽຊͷ̎ɽͷنఆʹ͔͔ΘΒͣɺ௨ӃҰۚ࣌ͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣͷൃੜ͕ղআ
ͷݪҼͱͳ࣮ͬͨࣄʹΑΒͳ͔ͬͨ͜ͱΛอܖݥऀ·ͨඃอͨ͠໌ূ͕ऀݥ
ͱ͖ɺࣾɺ௨ӃҰۚ࣌ͷࢧ͍Λ͍ߦ·͢ɻ

̐ɽࠂٛҧʹΑΓ͜ͷಛΛղআ͢Δͱ͖ɺࣾɺอܖݥऀʹରͯ͠௨
͠·͢ɻͨͩ͠ɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ͷ߹ʹɺඃอऀݥʹ௨͠·͢ɻ

ᾇ� อܖݥऀ·ͨͦͷॅॴ͘͠ډॴ͕ෆ໌ͷ߹
ᾈ� ᾇͷ΄͔ɺਖ਼ͳࣄ༝ʹΑͬͯอܖݥऀʹ௨Ͱ͖ͳ͍߹

	第��条	 	 ٛҧʹΑΔղআ͕Ͱ͖ͳいͱ͖ࠂ

̍ɽࣾɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘͢Δͱ͖ɺୈ1�ʢࠂٛҧʹΑΔղআʣ
ͷنఆʹΑΓ͜ͷಛΛղআ͢Δ͜ͱͰ͖·ͤΜɻ

ᾇ� ͜ͷಛͷక݁ͷਃࠐΈʹର͕ͯࣾ͠൱ͷܾఆΛࡍ͏ߦɺ͕ࣾղআͷ
Λ͍ͬͯͨͱ͖ɺ·ͨաࣦʹΑͬͯΒͳ͔ͬͨͱ͖࣮ࣄҼͱͳΔݪ

ᾈ� อݥഔհऀ １ˎ͕ ɺอܖݥऀ·ͨඃอ͕ऀݥୈ̕ʢࠂٛʣͷࠂΛ
͢Δ͜ͱΛ͛ͨͱ͖

ᾉ� อݥഔհऀ １ˎ͕ ɺอܖݥऀ·ͨඃอऀݥʹର͠ɺୈ̕ʢࠂٛʣͷ
ΊקΔ͜ͱΛ͛ࠂͰͳ͍͜ͱΛ࣮ࣄΊͨͱ͖ɺ·ͨקΛ͠ͳ͍͜ͱΛࠂ
ͨͱ͖

ᾊ� ͕ࣾղআͷݪҼΛ͔ͬͨΒͦͷΛؚΊ͔݄ͯ̍Ҏʹղআ͠ͳ͔ͬ
ͨͱ͖

ᾋ� ͜ͷಛͷ։࢝ʢୈ̍ʣ ２ˎ͔ΒͦͷΛؚΊͯ̎Ҏʹ௨ӃҰ࣌
ۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣ͕ੜ͡ͳ͍ͰɺͦͷؒظΛܦաͨ͠ͱ͖

̎ɽຊͷ̍ɽʵᾈ͓Αͼᾉͷ߹ͰɺͦΕͧΕʹنఆ͢Δอݥഔհऀ １ˎͷߦҝ͕ͳ
͔ͬͨͱͯ͠ɺอܖݥऀ·ͨඃอ͕ऀݥɺୈ̕ʢࠂٛʣͷنఆʹΑ
Γ͕ࣾࠂΛٻΊ߲ͨࣄʹ͍ͭͯɺ࣮ࣄΛ͛ࠂͳ͔͔ͬͨ·࣮ͨࣄͰͳ͍͜
ͱΛͨ͛ࠂͱೝΊΒΕΔͱ͖ɺຊͷ̍ɽద༻͠·ͤΜɻ

	第��条	 	 ॏେࣄ༝ʹΑΔղআ

̍ɽࣾɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ͷॏେࣄ༝͕ੜͨ͡ͱ͖ɺ͜ͷಛΛকདྷʹ͔ͯͬղ
আ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ
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ᾇ� อܖݥऀ·ͨඃอ͕ऀݥҰۚ࣌Λऔ͢Δత͘͠ଞਓʹҰۚ࣌Λ
টகʢະΛؚΈ·͢ɻʣΛͨ͠ͱ͖ނࣄऔͤ͞ΔతͰ

ᾈ� Ұۚ࣌ͷٻʹؔ͠ɺҰۚ࣌ͷडऔਓʹߦٗҝʢະΛؚΈ·͢ɻʣ͕͋ͬ
ͨͱ͖

ᾉ� ଞͷอܖݥͱͷॏෳʹΑͬͯɺඃอऀݥʹ͔͔ΔҰֹۚ࣌ͷ߹ֹ͕ܭஶ
͘͠աେͰ͋ͬͯɺอ੍ݥͷతʹ͢Δঢ়ଶ͕ͨΒ͞ΕΔ͓ͦΕ͕͋
Δͱ͖

ᾊ� อܖݥऀ·ͨඃอ͕ऀݥɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘͢Δͱ͖
ᶃ� ྗஂɺྗஂһʢྗஂһͰͳ͘ͳ͔ͬͨΒ̑Λܦա͠ͳ͍ऀΛ
ؚΈ·͢ɻʣɺྗஂ४ߏһɺྗஂؔͦۀاͷଞͷࣾձతྗʢҎ
Լʮࣾձతྗʯͱ͍͍·͢ɻʣʹ֘͢ΔͱೝΊΒΕΔ͜ͱ

ᶄ� ࣾձతྗʹରͯۚ͠ࢿΛఏ͠ڙɺ·ͨศٓΛڙ༩͢ΔͳͲͷؔ
༩Λ͍ͯ͠ΔͱೝΊΒΕΔ͜ͱ

ᶅ� ࣾձతྗΛෆʹར༻͍ͯ͠ΔͱೝΊΒΕΔ͜ͱ
ᶆ� อܖݥऀ͕๏ਓͷ߹ɺࣾձతྗ͕ͦͷ๏ਓͷܦӦΛࢧ͠ɺ·
ͨͦͷ๏ਓͷܦӦʹ࣮࣭తʹؔ༩͍ͯ͠ΔͱೝΊΒΕΔ͜ͱ

ᶇ� ͦͷଞࣾձతྗͱࣾձతʹඇ͞ΕΔ͖ؔΛ༗͍ͯ͠ΔͱೝΊ
ΒΕΔ͜ͱ

ᾋ� ର͢Δ৴ʹऀݥऀ·ͨඃอܖݥ༝ͳͲʹΑΓɺࣾͷอࣄͷᶃɺᶄͷ࣍
པΛଛͳ͍ɺ͔ͭɺ͜ͷಛΛܧଓ͢Δ͜ͱΛظ͑͠ͳ͍ᾇ͔Βᾊͱಉ
ͷࣄ༝͕͋Δͱ͖
ᶃ� ଞͷอܖݥ͕ॏେࣄ༝ʹΑΓղআ͞Εͨͱ͖
ᶄ� อܖݥऀ·ͨඃอऀݥͷ͍ͣΕ͔͕ଞͷอऀݥͱͷؒͰక݁ͨ͠อ
༝ʹΑΓղআ͞Εͨͱ͖ࣄ͕ॏେܖࡁڞ·ͨܖݥ

̎ɽࣾɺ௨ӃҰۚ࣌ͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣ͕ੜͨ͡ޙͰɺॏେࣄ༝ʹΑΓ͜ͷ
ಛΛղআ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ͜ͷ߹ɺຊͷ̍ɽʹنఆ͢Δॏେࣄ༝͕ੜ
༝ʢୈ̎ʣ͕ੜ͍ͯͨ͡ͱ͖ࣄࢧͷۚ࣌Βղআ·Ͱͷؒʹɺ௨ӃҰ͔࣌ͨ͡
ɺͦͷ௨ӃҰۚ࣌ͷࢧ͍ʹ͍ͭͯɺࣾɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

ᾇ� ௨ӃҰۚ࣌ͷࢧ͍Λ͍ߦ·ͤΜɻ
ᾈ� ͢Ͱʹ௨ӃҰۚ࣌Λࢧ͍ͬͯͨͱ͖ɺͦͷฦؐΛ͠ٻ·͢ɻ

̏ɽॏେࣄ༝ʹΑΔղআͷ௨ʹ͍ͭͯɺୈ1�ʢࠂٛҧʹΑΔղআʣͷ̐ɽ
ͷنఆΛ४༻ͯ͠औΓѻ͍·͢ɻ

	̔ 	 内容の変更について

	第��条	 	 通院一時金ֹのֹݮ

̍ɽอܖݥऀɺ͜ͷಛͷอݥྉؒظࠐதʹݶΓɺকདྷʹ͔ͯͬɺ௨ӃҰ࣌
ֹۚΛֹ͢ݮΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻͨͩ͠ɺࣾɺޙֹݮͷ௨ӃҰֹ͕ۚ࣌ࣾ
ͷఆΊΔݶΛԼճΔֹݮऔΓѻ͍·ͤΜɻ

̎ɽ௨ӃҰֹ͞ݮֹ͕ۚ࣌Εͨͱ͖ɺࣾɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

ᾇ� Λղʢୈ14ʣ͞Εͨͷͱͯ͠औΓѻ͍·͢ɻֹݮ
ᾈ� ௨ӃҰֹ͞ݮֹ͕ۚ࣌ΕͨࢫΛอܖݥऀʹ௨ʢి࣓తํ๏ʹΑΔ߹Λ
ؚΈ·͢ɻʣ͠·͢ɻ

	̕ 	 解約等について

	第��条	 	 特約のղ約

̍ɽอܖݥऀɺ͜ͷಛͷอݥྉؒظࠐதʹݶΓɺকདྷʹ͔ͯͬɺ͜ͷಛ
ͷղΛ͢ٻΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

̎ɽ͜ͷಛ͕ղ͞Εͨͱ͖ɺͦͷࢫΛอܖݥऀʹ௨ʢి࣓తํ๏ʹΑΔ

86



ᾇ� อܖݥऀ·ͨඃอ͕ऀݥҰۚ࣌Λऔ͢Δత͘͠ଞਓʹҰۚ࣌Λ
টகʢະΛؚΈ·͢ɻʣΛͨ͠ͱ͖ނࣄऔͤ͞ΔతͰ

ᾈ� Ұۚ࣌ͷٻʹؔ͠ɺҰۚ࣌ͷडऔਓʹߦٗҝʢະΛؚΈ·͢ɻʣ͕͋ͬ
ͨͱ͖

ᾉ� ଞͷอܖݥͱͷॏෳʹΑͬͯɺඃอऀݥʹ͔͔ΔҰֹۚ࣌ͷ߹ֹ͕ܭஶ
͘͠աେͰ͋ͬͯɺอ੍ݥͷతʹ͢Δঢ়ଶ͕ͨΒ͞ΕΔ͓ͦΕ͕͋
Δͱ͖

ᾊ� อܖݥऀ·ͨඃอ͕ऀݥɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘͢Δͱ͖
ᶃ� ྗஂɺྗஂһʢྗஂһͰͳ͘ͳ͔ͬͨΒ̑Λܦա͠ͳ͍ऀΛ
ؚΈ·͢ɻʣɺྗஂ४ߏһɺྗஂؔͦۀاͷଞͷࣾձతྗʢҎ
Լʮࣾձతྗʯͱ͍͍·͢ɻʣʹ֘͢ΔͱೝΊΒΕΔ͜ͱ

ᶄ� ࣾձతྗʹରͯۚ͠ࢿΛఏ͠ڙɺ·ͨศٓΛڙ༩͢ΔͳͲͷؔ
༩Λ͍ͯ͠ΔͱೝΊΒΕΔ͜ͱ

ᶅ� ࣾձతྗΛෆʹར༻͍ͯ͠ΔͱೝΊΒΕΔ͜ͱ
ᶆ� อܖݥऀ͕๏ਓͷ߹ɺࣾձతྗ͕ͦͷ๏ਓͷܦӦΛࢧ͠ɺ·
ͨͦͷ๏ਓͷܦӦʹ࣮࣭తʹؔ༩͍ͯ͠ΔͱೝΊΒΕΔ͜ͱ

ᶇ� ͦͷଞࣾձతྗͱࣾձతʹඇ͞ΕΔ͖ؔΛ༗͍ͯ͠ΔͱೝΊ
ΒΕΔ͜ͱ

ᾋ� ର͢Δ৴ʹऀݥऀ·ͨඃอܖݥ༝ͳͲʹΑΓɺࣾͷอࣄͷᶃɺᶄͷ࣍
པΛଛͳ͍ɺ͔ͭɺ͜ͷಛΛܧଓ͢Δ͜ͱΛظ͑͠ͳ͍ᾇ͔Βᾊͱಉ
ͷࣄ༝͕͋Δͱ͖
ᶃ� ଞͷอܖݥ͕ॏେࣄ༝ʹΑΓղআ͞Εͨͱ͖
ᶄ� อܖݥऀ·ͨඃอऀݥͷ͍ͣΕ͔͕ଞͷอऀݥͱͷؒͰక݁ͨ͠อ
༝ʹΑΓղআ͞Εͨͱ͖ࣄ͕ॏେܖࡁڞ·ͨܖݥ

̎ɽࣾɺ௨ӃҰۚ࣌ͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣ͕ੜͨ͡ޙͰɺॏେࣄ༝ʹΑΓ͜ͷ
ಛΛղআ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ͜ͷ߹ɺຊͷ̍ɽʹنఆ͢Δॏେࣄ༝͕ੜ
༝ʢୈ̎ʣ͕ੜ͍ͯͨ͡ͱ͖ࣄࢧͷۚ࣌Βղআ·Ͱͷؒʹɺ௨ӃҰ͔࣌ͨ͡
ɺͦͷ௨ӃҰۚ࣌ͷࢧ͍ʹ͍ͭͯɺࣾɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

ᾇ� ௨ӃҰۚ࣌ͷࢧ͍Λ͍ߦ·ͤΜɻ
ᾈ� ͢Ͱʹ௨ӃҰۚ࣌Λࢧ͍ͬͯͨͱ͖ɺͦͷฦؐΛ͠ٻ·͢ɻ

̏ɽॏେࣄ༝ʹΑΔղআͷ௨ʹ͍ͭͯɺୈ1�ʢࠂٛҧʹΑΔղআʣͷ̐ɽ
ͷنఆΛ४༻ͯ͠औΓѻ͍·͢ɻ

	̔ 	 内容の変更について

	第��条	 	 通院一時金ֹのֹݮ

̍ɽอܖݥऀɺ͜ͷಛͷอݥྉؒظࠐதʹݶΓɺকདྷʹ͔ͯͬɺ௨ӃҰ࣌
ֹۚΛֹ͢ݮΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻͨͩ͠ɺࣾɺޙֹݮͷ௨ӃҰֹ͕ۚ࣌ࣾ
ͷఆΊΔݶΛԼճΔֹݮऔΓѻ͍·ͤΜɻ

̎ɽ௨ӃҰֹ͞ݮֹ͕ۚ࣌Εͨͱ͖ɺࣾɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

ᾇ� Λղʢୈ14ʣ͞Εͨͷͱͯ͠औΓѻ͍·͢ɻֹݮ
ᾈ� ௨ӃҰֹ͞ݮֹ͕ۚ࣌ΕͨࢫΛอܖݥऀʹ௨ʢి࣓తํ๏ʹΑΔ߹Λ
ؚΈ·͢ɻʣ͠·͢ɻ

	̕ 	 解約等について

	第��条	 	 特約のղ約

̍ɽอܖݥऀɺ͜ͷಛͷอݥྉؒظࠐதʹݶΓɺকདྷʹ͔ͯͬɺ͜ͷಛ
ͷղΛ͢ٻΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

̎ɽ͜ͷಛ͕ղ͞Εͨͱ͖ɺͦͷࢫΛอܖݥऀʹ௨ʢి࣓తํ๏ʹΑΔ

߹ΛؚΈ·͢ɻʣ͠·͢ɻ

	第��条	 	 特約のফ໓

ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘ͨ͠ͱ͖ɺ͜ͷಛফ໓͠·͢ɻ࣍

ᾇ� ඃอࢮ͕ऀݥͨ͠ͱ͖
ᾈ� ओܖͷೖӃڅۚͷࢧ͕௨ࢧࢉݶʹୡͨ͠ͱ͖
ᾉ� ओܖ͕ᾇ·ͨᾈҎ֎ͷࣄ༝ʹΑͬͯফ໓ͨ͠ͱ͖
ᾊ� ͜ͷಛʹΑΔ௨ӃҰۚ࣌ͷࢧճ͕௨5ͯ͠ࢉ�ճʹୡͨ͠ͱ͖

	第��条	 	 ղ約ฦ金

̍ɽ͜ͷಛʹղฦۚ͋Γ·ͤΜɻ
̎ɽओܖͷࢮڅۚͷ໔ࣄ༝ʹ֘ͯ͠ओܖͷ४උ͕ۚࢧΘΕΔ߹
Ͱ͜ͷಛͷ४උۚࢧ͍·ͤΜɻ

	��	 その他

	第��条	 	 約ऀ金ܖ

͜ͷಛʹର͢Δܖऀۚ͋Γ·ͤΜɻ

	第��条	 	 ॴࡋ

͜ͷಛʹ͓͚Δ௨ӃҰۚ࣌ͷٻʹؔ͢Δૌুʹ͍ͭͯɺී௨อݥͷ
ఆΛ४༻͠·͢ɻنॴͷࡋ

	第��条	 	 ී通อݥ約のنఆの४༻

͜ͷಛʹผஈͷఆΊͷͳ͍ͱ͖ɺී௨อݥͷنఆΛ४༻͠·͢ɻ
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ผද１ɹରとなるෆྀのނࣄ
ରͱͳΔෆྀͷނࣄͱɺൃۮ͔ܹͭٸతͳ֎དྷͷނࣄͱ͠ɺܹٸɺ͓ൃۮΑͼ֎དྷͷఆٛද̍ʹΑΔͷͱ͠·͢ɻ

ද１

༻ɹޠ ఆɹٛ

ܹٸ
తִؒͷͳ͍͜ͱΛ͍͍·͢ɻؒ࣌ա͕తͰɺܦͷൃੜ·ͰͷΒই͔ނࣄ
ʢʣຫੑɺ෮ੑ·ͨ࣋ଓੑͷ͍ڧͷ֘͠·ͤΜɻ

ൃۮ
Ͱ͖ͳ͍͜ͱΛ͍͍·͢ɻݟͱͬͯ༧ʹऀݥͷൃੜ͕ඃอΑΔইʹނࣄͷൃੜ·ͨނࣄ
ʢʣඃอऀݥͷނҙʹͱͮ͘ͷɺ͓Αͼނҙ͔͔ൃۮෆ໌ͳͷ֘͠·ͤΜɻ

֎དྷ

Δ͜ͱΛ͍͍·͢ɻ͢༺࡞ͷମͷ֎෦͔Βऀݥඃอ͕ނࣄ
ʢʣ࣬ප·ͨମ࣭తͳཁҼʹΑΔͷ֘͠·ͤΜɻ·ͨɺ࣬ප·ͨମ࣭తͳཁҼΛ༗͢Δ

ऀ͕ܰඍͳ֎ҼʹΑΓൃ͠·ͨͦͷঢ়͕૿ѱͨ͠ͱ͖ɺͦͷܰඍͳ֎ҼʹΑΔͷ
֘͠·ͤΜɻ

ɹ࣍ͷ̍ɽ͔Β1�ɽରͱͳΔෆྀͷނࣄʹ֘͠·ͤΜɻ
̍ɽҩྍߦҝɺҩༀͷ༻͓Αͼॲஔͷ͏ͪɺ࣬පͷஅɺྍ࣏Λతͱͨ͠ͷ
̎ɽుͷٵೖɾᅞԼʹΑΔؾಓด࠹ɾଉ
̏ɽ࣬පʹΑΔٵݺোɺᅞԼো͘͠ਫ਼ਆ͓Αͼߦಈͷোɾਆܦোͷঢ়ଶʹ͋Δऀͷ৯ɾͦͷଞͷମͷٵೖ
·ͨᅞԼʹΑΔؾಓด࠹·ͨଉ

̐ɽೖཋதͷనਫ
̑ɽதʢࣹපɾࣹපʣɺߴѹɾѹ͓ΑͼؾѹͷมԽʹΑΔͷʢࢁߴපɾજਫපɾજവපΛؚΈ·͢ɻʣɺΓ
ਲ͍ͳΒͼʹٌծɾׇ

̒ɽ֎༻ༀ·ͨༀ৮ʹΑΔΞϨϧΪʔɺൽෘԌ
̓ɽચࡎɺ༉͓ࢷΑͼάϦʔεɺ༹ͦࡎͷଞͷԽֶ࣭ʹΑΔ৮ൽෘԌ
̔ɽੑەࡉ৯தಟͳΒͼʹΞϨϧΪʔੑɾ৯ӤੑɾதಟੑͷңԌ͓ΑͼେԌ
̕ɽաͷମߦɺແॏྗڥͷظࡏɺڥతݪҼʹΑΔ૽Ի࿐͓ΑͼৼಈʹΑΔͷ
1�ɽॲܐ

ද２ɹରとなるෆྀのނࣄに֘͢る۩ମྫ

͠·͢ɻ֘ʹނࣄɺද̍ͷఆٛΛͯ͢ຬͨ͢߹ʹɺରͱͳΔෆྀͷނࣄͷΑ͏ͳ࣍
ɾަ௨ނࣄ
ɾՐࡂ
ɾసɾམ
ɾւɾͰͷనਫ
ɾམཕɾిײ

ผද２ɹ通院一時金の支払請求にඞཁなॻྨ

߲ɹ ඞཁॻྨ

௨ӃҰۚ࣌ͷࢧ͍

ᾇ� ࣾॴఆͷࢧٻॻ
ᾈ� ࣾॴఆͷ༷ࣜʹΑΔ௨Ӄͨ͠පӃ·ͨྍॴͷ௨Ӄূ໌ॻ
ᾉ� ௨ӃҰۚ࣌ͷडऔਓͷށ੶ঞຊ
ᾊ� ௨ӃҰۚ࣌ͷडऔਓͷҹؑূ໌ॻ
ᾋ� ෆྀͷނࣄʢผද̍ʣΛݪҼͱ͢Δͱ͖ɺෆྀͷނࣄͰ͋Δ͜ͱΛূ໌͢Δॻྨ
͓Αͼࣾॴఆͷ༷ࣜʹΑΔҩࢣͷஅॻ

ᾌ� ௨ӃҰۚ࣌ͷडऔਓຊਓͰ͋Δ͜ͱΛ֬ೝͰ͖Δࣾॴఆͷॻྨ
ᾇ� ࣾɺ্هҎ֎ͷॻྨͷఏग़ΛٻΊɺ·্ͨهͷॻྨͷҰ෦ͷলུΛೝΊΔ͜ͱ͕͋Γ·͢ɻ
ᾈ� ௨ӃҰۚ࣌ͷࢧ͍ͷஅʹ͋ͨͬͯɺ࣮ࣄͷ֬ೝΛ͜͏ߦͱɺ·͕ͨࣾࢦఆͨ͠ҩࢣʹஅΛߦΘͤΔ͜ͱ͕͋Γ
·͢ɻ
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ผද̍� ެతҩྍอ੍ݥʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
ผද̎� ઌਐҩྍʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
ผද̏� ରͱͳΔෆྀͷނࣄʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
ผද̐� ඞཁͳॻྨʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʹٻࢧۚͷݟۚɾڅ

引受基準緩和型先進医療特約目次

この特約の特色ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	１	 保障の開始について
� ୈ̍� ಛͷ։ظ࢝ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	２	 給付金等の支払いについて
� ୈ̎� ͍ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜࢧۚͷݟۚɾڅ
� ୈ̏� ໔ࣄ༝ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	３	 給付金等の支払請求手続について
� ୈ̐� खଓʜʜʜʜʜʜʜٻࢧۚͷݟۚɾڅ

	４	 保険期間および保険料払込期間について
� ୈ̑� ಛͷอ͓ؒظݥΑͼอݥྉؒظࠐʜʜʜʜ

	５	 保険料の払込みについて
� ୈ̒� ಛͷอݥྉͷࠐΈʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈ̓� ݄ظࠐͷओܖͷܖͷԠҎޙ༛�

༧ؒظຬྃ·Ͱʹࢧࣄ༝͕ੜͨ͡߹�
ͷऔѻ͍ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	６	 保険料の払込みがないことによる消滅（未払消滅）について
� ୈ̔� อݥྉͷࠐΈ͕ͳ͍͜ͱʹΑΔফ໓ʢະ�

ফ໓ʣʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	７	 告知義務と解除について
� ୈ̕� ٛʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜࠂ
� ୈø÷� ٛҧʹΑΔղআʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜࠂ
� ୈøø� ٛҧʹΑΔղআ͕Ͱ͖ͳ͍ͱ͖ʜʜʜࠂ
� ୈøù� ॏେࣄ༝ʹΑΔղআʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	８	 解約等について
� ୈøú� ಛͷղʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈøû� ಛͷফ໓ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈøü� ղฦۚʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	９	 その他
� ୈøý� ऀۚʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜܖ
� ୈøþ� ๏ྩͷվਖ਼ʹ͏ࢧࣄ༝ͷมߋʜʜʜʜ
� ୈøÿ� ॴʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜࡋ
� ୈøĀ� ී௨อݥͷنఆͷ४༻ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
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	 ୈ２	 	 ิઆ໌

ˎ１	 療ཆ
ͷᾇ͔Βᾉͷ͍ͣΕ͔ʹ֘࣍
͢ΔͷΛ͍͍·͢ɻ
ᾇ� 
ᾈ� ༀࡎ·ͨࡐྍ࣏ྉͷڅࢧ
ᾉ� ॲஔɺखज़ͦͷଞͷྍ࣏

ˎ２	 特約の開始期（ୈ１）
ୈ̍ʢಛͷ։ظ࢝ʣͷ
ఆʹΑΓɺ͕ࣾ͜ͷಛ্ن
ͷΛ։࢝͢Δ࣌Λ͍͍·
͢ɻ

ˎ３	 ই
͜ͷಛͷ։ظ࢝ʢୈ̍
ʣˎ２Ҏޙʹੜͨ͡ෆྀͷࣄ
Ҽͱݪʢผද̏˒ʣΛͷނ
͢ΔইΛ͍͍·͢ɻ

ˎ４	 ࣬ප
ެతҩྍอ੍ݥʢผද̍˒ʣ
ʹΑΔྍཆͷڅͷରͱͳΔ
ҟৗสΛؚΈɺༀґଘ̖
ؚΈ·ͤΜɻͳ͓ɺ͜ͷಛͷ
։ظ࢝ʢୈ̍ʣˎ２Ҏޙ
ʹੜͨ͡ʮෆྀͷނࣄʢผද
̏˒ʣҎ֎ͷ֎ҼʯΛͷݪ
Ҽͱ͢Δইʹ͍ͭͯɺ࣬ප
ͱΈͳͯ͠औΓѻ͍·͢ɻ
̖ɿ	ฏ27݄̎13૯ল
ୈ35߸ʹఆΊΒΕͨࣔࠂ
ྨ߲தͷྨ൪߸�
̛11�2ɺ̛12�2ɺ̛13�2ɺ
̛14�2ɺ̛15�2ɺ̛16�2ɺ
̛18�2ɺ̛19�2ʹنఆ͞
ΕΔ༰ʹΑΔͷͱ͠ɺ
ༀʹɺϞϧώωɺΞϔ
ϯɺίΧΠϯɺେຑɺਫ਼ਆ
·ༀΛؚΈ֮ݬༀɺܹ
͢ɻ

引受基準緩和型先進医療特約
ʢ࣮ࢪɹ2021�10�1ʣ
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ۚͷछྨڅ ᾇ� ઌਐҩྍڅۚ

ᾈ� ઌਐҩྍݟۚ
λΠϓ ແ
උߟ ͜ͷಛɺҾडج४؇ܕҩྍอݥʢແղฦۚܕʣܖʢҎԼʮओܖʯͱ͍͍·͢ɻʣ
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	１	 保障の開始について

	 第１条	 	 特約の責任開始期

̍ɽ͜ͷಛͷอোɺ࣍ͷ։ظ࢝ʹ։࢝͠·͢ɻ

ঝͷظ࣌ ։ظ࢝

ᾇ� ͕ࣾɺओܖͷక݁ͷࡍʹ͜ͷ
ಛΛՃ͢Δ͜ͱΛঝͨ͠
߹

ओܖͷ։ظ࢝

ᾈ� ͕ࣾɺओܖͷక݁ޙʹ͜ͷಛ
ΛՃ͢Δ͜ͱΛঝͨ͠߹

࣌ͷ͍ͣΕ͔͍࣍
ᶃ� ඃอऀݥʹؔ͢Δࠂʢୈ̕ʣ
Λड͚ͨ࣌

ᶄ� ͜ͷಛͷอݥྉʹ૬͢Δֹۚ
Λड͚औͬͨ࣌

̎ɽຊͷ̍ɽʹنఆ͢Δ։ظ࢝ΛؚΉΛ͜ͷಛͷ։࢝ͱ͠·͢ɻ
̏ɽओܖͷక݁ޙʹɺඃอऀݥͷಉҙΛಘͯɺ͜ͷಛΛՃͨ͠ͱ͖ɺͦͷࢫ
Λอܖݥऀʹ௨ʢి࣓తํ๏ʹΑΔ߹ΛؚΈ·͢ɻʣ͠·͢ɻ

	２	 給付金等の支払いについて

	 第２条	 	 給付金・見舞金の支払い

̍ɽࣾɺ࣍ͷද͓Αͼຊͷ̎ɽͷنఆͷͱ͓Γɺڅۚ·ͨݟۚͷࢧࣄ
༝͕ੜͨ͡ͱ͖ɺͦͷࢧࣄ༝ʹରԠͯ͠څۚ·ͨݟۚΛͦͷडऔਓʹ
͍·ͤΜɻࢧ༝ʢୈ̏ʣʹ֘͢Δͱ͖ࣄ͍·͢ɻͨͩ͠ɺ໔ࢧ

͏߹ʣࢧۚΛڅ༝ʢࣄࢧ ۚɹֹ डऔਓ
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進
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給
付
金

ඃอ͕ऀݥɺ͜ͷಛͷอؒظݥதʹɺ࣍ͷ
ͯ͢Λຬͨ͢ྍཆ １ˎΛड͚ͨͱ͖
ᾇ� ͜ͷಛͷ։ظ࢝ʢୈ̍ʣˎ２Ҏޙ
ʹੜͨ͡ই ３ˎ·ͨ࣬ප ４ˎΛͷݪ
Ҽͱ͢Δྍཆ

ᾈ� ެతҩྍอ੍ݥʢผද̍˒ʣʹ͓͚Δઌ
ਐҩྍʢผද̎˒ʣʢҎԼɺʮઌਐҩྍʯͱ
͍͍·͢ɻʣʹΑΔྍཆ ５ˎ

̍ճͷྍཆʹ͖ͭɺ
ઌਐҩྍͷٕज़ʹ͔
͔Δඅ༻ ６ˎͱಉֹ
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進
医
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金

ඃอ͕ऀݥɺ͜ͷಛͷอؒظݥதʹઌਐҩ
ΘΕΔྍཆࢧ͕ۚڅྍ １ˎΛड͚ͨͱ͖

̍ճͷྍཆʹ͖ͭɺ
ઌਐҩྍڅۚͷࢧ
ֹۚͷ10ˋ૬
ֹ

̎ɽڅۚ·ͨݟۚͷࢧ͍ʹؔͯ͠ɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ
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ˎ５	 先進医療による療ཆ
֘ʹͷᾇ·ͨᾈͷ͍ͣΕ͔࣍
͢Δྍཆআ͖·͢ɻ
ᾇ� ઌਐҩྍͷٕज़ʹ͔͔Δඅ
༻ ６ˎ͕ʮ̌ʯͱͳΔྍཆ

ᾈ�ʮઌਐҩྍ͝ͱʹްੜ࿑ಇ
େਉ͕ఆΊΔࢪઃج४ʯʹ
͓͍ͯɺࣃՊ̖ͷΈͰ࣮ࢪ
͢Δ͜ͱ͕ఆΊΒΕ͍ͯΔ
ઌਐҩྍʹΑΔྍཆ

̖ɿ	ࣃՊɺࣃՊߢޱ֎Պɺڲਖ਼
ՊΛ͍͍·͢ɻࣃࣇՊɺখࣃ

ˎ６	 先進医療のٕज़に͔͔るඅ
༻

ඃอ͕ऀݥड͚ͨઌਐҩྍʹର
͢Δඃอऀݥͷෛ୲ֹͱͯ͠ɺ
පӃ·ͨྍॴʹΑͬͯఆΊ
ΒΕֹͨۚΛ͍͍ɺ࣍ͷᾇ͔Β
ᾋͷඅ༻ͳͲؚΈ·ͤΜɻ
ᾇ� ެతҩྍอ੍ݥʢผද
̍˒ʣͷ๏ʹ͖ͮجอݥ
ͷରͱͳΔඅ༻ʢࣗڅ
ෛ୲ΛؚΈ·͢ɻʣݾ

ᾈ� ઌਐҩྍҎ֎ͷධՁྍཆͷ
ͨΊͷඅ༻

ᾉ� બఆྍཆͷͨΊͷඅ༻
ᾊ� ৯ྍࣄཆͷͨΊͷඅ༻
ᾋ� ੜྍ׆ཆͷͨΊͷඅ༻

ˎ７	 特約の開始（ୈ１）
ୈ̍ʢಛͷ։ظ࢝ʣʹ
࢝ఆ͢Δ͜ͷಛͷ։ن
ʢୈ̍ʣΛ͍͍·͢ɻ

ˎ８	 அ等߁݈
ఆ߁݈ظஅ·ͨਓؒυοΫ
ɺ݈߁ঢ়ଶΛධՁ͢Δ͜ͱͰ
ཱͯʹݟൃظͷ༧ɾૣױ࣬
Δ͜ͱΛతͱͯ͠͏ߦɾ
Λ͍͍·͢ɻݕɾࠪݕ

ˎ９	 ಉҰの࣬ප
ҩ্ֶີͳؔʹ͋ΔҰ࿈ͷ
࣬පˎ４Λ͍͍·͢ɻʮපͱ
පੑບʯɺʮ؊ߗมͱ৯
ಓ੩຺ᚅʯ·ͨʮڱ৺ͱ৺
ʯͳͲප໊෦Ґ͕ҟͳ࠹ߎے
Δ߹Ͱ͋ͬͯɺҩ্ֶີ
ͳ͕ؔ͋Δͱ͖ɺಉҰͷ࣬
පͱͯ͠औΓѻ͍·͢ɻ

ˎ��	 Ұ࿈の療ཆ
ྍཆ։࢝ʹ͋ͨͬͯͷҩࢣʹΑ
Δྍཆʹؔ͢Δܭըʹͮ͘جҰ
࿈ͷྍཆΛ͍͍·͢ɻͳ͓ɺྍ
ཆ։ޙ࢝ʹ৽ͨʹߦΘΕΔ͜ͱ
ͱͳͬͨྍཆɺҰ࿈ͷྍཆʹ
ؚΈ·ͤΜɻ

߲ɹ ɹ༰

ᾇ� ඃอ͕ऀݥɺ͜ͷಛ
ͷ։ظ࢝ʢୈ̍
ʣˎ２લʹੜͨ͡ݪҼ
ʹΑΔྍཆΛड͚ͨͱ
͖

ͷ͍ͣΕ͔ͷ߹ʹɺ࣍͜ ͷಛͷ։ظ࢝ʢୈ
̍ʣ ２ˎҎޙͷ࣬පʹΑΔͷͱΈͳ͠·͢ɻ
Ξɽ͜ͷಛͷ։࢝ʢୈ̍ʣˎ７͔Βͦͷ
ΛؚΊͯ̎Λܦաͨ͠ޙʹྍཆΛड͚ͨ
߹

Πɽ͜ͷಛͷՃͷࡍʹɺ͕ࣾɺࠂʢୈ̕ʣ
ʹΑΓ͍ͬͯͨͦͷݪҼʹؔ͢Δجʹ࣮ࣄ
͍ͮͯঝͨ͠߹ɻͨͩ͠ɺ࣮ࣄͷҰ෦͕ࠂ
ʢୈ̕ʣ͞Εͳ͔ͬͨ͜ͱʹΑΓɺͦͷ
Λ͕ࣾਖ਼֬ʹΔ͜ͱ͕Ͱ࣮ࣄҼʹؔ͢Δݪ
͖ͳ͔ͬͨ߹ʹɺ͜ ͷಛͷ։ظ࢝ʢୈ
̍ʣˎ２Ҏޙͷ࣬පʹΑΔͷͱΈͳ͠·ͤ
Μɻ

ɽͦͷݪҼʹ͍ͭͯɺ͜ͷಛͷ։ظ࢝ʢୈ
̍ʣˎ２લʹɺඃอ͕ऀݥҩࢣͷྍΛड͚
ͨ͜ͱ͕ͳ͘ɺ͔ͭɺ݈߁அˎ８ʹ͓͍ͯ
ҟৗͷࢦఠΛड͚ͨ͜ͱ͕ͳ͍߹ɻͨͩ͠ɺ
ͦͷݪҼʹΑΔঢ়ʹ͍ͭͯอܖݥऀ·ͨ
ඃอ͕ऀݥೝࣝ·͍֮ͨࣗͯͨ͠߹ʹɺ
͜ͷಛͷ։ظ࢝ʢୈ̍ʣˎ２Ҏޙͷ࣬
පʹΑΔͷͱΈͳ͠·ͤΜɻ

Τɽ͜ͷಛͷ։ظ࢝ʢୈ̍ʣˎ２Ҏޙʹɺ
ͦͷݪҼʹΑΔঢ়͕ѱԽͨ͜͠ͱ·ͨͦͷ
Δ࣬පˎ４Λൃප͋ʹҼͱҩ্ֶີͳؔݪ
ͨ͜͠ͱͳͲʹΑΓɺ։ظ࢝ʢୈ̍ʣ ２ˎ

લΛؚΊͯॳΊͯͦͷྍཆ͕ඞཁͰ͋Δͱҩࢣ
ʹஅ͞Εͨ߹ɻͨͩ͠ɺࠂٛҧʢୈ
10ʣ͕͋ͬͨͱ͖ɺ͜ͷݶΓͰ͋Γ·
ͤΜɻ

ᾈ� ඃอ͕ऀݥɺಉҰͷই
ಉҰͷ࣬ͨ·３ˎ
පˎ９ΛͷݪҼͱ͠
ͯɺಉҰͷઌਐҩྍʹ
ΑΔྍཆΛෳճʹΘ
ͨͬͯҰ࿈ͷྍཆˎ��ͱ
ͯ͠ड͚ͨͱ͖

Ұ࿈ͷྍཆˎ��ͱͯ͠ड͚ͨಉҰͷઌਐҩྍʹΑΔ
ෳճͷྍཆΛ̍ճͷྍཆͱΈͳ͠·͢ɻ͜ ͷ߹ɺ
Ұ࿈ͷྍཆˎ��Λ࠷ॳʹड͚ͨʹͦͷྍཆΛड͚
ͨͷͱΈͳͯ͠औΓѻ͍·͢ɻ
ʢʣ�� Ұ࿈ͷྍཆˎ��ͱͯ͠ड͚ͨઌਐҩྍͷٕज़

ʹ͔͔Δඅ༻ˎ６ͷ૯ֹΛɺຊͷ̍ɽʹఆ
ΊΔઌਐҩྍͷٕज़ʹ͔͔Δඅ༻ˎ６ͱ͠·
͢ɻ

ᾉ� ઌਐҩྍڅۚͷࢧ
ݶ

௨2ͯ͠ࢉ000ສԁͱ͠·͢ɻ

ᾊ� ઌਐҩྍڅۚ·ͨ
ઌਐҩྍݟۚͷࢧ
͏ࢧ༝͕ੜ͡ɺࣄ
͖ઌਐҩྍڅۚ·ͨ
ઌਐҩྍݟ͕ۚ͋
Δ߹Ͱɺͦͷࢧલ
ʹඃอࢮ͕ऀݥͨ͠
ͱ͖

ओܖͷೖӃڅۚडऔਓ͕ඃอऀݥͷ߹ʹɺ
ۚΛݟۚ·ͨઌਐҩྍڅ͏͖ઌਐҩྍࢧ
ී௨อݥͷنఆʹ͖ͮجೖӃڅۚΛड͚औΔ
͖ऀʹࢧ͍·͢ɻ

˒ผද̍ʢ1�97ࢀরʣɺผද̎ʢ1�97ࢀরʣɺผද̏ʢ1�97ࢀরʣ

	 第̏条	 	 ໔責ࣄ༝

̍ɽࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣ͕ੜͯ͡ɺ࣍ͷ໔ࣄ༝ʹ֘͢Δͱ͖ɺࣾɺڅ
ۚ·ͨݟۚΛࢧ͍·ͤΜɻ

	 ୈ２	 	 ิઆ໌

ˎ１	 療ཆ
ͷᾇ͔Βᾉͷ͍ͣΕ͔ʹ֘࣍
͢ΔͷΛ͍͍·͢ɻ
ᾇ� 
ᾈ� ༀࡎ·ͨࡐྍ࣏ྉͷڅࢧ
ᾉ� ॲஔɺखज़ͦͷଞͷྍ࣏

ˎ２	 特約の開始期（ୈ１）
ୈ̍ʢಛͷ։ظ࢝ʣͷ
ఆʹΑΓɺ͕ࣾ͜ͷಛ্ن
ͷΛ։࢝͢Δ࣌Λ͍͍·
͢ɻ

ˎ３	 ই
͜ͷಛͷ։ظ࢝ʢୈ̍
ʣˎ２Ҏޙʹੜͨ͡ෆྀͷࣄ
Ҽͱݪʢผද̏˒ʣΛͷނ
͢ΔইΛ͍͍·͢ɻ

ˎ４	 ࣬ප
ެతҩྍอ੍ݥʢผද̍˒ʣ
ʹΑΔྍཆͷڅͷରͱͳΔ
ҟৗสΛؚΈɺༀґଘ̖
ؚΈ·ͤΜɻͳ͓ɺ͜ͷಛͷ
։ظ࢝ʢୈ̍ʣˎ２Ҏޙ
ʹੜͨ͡ʮෆྀͷނࣄʢผද
̏˒ʣҎ֎ͷ֎ҼʯΛͷݪ
Ҽͱ͢Δইʹ͍ͭͯɺ࣬ප
ͱΈͳͯ͠औΓѻ͍·͢ɻ
̖ɿ	ฏ27݄̎13૯ল
ୈ35߸ʹఆΊΒΕͨࣔࠂ
ྨ߲தͷྨ൪߸�
̛11�2ɺ̛12�2ɺ̛13�2ɺ
̛14�2ɺ̛15�2ɺ̛16�2ɺ
̛18�2ɺ̛19�2ʹنఆ͞
ΕΔ༰ʹΑΔͷͱ͠ɺ
ༀʹɺϞϧώωɺΞϔ
ϯɺίΧΠϯɺେຑɺਫ਼ਆ
·ༀΛؚΈ֮ݬༀɺܹ
͢ɻ

引受基準緩和型先進医療特約
ʢ࣮ࢪɹ2021�10�1ʣ
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తɾ༰ ઌਐҩྍʹΑΔྍཆʹର͢Δอؒظݥऴͷอো
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	１	 保障の開始について

	 第１条	 	 特約の責任開始期

̍ɽ͜ͷಛͷอোɺ࣍ͷ։ظ࢝ʹ։࢝͠·͢ɻ

ঝͷظ࣌ ։ظ࢝

ᾇ� ͕ࣾɺओܖͷక݁ͷࡍʹ͜ͷ
ಛΛՃ͢Δ͜ͱΛঝͨ͠
߹

ओܖͷ։ظ࢝

ᾈ� ͕ࣾɺओܖͷక݁ޙʹ͜ͷಛ
ΛՃ͢Δ͜ͱΛঝͨ͠߹

࣌ͷ͍ͣΕ͔͍࣍
ᶃ� ඃอऀݥʹؔ͢Δࠂʢୈ̕ʣ
Λड͚ͨ࣌

ᶄ� ͜ͷಛͷอݥྉʹ૬͢Δֹۚ
Λड͚औͬͨ࣌

̎ɽຊͷ̍ɽʹنఆ͢Δ։ظ࢝ΛؚΉΛ͜ͷಛͷ։࢝ͱ͠·͢ɻ
̏ɽओܖͷక݁ޙʹɺඃอऀݥͷಉҙΛಘͯɺ͜ͷಛΛՃͨ͠ͱ͖ɺͦͷࢫ
Λอܖݥऀʹ௨ʢి࣓తํ๏ʹΑΔ߹ΛؚΈ·͢ɻʣ͠·͢ɻ

	２	 給付金等の支払いについて

	 第２条	 	 給付金・見舞金の支払い

̍ɽࣾɺ࣍ͷද͓Αͼຊͷ̎ɽͷنఆͷͱ͓Γɺڅۚ·ͨݟۚͷࢧࣄ
༝͕ੜͨ͡ͱ͖ɺͦͷࢧࣄ༝ʹରԠͯ͠څۚ·ͨݟۚΛͦͷडऔਓʹ
͍·ͤΜɻࢧ༝ʢୈ̏ʣʹ֘͢Δͱ͖ࣄ͍·͢ɻͨͩ͠ɺ໔ࢧ

͏߹ʣࢧۚΛڅ༝ʢࣄࢧ ۚɹֹ डऔਓ
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Ҽͱ͢Δྍཆ
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ਐҩྍʢผද̎˒ʣʢҎԼɺʮઌਐҩྍʯͱ
͍͍·͢ɻʣʹΑΔྍཆ ５ˎ
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金

ඃอ͕ऀݥɺ͜ͷಛͷอؒظݥதʹઌਐҩ
ΘΕΔྍཆࢧ͕ۚڅྍ １ˎΛड͚ͨͱ͖

̍ճͷྍཆʹ͖ͭɺ
ઌਐҩྍڅۚͷࢧ
ֹۚͷ10ˋ૬
ֹ

̎ɽڅۚ·ͨݟۚͷࢧ͍ʹؔͯ͠ɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

特

約

91

引
受
基
準
緩
和
型
先
進
医
療
特
約



	 ୈ３	 	 ิઆ໌

ˎ１	 他֮ॴݟのないの
ҩ͕ࢣɺࢹɺ৮ը૾அ
ͳͲʹΑΓঢ়Λཪ͚Δ͜ͱ
͕Ͱ͖ͳ͍ͷΛ͍͍·͢ɻ

໔ࣄ༝ʢࢧࣄ༝͕ੜͯ͡څۚΛࢧΘͳ͍߹ʣ

先
進
医
療
給
付
金
ɾ
先
進
医
療
見
舞
金

ͷ͍ͣΕ͔ʹΑΔͱ͖࣍༝͕ࣄࢧ
ᾇ� อܖݥऀͷނҙ·ͨॏେͳաࣦ
ᾈ� ඃอऀݥͷނҙ·ͨॏେͳաࣦ
ᾉ� ඃอऀݥͷ൜ߦࡑҝ
ᾊ� ඃอऀݥͷਫ਼ਆোΛݪҼͱ͢Δނࣄ
ᾋ� ඃอऀݥͷటਲͷঢ়ଶΛݪҼͱ͢Δނࣄ
ᾌ� ඃอ͕ऀݥ๏ྩʹఆΊΔӡస֨ࢿΛͨ࣋ͳ͍Ͱӡస͍ͯ͠Δؒʹੜͨ͡
ނࣄ

ᾍ� ඃอ͕ऀݥ๏ྩʹఆΊΔञؾଳͼӡస·ͨ͜Εʹ૬͢ΔӡసΛͯ͠
͍Δؒʹੜͨ͡ނࣄ

ᾎ� ᰍ෦ީ܈ʢ͍ΘΏΔʮΉͪ͏ͪʯʣ·ͨࠊ௧Ͱ͍ͣΕଞ֮ॴݟ
ͷͳ͍ͷ １ˎʢݪҼͷԿΛ͍·ͤΜɻʣ

ᾏ� ɺՐ·ͨ
ᾐ� ઓ૪ͦͷଞͷมཚ

̎ɽ໔ࣄ༝ʹؔͯ͠ɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

߲ɹ ɹ༰

ʮɺՐ·ͨʯ·
ͨʮઓ૪ͦͷଞͷมཚʯ
ʹΑͬͯઌਐҩྍڅۚ·
ͨઌਐҩྍݟۚͷࢧ
༝͕ੜͨ͡ͱ͖ࣄ

ࢉܭͷݥͷ૿Ճ͕อऀݥ༝ʹ֘ͨ͠ඃอࣄࢧ
ͷٴʹૅج΅͢Ө͕ڹগͳ͍ͱ͖ɺͦͷӨڹͷఔ
ʹԠ͡ɺઌਐҩྍڅۚ·ͨઌਐҩྍݟۚͷ
ֹۚͷҰ෦·ͨશ෦Λࢧ͍·͢ɻ

	̏ 	 給付金等の支払請求手続について

	 第̐条	 	 給付金・見舞金の支払ٻखଓ

̍ɽڅۚ·ͨݟۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣ͕ੜͨ͡ͱ͖ɺอܖݥऀ·ͨඃ
อऀݥɺ͢Έ͔ʹࣾʹ௨͢Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

̎ɽڅۚ·ͨݟۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣ͕ੜͨ͡ͱ͖ɺͦͷडऔਓɺඞཁ
ॻྨʢผද̐˒ʣΛ͢Έ͔ʹࣾʹఏग़ͯͦ͠ͷࢧ͍Λ͢ٻΔ͜ͱΛඞཁ
ͱ͠·͢ɻ

˒ผද̐ʢ1�98ࢀরʣ

	̐ 	 保険期間および保険料払込期間について

	 第̑条	 	 特約のอݥ期͓ؒΑͼอݥྉ払ࠐ期ؒ

͜ͷಛͷอ͓ؒظݥΑͼอݥྉؒظࠐͷऴظɺओܖͷอ͓ؒظݥΑͼอ
ͱಉҰͱ͠·͢ɻظͷऴؒظࠐྉݥ

	̑ 	 保険料の払込みについて

	 第̒条	 	 特約のอݥྉの払ࠐΈ

̍ɽ͜ͷಛͷอݥྉɺୈ̑ʢಛͷอ͓ؒظݥΑͼอݥྉؒظࠐʣͷอݥྉ
ؒظࠐதɺओܖͷอݥྉͱͱʹ͍ࠐΉ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ͜ͷಛͷ
อݥྉΛલೲ͢Δ߹ಉ༷ͱ͠·͢ɻ

̎ɽओܖͷอݥྉ͕͍ࠐ·Ε͜ͷಛͷอݥྉ͕͍ࠐ·Εͳ͍ͱ͖ɺ͜ͷಛ
ɺͦͷอݥྉࠐΈͷ༛༧ؒظຬྃͷཌҎ߱ɺকདྷʹ͔ͯͬղʢୈ
13ʣ͞Εͨͷͱ͠·͢ɻ
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	 第̓条	 	 払ࠐ期݄のओܖ約のܖ約のԠҎޙ༛༧期ؒຬྃ·Ͱʹ
支払ࣄ༝͕ੜͨ͡߹のऔѻい

͜ͷಛͷอݥྉ͕͍ࠐ·Εͳ͍··ɺ݄ظࠐͷओܖͷܖͷԠҎ
༝ʢୈ̎ࣄࢧۚͷݟۚ·ͨڅຬྃ·Ͱʹɺ͜ͷಛʹΑΔؒظ༛༧ޙ
ʣ͕ੜͨ͡ͱ͖ɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

ᾇ� ͍·͢ɻࢧྉΛࠩ͠Ҿ͍ͯݥอࠐ͏ͱ͖ɺະࢧۚΛݟۚ·ͨڅ
ᾈ� ᾇͷ߹ɺࣾͷࢧ͏ֹ͖͕ۚࠩ͠Ҿ͖͘ະࠐอݥྉʹෆ͢Δͱ
͖ɺอܖݥऀɺະࠐอݥྉΛͦͷ༛༧ؒظຬྃ·Ͱʹ͍ࠐΉ͜
ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ͜ͷະࠐอݥྉ͕͍ࠐ·Εͳ͍ͱ͖ɺࣾɺࢧ
ࣄ༝ʢୈ̎ʣͷൃੜʹΑΓࢧ͏ֹ͖ۚΛࢧ͍·ͤΜɻ

	̒ 	 保険料の払込みがないことによる消滅（未払消滅）について

	 第̔条	 	 อݥྉの払ࠐΈ͕ͳい͜ͱʹΑΔফ໓ʢະ払ফ໓ʣ

ओܖ͕อݥྉͷࠐΈ͕ͳ͍͜ͱʹΑΓফ໓ͨ͠ͱ͖ɺ͜ͷಛಉ࣌ʹক
དྷʹ͔ͯͬফ໓͠·͢ɻ

	̓ 	 告知義務と解除について

	 第̕条	 	 ٛࠂ

̍ɽࣾɺ͜ͷಛͷక݁ͷࡍʹɺอܖݥऀͱඃอऀݥʹରͯ͠ඃอऀݥʹؔ͢
ΔࠂΛॻ໘ʢి࣓తํ๏ʹΑΔ߹ΛؚΈ·͢ɻҎԼಉ͡ͱ͠·͢ɻʣͰٻΊ
Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

̎ɽࠂΛٻΊΒΕͨอܖݥऀ·ͨඃอऀݥɺڅۚ·ͨݟۚͷࢧࣄ༝
ʢୈ̎ʣͷൃੜͷՄੑʹؔ͢Δॏཁͳ߲ࣄͷ͏ͪॻ໘ͰࠂΛٻΊΒΕͨࣄ
߲ʹ͍ͭͯɺͦͷॻ໘Ͱࠂ͢Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

	第��条	 	 ٛҧʹΑΔղআࠂ

̍ɽ͜ͷಛͷక݁ʹ͋ͨͬͯɺอܖݥऀ·ͨඃอ͕ऀݥɺނҙ·ͨॏେͳա
ࣦʹΑͬͯɺୈ̕ʢࠂٛʣͷنఆʹΑΓ͕ࣾࠂΛٻΊ߲ͨࣄʹ͍ͭͯɺ
ͱ͖ɺࣾɺ͜ͷಛͨ͛ࠂͰͳ͍͜ͱΛ࣮ࣄͳ͔͔ͬͨɺ·ͨ͛ࠂΛ࣮ࣄ
Λকདྷʹ͔ͯͬղআ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

̎ɽࣾɺڅۚ·ͨݟۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣ͕ੜͨ͡ޙͰɺࠂٛҧ
ʹΑΓ͜ͷಛΛղআ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ͜ͷ߹ɺࣾɺ࣍ͷͱ͓Γऔ
Γѻ͍·͢ɻ

ᾇ� Μɻͤ·͍ߦ͍Λࢧۚͷݟۚ·ͨڅ
ᾈ� ͢Ͱʹڅۚ·ͨݟۚΛࢧ͍ͬͯͨͱ͖ɺͦͷฦؐΛ͠ٻ·͢ɻ

̏ɽຊͷ̎ɽͷنఆʹ͔͔ΘΒͣɺڅۚ·ͨݟۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣͷൃ
ੜ͕ղআͷݪҼͱͳ࣮ͬͨࣄʹΑΒͳ͔ͬͨ͜ͱΛอܖݥऀ·ͨඃอ͕ऀݥ
ূ໌ͨ͠ͱ͖ɺࣾɺڅۚ·ͨݟۚͷࢧ͍Λ͍ߦ·͢ɻ

̐ɽࠂٛҧʹΑΓ͜ͷಛΛղআ͢Δͱ͖ɺࣾɺอܖݥऀʹରͯ͠௨
͠·͢ɻͨͩ͠ɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ͷ߹ʹɺඃอऀݥʹ௨͠·͢ɻ

ᾇ� อܖݥऀ·ͨͦͷॅॴ͘͠ډॴ͕ෆ໌ͷ߹
ᾈ� ᾇͷ΄͔ɺਖ਼ͳࣄ༝ʹΑͬͯอܖݥऀʹ௨Ͱ͖ͳ͍߹

	第��条	 	 ٛҧʹΑΔղআ͕Ͱ͖ͳいͱ͖ࠂ

̍ɽࣾɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘͢Δͱ͖ɺୈ10ʢࠂٛҧʹΑΔղআʣ
ͷنఆʹΑΓ͜ͷಛΛղআ͢Δ͜ͱͰ͖·ͤΜɻ

	 ୈ３	 	 ิઆ໌

ˎ１	 他֮ॴݟのないの
ҩ͕ࢣɺࢹɺ৮ը૾அ
ͳͲʹΑΓঢ়Λཪ͚Δ͜ͱ
͕Ͱ͖ͳ͍ͷΛ͍͍·͢ɻ

໔ࣄ༝ʢࢧࣄ༝͕ੜͯ͡څۚΛࢧΘͳ͍߹ʣ

先
進
医
療
給
付
金
ɾ
先
進
医
療
見
舞
金

ͷ͍ͣΕ͔ʹΑΔͱ͖࣍༝͕ࣄࢧ
ᾇ� อܖݥऀͷނҙ·ͨॏେͳաࣦ
ᾈ� ඃอऀݥͷނҙ·ͨॏେͳաࣦ
ᾉ� ඃอऀݥͷ൜ߦࡑҝ
ᾊ� ඃอऀݥͷਫ਼ਆোΛݪҼͱ͢Δނࣄ
ᾋ� ඃอऀݥͷటਲͷঢ়ଶΛݪҼͱ͢Δނࣄ
ᾌ� ඃอ͕ऀݥ๏ྩʹఆΊΔӡస֨ࢿΛͨ࣋ͳ͍Ͱӡస͍ͯ͠Δؒʹੜͨ͡
ނࣄ

ᾍ� ඃอ͕ऀݥ๏ྩʹఆΊΔञؾଳͼӡస·ͨ͜Εʹ૬͢ΔӡసΛͯ͠
͍Δؒʹੜͨ͡ނࣄ

ᾎ� ᰍ෦ީ܈ʢ͍ΘΏΔʮΉͪ͏ͪʯʣ·ͨࠊ௧Ͱ͍ͣΕଞ֮ॴݟ
ͷͳ͍ͷ １ˎʢݪҼͷԿΛ͍·ͤΜɻʣ

ᾏ� ɺՐ·ͨ
ᾐ� ઓ૪ͦͷଞͷมཚ

̎ɽ໔ࣄ༝ʹؔͯ͠ɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

߲ɹ ɹ༰

ʮɺՐ·ͨʯ·
ͨʮઓ૪ͦͷଞͷมཚʯ
ʹΑͬͯઌਐҩྍڅۚ·
ͨઌਐҩྍݟۚͷࢧ
༝͕ੜͨ͡ͱ͖ࣄ

ࢉܭͷݥͷ૿Ճ͕อऀݥ༝ʹ֘ͨ͠ඃอࣄࢧ
ͷٴʹૅج΅͢Ө͕ڹগͳ͍ͱ͖ɺͦͷӨڹͷఔ
ʹԠ͡ɺઌਐҩྍڅۚ·ͨઌਐҩྍݟۚͷ
ֹۚͷҰ෦·ͨશ෦Λࢧ͍·͢ɻ

	̏ 	 給付金等の支払請求手続について

	 第̐条	 	 給付金・見舞金の支払ٻखଓ

̍ɽڅۚ·ͨݟۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣ͕ੜͨ͡ͱ͖ɺอܖݥऀ·ͨඃ
อऀݥɺ͢Έ͔ʹࣾʹ௨͢Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

̎ɽڅۚ·ͨݟۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣ͕ੜͨ͡ͱ͖ɺͦͷडऔਓɺඞཁ
ॻྨʢผද̐˒ʣΛ͢Έ͔ʹࣾʹఏग़ͯͦ͠ͷࢧ͍Λ͢ٻΔ͜ͱΛඞཁ
ͱ͠·͢ɻ

˒ผද̐ʢ1�98ࢀরʣ

	̐ 	 保険期間および保険料払込期間について

	 第̑条	 	 特約のอݥ期͓ؒΑͼอݥྉ払ࠐ期ؒ

͜ͷಛͷอ͓ؒظݥΑͼอݥྉؒظࠐͷऴظɺओܖͷอ͓ؒظݥΑͼอ
ͱಉҰͱ͠·͢ɻظͷऴؒظࠐྉݥ

	̑ 	 保険料の払込みについて

	 第̒条	 	 特約のอݥྉの払ࠐΈ

̍ɽ͜ͷಛͷอݥྉɺୈ̑ʢಛͷอ͓ؒظݥΑͼอݥྉؒظࠐʣͷอݥྉ
ؒظࠐதɺओܖͷอݥྉͱͱʹ͍ࠐΉ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ͜ͷಛͷ
อݥྉΛલೲ͢Δ߹ಉ༷ͱ͠·͢ɻ

̎ɽओܖͷอݥྉ͕͍ࠐ·Ε͜ͷಛͷอݥྉ͕͍ࠐ·Εͳ͍ͱ͖ɺ͜ͷಛ
ɺͦͷอݥྉࠐΈͷ༛༧ؒظຬྃͷཌҎ߱ɺকདྷʹ͔ͯͬղʢୈ
13ʣ͞Εͨͷͱ͠·͢ɻ
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	 ୈ��	 	 ิઆ໌

ˎ１	 保険ഔհऀ
ࣾͷͨΊʹอܖݥͷక݁ͷ
ഔհΛ͜͏ߦͱ͕Ͱ͖ΔऀͰ
͋ͬͯɺࣾͷͨΊʹอܖݥ
ͷక݁ͷཧΛ͜͏ߦͱ͕Ͱ͖
ΔऀΛআ͖·͢ɻ

ˎ２	 特約の開始（ୈ１）
ୈ̍ʢಛͷ։ظ࢝ʣʹ
࢝ఆ͢Δ͜ͷಛͷ։ن
ʢୈ̍ʣΛ͍͍·͢ɻ

	 ୈ��	 	 ิઆ໌

ˎ１	 給付金
͜ͷಛͷڅۚ·ͨݟۚ
Λ͍͍·͢ɻ

ᾇ� ͜ͷಛͷక݁ͷਃࠐΈʹର͕ͯࣾ͠൱ͷܾఆΛࡍ͏ߦɺ͕ࣾղআͷ
Λ͍ͬͯͨͱ͖ɺ·ͨաࣦʹΑͬͯΒͳ͔ͬͨͱ͖࣮ࣄҼͱͳΔݪ

ᾈ� อݥഔհऀ １ˎ͕ ɺอܖݥऀ·ͨඃอ͕ऀݥୈ̕ʢࠂٛʣͷࠂΛ
͢Δ͜ͱΛ͛ͨͱ͖

ᾉ� อݥഔհऀ １ˎ͕ ɺอܖݥऀ·ͨඃอऀݥʹର͠ɺୈ̕ʢࠂٛʣͷ
ΊקΔ͜ͱΛ͛ࠂͰͳ͍͜ͱΛ࣮ࣄΊͨͱ͖ɺ·ͨקΛ͠ͳ͍͜ͱΛࠂ
ͨͱ͖

ᾊ� ͕ࣾղআͷݪҼΛ͔ͬͨΒͦͷΛؚΊ͔݄ͯ̍Ҏʹղআ͠ͳ͔ͬ
ͨͱ͖

ᾋ� ͜ͷಛͷ։࢝ʢୈ̍ʣ ２ˎ͔ΒͦͷΛؚΊͯ̎Ҏʹڅۚ·
ͨݟۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣ͕ੜ͡ͳ͍ͰɺͦͷؒظΛܦաͨ͠ͱ͖

̎ɽຊͷ̍ɽʵᾈ͓Αͼᾉͷ߹ͰɺͦΕͧΕʹنఆ͢Δอݥഔհऀ １ˎͷߦҝ͕ͳ
͔ͬͨͱͯ͠ɺอܖݥऀ·ͨඃอ͕ऀݥɺୈ̕ʢࠂٛʣͷنఆʹΑ
Γ͕ࣾࠂΛٻΊ߲ͨࣄʹ͍ͭͯɺ࣮ࣄΛ͛ࠂͳ͔͔ͬͨ·࣮ͨࣄͰͳ͍͜
ͱΛͨ͛ࠂͱೝΊΒΕΔͱ͖ɺຊͷ̍ɽద༻͠·ͤΜɻ

	第��条	 	 ॏେࣄ༝ʹΑΔղআ

̍ɽࣾɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ͷॏେࣄ༝͕ੜͨ͡ͱ͖ɺ͜ͷಛΛকདྷʹ͔ͯͬղ
আ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

ᾇ� อܖݥऀ·ͨඃอڅ͕ऀݥۚ １ˎΛऔ͢Δత͘͠ଞਓʹڅ
ۚ １ˎΛऔͤ͞ΔతͰނࣄটகʢະΛؚΈ·͢ɻʣΛͨ͠ͱ͖

ᾈ� ۚڅ １ˎͷٻʹؔ͠ɺڅۚ １ˎͷडऔਓʹߦٗҝʢະΛؚΈ·͢ɻʣ
͕͋ͬͨͱ͖

ᾉ� ଞͷอܖݥͱͷॏෳʹΑͬͯɺඃอऀݥʹ͔͔Δڅֹۚͷ߹ֹ͕ܭஶ
͘͠աେͰ͋ͬͯɺอ੍ݥͷతʹ͢Δঢ়ଶ͕ͨΒ͞ΕΔ͓ͦΕ͕͋
Δͱ͖

ᾊ� อܖݥऀ·ͨඃอ͕ऀݥɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘͢Δͱ͖
ᶃ� ྗஂɺྗஂһʢྗஂһͰͳ͘ͳ͔ͬͨΒ̑Λܦա͠ͳ͍ऀΛ
ؚΈ·͢ɻʣɺྗஂ४ߏһɺྗஂؔͦۀاͷଞͷࣾձతྗʢҎ
Լʮࣾձతྗʯͱ͍͍·͢ɻʣʹ֘͢ΔͱೝΊΒΕΔ͜ͱ

ᶄ� ࣾձతྗʹରͯۚ͠ࢿΛఏ͠ڙɺ·ͨศٓΛڙ༩͢ΔͳͲͷؔ
༩Λ͍ͯ͠ΔͱೝΊΒΕΔ͜ͱ

ᶅ� ࣾձతྗΛෆʹར༻͍ͯ͠ΔͱೝΊΒΕΔ͜ͱ
ᶆ� อܖݥऀ͕๏ਓͷ߹ɺࣾձతྗ͕ͦͷ๏ਓͷܦӦΛࢧ͠ɺ·
ͨͦͷ๏ਓͷܦӦʹ࣮࣭తʹؔ༩͍ͯ͠ΔͱೝΊΒΕΔ͜ͱ

ᶇ� ͦͷଞࣾձతྗͱࣾձతʹඇ͞ΕΔ͖ؔΛ༗͍ͯ͠ΔͱೝΊ
ΒΕΔ͜ͱ

ᾋ� ର͢Δ৴ʹऀݥऀ·ͨඃอܖݥ༝ͳͲʹΑΓɺࣾͷอࣄͷᶃɺᶄͷ࣍
པΛଛͳ͍ɺ͔ͭɺ͜ͷಛΛܧଓ͢Δ͜ͱΛظ͑͠ͳ͍ᾇ͔Βᾊͱಉ
ͷࣄ༝͕͋Δͱ͖
ᶃ� ଞͷอܖݥ͕ॏେࣄ༝ʹΑΓղআ͞Εͨͱ͖
ᶄ� อܖݥऀ·ͨඃอऀݥͷ͍ͣΕ͔͕ଞͷอऀݥͱͷؒͰక݁ͨ͠อ
༝ʹΑΓղআ͞Εͨͱ͖ࣄ͕ॏେܖࡁڞ·ͨܖݥ

̎ɽࣾɺڅۚ·ͨݟۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣ͕ੜͨ͡ޙͰɺॏେࣄ༝ʹ
ΑΓ͜ͷಛΛղআ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ͜ͷ߹ɺຊͷ̍ɽʹنఆ͢Δॏେ
༝ʢୈ̎ʣࣄࢧۚͷݟۚ·ͨڅΒղআ·Ͱͷؒʹɺ͔࣌༝͕ੜͨ͡ࣄ
͕ੜ͍ͯͨ͡ͱ͖ɺͦͷڅۚ·ͨݟۚͷࢧ͍ʹ͍ͭͯɺࣾɺ࣍ͷ
ͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

ᾇ� Μɻͤ·͍ߦ͍Λࢧۚͷݟۚ·ͨڅ
ᾈ� ͢Ͱʹڅۚ·ͨݟۚΛࢧ͍ͬͯͨͱ͖ɺͦͷฦؐΛ͠ٻ·͢ɻ

̏ɽॏେࣄ༝ʹΑΔղআͷ௨ʹ͍ͭͯɺୈ10ʢࠂٛҧʹΑΔղআʣͷ̐ɽ
ͷنఆΛ४༻ͯ͠औΓѻ͍·͢ɻ
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	 ୈ��	 	 ิઆ໌

ˎ１	 มߋ
͔ʹߋ༝ʢୈ̎ʣͷมࣄࢧ
͔ΔೝՄҎޙɺࣾͷఆΊΔ
ͷޙʹ౸དྷ͢Δओܖͷܖ
ͷԠʢ୯ҐʣΛ͍͍
·͢ɻ

ˎ２	 医療ٕज़·ͨ医療ڥの
มԽ

ެతҩྍอ੍ݥʹΑΒͳ͍࣏
ྍͷঢ়گͷมԽɺҩྍʹؔ͢Δ
ࣾձڥͷมԽΛ͍͍·͢ɻ

	̔ 	 解約等について

	第��条	 	 特約のղ約

̍ɽอܖݥऀɺ͜ͷಛͷอݥྉؒظࠐதʹݶΓɺকདྷʹ͔ͯͬ͜ͷಛͷ
ղΛ͢ٻΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

̎ɽ͜ͷಛ͕ղ͞Εͨͱ͖ɺͦͷࢫΛอܖݥऀʹ௨ʢి࣓తํ๏ʹΑΔ
߹ΛؚΈ·͢ɻʣ͠·͢ɻ

	第��条	 	 特約のফ໓

ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘ͨ͠ͱ͖ɺ͜ͷಛফ໓͠·͢ɻ࣍

ᾇ� ओܖͷࢮڅۚΛࢧͬͨͱ͖
ᾈ� ओܖ͕ᾇҎ֎ͷࣄ༝ʹΑͬͯফ໓ͨ͠ͱ͖
ᾉ� ͜ͷಛʹΑΔઌਐҩྍڅۚͷࢧֹ͕ۚ௨2ͯ͠ࢉ000ສԁʹୡͨ͠ͱ
͖

	第��条	 	 ղ約ฦ金

̍ɽ͜ͷಛʹղฦۚ͋Γ·ͤΜɻ
̎ɽओܖͷࢮڅۚͷ໔ࣄ༝ʹ֘ͯ͠ओܖͷ४උ͕ۚࢧΘΕΔ߹
Ͱɺ͜ͷಛͷ४උۚࢧ͍·ͤΜɻ

	̕ 	 その他

	第��条	 	 約ऀ金ܖ

͜ͷಛʹର͢Δܖऀۚ͋Γ·ͤΜɻ

	第��条	 	 ๏ྩのվਖ਼ʹ͏支払ࣄ༝のมߋ

̍ɽࣾɺ͜ͷಛͷڅۚ·ͨݟۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣʹ͔͔ΘΔ࣍ͷ͍
ͣΕ͔ͷࣄ༝͕ɺ͜ͷಛͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣʹӨڹΛٴ΅͢ͱ͖ɺओ
ிͷೝՄΛಘͯɺมߋ １ˎ͔Βকདྷʹ͔ͯͬɺ͜ͷಛͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣ
Λม͢ߋΔ͜ͱ͕͋Γ·͢ɻ

ᾇ� ๏ྩͷվਖ਼ʹΑΔެతҩྍอ੍ݥͷվਖ਼
ᾈ� ҩྍٕज़·ͨҩྍڥͷมԽ ２ˎ

̎ɽ͜ͷಛͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣΛม͢ߋΔͱ͖ɺมߋ １ˎͷ͔݄̎લ·Ͱʹอ
Λ௨͠·͢ɻࢫऀʹͦͷܖݥ

̏ɽຊͷ̎ɽͷ௨Λड͚ͨอܖݥऀɺมߋ １ˎͷ̎िؒલ·Ͱʹ࣍ͷ͍ͣΕ
͔ͷํ๏Λࢦఆ͢Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

ᾇ� ͜ͷಛͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣͷมߋΛঝ͢Δํ๏
ᾈ� มߋ １ˎͷલʹ͜ͷอܖݥΛղʢୈ13ʣ͢Δํ๏

̐ɽຊͷ̏ɽͷࢦఆ͕ͳ͞Εͳ͍··มߋ １ˎ͕ ౸དྷͨ͠ͱ͖ɺอܖݥऀʹΑ
Γຊͷ̏ɽʵᾇͷํ๏Λࢦఆ͞ΕͨͷͱΈͳ͠·͢ɻ

	第��条	 	 ॴࡋ

͜ͷಛʹ͓͚Δڅۚ·ͨݟۚͷٻʹؔ͢Δૌুʹ͍ͭͯɺී௨อݥ
ͷࡋॴͷنఆΛ४༻͠·͢ɻ

	 ୈ��	 	 ิઆ໌

ˎ１	 保険ഔհऀ
ࣾͷͨΊʹอܖݥͷక݁ͷ
ഔհΛ͜͏ߦͱ͕Ͱ͖ΔऀͰ
͋ͬͯɺࣾͷͨΊʹอܖݥ
ͷక݁ͷཧΛ͜͏ߦͱ͕Ͱ͖
ΔऀΛআ͖·͢ɻ

ˎ２	 特約の開始（ୈ１）
ୈ̍ʢಛͷ։ظ࢝ʣʹ
࢝ఆ͢Δ͜ͷಛͷ։ن
ʢୈ̍ʣΛ͍͍·͢ɻ

	 ୈ��	 	 ิઆ໌

ˎ１	 給付金
͜ͷಛͷڅۚ·ͨݟۚ
Λ͍͍·͢ɻ

ᾇ� ͜ͷಛͷక݁ͷਃࠐΈʹର͕ͯࣾ͠൱ͷܾఆΛࡍ͏ߦɺ͕ࣾղআͷ
Λ͍ͬͯͨͱ͖ɺ·ͨաࣦʹΑͬͯΒͳ͔ͬͨͱ͖࣮ࣄҼͱͳΔݪ

ᾈ� อݥഔհऀ １ˎ͕ ɺอܖݥऀ·ͨඃอ͕ऀݥୈ̕ʢࠂٛʣͷࠂΛ
͢Δ͜ͱΛ͛ͨͱ͖

ᾉ� อݥഔհऀ １ˎ͕ ɺอܖݥऀ·ͨඃอऀݥʹର͠ɺୈ̕ʢࠂٛʣͷ
ΊקΔ͜ͱΛ͛ࠂͰͳ͍͜ͱΛ࣮ࣄΊͨͱ͖ɺ·ͨקΛ͠ͳ͍͜ͱΛࠂ
ͨͱ͖

ᾊ� ͕ࣾղআͷݪҼΛ͔ͬͨΒͦͷΛؚΊ͔݄ͯ̍Ҏʹղআ͠ͳ͔ͬ
ͨͱ͖

ᾋ� ͜ͷಛͷ։࢝ʢୈ̍ʣ ２ˎ͔ΒͦͷΛؚΊͯ̎Ҏʹڅۚ·
ͨݟۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣ͕ੜ͡ͳ͍ͰɺͦͷؒظΛܦաͨ͠ͱ͖

̎ɽຊͷ̍ɽʵᾈ͓Αͼᾉͷ߹ͰɺͦΕͧΕʹنఆ͢Δอݥഔհऀ １ˎͷߦҝ͕ͳ
͔ͬͨͱͯ͠ɺอܖݥऀ·ͨඃอ͕ऀݥɺୈ̕ʢࠂٛʣͷنఆʹΑ
Γ͕ࣾࠂΛٻΊ߲ͨࣄʹ͍ͭͯɺ࣮ࣄΛ͛ࠂͳ͔͔ͬͨ·࣮ͨࣄͰͳ͍͜
ͱΛͨ͛ࠂͱೝΊΒΕΔͱ͖ɺຊͷ̍ɽద༻͠·ͤΜɻ

	第��条	 	 ॏେࣄ༝ʹΑΔղআ

̍ɽࣾɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ͷॏେࣄ༝͕ੜͨ͡ͱ͖ɺ͜ͷಛΛকདྷʹ͔ͯͬղ
আ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

ᾇ� อܖݥऀ·ͨඃอڅ͕ऀݥۚ １ˎΛऔ͢Δత͘͠ଞਓʹڅ
ۚ １ˎΛऔͤ͞ΔతͰނࣄটகʢະΛؚΈ·͢ɻʣΛͨ͠ͱ͖

ᾈ� ۚڅ １ˎͷٻʹؔ͠ɺڅۚ １ˎͷडऔਓʹߦٗҝʢະΛؚΈ·͢ɻʣ
͕͋ͬͨͱ͖

ᾉ� ଞͷอܖݥͱͷॏෳʹΑͬͯɺඃอऀݥʹ͔͔Δڅֹۚͷ߹ֹ͕ܭஶ
͘͠աେͰ͋ͬͯɺอ੍ݥͷతʹ͢Δঢ়ଶ͕ͨΒ͞ΕΔ͓ͦΕ͕͋
Δͱ͖

ᾊ� อܖݥऀ·ͨඃอ͕ऀݥɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘͢Δͱ͖
ᶃ� ྗஂɺྗஂһʢྗஂһͰͳ͘ͳ͔ͬͨΒ̑Λܦա͠ͳ͍ऀΛ
ؚΈ·͢ɻʣɺྗஂ४ߏһɺྗஂؔͦۀاͷଞͷࣾձతྗʢҎ
Լʮࣾձతྗʯͱ͍͍·͢ɻʣʹ֘͢ΔͱೝΊΒΕΔ͜ͱ

ᶄ� ࣾձతྗʹରͯۚ͠ࢿΛఏ͠ڙɺ·ͨศٓΛڙ༩͢ΔͳͲͷؔ
༩Λ͍ͯ͠ΔͱೝΊΒΕΔ͜ͱ

ᶅ� ࣾձతྗΛෆʹར༻͍ͯ͠ΔͱೝΊΒΕΔ͜ͱ
ᶆ� อܖݥऀ͕๏ਓͷ߹ɺࣾձతྗ͕ͦͷ๏ਓͷܦӦΛࢧ͠ɺ·
ͨͦͷ๏ਓͷܦӦʹ࣮࣭తʹؔ༩͍ͯ͠ΔͱೝΊΒΕΔ͜ͱ

ᶇ� ͦͷଞࣾձతྗͱࣾձతʹඇ͞ΕΔ͖ؔΛ༗͍ͯ͠ΔͱೝΊ
ΒΕΔ͜ͱ

ᾋ� ର͢Δ৴ʹऀݥऀ·ͨඃอܖݥ༝ͳͲʹΑΓɺࣾͷอࣄͷᶃɺᶄͷ࣍
པΛଛͳ͍ɺ͔ͭɺ͜ͷಛΛܧଓ͢Δ͜ͱΛظ͑͠ͳ͍ᾇ͔Βᾊͱಉ
ͷࣄ༝͕͋Δͱ͖
ᶃ� ଞͷอܖݥ͕ॏେࣄ༝ʹΑΓղআ͞Εͨͱ͖
ᶄ� อܖݥऀ·ͨඃอऀݥͷ͍ͣΕ͔͕ଞͷอऀݥͱͷؒͰక݁ͨ͠อ
༝ʹΑΓղআ͞Εͨͱ͖ࣄ͕ॏେܖࡁڞ·ͨܖݥ

̎ɽࣾɺڅۚ·ͨݟۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣ͕ੜͨ͡ޙͰɺॏେࣄ༝ʹ
ΑΓ͜ͷಛΛղআ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ͜ͷ߹ɺຊͷ̍ɽʹنఆ͢Δॏେ
༝ʢୈ̎ʣࣄࢧۚͷݟۚ·ͨڅΒղআ·Ͱͷؒʹɺ͔࣌༝͕ੜͨ͡ࣄ
͕ੜ͍ͯͨ͡ͱ͖ɺͦͷڅۚ·ͨݟۚͷࢧ͍ʹ͍ͭͯɺࣾɺ࣍ͷ
ͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

ᾇ� Μɻͤ·͍ߦ͍Λࢧۚͷݟۚ·ͨڅ
ᾈ� ͢Ͱʹڅۚ·ͨݟۚΛࢧ͍ͬͯͨͱ͖ɺͦͷฦؐΛ͠ٻ·͢ɻ

̏ɽॏେࣄ༝ʹΑΔղআͷ௨ʹ͍ͭͯɺୈ10ʢࠂٛҧʹΑΔղআʣͷ̐ɽ
ͷنఆΛ४༻ͯ͠औΓѻ͍·͢ɻ
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ผද１ɹެత医療保険੍
Λ͍͍·͢ɻ੍ݥҩྍอͮ͘جʹͷᾇ͔Βᾍͷ͍ͣΕ͔ͷ๏࣍
ᾇ� ๏ݥอ߁݈
ᾈ� ๏ݥอ߁ຽ݈ࠃ
ᾉ� ߹๏ࡁڞՈެһࠃ
ᾊ� ํެһࡁڞ߹๏
ᾋ� ๏ࡁڞ৬һڭߍֶཱࢲ
ᾌ� ધһอݥ๏
ᾍ� ͷҩྍͷ֬อʹؔ͢Δ๏ऀྸߴ

ผද２ɹ先進医療
ྍཆΛड͚ͨ࣌ʹ͓͍ͯɺผද̍ͷ๏ʹఆΊΔධՁྍཆͷ͏ͪɺްੜ࿑ಇେਉ͕ఆΊΔઌਐҩྍͱͯ͠ߦΘΕΔͷʢઌਐ
ҩྍ͝ͱʹްੜ࿑ಇେਉ͕ఆΊΔࢪઃج४ʹద߹͢ΔපӃ·ͨྍॴʹ͓͍ͯߦΘΕΔͷʹݶΓ·͢ɻʣΛ͍͍·͢ɻ

ผද３ɹରとなるෆྀのނࣄ
ରͱͳΔෆྀͷނࣄͱɺൃۮ͔ܹͭٸతͳ֎དྷͷނࣄͱ͠ɺܹٸɺ͓ൃۮΑͼ֎དྷͷఆٛද̍ʹΑΔͷͱ͠·͢ɻ

ද１

༻ɹޠ ఆɹٛ

ܹٸ
తִؒͷͳ͍͜ͱΛ͍͍·͢ɻؒ࣌ա͕తͰɺܦͷൃੜ·ͰͷΒই͔ނࣄ
ʢʣຫੑɺ෮ੑ·ͨ࣋ଓੑͷ͍ڧͷ֘͠·ͤΜɻ

ൃۮ
Ͱ͖ͳ͍͜ͱΛ͍͍·͢ɻݟͱͬͯ༧ʹऀݥͷൃੜ͕ඃอΑΔইʹނࣄͷൃੜ·ͨނࣄ
ʢʣඃอऀݥͷނҙʹͱͮ͘ͷɺ͓Αͼނҙ͔͔ൃۮෆ໌ͳͷ֘͠·ͤΜɻ

֎དྷ

Δ͜ͱΛ͍͍·͢ɻ͢༺࡞ͷମͷ֎෦͔Βऀݥඃอ͕ނࣄ
ʢʣ࣬ප·ͨମ࣭తͳཁҼʹΑΔͷ֘͠·ͤΜɻ·ͨɺ࣬ප·ͨମ࣭తͳཁҼΛ༗͢Δ

ऀ͕ܰඍͳ֎ҼʹΑΓൃ͠·ͨͦͷঢ়͕૿ѱͨ͠ͱ͖ɺͦͷܰඍͳ֎ҼʹΑΔͷ
֘͠·ͤΜɻ

ɹ࣍ͷ̍ɽ͔Β10ɽରͱͳΔෆྀͷނࣄʹ֘͠·ͤΜɻ
̍ɽҩྍߦҝɺҩༀͷ༻͓Αͼॲஔͷ͏ͪɺ࣬පͷஅɺྍ࣏Λతͱͨ͠ͷ
̎ɽుͷٵೖɾᅞԼʹΑΔؾಓด࠹ɾଉ
̏ɽ࣬පʹΑΔٵݺোɺᅞԼো͘͠ਫ਼ਆ͓Αͼߦಈͷোɾਆܦোͷঢ়ଶʹ͋Δऀͷ৯ɾͦͷଞͷମͷٵೖ
·ͨᅞԼʹΑΔؾಓด࠹·ͨଉ

̐ɽೖཋதͷనਫ
̑ɽதʢࣹපɾࣹපʣɺߴѹɾѹ͓ΑͼؾѹͷมԽʹΑΔͷʢࢁߴපɾજਫපɾજവපΛؚΈ·͢ɻʣɺΓ
ਲ͍ͳΒͼʹٌծɾׇ

̒ɽ֎༻ༀ·ͨༀ৮ʹΑΔΞϨϧΪʔɺൽෘԌ
̓ɽચࡎɺ༉͓ࢷΑͼάϦʔεɺ༹ͦࡎͷଞͷԽֶ࣭ʹΑΔ৮ൽෘԌ
̔ɽੑەࡉ৯தಟͳΒͼʹΞϨϧΪʔੑŋ৯ӤੑɾதಟੑͷңԌ͓ΑͼେԌ
̕ɽաͷମߦɺແॏྗڥͷظࡏɺڥతݪҼʹΑΔ૽Ի࿐͓ΑͼৼಈʹΑΔͷ
10ɽॲܐ

ද２ɹରとなるෆྀのނࣄに֘͢る۩ମྫ

͠·͢ɻ֘ʹނࣄɺද̍ͷఆٛΛͯ͢ຬͨ͢߹ʹɺରͱͳΔෆྀͷނࣄͷΑ͏ͳ࣍
ɾަ௨ނࣄ
ɾՐࡂ
ɾసɾམ
ɾւɾͰͷనਫ
ɾམཕɾిײ
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�

特

約
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ผද４ɹ給付金ɾݟ金の支払請求にඞཁなॻྨ

߲ɹ ඞཁॻྨ

ઌਐҩྍڅۚͷࢧ͍

ᾇ� ࣾॴఆͷࢧٻॻ
ᾈ� ࣾॴఆͷ༷ࣜʹΑΔྍཆΛड͚ͨපӃ·ͨྍॴͷҩࢣͷஅॻ
ᾉ� ઌਐҩྍͷٕज़ʹ͔͔Δඅ༻ͷࢧग़Λূ໌͢Δॻྨ
ᾊ� ઌਐҩྍڅۚͷडऔਓͷށ੶ঞຊ
ᾋ� ઌਐҩྍڅۚͷडऔਓͷҹؑূ໌ॻ
ᾌ� ෆྀͷނࣄʢผද̏ʣΛݪҼͱ͢Δͱ͖ɺෆྀͷނࣄʢผද̏ʣͰ͋Δ͜ͱΛূ
໌͢Δॻྨ

ᾍ� ઌਐҩྍڅۚͷडऔਓຊਓͰ͋Δ͜ͱΛ֬ೝͰ͖Δࣾॴఆͷॻྨ

ઌਐҩྍݟۚͷࢧ͍

ᾇ� ࣾॴఆͷࢧٻॻ
ᾈ� ࣾॴఆͷ༷ࣜʹΑΔྍཆΛड͚ͨපӃ·ͨྍॴͷҩࢣͷஅॻ
ᾉ� ઌਐҩྍͷٕज़ʹ͔͔Δඅ༻ͷࢧग़Λূ໌͢Δॻྨ
ᾊ� ઌਐҩྍݟۚͷडऔਓͷށ੶ঞຊ
ᾋ� ઌਐҩྍݟۚͷडऔਓͷҹؑূ໌ॻ
ᾌ� ෆྀͷނࣄʢผද̏ʣΛݪҼͱ͢Δͱ͖ɺෆྀͷނࣄʢผද̏ʣͰ͋Δ͜ͱΛূ
໌͢Δॻྨ

ᾍ� ઌਐҩྍݟۚͷडऔਓຊਓͰ͋Δ͜ͱΛ֬ೝͰ͖Δࣾॴఆͷॻྨ
ᾇ� ࣾɺ্هҎ֎ͷॻྨͷఏग़ΛٻΊɺ·্ͨهͷॻྨͷҰ෦ͷলུΛೝΊΔ͜ͱ͕͋Γ·͢ɻ
ᾈ� ΘͤΔ͜ͱ͕ߦஅΛʹࢣఆͨ͠ҩࢦͱɺ·ͨձ͕ࣾ͜͏ߦͷ֬ೝΛ࣮ࣄ͍ͷஅʹ͋ͨͬͯɺࢧۚͷݟۚɾڅ
͋Γ·͢ɻ
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指定代理請求特約目次

この特約の特色ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	１	 特約の付加について
� ୈ̍� ಛͷՃʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	２	 給付金等の請求について
� ୈ̎� ಛͷରͱͳΔڅۚʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈ̏� खଓ͖�ʜʜٻۚͷڅਓʹΑΔٻఆཧࢦ

	３	 指定代理請求人の変更等について
� ୈ̐� ఆͷऔফ͠ʜʜࢦΑͼ͓ߋਓͷมٻఆཧࢦ

	４	 保険契約等の解除に関する取扱いについて
� ୈ̑� ٛҧʹΑΔղআʹؔ͢Δऔѻ͍ʜʜʜࠂ
� ୈ̒� �༝ʹΑΔղআͷࣄٛҧ·ͨॏେࠂ

௨ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	５	 特約の消滅について
� ୈ̓� ͜ͷಛͷফ໓ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	６	 その他
� ୈ̔� ී௨อݥͷنఆͷ४༻ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
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	 ୈ１	 	 ิઆ໌

ˎ１	 ։࢝
ಛఆ࣬පҰۚ࣌อݥ（ແղฦ
ۚܖ（ܕɺ͕Μྍ࣏αϙʔ
τอݥ（ແղฦۚܕ）ܖ
·͕ͨΜྍ࣏αϙʔτอݥ
（ແղฦۚܕ）（2022）ܖ
ͷ߹ʹɺอؒظݥ։࢝
ͱ͠·͢ɻ

	 ୈ２	 	 ิઆ໌

ˎ１	 ඃ保険ऀ͕ड͚取るこͱͱ
ͳる給付金等

ඃอऀݥͱอܖݥऀ͕ಉҰਓ
Ͱ͋Δ߹ͷอܖݥऀ͕ड͚
औΔ͜ͱͱͳΔڅΛؚΈ·
͢ɻ·ͨɺڅͱͱʹࢧΘ
ΕΔۚમΛؚΈ·͢ɻ

指定代理請求特約
（実施　2021.10.1 ʗվਖ਼　2022.�.2）

͜ͷಛͷಛ৭

తɾ༰ ఆࢦ͕͋Δͱ͖ʹɺ͋Β͔͡ΊࣄͰ͖ͳ͍ٻۚΛڅ͕ऀݥۚͷडऔਓͱͳΔඃอڅ
͞Εͨࢦఆཧٻਓ͕ඃอऀݥʹΘͬͯڅۚΛ͢ٻΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

උߟ ඃอڅ͕ऀݥۚΛࣗΒٻͰ͖ͳ͍ͱ͕ࣾೝΊͨ߹ʹݶΓɺࢦఆཧٻਓʹΑΔٻ
ΛऔΓѻ͍·͢ɻ

	１	 特約の付加について

	 第１条	 	 特約の付加

̍ɽ͜ͷಛɺओͨΔอܖݥ（ҎԼʮओܖʯͱ͍͍·͢ɻ）ͷඃอݥ （ऀҎԼʮඃ
อऀݥʯͱ͍͍·͢ɻ）ͷಉҙΛಘͯɺอܖݥऀͷਃग़ʹΑΓɺओܖͷక݁
ͷࡍ·ͨओܖͷక݁ޙɺ͕ࣾঝͨ͠ͱ͖ʹओܖʹՃ͠·͢ɻ

̎ɽຊͷ̍ɽʹ͔͔ΘΒͣɺओܖ·ͨओܖʹՃ͞Ε͍ͯΔಛ（͜ͷಛ
Λআ͖ɺҎԼʮՃಛʯͱ͍͍·͢ɻ）ʹɺୈ̎（ಛͷରͱͳΔڅۚ）
ʹఆΊΔڅ͕ۚͳ͍ͱ͖ɺ͜ͷಛΛՃ͢Δ͜ͱͰ͖·ͤΜɻ

̏ɽ͜ͷಛΛՃ͢Δͱ͖ɺอܖݥऀɺඃอऀݥͷಉҙΛಘͯɺࢦఆཧ
ఆ͢Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻࢦਓΛ̍ਓٻ

̐ɽ͜ͷಛͷޮྗɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ͷ͔Β։࢝͠·͢ɻ

Ճͷظ࣌ ͜ͷಛͷޮྗ͕։࢝͢Δ

ᾇ� ओܖͷక݁ͷࡍʹ͜ͷಛΛ
Ճͨ͠ͱ͖

ओܖͷ։࢝ １ˎ

ᾈ� ओܖͷక݁ޙʹ͜ͷಛΛՃ
ͨ͠ͱ͖

͕ࣾঝͨ͠

̑ɽओܖͷక݁ޙʹ͜ͷಛΛՃͨ͠ͱ͖ɺࣾɺͦͷࢫΛอܖݥऀʹ௨
（ి࣓తํ๏ʹΑΔ߹ΛؚΈ·͢ɻ）͠·͢ɻ

	２	 給付金等の請求について

	 第２条	 	 特約の対象となる給付金等

͜ͷಛͷରͱͳΔڅۚ（ҎԼʮڅۚʯͱ͍͍·͢ɻ）ɺ͜ͷಛ
͕Ճ͞Εͨओܖ͓ΑͼՃಛʹ͓͚Δ࣍ͷͷͱ͠·͢ɻ

ᾇ� ඃอ͕ऀݥड͚औΔ͜ͱͱͳΔڅۚ １ˎ（໊শͷԿΛ͍·ͤΜɻ）
ᾈ� ඃอऀݥͱอܖݥऀ͕ಉҰਓͰ͋Δ߹ͷอݥྉͷࠐ໔আ

	 第３条	 	 指定代理請求人による給付金等の請求手続き

̍ɽڅۚͷडऔਓͱͳΔඃอ࣍ʹऀݥͷ͍ͣΕ͔ͷࣄ͕͋ΔͨΊɺඃอ͕ऀݥ
ऀݥਓ͕ඃอٻఆཧࢦͰ͖ͳ͍ͱ͕ࣾೝΊͨͱ͖ɺٻۚΛࣗΒڅ
ʹΘͬͯڅۚΛ͢ٻΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

ᾇ� ই·ͨ࣬පʹΑΓɺڅۚΛ͢ٻΔҙࢥද͕ࣔͰ͖ͳ͍͜ͱ
ᾈ� Λड͚͍ͯͳ͍͜ͱࠂͷ߹ʹΑΓɺইප໊·ͨ༨໋ͷ্ྍ࣏
ᾉ� ͦͷଞᾇ·ͨᾈʹ४ͨ͡ঢ়ଶͰ͋Δ͜ͱ

̎ɽࢦఆཧٻਓ͕ຊͷ̍ɽͷٻΛ͏ߦ߹ʹɺࢦఆཧٻਓ࣌ٻʹ
͓͍ͯɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘͢Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

（実施　2021.10.1）

100



	 ୈ３	 	 ิઆ໌

ˎ１	 給付金等のࢧࣄ༝
อݥྉͷࠐ໔আࣄ༝ΛؚΈ·
͢ɻ

ˎ２	 ਖ਼ͳ理༝ͳ͘その֬ೝΛ
͛ɺ·ͨこΕにԠ͡ͳ
͔ͬͨͱ͖

͕ࣾࢦఆͨ͠ҩࢣʹΑΔඞཁ
ͳஅʹԠ͡ͳ͔ͬͨͱ͖Λؚ
Έ·͢ɻ

　

ᾇ� ͷൣғͷऀ࣍
ᶃ� ඃอऀݥͷށ੶্ͷऀۮ
ᶄ� ඃอऀݥͷ݂ܥ
ᶅ� ඃอऀݥͷ̏ͷ݂
ᶆ� ඃอऀݥͱಉ͠ډɺ·ͨඃอऀݥͱੜܭΛҰʹ͍ͯ͠Δඃอऀݥͷ̏
ͷ

ᾈ� 実͕֬ೝͰ͖ɺ͔ͭɺࣄͷൣғͷऀͷ͏ͪɺࣾॴఆͷॻྨʹΑΓͦͷ࣍
ඃอऀݥͷͨΊʹڅۚΛ͢ٻ͖దͳཧ༝͕͋Δͱ͕ࣾೝΊΔऀ
ᶃ� ඃอऀݥͱಉ͠ډɺ·ͨੜܭΛҰʹ͍ͯ͠ΔᾇҎ֎ͷൣғͷऀ
ᶄ� ඃอऀݥͱͷ࢈ࡒཧܖʹΑΓ࢈ࡒཧΛ͍ͯͬߦΔऀ

̏ɽຊͷ̍ɽʹ͔͔ΘΒͣɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘͢Δͱ͖ɺࢦఆཧٻਓڅ
ۚΛ͢ٻΔ͜ͱ͕Ͱ͖·ͤΜɻ

ᾇ　ඃอऀݥʹ͍ͭͯɺ๏ྩʹఆΊΔཧਓʹɺڅۚͷٻʹؔ͢Δཧݖ
·ͨಉҙ͕ݖ༩͞Ε͍ͯΔొ͕͋هΔͱ͖�

ᾈ　ࢦఆཧٻਓ͕ނҙʹڅۚͷࢧࣄ༝ １ˎΛੜͤͨ͡͞ͱ͖�
ᾉ　ࢦఆཧٻਓ͕ނҙʹڅۚͷडऔਓΛຊͷ̍ɽʵᾇ͔Βᾉͷঢ়ଶʹ
֘ͤͨ͞ͱ͖

̐ɽࢦఆཧٻਓɺڅۚͷٻΛ͢Δࡍʹɺ࣍ͷͯ͢ͷॻྨΛఏग़͢Δ͜
ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

ᾇ� ඃอڅ͕ऀݥۚΛٻͰ͖ͳ͍ࣄ͕͋Δ͜ͱΛূ໌͢Δॻྨ�
ᾈ� ผද˒ʹఆΊΔඞཁॻྨ

̑ɽී௨อݥنʹఆ͢ΔڅۚΛࢧ͏ͨΊͷ֬ೝΛ͏ߦͱ͖ɺࣾɺࢦ
ఆཧٻਓʹ௨͠·͢ɻ

̒ɽී௨อݥنʹఆ͢ΔڅۚΛࢧ͏ͨΊͷ֬ೝʹ͠ࡍɺࢦఆཧٻਓ͕
ਖ਼ͳཧ༝ͳͦ͘ͷ֬ೝΛ͛ɺ·ͨ͜ΕʹԠ͡ͳ͔ͬͨͱ͖ ２ˎɺࣾɺ
͜ΕʹΑΓͦͷ֬ೝ͕Ԇͨؒ͠ظͷͷΛෛΘͣɺͦͷؒڅۚͷ
Μɻͤ·͍ߦ໔আΛࠐྉͷݥ͍·ͨอࢧ

̓ɽຊͷ̍ɽ͔Β̒ɽͷنఆʹΑΓɺ͕ࣾڅۚΛࢦఆཧٻਓʹࢧͬͨ
ͱ͖ɺͦͷޙॏෳͯͦ͠ͷڅۚͷٻΛड͚ͯɺࣾ͜ΕΛࢧ͍·
ͤΜɻ

˒ผද（1.103ࢀর）

	̏ 	 指定代理請求人の変更等について

	 第̐条	 	 指定代理請求人のม͓ߋよͼ指定のऔফ͠

̍ɽอܖݥऀɺඃอऀݥͷಉҙͱࣾͷঝΛಘͯɺࢦఆཧٻਓΛม͢ߋΔ
͜ͱɺ·ͨࢦఆཧٻਓͷࢦఆΛऔΓফ͢͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

̎ɽຊͷ̍ɽͷنఆʹΑΓࢦఆཧٻਓͷมߋΛ͏ߦͱ͖ɺอܖݥऀɺ
ͦͷࢫΛࣾʹ௨ͯ͠ɺ͔ࣾΒͷ௨（ి࣓తํ๏ʹΑΔ߹ΛؚΈ·͢ɻ）
Λड͚Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

̏ɽຊͷ̍ɽ͓Αͼ̎ɽͷنఆʹΑΔࢦఆཧٻਓͷมߋΛޙͨͬߦɺมߋ
Λ͏ߦલʹٻՄͳڅ͕ۚ͋ͬͯɺมߋΛ͏ߦલͷࢦఆཧٻਓ
ͦͷڅۚΛ͢ٻΔ͜ͱͰ͖·ͤΜɻ

	̐ 	 保険契約等の解除に関する取扱いについて

	 第̑条	 	 ٛҧによるղআにؔ͢るऔѻ͍ࠂ

ओܖ·ͨՃಛʹఆΊΔࠂٛҧʹΑΔղআͷنఆʹΑͬͯɺ͜ͷಛ
͕Ճ͞Εͨओܖ·ͨՃಛΛղআ͢Δ߹Ͱɺڅۚͷࢧࣄ༝
·ͨอݥྉͷࠐ໔আࣄ༝ͷൃੜ͕ղআͷݪҼͱͳͬͨࣄ実ʹΑΒͳ͔ͬͨ͜
ͱΛอܖݥऀɺඃอऀݥɺڅۚͷडऔਓ·ͨࢦఆཧٻਓ͕ূ໌ͨ͠
ͱ͖ɺࣾɺڅۚͷࢧ͍·ͨอݥྉͷࠐ໔আΛ͍ߦ·͢ɻ

	 ୈ１	 	 ิઆ໌

ˎ１	 ։࢝
ಛఆ࣬පҰۚ࣌อݥ（ແղฦ
ۚܖ（ܕɺ͕Μྍ࣏αϙʔ
τอݥ（ແղฦۚܕ）ܖ
·͕ͨΜྍ࣏αϙʔτอݥ
（ແղฦۚܕ）（2022）ܖ
ͷ߹ʹɺอؒظݥ։࢝
ͱ͠·͢ɻ

	 ୈ２	 	 ิઆ໌

ˎ１	 ඃ保険ऀ͕ड͚取るこͱͱ
ͳる給付金等

ඃอऀݥͱอܖݥऀ͕ಉҰਓ
Ͱ͋Δ߹ͷอܖݥऀ͕ड͚
औΔ͜ͱͱͳΔڅΛؚΈ·
͢ɻ·ͨɺڅͱͱʹࢧΘ
ΕΔۚમΛؚΈ·͢ɻ

指定代理請求特約
（実施　2021.10.1 ʗվਖ਼　2022.�.2）

͜ͷಛͷಛ৭

తɾ༰ ఆࢦ͕͋Δͱ͖ʹɺ͋Β͔͡ΊࣄͰ͖ͳ͍ٻۚΛڅ͕ऀݥۚͷडऔਓͱͳΔඃอڅ
͞Εͨࢦఆཧٻਓ͕ඃอऀݥʹΘͬͯڅۚΛ͢ٻΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

උߟ ඃอڅ͕ऀݥۚΛࣗΒٻͰ͖ͳ͍ͱ͕ࣾೝΊͨ߹ʹݶΓɺࢦఆཧٻਓʹΑΔٻ
ΛऔΓѻ͍·͢ɻ

	１	 特約の付加について

	 第１条	 	 特約の付加

̍ɽ͜ͷಛɺओͨΔอܖݥ（ҎԼʮओܖʯͱ͍͍·͢ɻ）ͷඃอݥ （ऀҎԼʮඃ
อऀݥʯͱ͍͍·͢ɻ）ͷಉҙΛಘͯɺอܖݥऀͷਃग़ʹΑΓɺओܖͷక݁
ͷࡍ·ͨओܖͷక݁ޙɺ͕ࣾঝͨ͠ͱ͖ʹओܖʹՃ͠·͢ɻ

̎ɽຊͷ̍ɽʹ͔͔ΘΒͣɺओܖ·ͨओܖʹՃ͞Ε͍ͯΔಛ（͜ͷಛ
Λআ͖ɺҎԼʮՃಛʯͱ͍͍·͢ɻ）ʹɺୈ̎（ಛͷରͱͳΔڅۚ）
ʹఆΊΔڅ͕ۚͳ͍ͱ͖ɺ͜ͷಛΛՃ͢Δ͜ͱͰ͖·ͤΜɻ

̏ɽ͜ͷಛΛՃ͢Δͱ͖ɺอܖݥऀɺඃอऀݥͷಉҙΛಘͯɺࢦఆཧ
ఆ͢Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻࢦਓΛ̍ਓٻ

̐ɽ͜ͷಛͷޮྗɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ͷ͔Β։࢝͠·͢ɻ

Ճͷظ࣌ ͜ͷಛͷޮྗ͕։࢝͢Δ

ᾇ� ओܖͷక݁ͷࡍʹ͜ͷಛΛ
Ճͨ͠ͱ͖

ओܖͷ։࢝ １ˎ

ᾈ� ओܖͷక݁ޙʹ͜ͷಛΛՃ
ͨ͠ͱ͖

͕ࣾঝͨ͠

̑ɽओܖͷక݁ޙʹ͜ͷಛΛՃͨ͠ͱ͖ɺࣾɺͦͷࢫΛอܖݥऀʹ௨
（ి࣓తํ๏ʹΑΔ߹ΛؚΈ·͢ɻ）͠·͢ɻ

	２	 給付金等の請求について

	 第２条	 	 特約の対象となる給付金等

͜ͷಛͷରͱͳΔڅۚ（ҎԼʮڅۚʯͱ͍͍·͢ɻ）ɺ͜ͷಛ
͕Ճ͞Εͨओܖ͓ΑͼՃಛʹ͓͚Δ࣍ͷͷͱ͠·͢ɻ

ᾇ� ඃอ͕ऀݥड͚औΔ͜ͱͱͳΔڅۚ １ˎ（໊শͷԿΛ͍·ͤΜɻ）
ᾈ� ඃอऀݥͱอܖݥऀ͕ಉҰਓͰ͋Δ߹ͷอݥྉͷࠐ໔আ

	 第３条	 	 指定代理請求人による給付金等の請求手続き

̍ɽڅۚͷडऔਓͱͳΔඃอ࣍ʹऀݥͷ͍ͣΕ͔ͷࣄ͕͋ΔͨΊɺඃอ͕ऀݥ
ऀݥਓ͕ඃอٻఆཧࢦͰ͖ͳ͍ͱ͕ࣾೝΊͨͱ͖ɺٻۚΛࣗΒڅ
ʹΘͬͯڅۚΛ͢ٻΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

ᾇ� ই·ͨ࣬පʹΑΓɺڅۚΛ͢ٻΔҙࢥද͕ࣔͰ͖ͳ͍͜ͱ
ᾈ� Λड͚͍ͯͳ͍͜ͱࠂͷ߹ʹΑΓɺইප໊·ͨ༨໋ͷ্ྍ࣏
ᾉ� ͦͷଞᾇ·ͨᾈʹ४ͨ͡ঢ়ଶͰ͋Δ͜ͱ

̎ɽࢦఆཧٻਓ͕ຊͷ̍ɽͷٻΛ͏ߦ߹ʹɺࢦఆཧٻਓ࣌ٻʹ
͓͍ͯɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘͢Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ
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	 第̒条	 	 ༝によるղআの௨ࣄٛҧ·ͨॏେࠂ

ओܖ·ͨՃಛʹఆΊΔࠂٛҧ·ͨॏେࣄ༝ʹΑΔղআͷنఆʹ
Αͬͯɺ͜ ͷಛ͕Ճ͞Εͨओܖ·ͨՃಛΛղআ͢Δͱ͖ɺࣾɺ
อܖݥऀʹରͯ͠௨͠·͢ɻͨͩ͠ɺ࣍ͷ߹ʹɺඃอऀݥɺڅۚͷ
डऔਓ·ͨࢦఆཧٻਓʹ௨͠·͢ɻ

ᾇ� อܖݥऀ·ͨͦͷډॴ͘͠ॅॴ͕ෆ໌ͷ߹
ᾈ� ᾇͷଞɺਖ਼ͳࣄ༝ʹΑͬͯอܖݥऀʹ௨Ͱ͖ͳ͍߹

	̑ 	 特約の消滅について

	 第̓条	 	 ͜の特約のফ໓

ͷ͍ͣΕ͔ͷͱ͖ɺ͜ͷಛফ໓͠·͢ɻ࣍

ᾇ� ୈ̐（ࢦఆཧٻਓͷม͓ߋΑͼࢦఆͷऔফ͠）ͷنఆʹΑΓࢦఆཧ
ٻਓͷࢦఆΛऔΓফͨ͠ͱ͖

ᾈ� ͕ۚͳ͘ͳͬڅΑΓɺ͜ͷಛͷରͱͳΔʹߋۚͷडऔਓͷมڅ
ͨͱ͖

	̒ 	 その他

	 第̔条	 	 ී௨อݥ約のن定の४༻

͜ͷಛʹผஈͷఆΊͷͳ͍߹ɺී௨อݥͷنఆΛ४༻͠·͢ɻ
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ผදɹ指定代理請求人にΑる給付金等の請求にඞཁͳॻྨ

߲　 ඞཁॻྨ

ٻۚͷཧڅ

ᾇ� ී௨อݥ͓Αͼ֤ಛʹఆΊΔڅۚͷٻॻྨ
ᾈ� ࣾॴఆͷ༷ࣜʹΑΔҩࢣͷஅॻ
ᾉ� ඃอऀݥͱࢦఆཧٻਓͱͷށ੶౽ຊ·ͨށ੶ঞຊ
ᾊ� ਓͷҹؑূ໌ॻٻఆཧࢦ
ᾋ� ਓͷॅຽථٻఆཧࢦ
ᾌ� ඃอऀݥ·ͨࢦఆཧٻਓͷ݈߁อݥඃอূऀݥͷࣸ͠
ᾍ� ॻ͓ΑͼܖΔऀͰ͋Δͱ͖ɺ͍ͯͬߦཧΛ࢈ࡒͷऀݥਓ͕ඃอٻఆཧࢦ
実Λূ໌͢Δॻྨࣄॻͷࣸ͠ͳͲͦͷࠂͷใگཧঢ়࢈ࡒ

ᾎ� ඃอऀݥʹ͍ͭͯɺ๏ྩʹఆΊΔཧਓʹɺڅۚͷٻʹؔ͢Δཧݖ·ͨ
ಉҙ͕ݖ༩͞Ε͍ͯΔొ͕هͳ͍͜ͱΛূ໌͢Δॻྨ

ᾏ� ਓຊਓͰ͋Δ͜ͱΛ֬ೝͰ͖Δࣾॴఆͷॻྨٻఆཧࢦ
ᾇ� ࣾɺ্هҎ֎ͷॻྨͷఏग़ΛٻΊɺ·্ͨهͷॻྨͷҰ෦ͷলུΛೝΊΔ͜ͱ͕͋Γ·͢ɻ
ᾈ� அʹࢣఆͨ͠ҩࢦͱɺ·͕ͨࣾ͜͏ߦ実ͷ֬ೝΛࣄ໔আͷஅʹ͋ͨͬͯɺࠐྉͷݥ͍·ͨอࢧۚͷڅ
ΛߦΘͤΔ͜ͱ͕͋Γ·͢ɻ

	 第̒条	 	 ༝によるղআの௨ࣄٛҧ·ͨॏେࠂ

ओܖ·ͨՃಛʹఆΊΔࠂٛҧ·ͨॏେࣄ༝ʹΑΔղআͷنఆʹ
Αͬͯɺ͜ ͷಛ͕Ճ͞Εͨओܖ·ͨՃಛΛղআ͢Δͱ͖ɺࣾɺ
อܖݥऀʹରͯ͠௨͠·͢ɻͨͩ͠ɺ࣍ͷ߹ʹɺඃอऀݥɺڅۚͷ
डऔਓ·ͨࢦఆཧٻਓʹ௨͠·͢ɻ

ᾇ� อܖݥऀ·ͨͦͷډॴ͘͠ॅॴ͕ෆ໌ͷ߹
ᾈ� ᾇͷଞɺਖ਼ͳࣄ༝ʹΑͬͯอܖݥऀʹ௨Ͱ͖ͳ͍߹

	̑ 	 特約の消滅について

	 第̓条	 	 ͜の特約のফ໓

ͷ͍ͣΕ͔ͷͱ͖ɺ͜ͷಛফ໓͠·͢ɻ࣍

ᾇ� ୈ̐（ࢦఆཧٻਓͷม͓ߋΑͼࢦఆͷऔফ͠）ͷنఆʹΑΓࢦఆཧ
ٻਓͷࢦఆΛऔΓফͨ͠ͱ͖

ᾈ� ͕ۚͳ͘ͳͬڅΑΓɺ͜ͷಛͷରͱͳΔʹߋۚͷडऔਓͷมڅ
ͨͱ͖

	̒ 	 その他

	 第̔条	 	 ී௨อݥ約のن定の४༻

͜ͷಛʹผஈͷఆΊͷͳ͍߹ɺී௨อݥͷنఆΛ४༻͠·͢ɻ
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口座振替特約
（実施　2021.10.1 ʗվਖ਼　2022.�.2）

	 第１条	 	 特約の付加

̍ɽ͜ͷಛɺอܖݥऀ͔Βਃग़͕͋Γɺ͔ͭɺ͕ࣾঝͨ͠ͱ͖ʹՃ͠·
͢ɻ

̎ɽ͜ͷಛΛՃ͢Δͱ͖ɺ࣍ͷͯ͢ͷ݅Λຬͨ͢͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

ᾇ� อܖݥऀͷࢦఆ͢Δ࠲ޱ（ҎԼʮࢦఆ࠲ޱʯͱ͍͍·͢ɻ）͕ࣾͷࢦఆ
͢Δۚ༥ؔػ（ҎԼʮऔѻۚ༥ؔػʯͱ͍͍·͢ɻ）ʹઃஔͯ͋͠Δ͜ͱ

ᾈ� อܖݥऀ͕औѻۚ༥ؔػʹର͠ɺࢦఆ͔࠲ޱΒࣾͷ࠲ޱอݥྉͷ࠲ޱ
ৼସΛҕୗ͢Δ͜ͱ

	 第２条	 	 契約日

̍ɽ͜ͷಛʹΑΔऔѻ͍Λ͏ߦอܖݥͰɺී௨อݥͷنఆʹ͔͔ΘΒͣɺ
ී௨อݥنʹఆ͢Δ։１＊ظ࢝ΛؚΉ݄ͷཌ݄̍Λܖͱ͠·͢ɻܖ
ྸɺอ͓ؒظݥΑͼอݥྉؒظࠐܖΛج४ͱͯ͠͠ࢉܭ·͢ɻ

̎ɽຊͷ̍ɽͷنఆʹ͔͔ΘΒͣɺී௨อݥنʹఆ͢Δ։１͔＊ظ࢝ Βͦͷ
݄ͷ·Ͱͷؒʹɺڅۚͷࢧࣄ༝·ͨอݥྉͷࠐ໔আࣄ༝͕ੜͨ͡
ͱ͖ɺී௨อݥنʹఆ͢Δ։１＊ظ࢝ΛؚΉΛܖͱ͠·͢ɻ͜ͷ
߹ɺܖྸɺอ͓ؒظݥΑͼอݥྉؒظࠐܖΛج४ͱͯ͠͠ࢉܭ࠶
·͢ɻ

̏ɽຊͷ̎ɽͷ߹ɺอݥྉʹա͕͋Δͱ͖ɺࣾաΛอܖݥऀʹ
͍͠·͢ɻอݥྉʹෆ͕͋Δͱ͖ɺอܖݥऀෆΛࣾʹ͍
ۚڅ͕ۚ͋Δͱ͖ɺࣾڅ͏͖ࢧΉ͜ͱΛཁ͠·͢ɻͨͩ͠ɺࠐ
͔ΒෆΛࠩ͠Ҿ͖·͢ɻ

̐ɽຊͷ̍ɽͷنఆʹ͔͔ΘΒͣɺอܖݥऀ͔Βਃग़͕͋Γɺ͔͕ͭࣾ͜ΕΛ
ঝͨ͠߹ɺܖ։࢝＊２ͱ͠ɺܖྸɺอ͓ؒظݥΑͼอݥྉ
ؒظࠐͦͷΛج४ͱͯ͠͠ࢉܭ·͢ɻ

	 第３条	 	 保険料率

͜ͷಛʹΑΔऔѻ͍Λ݄͏ߦܖͷอݥྉɺج४อݥྉͱ͠·͢ɻ

	 第４条	 	 保険料の払込み

̍ɽୈ̎ճҎޙͷอݥྉɺ݄ظࠐதͷࣾͷఆΊͨ（ͦͷ͕औѻۚ༥ؔػͷ
ޱఆࢦʹ（ͱ͠ɺҎԼʮৼସʯͱ͍͍·͢ɻۀʹ֘͢Δͱ͖ཌӦۀٳ
Ή͜ͱΛඞཁͱࠐৼΓସ͑Δ͜ͱʹΑΓ͍ʹ࠲ޱྉ૬ֹΛࣾͷݥΒอ͔࠲
͠·͢ɻ

̎ɽຊͷ̍ɽʹنఆ͢ΔอݥྉɺৼସΛͬͯɺࠐΈͷ͋ͬͨͱ͠·͢ɻ
̏ɽಉҰͷࢦఆ͔࠲ޱΒ̎݅Ҏ্ͷอܖݥͷอݥྉΛৼΓସ͑Δͱ͖ɺอܖݥ
ऀɺࣾʹରͦ͠ͷৼସॱংΛࢦఆͰ͖·ͤΜɻ

̐ɽ͜ͷಛʹΑΓ͍ࠐ·Εͨอݥྉʹ͍ͭͯɺอݥྉྖऩূൃ͠ߦ·ͤΜɻ�

	 第５条	 	 保険料の口座振替が不能の場合の取扱い

̍ɽ�ৼସʹ͓͚Δࢦఆ࠲ޱͷ͕ߴ͍ࠐΉ͖อݥྉͷֹۚʹຬͨͳ͔ͬͨͨ
Ίɺୈ̐（อݥྉͷࠐΈ）ͷ̍ɽͷنఆʹΑΔอݥྉͷࠐΈ͕ߦΘΕͳ͔ͬ
ͨͱ͖ɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

	 第２条	 	 補足説明

＊１	 責任開始期
ಛఆ࣬පҰۚ࣌อݥ（ແղฦ
ۚܖ（ܕɺ͕Μྍ࣏αϙʔ
τอݥ（ແղฦۚܕ）ܖ
·͕ͨΜྍ࣏αϙʔτอݥ
（ແղฦۚܕ）（2022）ܖ
ͷ߹ʹɺอؒظݥ։ظ࢝
ͱ͠·͢ɻ

＊2	 責任開始日
ಛఆ࣬පҰۚ࣌อݥ（ແղฦ
ۚܖ（ܕɺ͕Μྍ࣏αϙʔ
τอݥ（ແղฦۚܕ）ܖ
·͕ͨΜྍ࣏αϙʔτอݥ
（ແղฦۚܕ）（2022）ܖ
ͷ߹ʹɺอؒظݥ։࢝
ͱ͠·͢ɻ

（実施　2021.10.1）
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口座振替特約
（実施　2021.10.1 ʗվਖ਼　2022.�.2）

	 第１条	 	 特約の付加

̍ɽ͜ͷಛɺอܖݥऀ͔Βਃग़͕͋Γɺ͔ͭɺ͕ࣾঝͨ͠ͱ͖ʹՃ͠·
͢ɻ

̎ɽ͜ͷಛΛՃ͢Δͱ͖ɺ࣍ͷͯ͢ͷ݅Λຬͨ͢͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

ᾇ� อܖݥऀͷࢦఆ͢Δ࠲ޱ（ҎԼʮࢦఆ࠲ޱʯͱ͍͍·͢ɻ）͕ࣾͷࢦఆ
͢Δۚ༥ؔػ（ҎԼʮऔѻۚ༥ؔػʯͱ͍͍·͢ɻ）ʹઃஔͯ͋͠Δ͜ͱ

ᾈ� อܖݥऀ͕औѻۚ༥ؔػʹର͠ɺࢦఆ͔࠲ޱΒࣾͷ࠲ޱอݥྉͷ࠲ޱ
ৼସΛҕୗ͢Δ͜ͱ

	 第２条	 	 契約日

̍ɽ͜ͷಛʹΑΔऔѻ͍Λ͏ߦอܖݥͰɺී௨อݥͷنఆʹ͔͔ΘΒͣɺ
ී௨อݥنʹఆ͢Δ։１＊ظ࢝ΛؚΉ݄ͷཌ݄̍Λܖͱ͠·͢ɻܖ
ྸɺอ͓ؒظݥΑͼอݥྉؒظࠐܖΛج४ͱͯ͠͠ࢉܭ·͢ɻ

̎ɽຊͷ̍ɽͷنఆʹ͔͔ΘΒͣɺී௨อݥنʹఆ͢Δ։１͔＊ظ࢝ Βͦͷ
݄ͷ·Ͱͷؒʹɺڅۚͷࢧࣄ༝·ͨอݥྉͷࠐ໔আࣄ༝͕ੜͨ͡
ͱ͖ɺී௨อݥنʹఆ͢Δ։１＊ظ࢝ΛؚΉΛܖͱ͠·͢ɻ͜ͷ
߹ɺܖྸɺอ͓ؒظݥΑͼอݥྉؒظࠐܖΛج४ͱͯ͠͠ࢉܭ࠶
·͢ɻ

̏ɽຊͷ̎ɽͷ߹ɺอݥྉʹա͕͋Δͱ͖ɺࣾաΛอܖݥऀʹ
͍͠·͢ɻอݥྉʹෆ͕͋Δͱ͖ɺอܖݥऀෆΛࣾʹ͍
ۚڅ͕ۚ͋Δͱ͖ɺࣾڅ͏͖ࢧΉ͜ͱΛཁ͠·͢ɻͨͩ͠ɺࠐ
͔ΒෆΛࠩ͠Ҿ͖·͢ɻ

̐ɽຊͷ̍ɽͷنఆʹ͔͔ΘΒͣɺอܖݥऀ͔Βਃग़͕͋Γɺ͔͕ͭࣾ͜ΕΛ
ঝͨ͠߹ɺܖ։࢝＊２ͱ͠ɺܖྸɺอ͓ؒظݥΑͼอݥྉ
ؒظࠐͦͷΛج४ͱͯ͠͠ࢉܭ·͢ɻ

	 第３条	 	 保険料率

͜ͷಛʹΑΔऔѻ͍Λ݄͏ߦܖͷอݥྉɺج४อݥྉͱ͠·͢ɻ

	 第４条	 	 保険料の払込み

̍ɽୈ̎ճҎޙͷอݥྉɺ݄ظࠐதͷࣾͷఆΊͨ（ͦͷ͕औѻۚ༥ؔػͷ
ޱఆࢦʹ（ͱ͠ɺҎԼʮৼସʯͱ͍͍·͢ɻۀʹ֘͢Δͱ͖ཌӦۀٳ
Ή͜ͱΛඞཁͱࠐৼΓସ͑Δ͜ͱʹΑΓ͍ʹ࠲ޱྉ૬ֹΛࣾͷݥΒอ͔࠲
͠·͢ɻ

̎ɽຊͷ̍ɽʹنఆ͢ΔอݥྉɺৼସΛͬͯɺࠐΈͷ͋ͬͨͱ͠·͢ɻ
̏ɽಉҰͷࢦఆ͔࠲ޱΒ̎݅Ҏ্ͷอܖݥͷอݥྉΛৼΓସ͑Δͱ͖ɺอܖݥ
ऀɺࣾʹରͦ͠ͷৼସॱংΛࢦఆͰ͖·ͤΜɻ

̐ɽ͜ͷಛʹΑΓ͍ࠐ·Εͨอݥྉʹ͍ͭͯɺอݥྉྖऩূൃ͠ߦ·ͤΜɻ�

	 第５条	 	 保険料の口座振替が不能の場合の取扱い

̍ɽ�ৼସʹ͓͚Δࢦఆ࠲ޱͷ͕ߴ͍ࠐΉ͖อݥྉͷֹۚʹຬͨͳ͔ͬͨͨ
Ίɺୈ̐（อݥྉͷࠐΈ）ͷ̍ɽͷنఆʹΑΔอݥྉͷࠐΈ͕ߦΘΕͳ͔ͬ
ͨͱ͖ɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

	 第２条	 	 補足説明

＊１	 責任開始期
ಛఆ࣬පҰۚ࣌อݥ（ແղฦ
ۚܖ（ܕɺ͕Μྍ࣏αϙʔ
τอݥ（ແղฦۚܕ）ܖ
·͕ͨΜྍ࣏αϙʔτอݥ
（ແղฦۚܕ）（2022）ܖ
ͷ߹ʹɺอؒظݥ։ظ࢝
ͱ͠·͢ɻ

＊2	 責任開始日
ಛఆ࣬පҰۚ࣌อݥ（ແղฦ
ۚܖ（ܕɺ͕Μྍ࣏αϙʔ
τอݥ（ແղฦۚܕ）ܖ
·͕ͨΜྍ࣏αϙʔτอݥ
（ແղฦۚܕ）（2022）ܖ
ͷ߹ʹɺอؒظݥ։࢝
ͱ͠·͢ɻ

ᾇ� ܖʹ͋ͬͯɺͦͷ݄ظࠐͷ͔݄̍ޙͷৼସʹอݥྉͷ࠲ޱৼସ
Λ͍ߦ·͢ɻͦͷ݄ظࠐͷ͔݄̍ޙͷৼସʹอݥྉͷ࠲ޱৼସ͕ߦΘΕ
ͳ͔ͬͨͱ͖ɺͦͷ݄ظࠐͷ͔݄̎ޙͷৼସʹอݥྉͷ࠲ޱৼସΛߦ
͍·͢ɻͦͷ݄ظࠐͷ͔݄̎ޙͷৼସʹอݥྉͷ࠲ޱৼସ͕ߦΘΕͳ
͔ͬͨͱ͖ɺͦͷ݄ظࠐͷ͔݄̏ޙͷৼସʹอݥྉͷ࠲ޱৼସΛ͍ߦ
·͢ɻ

ᾈ� ݄ܖʹ͋ͬͯɺͦͷ݄ظࠐͷ͔݄̍ޙͷৼସʹ͔݄̎ͷอݥྉ
ͷ࠲ޱৼସΛ͍ߦ·͢ɻͦͷ݄ظࠐͷ͔݄̍ޙͷৼସʹอݥྉͷ࠲ޱৼ
ସ͕ߦΘΕͳ͔ͬͨͱ͖ɺͦͷ݄ظࠐͷ͔݄̎ޙͷৼସʹ͔݄̏ͷ
อݥྉͷ࠲ޱৼସΛ͍ߦ·͢ɻͦͷ݄ظࠐͷ͔݄̎ޙͷৼସʹอݥྉͷ
͔̐ʹͷৼସޙͷ͔݄݄̏ظࠐΘΕͳ͔ͬͨͱ͖ɺͦͷߦৼସ͕࠲ޱ
݄ͷอݥྉͷ࠲ޱৼସΛ͍ߦ·͢ɻ

ᾉ� ຊͷ̍ɽʵᾈʹ͓͍ͯɺ͔݄̎ͷอݥྉΛ࠲ޱৼସ͖͢ͱ͖ʹࢦఆޱ
ྉݥྉ૬ֹʹຬͨͳ͍߹ʹɺ͔݄̍ͷอݥͷอ݄͔͕̎ߴͷ࠲
ͷ࠲ޱৼସΛ͍ߦɺ͕݄ظࠐա͗ͨอݥྉʹ͍ͭͯࠐΈ͕͋ͬͨͷͱ
͠·͢ɻ͔݄̏ͷอݥྉΛ࠲ޱৼସ͖͢ͱ͖ʹࢦఆ࠲ޱͷ݄͔͕̏ߴ
ͷอݥྉ૬ֹʹຬͨͳ͍߹ʹɺ͔݄̎·͔݄ͨ̍ͷอݥྉͷ
Έ͕͋ͬࠐྉʹ͍ͭͯݥͷͷ͔Βॱʹอ݄ظࠐ͍ݹɺ͍ߦৼସΛ࠲ޱ
ͨͷͱ͠·͢ɻ͔݄̐ͷอݥྉΛ࠲ޱৼସ͖͢ͱ͖ʹࢦఆ࠲ޱͷߴ
͕͔݄̐ͷอݥྉ૬ֹʹຬͨͳ͍߹ʹɺ͔݄̏ɺ͔݄̎·ͨ
͔݄̍ͷอݥྉͷ࠲ޱৼସΛ͍ߦɺ͍ݹ݄ظࠐͷͷ͔Βॱʹอݥྉʹ
͍ͭͯࠐΈ͕͋ͬͨͷͱ͠·͢ɻ

̎ɽຊͷ̍ɽͷ߹ɺͦͷอݥྉͷ࠲ޱৼସ͕ෆͷͱ͖ɺอܖݥऀɺී௨
อݥنʹఆ͢Δ༛༧ؒظຬྃ·ͰʹະࠐอݥྉΛࣾͷຊࣾ·ͨࣾ
ͷࢦఆͨ͠ॴʹ͍ࠐΉ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

	 第̒条	 	 ߋఆ口座のมࢦ

̍ɽอܖݥऀ͕ࢦఆ࠲ޱΛಉҰͷऔѻۚ༥ؔػͷଞͷ࠲ޱʹม͢ߋΔͱ͖ɺอݥ
ਃ͠ग़Δ͜ͱΛඞʹؔػΛ͓ࣾΑͼͦͷऔѻۚ༥ࢫऀɺ͋Β͔͡Ίͦͷܖ
ཁͱ͠·͢ɻ

̎ɽอܖݥऀ͕ࢦఆ࠲ޱΛଞͷऔѻۚ༥ؔػͷ࠲ޱʹม͢ߋΔͱ͖ɺอܖݥऀ
ɺ͋Β͔͡ΊͦͷࢫΛ͓ࣾΑͼมޙߋͷऔѻۚ༥ؔػʹਃ͠ग़Δ͜ͱΛඞཁ
ͱ͠·͢ɻ

̏ɽऔѻۚ༥͕ؔػอݥྉͷ࠲ޱৼସΛதͨ͠ࢭͱ͖ɺࣾɺͦͷࢫΛอܖݥ
ऀʹ௨͠·͢ɻ͜ͷ߹ɺอܖݥऀɺࢦఆ࠲ޱΛଞͷऔѻۚ༥ؔػʹมߋ
͢Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

	 第̓条	 	 振替日のมߋ

͓ࣾΑͼऔѻۚ༥ؔػͷࣄʹΑΓɺࣾɺকདྷʹ͔ͯͬৼସΛม͢ߋ
Δ͜ͱ͕͋Γ·͢ɻ͜ͷ߹ɺࣾɺͦͷࢫΛ͋Β͔͡Ίอܖݥऀʹ௨͠
·͢ɻ

	 第̔条	 	 保険料のલೲ

͜ͷಛʹΑΔอݥྉͷࠐΈʹ͍ͭͯɺී௨อݥͷอݥྉͷલೲʹؔ͢Δ
ఆద༻͠·ͤΜɻن
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	 第��条	 	 補足説明

＊１	 第１ճอݥྉ
ୈ̍ճอݥྉ૬ֹΛؚΈ·
͢ɻ

	 第̕条	 	 特約のফ໓

̍ɽ࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘ͨ͠ͱ͖ɺ͜ͷಛফ໓͠·͢ɻ

ᾇ� ୈ̍（ಛͷՃ）ͷ̎ɽʹنఆ͢Δ݅ʹ֘͠ͳ͘ͳͬͨͱ͖
ᾈ� ୈ̒（ࢦఆ࠲ޱͷมߋ）ʹنఆ͢Δॾม͠ࡍʹߋɺͦͷมߋखଓ͕ߦΘΕ
ͳ͍··อݥྉͷ࠲ޱৼସ͕ෆͱͳͬͨͱ͖

ᾉ� อܖݥऀ͕ɺୈ̓（ৼସͷมߋ）ͷৼସͷมߋΛঝ͠ͳ͍ͱ͖
ᾊ� ͍ࠐΉ͖อݥྉ͕ͳ͘ͳͬͨͱ͖
ᾋ� อܖݥऀ͕ɺอݥྉͷํࠐ๏（ܦ࿏）Λ͜ͷಛʹΑΒͳ͍ํ๏ʹมߋ
ͨ͠ͱ͖

̎ɽຊͷ̍ɽʵᾇ͔ΒᾋͷنఆʹΑΓ͜ͷಛ͕ফ໓ͨ͠ͱ͖ɺී௨อݥͷ
͢·͠༺ఆΛదن

	第��条	 	 ී௨保険約のద༻

͜ͷಛʹఆΊΔ߲ࣄҎ֎ɺͯ͢ී௨อݥͷنఆΛద༻͠·͢ɻ

	第��条	 	 ։࢝ʹؔ͢Δ特約Λ付加ͤͣʹ第１ճ保険料͔Β口座振替
Λ͏ߦ場合の特ଇ

։࢝ʹؔ͢ΔಛΛՃͤͣʹ͜ͷಛΛՃ͠ɺୈ̍ճอݥྉ＊１͔ Β࠲ޱ
ৼସΛ͏ߦͱ͖ɺ࣍ͷᾇ͓Αͼᾈͷͱ͓ΓಡΈସ͑·͢ɻ
ᾇ� ୈ̐（อݥྉͷࠐΈ）Λ࣍ͷͱ͓ΓಡΈସ͑·͢ɻ
ୈ̐　อݥྉͷࠐΈ
̍ɽୈ̍ճอݥྉ＊１͓ Αͼୈ̎ճҎޙͷอݥྉɺࢦఆ͔࠲ޱΒอݥྉ
૬ֹΛࣾͷ࠲ޱʹৼΓସ͑Δͱͯࣾ͠ͷఆΊͨ（ୈ̎ճ
Ҏޙͷอݥྉʹ͍ͭͯɺ݄ظࠐதͷࣾͷఆΊͨͱ͠ɺͦͷ
͕औѻۚ༥ؔػͷۀٳʹ֘͢Δͱ͖ཌӦۀͱ͠·͢ɻҎ
Լʮৼସʯͱ͍͍·͢ɻ）ʹࢦఆ͔࠲ޱΒࣾͷ࠲ޱʹৼΓସ͑
Δ͜ͱʹΑΓ͍ࠐΉ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

̎ɽຊͷ̍ɽͷ߹ɺࣾɺୈ̍ճอݥྉ＊１ͷৼସΛ͋Β͔͡Ί
อܖݥऀʹ௨͠·͢ɻ

̏ɽຊͷ̍ɽʹنఆ͢ΔอݥྉɺৼସΛͬͯɺࠐΈͷ͋ͬͨ
ͱ͠·͢ɻ

̐ɽ̎ ݄͕औѻۚ༥ؔػͷۀٳʹ֘͢ΔͨΊʹɺୈ̍ճอݥ
ྉ＊１ͷৼସ͕݄̏̍ͱͳΔ݄ܖͷ߹Ͱɺ͔ͭɺͦͷৼସ
͕։࢝ͱͳΔ߹ʹɺୈ̎（ܖ）ͷ̍ɽͷنఆʹ
͔͔ΘΒͣɺͦͷΛܖͱ͠·͢ɻ

̑ɽಉҰͷࢦఆ͔࠲ޱΒ̎݅Ҏ্ͷอܖݥͷอݥྉΛৼΓସ͑Δͱ͖
ɺอܖݥऀɺࣾʹରͦ͠ͷৼସॱংΛࢦఆͰ͖·ͤΜɻ

̒ɽ͜ͷಛʹΑΓ͍ࠐ·Εͨอݥྉʹ͍ͭͯɺอݥྉྖऩূൃ
Μɻͤ·͠ߦ

ᾈ� ୈ̑（อݥྉͷ࠲ޱৼସ͕ෆͷ߹ͷऔѻ͍）Λ࣍ͷͱ͓ΓಡΈସ͑·
͢ɻ
ୈ̑　อݥྉͷ࠲ޱৼସ͕ෆͷ߹ͷऔѻ͍
̍ɽৼସʹୈ̍ճอݥྉ＊１ͷ࠲ޱৼସ͕ෆͷͱ͖ɺอܖݥऀɺ

ৼସΛؚΉ݄ͷ݄·Ͱʹୈ̍ճอݥྉ＊１Λࣾͷຊࣾ·ͨ
ࣾͷࢦఆͨ͠ॴʹ͍ࠐΉ͜ͱΛཁ͠·͢ɻ͜ͷ߹ɺୈ̐
（อݥྉͷࠐΈ）ͷ̏ɽͷنఆʹ͔͔ΘΒͣɺอܖݥऀ͕ୈ̍
ճอݥྉ＊１Λ͍ࠐΜͩ࣌Λͬͯɺୈ̍ճอݥྉ＊１ͷࠐΈ͕
͋ͬͨͷͱΈͳ͠·͢ɻ
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	 第��条	 	 補足説明

＊１	 第１ճอݥྉ
ୈ̍ճอݥྉ૬ֹΛؚΈ·
͢ɻ

	 第̕条	 	 特約のফ໓

̍ɽ࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘ͨ͠ͱ͖ɺ͜ͷಛফ໓͠·͢ɻ

ᾇ� ୈ̍（ಛͷՃ）ͷ̎ɽʹنఆ͢Δ݅ʹ֘͠ͳ͘ͳͬͨͱ͖
ᾈ� ୈ̒（ࢦఆ࠲ޱͷมߋ）ʹنఆ͢Δॾม͠ࡍʹߋɺͦͷมߋखଓ͕ߦΘΕ
ͳ͍··อݥྉͷ࠲ޱৼସ͕ෆͱͳͬͨͱ͖

ᾉ� อܖݥऀ͕ɺୈ̓（ৼସͷมߋ）ͷৼସͷมߋΛঝ͠ͳ͍ͱ͖
ᾊ� ͍ࠐΉ͖อݥྉ͕ͳ͘ͳͬͨͱ͖
ᾋ� อܖݥऀ͕ɺอݥྉͷํࠐ๏（ܦ࿏）Λ͜ͷಛʹΑΒͳ͍ํ๏ʹมߋ
ͨ͠ͱ͖

̎ɽຊͷ̍ɽʵᾇ͔ΒᾋͷنఆʹΑΓ͜ͷಛ͕ফ໓ͨ͠ͱ͖ɺී௨อݥͷ
͢·͠༺ఆΛదن

	第��条	 	 ී௨保険約のద༻

͜ͷಛʹఆΊΔ߲ࣄҎ֎ɺͯ͢ී௨อݥͷنఆΛద༻͠·͢ɻ

	第��条	 	 ։࢝ʹؔ͢Δ特約Λ付加ͤͣʹ第１ճ保険料͔Β口座振替
Λ͏ߦ場合の特ଇ

։࢝ʹؔ͢ΔಛΛՃͤͣʹ͜ͷಛΛՃ͠ɺୈ̍ճอݥྉ＊１͔ Β࠲ޱ
ৼସΛ͏ߦͱ͖ɺ࣍ͷᾇ͓Αͼᾈͷͱ͓ΓಡΈସ͑·͢ɻ
ᾇ� ୈ̐（อݥྉͷࠐΈ）Λ࣍ͷͱ͓ΓಡΈସ͑·͢ɻ
ୈ̐　อݥྉͷࠐΈ
̍ɽୈ̍ճอݥྉ＊１͓ Αͼୈ̎ճҎޙͷอݥྉɺࢦఆ͔࠲ޱΒอݥྉ
૬ֹΛࣾͷ࠲ޱʹৼΓସ͑Δͱͯࣾ͠ͷఆΊͨ（ୈ̎ճ
Ҏޙͷอݥྉʹ͍ͭͯɺ݄ظࠐதͷࣾͷఆΊͨͱ͠ɺͦͷ
͕औѻۚ༥ؔػͷۀٳʹ֘͢Δͱ͖ཌӦۀͱ͠·͢ɻҎ
Լʮৼସʯͱ͍͍·͢ɻ）ʹࢦఆ͔࠲ޱΒࣾͷ࠲ޱʹৼΓସ͑
Δ͜ͱʹΑΓ͍ࠐΉ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

̎ɽຊͷ̍ɽͷ߹ɺࣾɺୈ̍ճอݥྉ＊１ͷৼସΛ͋Β͔͡Ί
อܖݥऀʹ௨͠·͢ɻ

̏ɽຊͷ̍ɽʹنఆ͢ΔอݥྉɺৼସΛͬͯɺࠐΈͷ͋ͬͨ
ͱ͠·͢ɻ

̐ɽ̎ ݄͕औѻۚ༥ؔػͷۀٳʹ֘͢ΔͨΊʹɺୈ̍ճอݥ
ྉ＊１ͷৼସ͕݄̏̍ͱͳΔ݄ܖͷ߹Ͱɺ͔ͭɺͦͷৼସ
͕։࢝ͱͳΔ߹ʹɺୈ̎（ܖ）ͷ̍ɽͷنఆʹ
͔͔ΘΒͣɺͦͷΛܖͱ͠·͢ɻ

̑ɽಉҰͷࢦఆ͔࠲ޱΒ̎݅Ҏ্ͷอܖݥͷอݥྉΛৼΓସ͑Δͱ͖
ɺอܖݥऀɺࣾʹରͦ͠ͷৼସॱংΛࢦఆͰ͖·ͤΜɻ

̒ɽ͜ͷಛʹΑΓ͍ࠐ·Εͨอݥྉʹ͍ͭͯɺอݥྉྖऩূൃ
Μɻͤ·͠ߦ

ᾈ� ୈ̑（อݥྉͷ࠲ޱৼସ͕ෆͷ߹ͷऔѻ͍）Λ࣍ͷͱ͓ΓಡΈସ͑·
͢ɻ
ୈ̑　อݥྉͷ࠲ޱৼସ͕ෆͷ߹ͷऔѻ͍
̍ɽৼସʹୈ̍ճอݥྉ＊１ͷ࠲ޱৼସ͕ෆͷͱ͖ɺอܖݥऀɺ

ৼସΛؚΉ݄ͷ݄·Ͱʹୈ̍ճอݥྉ＊１Λࣾͷຊࣾ·ͨ
ࣾͷࢦఆͨ͠ॴʹ͍ࠐΉ͜ͱΛཁ͠·͢ɻ͜ͷ߹ɺୈ̐
（อݥྉͷࠐΈ）ͷ̏ɽͷنఆʹ͔͔ΘΒͣɺอܖݥऀ͕ୈ̍
ճอݥྉ＊１Λ͍ࠐΜͩ࣌Λͬͯɺୈ̍ճอݥྉ＊１ͷࠐΈ͕
͋ͬͨͷͱΈͳ͠·͢ɻ

	 第�2条	 	 補足説明

＊１	 責任開始期
ಛఆ࣬පҰۚ࣌อݥ（ແղฦ
ۚܖ（ܕɺ͕Μྍ࣏αϙʔ
τอݥ（ແղฦۚܕ）ܖ
·͕ͨΜྍ࣏αϙʔτอݥ
（ແղฦۚܕ）（2022）ܖ
ͷ߹ʹɺอؒظݥ։ظ࢝
ͱ͠·͢ɻ

̎ɽৼସʹ͓͚Δࢦఆ࠲ޱͷ͕ߴ͍ࠐΉ͖อݥྉͷֹۚʹຬͨ
ͳ͔ͬͨͨΊɺୈ̐（อݥྉͷࠐΈ）ͷ̍ɽͷنఆʹΑΔୈ̎
ճҎޙͷอݥྉͷࠐΈ͕ߦΘΕͳ͔ͬͨͱ͖ɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓ
ѻ͍·͢ɻ

ᾇ� ܖʹ͋ͬͯɺͦͷ݄ظࠐͷ͔݄̍ޙͷৼସʹอݥྉ
ͷ࠲ޱৼସΛ͍ߦ·͢ɻͦͷ݄ظࠐͷ͔݄̍ޙͷৼସʹอݥ
ྉͷ࠲ޱৼସ͕ߦΘΕͳ͔ͬͨͱ͖ɺͦͷ݄ظࠐͷ͔݄̎ޙ
ͷৼସʹอݥྉͷ࠲ޱৼସΛ͍ߦ·͢ɻͦͷ݄ظࠐͷ͔݄̎
ΘΕͳ͔ͬͨͱ͖ɺͦͷߦৼସ͕࠲ޱྉͷݥͷৼସʹอޙ
ɻ͢·͍ߦৼସΛ࠲ޱྉͷݥͷৼସʹอޙͷ͔݄݄̏ظࠐ

ᾈ� ݄ܖʹ͋ͬͯɺͦͷ݄ظࠐͷ͔݄̍ޙͷৼସʹ͔݄̎
ͷอݥྉͷ࠲ޱৼସΛ͍ߦ·͢ɻͦͷ݄ظࠐͷ͔݄̍ޙͷৼ
ସʹอݥྉͷ࠲ޱৼସ͕ߦΘΕͳ͔ͬͨͱ͖ɺͦͷ݄ظࠐ
ͷ͔݄̎ޙͷৼସʹ͔݄̏ͷอݥྉͷ࠲ޱৼସΛ͍ߦ·͢ɻ
ͦͷ݄ظࠐͷ͔݄̎ޙͷৼସʹอݥྉͷ࠲ޱৼସ͕ߦΘΕͳ
͔ͬͨͱ͖ɺͦͷ݄ظࠐͷ͔݄̏ޙͷৼସʹ͔݄̐ͷอ
ɻ͢·͍ߦৼସΛ࠲ޱྉͷݥ

ᾉ� ຊͷ̎ɽʵᾈʹ͓͍ͯɺ͔݄̎ͷอݥྉΛ࠲ޱৼସ͖͢ͱ
ʹ߹ྉ૬ֹʹຬͨͳ͍ݥͷอ݄͔͕̎ߴͷ࠲ޱఆࢦʹ͖
ɺ͔݄̍ͷอݥྉͷ࠲ޱৼସΛ͍ߦɺ͕݄ظࠐա͗ͨอݥ
ྉʹ͍ͭͯࠐΈ͕͋ͬͨͷͱ͠·͢ɻ͔݄̏ͷอݥྉΛޱ
ʹྉ૬ֹݥͷอ݄͔͕̏ߴͷ࠲ޱఆࢦʹৼସ͖͢ͱ͖࠲
ຬͨͳ͍߹ʹɺ͔݄̎·͔݄ͨ̍ͷอݥྉͷ࠲ޱৼସ
Λ͍ߦɺ͍ݹ݄ظࠐͷͷ͔Βॱʹอݥྉʹ͍ͭͯࠐΈ͕
͋ͬͨͷͱ͠·͢ɻ͔݄̐ͷอݥྉΛ࠲ޱৼସ͖͢ͱ͖ʹ
ྉ૬ֹʹຬͨͳ͍߹ʹɺݥͷอ݄͔͕̐ߴͷ࠲ޱఆࢦ
͔݄̏ɺ͔݄̎·͔݄ͨ̍ͷอݥྉͷ࠲ޱৼସΛ͍ߦɺ
Έ͕͋ͬͨͷࠐྉʹ͍ͭͯݥͷͷ͔Βॱʹอ݄ظࠐ͍ݹ
ͱ͠·͢ɻ

̏ɽຊͷ̎ɽͷ߹ɺͦͷอݥྉͷ࠲ޱৼସ͕ෆͷͱ͖ɺอܖݥ
ऀɺී௨อݥنʹఆ͢Δ༛༧ؒظຬྃ·Ͱʹະࠐอݥ
ྉΛࣾͷຊࣾ·ͨࣾͷࢦఆͨ͠ॴʹ͍ࠐΉ͜ͱΛඞཁͱ
͠·͢ɻ

̐ɽ�̎ ݄͕औѻۚ༥ؔػͷۀٳʹ֘͢ΔͨΊʹɺୈ̍ճอݥ
ྉ＊１ͷৼସ͕݄̏̍ͱͳΔอܖݥͷ߹ʹɺຊͷ̍ɽͷ
ఆద༻͠·ͤΜɻن

	第��条	 	 ։࢝ʹؔ͢Δ特約ͱ͋Θͤͯओ契約ʹ付加͢Δ場合の特ଇ

͜ͷಛΛ։࢝ʹؔ͢Δಛͱ͋ΘͤͯओܖʹՃ͢Δ߹ɺ࣍ͷͱ͓Γ
औΓѻ͍·͢ɻ
ᾇ� ୈ̎（ܖ）Λ࣍ͷͱ͓ΓಡΈସ͑·͢ɻ
ୈ̎　ܖ
̍ɽ͜ͷಛʹΑΔऔѻ͍Λ͏ߦอܖݥͰɺ։࢝ʹؔ͢Δಛ
ͷنఆʹ͔͔ΘΒͣɺ։࢝ʹؔ͢Δಛʹنఆ͢Δ։࢝
͓ؒظݥྸɺอܖͱ͠·͢ɻܖ１ΛؚΉ݄ͷཌ݄̍Λ＊ظ
ΑͼอݥྉؒظࠐܖΛج४ͱͯ͠͠ࢉܭ·͢ɻ

̎ɽຊͷ̍ɽͷنఆʹ͔͔ΘΒͣɺ։࢝ʹؔ͢Δಛʹنఆ͢Δ
։１͔＊ظ࢝ Βͦͷ݄ͷ·Ͱͷؒʹɺڅۚͷࢧࣄ༝·
ͨอݥྉͷࠐ໔আࣄ༝͕ੜͨ͡ͱ͖ɺ։࢝ʹؔ͢Δಛ
ܖͱ͠·͢ɻ͜ͷ߹ɺܖ１ΛؚΉΛ＊ظ࢝ఆ͢Δ։نʹ
ྸɺอ͓ؒظݥΑͼอݥྉؒظࠐܖΛج४ͱͯ͠ܭ࠶
ɻ͢·͠ࢉ

ᾈ� ୈ̐（อݥྉͷࠐΈ）Λ࣍ͷͱ͓ΓಡΈସ͑·͢ɻ
ୈ̐　อݥྉͷࠐΈ
̍ɽୈ̍ճอݥྉ͓Αͼୈ̎ճҎޙͷอݥྉɺؒظࠐத·ͨࠐ
ʹ֘͢ۀٳͷؔػதͷࣾͷఆΊͨ（ͦͷ͕औѻۚ༥݄ظ
Δͱ͖ཌӦۀͱ͠·͢ɻҎԼʮৼସʯͱ͍͍·͢ɻ）ʹࢦఆ
Ή͜ͱΛඞཁͱࠐৼΓସ͑Δ͜ͱʹΑΓ͍ʹ࠲ޱΒࣾͷ͔࠲ޱ

特

約

107

口
座
振
替
特
約



͠·͢ɻ
̎ɽຊͷ̍ɽʹنఆ͢ΔอݥྉɺৼସΛͬͯɺࠐΈͷ͋ͬͨ
ͱ͠·͢ɻ

̏ɽಉҰͷࢦఆ͔࠲ޱΒ̎݅Ҏ্ͷอܖݥͷอݥྉΛৼΓସ͑Δͱ͖
ɺอܖݥऀɺࣾʹରͦ͠ͷৼସॱংΛࢦఆͰ͖·ͤΜɻ

̐ɽ͜ͷಛʹΑΓ͍ࠐ·Εͨอݥྉʹ͍ͭͯɺอݥྉྖऩূൃ
Μɻͤ·͠ߦ

ᾉ� ୈ̑（อݥྉͷ࠲ޱৼସ͕ෆͷ߹ͷऔѻ͍）Λ࣍ͷͱ͓ΓಡΈସ͑·
͢ɻ
ୈ̑　อݥྉͷ࠲ޱৼସ͕ෆͷ߹ͷऔѻ͍
̍ɽৼସʹ͓͚Δࢦఆ࠲ޱͷ͕ߴ͍ࠐΉ͖อݥྉͷֹۚʹຬͨ
ͳ͔ͬͨͨΊɺୈ̍ճอݥྉͷࠐΈ͕ߦΘΕͳ͔ͬͨͱ͖ɺ࣍
ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

ᾇ� ܖʹ͋ͬͯɺͦͷؒظࠐͷ͔݄̍ޙͷৼସʹอݥྉ
ͷ࠲ޱৼସΛ͍ߦ·͢ɻͦͷؒظࠐͷ͔݄̍ޙͷৼସʹอݥ
ྉͷ࠲ޱৼସ͕ߦΘΕͳ͔ͬͨͱ͖ɺͦͷؒظࠐͷ͔݄̎ޙ
ͷৼସʹอݥྉͷ࠲ޱৼସΛ͍ߦ·͢ɻͦͷؒظࠐͷ͔݄̎
ΘΕͳ͔ͬͨͱ͖ɺͦͷߦৼସ͕࠲ޱྉͷݥͷৼସʹอޙ
ɻ͢·͍ߦৼସΛ࠲ޱྉͷݥͷৼସʹอޙͷ͔݄̏ؒظࠐ

ᾈ� ݄ܖʹ͋ͬͯɺͦͷؒظࠐͷ͔݄̍ޙͷৼସʹ͔݄̎
ͷอݥྉͷ࠲ޱৼସΛ͍ߦ·͢ɻͦͷؒظࠐͷ͔݄̍ޙͷৼ
ସʹอݥྉͷ࠲ޱৼସ͕ߦΘΕͳ͔ͬͨͱ͖ɺͦͷؒظࠐ
ͷ͔݄̎ޙͷৼସʹ͔݄̏ͷอݥྉͷ࠲ޱৼସΛ͍ߦ·͢ɻ
ͦͷؒظࠐͷ͔݄̎ޙͷৼସʹอݥྉͷ࠲ޱৼସ͕ߦΘΕͳ
͔ͬͨͱ͖ɺͦͷؒظࠐͷ͔݄̏ޙͷৼସʹ͔݄̐ͷอ
ɻ͢·͍ߦৼସΛ࠲ޱྉͷݥ

ᾉ� ຊͷ̍ɽʵᾈʹ͓͍ͯɺ͔݄̎ͷอݥྉΛ࠲ޱৼସ͖͢ͱ
ʹ߹ྉ૬ֹʹຬͨͳ͍ݥͷอ݄͔͕̎ߴͷ࠲ޱఆࢦʹ͖
ɺ͔݄̍ͷอݥྉͷ࠲ޱৼସΛ͍ߦɺ͕݄ظࠐա͗ͨอݥ
ྉʹ͍ͭͯࠐΈ͕͋ͬͨͷͱ͠·͢ɻ͔݄̏ͷอݥྉΛޱ
ʹྉ૬ֹݥͷอ݄͔͕̏ߴͷ࠲ޱఆࢦʹৼସ͖͢ͱ͖࠲
ຬͨͳ͍߹ʹɺ͔݄̎·͔݄ͨ̍ͷอݥྉͷ࠲ޱৼସ
Λ͍ߦɺ͍ݹ݄ظࠐͷͷ͔Βॱʹอݥྉʹ͍ͭͯࠐΈ͕
͋ͬͨͷͱ͠·͢ɻ͔݄̐ͷอݥྉΛ࠲ޱৼସ͖͢ͱ͖ʹ
ྉ૬ֹʹຬͨͳ͍߹ʹɺݥͷอ݄͔͕̐ߴͷ࠲ޱఆࢦ
͔݄̏ɺ͔݄̎·͔݄ͨ̍ͷอݥྉͷ࠲ޱৼସΛ͍ߦɺ
Έ͕͋ͬͨͷࠐྉʹ͍ͭͯݥͷͷ͔Βॱʹอ݄ظࠐ͍ݹ
ͱ͠·͢ɻ
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͠·͢ɻ
̎ɽຊͷ̍ɽʹنఆ͢ΔอݥྉɺৼସΛͬͯɺࠐΈͷ͋ͬͨ
ͱ͠·͢ɻ

̏ɽಉҰͷࢦఆ͔࠲ޱΒ̎݅Ҏ্ͷอܖݥͷอݥྉΛৼΓସ͑Δͱ͖
ɺอܖݥऀɺࣾʹରͦ͠ͷৼସॱংΛࢦఆͰ͖·ͤΜɻ

̐ɽ͜ͷಛʹΑΓ͍ࠐ·Εͨอݥྉʹ͍ͭͯɺอݥྉྖऩূൃ
Μɻͤ·͠ߦ

ᾉ� ୈ̑（อݥྉͷ࠲ޱৼସ͕ෆͷ߹ͷऔѻ͍）Λ࣍ͷͱ͓ΓಡΈସ͑·
͢ɻ
ୈ̑　อݥྉͷ࠲ޱৼସ͕ෆͷ߹ͷऔѻ͍
̍ɽৼସʹ͓͚Δࢦఆ࠲ޱͷ͕ߴ͍ࠐΉ͖อݥྉͷֹۚʹຬͨ
ͳ͔ͬͨͨΊɺୈ̍ճอݥྉͷࠐΈ͕ߦΘΕͳ͔ͬͨͱ͖ɺ࣍
ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

ᾇ� ܖʹ͋ͬͯɺͦͷؒظࠐͷ͔݄̍ޙͷৼସʹอݥྉ
ͷ࠲ޱৼସΛ͍ߦ·͢ɻͦͷؒظࠐͷ͔݄̍ޙͷৼସʹอݥ
ྉͷ࠲ޱৼସ͕ߦΘΕͳ͔ͬͨͱ͖ɺͦͷؒظࠐͷ͔݄̎ޙ
ͷৼସʹอݥྉͷ࠲ޱৼସΛ͍ߦ·͢ɻͦͷؒظࠐͷ͔݄̎
ΘΕͳ͔ͬͨͱ͖ɺͦͷߦৼସ͕࠲ޱྉͷݥͷৼସʹอޙ
ɻ͢·͍ߦৼସΛ࠲ޱྉͷݥͷৼସʹอޙͷ͔݄̏ؒظࠐ

ᾈ� ݄ܖʹ͋ͬͯɺͦͷؒظࠐͷ͔݄̍ޙͷৼସʹ͔݄̎
ͷอݥྉͷ࠲ޱৼସΛ͍ߦ·͢ɻͦͷؒظࠐͷ͔݄̍ޙͷৼ
ସʹอݥྉͷ࠲ޱৼସ͕ߦΘΕͳ͔ͬͨͱ͖ɺͦͷؒظࠐ
ͷ͔݄̎ޙͷৼସʹ͔݄̏ͷอݥྉͷ࠲ޱৼସΛ͍ߦ·͢ɻ
ͦͷؒظࠐͷ͔݄̎ޙͷৼସʹอݥྉͷ࠲ޱৼସ͕ߦΘΕͳ
͔ͬͨͱ͖ɺͦͷؒظࠐͷ͔݄̏ޙͷৼସʹ͔݄̐ͷอ
ɻ͢·͍ߦৼସΛ࠲ޱྉͷݥ

ᾉ� ຊͷ̍ɽʵᾈʹ͓͍ͯɺ͔݄̎ͷอݥྉΛ࠲ޱৼସ͖͢ͱ
ʹ߹ྉ૬ֹʹຬͨͳ͍ݥͷอ݄͔͕̎ߴͷ࠲ޱఆࢦʹ͖
ɺ͔݄̍ͷอݥྉͷ࠲ޱৼସΛ͍ߦɺ͕݄ظࠐա͗ͨอݥ
ྉʹ͍ͭͯࠐΈ͕͋ͬͨͷͱ͠·͢ɻ͔݄̏ͷอݥྉΛޱ
ʹྉ૬ֹݥͷอ݄͔͕̏ߴͷ࠲ޱఆࢦʹৼସ͖͢ͱ͖࠲
ຬͨͳ͍߹ʹɺ͔݄̎·͔݄ͨ̍ͷอݥྉͷ࠲ޱৼସ
Λ͍ߦɺ͍ݹ݄ظࠐͷͷ͔Βॱʹอݥྉʹ͍ͭͯࠐΈ͕
͋ͬͨͷͱ͠·͢ɻ͔݄̐ͷอݥྉΛ࠲ޱৼସ͖͢ͱ͖ʹ
ྉ૬ֹʹຬͨͳ͍߹ʹɺݥͷอ݄͔͕̐ߴͷ࠲ޱఆࢦ
͔݄̏ɺ͔݄̎·͔݄ͨ̍ͷอݥྉͷ࠲ޱৼସΛ͍ߦɺ
Έ͕͋ͬͨͷࠐྉʹ͍ͭͯݥͷͷ͔Βॱʹอ݄ظࠐ͍ݹ
ͱ͠·͢ɻ

̎ɽৼସʹ͓͚Δࢦఆ࠲ޱͷ͕ߴ͍ࠐΉ͖อݥྉͷֹۚʹຬͨ
ͳ͔ͬͨͨΊɺୈ̎ճҎޙͷอݥྉͷࠐΈ͕ߦΘΕͳ͔ͬͨͱ͖
ɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

ᾇ� ܖʹ͋ͬͯɺͦͷ݄ظࠐͷ͔݄̍ޙͷৼସʹอݥྉ
ͷ࠲ޱৼସΛ͍ߦ·͢ɻͦͷ݄ظࠐͷ͔݄̍ޙͷৼସʹอݥ
ྉͷ࠲ޱৼସ͕ߦΘΕͳ͔ͬͨͱ͖ɺͦͷ݄ظࠐͷ͔݄̎ޙ
ͷৼସʹอݥྉͷ࠲ޱৼସΛ͍ߦ·͢ɻͦͷ݄ظࠐͷ͔݄̎
ΘΕͳ͔ͬͨͱ͖ɺͦͷߦৼସ͕࠲ޱྉͷݥͷৼସʹอޙ
ɻ͢·͍ߦৼସΛ࠲ޱྉͷݥͷৼସʹอޙͷ͔݄݄̏ظࠐ

ᾈ� ݄ܖʹ͋ͬͯɺͦͷ݄ظࠐͷ͔݄̍ޙͷৼସʹ͔݄̎
ͷอݥྉͷ࠲ޱৼସΛ͍ߦ·͢ɻͦͷ݄ظࠐͷ͔݄̍ޙͷৼ
ସʹอݥྉͷ࠲ޱৼସ͕ߦΘΕͳ͔ͬͨͱ͖ɺͦͷ݄ظࠐ
ͷ͔݄̎ޙͷৼସʹ͔݄̏ͷอݥྉͷ࠲ޱৼସΛ͍ߦ·͢ɻ
ͦͷ݄ظࠐͷ͔݄̎ޙͷৼସʹอݥྉͷ࠲ޱৼସ͕ߦΘΕͳ
͔ͬͨͱ͖ɺͦͷ݄ظࠐͷ͔݄̏ޙͷৼସʹ͔݄̐ͷอ
ɻ͢·͍ߦৼସΛ࠲ޱྉͷݥ

ᾉ� ຊͷ̎ɽʵᾈʹ͓͍ͯɺ͔݄̎ͷอݥྉΛ࠲ޱৼସ͖͢ͱ
ʹ߹ྉ૬ֹʹຬͨͳ͍ݥͷอ݄͔͕̎ߴͷ࠲ޱఆࢦʹ͖
ɺ͔݄̍ͷอݥྉͷ࠲ޱৼସΛ͍ߦɺ͕݄ظࠐա͗ͨอݥ
ྉʹ͍ͭͯࠐΈ͕͋ͬͨͷͱ͠·͢ɻ͔݄̏ͷอݥྉΛޱ
ʹྉ૬ֹݥͷอ݄͔͕̏ߴͷ࠲ޱఆࢦʹৼସ͖͢ͱ͖࠲
ຬͨͳ͍߹ʹɺ͔݄̎·͔݄ͨ̍ͷอݥྉͷ࠲ޱৼସ
Λ͍ߦɺ͍ݹ݄ظࠐͷͷ͔Βॱʹอݥྉʹ͍ͭͯࠐΈ͕
͋ͬͨͷͱ͠·͢ɻ͔݄̐ͷอݥྉΛ࠲ޱৼସ͖͢ͱ͖ʹ
ྉ૬ֹʹຬͨͳ͍߹ʹɺݥͷอ݄͔͕̐ߴͷ࠲ޱఆࢦ
͔݄̏ɺ͔݄̎·͔݄ͨ̍ͷอݥྉͷ࠲ޱৼସΛ͍ߦɺ
Έ͕͋ͬͨͷࠐྉʹ͍ͭͯݥͷͷ͔Βॱʹอ݄ظࠐ͍ݹ
ͱ͠·͢ɻ

̏ɽຊͷ̍ɽ·ͨ̎ɽͷ߹ɺͦͷอݥྉͷ࠲ޱৼସ͕ෆͷͱ͖
ɺอܖݥऀɺ։࢝ʹؔ͢Δಛ·ͨී௨อݥنʹ
ఆ͢Δ༛༧ؒظຬྃ·ͰʹະࠐอݥྉΛࣾͷຊࣾ·ͨࣾ
ͷࢦఆͨ͠ॴʹ͍ࠐΉ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ
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	 第１条	 	 補足説明

＊１	 取扱カード会社の会員規約
等により指定クレジット
カードを利用できる会員本
人

औѻΧʔυձࣾͷձһنʹ
ΑΓࢦఆΫϨδοτΧʔυͷ
༻͕ೝΊΒΕ͍ͯΔऀΛؚΈ·
͢ɻ

	 第２条	 	 補足説明

＊１	 責任開始期
ಛఆ࣬පҰۚ࣌อݥ（ແղฦ
ۚܖ（ܕɺ͕Μྍ࣏αϙʔ
τอݥ（ແղฦۚܕ）ܖ
·͕ͨΜྍ࣏αϙʔτอݥ
（ແղฦۚܕ）（2022）ܖ
ͷ߹ʹɺอؒظݥ։ظ࢝
ͱ͠·͢ɻ

＊２	 責任開始日
ಛఆ࣬පҰۚ࣌อݥ（ແղฦ
ۚܖ（ܕɺ͕Μྍ࣏αϙʔ
τอݥ（ແղฦۚܕ）ܖ
·͕ͨΜྍ࣏αϙʔτอݥ
（ແղฦۚܕ）（2022）ܖ
ͷ߹ʹɺอؒظݥ։࢝
ͱ͠·͢ɻ

クレジットカード特約
（実施　2021.10.1 ʗվਖ਼　2022.�.2）

	 第１条	 	 特約の付加

̍ɽ͜ͷಛɺอܖݥऀ͔Βਃग़͕͋Γɺ͔ͭɺ͕ࣾঝͨ͠ͱ͖ʹՃ͠·
͢ɻ

̎ɽ͜ͷಛΛՃ͢Δͱ͖ɺ࣍ͷͯ͢ͷ݅Λຬͨ͢͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

ᾇ� อܖݥऀͷࢦఆ͢ΔΫϨδοτΧʔυ（ҎԼʮࢦఆΫϨδοτΧʔυʯͱ
͍͍·͢ɻ）͕ࣾͷࢦఆ͢ΔΫϨδοτΧʔυൃߦձࣾ（ҎԼʮऔѻΧʔ
υձࣾʯͱ͍͍·͢ɻ）͔Βି༩͞ΕͨΫϨδοτΧʔυͰ͋Δ͜ͱ

ᾈ� อܖݥऀɺऔѻΧʔυձࣾͷձһنʹΑΓࢦఆΫϨδοτΧʔυΛ
ར༻Ͱ͖Δձһຊਓ＊１ͱಉҰਓͰ͋Δ͜ͱ

	 第２条	 	 契約日

̍ɽ͜ͷಛʹΑΔऔѻ͍Λ͏ߦอܖݥͰɺී௨อݥͷنఆʹ͔͔ΘΒͣɺ
ී௨อݥنʹఆ͢Δ։１＊ظ࢝ΛؚΉ݄ͷཌ݄̍Λܖͱ͠·͢ɻܖ
ྸɺอ͓ؒظݥΑͼอݥྉؒظࠐܖΛج४ͱͯ͠͠ࢉܭ·͢ɻ

̎ɽຊͷ̍ɽͷنఆʹ͔͔ΘΒͣɺී௨อݥنʹఆ͢Δ։１͔＊ظ࢝ Βͦͷ
݄ͷ·Ͱͷؒʹɺڅۚͷࢧࣄ༝·ͨอݥྉͷࠐ໔আࣄ༝͕ੜͨ͡
ͱ͖ɺී௨อݥنʹఆ͢Δ։１＊ظ࢝ΛؚΉΛܖͱ͠·͢ɻ͜ͷ
߹ɺܖྸɺอ͓ؒظݥΑͼอݥྉؒظࠐܖΛج४ͱͯ͠͠ࢉܭ࠶
·͢ɻ

̏ɽຊͷ̎ɽͷ߹ɺอݥྉʹա͕͋Δͱ͖ɺࣾաΛอܖݥऀʹ
͍͠·͢ɻอݥྉʹෆ͕͋Δͱ͖ɺอܖݥऀෆΛࣾʹ͍
ۚڅ͕ۚ͋Δͱ͖ɺࣾڅ͏͖ࢧΉ͜ͱΛཁ͠·͢ɻͨͩ͠ɺࠐ
͔ΒෆΛࠩ͠Ҿ͖·͢ɻ

̐ɽຊͷ̍ɽͷنఆʹ͔͔ΘΒͣɺอܖݥऀ͔Βਃग़͕͋Γɺ͔͕ͭࣾ͜ΕΛ
ঝͨ͠߹ɺܖ։࢝＊２ͱ͠ɺܖྸɺอ͓ؒظݥΑͼอݥྉ
ؒظࠐͦͷΛج४ͱͯ͠͠ࢉܭ·͢ɻ

	 第３条	 	 保険料率

͜ͷಛʹΑΔऔѻ͍Λ݄͏ߦܖͷอݥྉɺج४อݥྉͱ͠·͢ɻ

	 第４条	 	 保険料の払込み

̍ɽୈ̍ճอݥྉ（ୈ̍ճอݥྉ૬ֹΛؚΈ·͢ɻҎԼಉ͡ɻ）ΛࢦఆΫϨδοτΧʔ
υʹΑΓ͍ࠐΉ߹ɺ͕ࣾΫϨδοτΧʔυͷ༗ޮੑ（ࢦఆΫϨδοτΧʔ
υ͕༗ޮͰ͋Γɺ͔ͭอݥྉ͕ࢦఆΫϨδοτΧʔυͷར༻ݶֹҎԼͰ͋Δ͜
ͱΛ͍͍·͢ɻҎԼಉ͡ɻ）Λ֬ೝͨ࣌͠Λͬͯୈ̍ճอݥྉͷࠐΈ͕͋ͬ
ͨͷͱΈͳ͠·͢ɻ

̎ɽୈ̎ճҎޙͷอݥྉΛࢦఆΫϨδοτΧʔυʹΑΓ͍ࠐΉ߹ɺ͕ࣾࢦఆΫ
ϨδοτΧʔυͷ༗ޮੑΛ֬ೝ͠ɺऔѻΧʔυձࣾʹอݥྉΛ࣌ͨ͠ٻΛ
ͬͯɺอݥྉͷࠐΈ͕͋ͬͨͷͱΈͳ͠·͢ɻ

̏ɽ�ಉҰͷࢦఆΫϨδοτΧʔυ͔Β̎݅Ҏ্ͷอܖݥͷอݥྉΛ͍ࠐΉͱ͖
ɺอܖݥऀɺࣾʹରͦ͠ͷࠐΈͷॱংΛࢦఆͰ͖·ͤΜɻ

̐ɽ͜ͷಛʹΑΓ͍ࠐ·Εͨอݥྉʹ͍ͭͯɺอݥྉྖऩূൃ͠ߦ·ͤΜɻ
̑ɽຊͷ̍ɽ·ͨ̎ɽͷنఆʹ͔͔ΘΒͣɺ࣍ͷͯ͢ʹ֘͢Δͱ͖ɺୈ̍
ճอݥྉ·ͨୈ̎ճҎޙͷอݥྉͷࠐΈͳ͔ͬͨͷͱ͠·͢ɻ

（実施　2021.10.1）
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	 第１条	 	 補足説明

＊１	 取扱カード会社の会員規約
等により指定クレジット
カードを利用できる会員本
人

औѻΧʔυձࣾͷձһنʹ
ΑΓࢦఆΫϨδοτΧʔυͷ
༻͕ೝΊΒΕ͍ͯΔऀΛؚΈ·
͢ɻ

	 第２条	 	 補足説明

＊１	 責任開始期
ಛఆ࣬පҰۚ࣌อݥ（ແղฦ
ۚܖ（ܕɺ͕Μྍ࣏αϙʔ
τอݥ（ແղฦۚܕ）ܖ
·͕ͨΜྍ࣏αϙʔτอݥ
（ແղฦۚܕ）（2022）ܖ
ͷ߹ʹɺอؒظݥ։ظ࢝
ͱ͠·͢ɻ

＊２	 責任開始日
ಛఆ࣬පҰۚ࣌อݥ（ແղฦ
ۚܖ（ܕɺ͕Μྍ࣏αϙʔ
τอݥ（ແղฦۚܕ）ܖ
·͕ͨΜྍ࣏αϙʔτอݥ
（ແղฦۚܕ）（2022）ܖ
ͷ߹ʹɺอؒظݥ։࢝
ͱ͠·͢ɻ

クレジットカード特約
（実施　2021.10.1 ʗվਖ਼　2022.�.2）

	 第１条	 	 特約の付加

̍ɽ͜ͷಛɺอܖݥऀ͔Βਃग़͕͋Γɺ͔ͭɺ͕ࣾঝͨ͠ͱ͖ʹՃ͠·
͢ɻ

̎ɽ͜ͷಛΛՃ͢Δͱ͖ɺ࣍ͷͯ͢ͷ݅Λຬͨ͢͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

ᾇ� อܖݥऀͷࢦఆ͢ΔΫϨδοτΧʔυ（ҎԼʮࢦఆΫϨδοτΧʔυʯͱ
͍͍·͢ɻ）͕ࣾͷࢦఆ͢ΔΫϨδοτΧʔυൃߦձࣾ（ҎԼʮऔѻΧʔ
υձࣾʯͱ͍͍·͢ɻ）͔Βି༩͞ΕͨΫϨδοτΧʔυͰ͋Δ͜ͱ

ᾈ� อܖݥऀɺऔѻΧʔυձࣾͷձһنʹΑΓࢦఆΫϨδοτΧʔυΛ
ར༻Ͱ͖Δձһຊਓ＊１ͱಉҰਓͰ͋Δ͜ͱ

	 第２条	 	 契約日

̍ɽ͜ͷಛʹΑΔऔѻ͍Λ͏ߦอܖݥͰɺී௨อݥͷنఆʹ͔͔ΘΒͣɺ
ී௨อݥنʹఆ͢Δ։１＊ظ࢝ΛؚΉ݄ͷཌ݄̍Λܖͱ͠·͢ɻܖ
ྸɺอ͓ؒظݥΑͼอݥྉؒظࠐܖΛج४ͱͯ͠͠ࢉܭ·͢ɻ

̎ɽຊͷ̍ɽͷنఆʹ͔͔ΘΒͣɺී௨อݥنʹఆ͢Δ։１͔＊ظ࢝ Βͦͷ
݄ͷ·Ͱͷؒʹɺڅۚͷࢧࣄ༝·ͨอݥྉͷࠐ໔আࣄ༝͕ੜͨ͡
ͱ͖ɺී௨อݥنʹఆ͢Δ։１＊ظ࢝ΛؚΉΛܖͱ͠·͢ɻ͜ͷ
߹ɺܖྸɺอ͓ؒظݥΑͼอݥྉؒظࠐܖΛج४ͱͯ͠͠ࢉܭ࠶
·͢ɻ

̏ɽຊͷ̎ɽͷ߹ɺอݥྉʹա͕͋Δͱ͖ɺࣾաΛอܖݥऀʹ
͍͠·͢ɻอݥྉʹෆ͕͋Δͱ͖ɺอܖݥऀෆΛࣾʹ͍
ۚڅ͕ۚ͋Δͱ͖ɺࣾڅ͏͖ࢧΉ͜ͱΛཁ͠·͢ɻͨͩ͠ɺࠐ
͔ΒෆΛࠩ͠Ҿ͖·͢ɻ

̐ɽຊͷ̍ɽͷنఆʹ͔͔ΘΒͣɺอܖݥऀ͔Βਃग़͕͋Γɺ͔͕ͭࣾ͜ΕΛ
ঝͨ͠߹ɺܖ։࢝＊２ͱ͠ɺܖྸɺอ͓ؒظݥΑͼอݥྉ
ؒظࠐͦͷΛج४ͱͯ͠͠ࢉܭ·͢ɻ

	 第３条	 	 保険料率

͜ͷಛʹΑΔऔѻ͍Λ݄͏ߦܖͷอݥྉɺج४อݥྉͱ͠·͢ɻ

	 第４条	 	 保険料の払込み

̍ɽୈ̍ճอݥྉ（ୈ̍ճอݥྉ૬ֹΛؚΈ·͢ɻҎԼಉ͡ɻ）ΛࢦఆΫϨδοτΧʔ
υʹΑΓ͍ࠐΉ߹ɺ͕ࣾΫϨδοτΧʔυͷ༗ޮੑ（ࢦఆΫϨδοτΧʔ
υ͕༗ޮͰ͋Γɺ͔ͭอݥྉ͕ࢦఆΫϨδοτΧʔυͷར༻ݶֹҎԼͰ͋Δ͜
ͱΛ͍͍·͢ɻҎԼಉ͡ɻ）Λ֬ೝͨ࣌͠Λͬͯୈ̍ճอݥྉͷࠐΈ͕͋ͬ
ͨͷͱΈͳ͠·͢ɻ

̎ɽୈ̎ճҎޙͷอݥྉΛࢦఆΫϨδοτΧʔυʹΑΓ͍ࠐΉ߹ɺ͕ࣾࢦఆΫ
ϨδοτΧʔυͷ༗ޮੑΛ֬ೝ͠ɺऔѻΧʔυձࣾʹอݥྉΛ࣌ͨ͠ٻΛ
ͬͯɺอݥྉͷࠐΈ͕͋ͬͨͷͱΈͳ͠·͢ɻ

̏ɽ�ಉҰͷࢦఆΫϨδοτΧʔυ͔Β̎݅Ҏ্ͷอܖݥͷอݥྉΛ͍ࠐΉͱ͖
ɺอܖݥऀɺࣾʹରͦ͠ͷࠐΈͷॱংΛࢦఆͰ͖·ͤΜɻ

̐ɽ͜ͷಛʹΑΓ͍ࠐ·Εͨอݥྉʹ͍ͭͯɺอݥྉྖऩূൃ͠ߦ·ͤΜɻ
̑ɽຊͷ̍ɽ·ͨ̎ɽͷنఆʹ͔͔ΘΒͣɺ࣍ͷͯ͢ʹ֘͢Δͱ͖ɺୈ̍
ճอݥྉ·ͨୈ̎ճҎޙͷอݥྉͷࠐΈͳ͔ͬͨͷͱ͠·͢ɻ

ᾇ� ͕ࣾࢦఆΫϨδοτΧʔυൃߦձ͔ࣾΒୈ̍ճอݥྉ·ͨୈ̎ճҎޙͷ
อݥྉʹ૬͢ΔֹۚΛड͚औΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍ͱ͖

ᾈ� نఆΫϨδοτΧʔυͷ໊ٛਓ（ձһࢦձ͕ࣾߦఆΫϨδοτΧʔυൃࢦ
ʹΑΓࢦఆΫϨδοτΧʔυͷ༻͕ೝΊΒΕ͍ͯΔऀΛؚΈ·͢ɻ）͔
Βୈ̍ճอݥྉ·ͨୈ̎ճҎޙͷอݥྉʹ૬͢ΔֹۚΛड͚औΔ͜ͱ͕
Ͱ͖ͳ͍ͱ͖

̒ɽຊͷ̑ɽͷ߹ɺࣾอܖݥऀʹୈ̍ճอݥྉ·ͨୈ̎ճҎޙͷอݥྉ
ͷࠐΈΛ͢ٻΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

	 第̑条	 	 ఆΫϨδοτΧʔυの༗ޮੑ͕֬ೝͰ͖ͳ͍߹のऔѻ͍ࢦ

̍ɽࢦఆΫϨδοτΧʔυͷ༗ޮੑ͕֬ೝͰ͖ͳ͔ͬͨ߹ʹɺอܖݥऀɺ
Δ͔ɺ·ͨࣾͷऔѻ͢ߋఆΫϨδοτΧʔυΛଞͷΫϨδοτΧʔυʹมࢦ
͍ͷൣғͰଞͷอݥྉͷํࠐ๏（ܦ࿏）ʹม͢ߋΔ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

̎ɽຊͷ̍ɽͷ߹ɺอܖݥऀɺࢦఆΫϨδοτΧʔυΛଞͷΫϨδοτΧʔ
υʹม͢ߋΔ͔ɺ·ͨଞͷอݥྉͷํࠐ๏（ܦ࿏）ʹม͢ߋΔ·Ͱͷະࠐ
อݥྉΛී௨อݥنʹఆ͢Δ༛༧ؒظຬྃ·Ͱʹࣾͷຊࣾ·ͨࣾͷ
Ή͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻࠐఆͨ͠ॴʹ͍ࢦ

	 第̒条	 	 ߋఆΫϨδοτΧʔυのมࢦ

̍ɽอܖݥऀ͕ࢦఆΫϨδοτΧʔυΛୈ̍（ಛͷՃ）ͷ̎ɽͷ݅Λຬͨ
͢ଞͷΫϨδοτΧʔυʹม͢ߋΔͱ͖ɺอܖݥऀɺ͋Β͔͡ΊͦͷࢫΛ
ࣾʹਃ͠ग़Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

̎ɽऔѻΧʔυձ͕ࣾอݥྉͷࢦఆΫϨδοτΧʔυʹΑΔࢧ͍ͷऔѻ͍Λఀ͠ࢭ
ͨͱ͖ɺࣾɺͦ ͷࢫΛอܖݥऀʹ௨͠·͢ɻ͜ͷ߹ɺอܖݥऀɺ
ఆΫϨδοτΧʔυΛୈ̍（ಛͷՃ）ͷ̎ɽͷ݅Λຬͨ͢ଞͷΫϨδοࢦ
τΧʔυʹม͢ߋΔ͔ɺ·ͨࣾͷऔѻ͍ͷൣғͰଞͷอݥྉͷํࠐ๏（ܦ
࿏）ʹม͢ߋΔ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

	 第̓条	 	 保険料のલೲ

͜ͷಛʹΑΔอݥྉͷࠐΈʹ͍ͭͯɺී௨อݥͷอݥྉͷલೲʹؔ͢Δ
ఆద༻͠·ͤΜɻن

	 第̔条	 	 特約のফ໓

̍ɽ࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘ͨ͠ͱ͖ɺ͜ͷಛফ໓͠·͢ɻ

ᾇ� ୈ̍（ಛͷՃ）ͷ̎ɽʹنఆ͢Δ݅ʹ֘͠ͳ͘ͳͬͨͱ͖
ᾈ� ୈ̒（ࢦఆΫϨδοτΧʔυͷมߋ）ʹنఆ͢Δॾม͠ࡍʹߋɺͦͷมߋ
खଓ͕ߦΘΕͳ͍··ࢦఆΫϨδοτΧʔυͷ༗ޮੑͷ֬ೝ͕Ͱ͖ͳ͔ͬ
ͨͱ͖

ᾉ� ͍ࠐΉ͖อݥྉ͕ͳ͘ͳͬͨͱ͖
ᾊ� อܖݥऀ͕ɺอݥྉͷํࠐ๏（ܦ࿏）Λ͜ͷಛʹΑΒͳ͍ํ๏ʹมߋ
ͨ͠ͱ͖

̎ɽຊͷ̍ɽʵᾇ͔ΒᾉͷنఆʹΑΓ͜ͷಛ͕ফ໓ͨ͠ͱ͖ɺී௨อݥͷ
ఆΛద༻͠·͢ɻن

	 第̕条	 	 ී௨保険約のద༻

͜ͷಛʹఆΊΔ߲ࣄҎ֎ɺͯ͢ී௨อݥͷنఆΛద༻͠·͢ɻ
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責任開始に関する特約
（実施　2021.10.1 ʗվਖ਼　2022.�.2）

	 第１条	 	 特約の付加

͜ͷಛɺอܖݥऀ͔Βਃग़͕͋Γɺ͔ͭɺ͕ࣾঝͨ͠ͱ͖ʹɺओͨΔ
อܖݥ（ҎԼʮओܖʯͱ͍͍·͢ɻ）ʹՃ͠·͢ɻ

	 第２条	 	 責任開始期

̍ɽओܖͷక݁ͷࡍʹɺ͜ͷಛΛओܖʹՃ͢Δͱ͖ɺओܖͷී௨อݥ
·࣌ΈΛͨ͠ࠐͷਃܖऀ͕ओܖݥఆʹ͔͔ΘΒͣɺอن１ͷ＊ظ࢝ͷ։
͕ͨࣾඃอऀݥʹؔ͢ΔࠂΛड͚ͨ࣌ͷ͍ͣΕ͔͍࣌Λ։１＊ظ࢝

ͱ͠ɺ։１＊ظ࢝ΛؚΉΛ։࢝＊２͓Αͼܖͱ͠·͢ɻͳ͓ɺओ
Α͓ؒظݥ४ͱ͠ɺอجΛܖɺͯͬͨ͋ʹࢉܭྸͷܖఆ͢Δنʹܖ
ͼอݥྉؒظࠐͷࢉܭʹ͋ͨͬͯɺܖΛࢉೖ͠·͢ɻ

̎ɽಛͷத్Ճͷࡍʹ͜ͷಛΛՃ͢Δͱ͖ɺத్Ճ͢Δಛͷ։࢝
͕ࣾඃͨ·࣌ΈΛͨ͠ࠐऀ͕ಛͷਃܖݥఆʹ͔͔ΘΒͣɺอن３ͷ＊ظ
อऀݥʹؔ͢ΔࠂΛड͚ͨ࣌ͷ͍ͣΕ͔͍４＊࣌Λಛͷ։３＊ظ࢝ͱ͠ɺ
ಛͷ։３＊ظ࢝ΛؚΉΛಛͷ։࢝＊５ͱ͠·͢ɻ

	 第３条	 	 第１回保険料の払込みおよび猶予期間

̍ɽୈ̍ճอݥྉ（ಛͷத్Ճͷࡍʹ͜ͷಛΛՃ͢Δͱ͖ɺத్Ճ͢Δ
ಛͷୈ̍ճอݥྉʹ૬͢Δֹۚͱ͠·͢ɻҎԼಉ͡ɻ）ɺୈ̍ճอݥྉͷ
ؒظࠐதʹ͍ࠐΉ͜ͱΛཁ͠·͢ɻ

̎ɽຊ̍ɽͷୈ̍ճอݥྉͷؒظࠐɺ։࢝＊１͔ ΒͦͷΛؚΊͯ։
＊１ͷଐ͢Δ݄ͷཌ݄·Ͱͱ͠·͢ɻ࢝

̏ɽୈ̍ճอݥྉͷࠐΈʹ͍ͭͯɺຊͷ̎ɽʹఆΊΔؒظࠐͷཌ݄͔̍Β
ͦͷΛؚΊ͔݄ͯ̏ͷ·Ͱͷ༛༧͕͋ؒظΓ·͢ɻ

̐ɽୈ̍ճอݥྉ͕ຊͷ̎ɽʹఆΊΔؒظࠐதʹ͍ࠐ·Εͳ͔ͬͨ߹ɺࣾ
อܖݥऀʹͦͷࢫɺ༛༧͓ؒظΑͼ༛༧ؒظຬྃ·Ͱʹୈ̍ճอݥྉ͕
͕ফ໓͢Δ͜ͱΛ௨（ి࣓తํ๏ʹΑΔ߹ΛؚܖݥΕͳ͍ͱ͖อ·ࠐ͍
Έ·͢ɻ）͠·͢ɻ

	 第４条	 	 第１回保険料の払込み前に支払事由等が生じた場合の取扱い

ୈ̍ճอݥྉ͕͍ࠐ·Εͳ͍··ɺୈ̍ճอݥྉͷ༛༧ؒظຬྃ（ୈ̏）
·Ͱʹɺڅۚͷࢧࣄ༝·ͨอݥྉͷࠐ໔আࣄ༝͕ੜͨ͡ͱ͖ɺ࣍ͷ
ͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

ᾇ� ͏ͱ͖ࢧۚΛڅ
ୈ̍ճอݥྉ＊１Λࠩ͠Ҿ͍ͯࢧ͍·͢ɻͨͩ͠ɺࣾͷࢧ͏ֹ͖͕ۚ
ࠩ͠Ҿ͖͘ୈ̍ճอݥྉ＊１ʹ ෆ͢Δͱ͖ɺอܖݥऀɺͦͷ༛༧ظ
ؒຬྃ·Ͱʹୈ̍ճอݥྉ＊１Λ͍ࠐΉ͜ͱΛཁ͠·͢ɻୈ̍ճอݥྉ＊１

ͷࠐΈ͕ͳ͍ͱ͖ɺࣾɺࢧࣄ༝ͷൃੜʹΑΓࢧ͏͖څۚΛ
͍·ͤΜɻࢧ

ᾈ� อݥྉͷࠐΈΛ໔আ͢Δͱ͖
อܖݥऀɺୈ̍ճอݥྉ＊１Λͦͷ༛༧ؒظຬྃ·Ͱʹ͍ࠐΉ͜ͱΛ
ཁ͠·͢ɻୈ̍ճอݥྉ＊１͕ ͍ࠐ·Εͳ͍ͱ͖ɺࣾɺอݥྉͷࠐ
ΈΛ໔আ͠·ͤΜɻ

	 第５条	 	 第１回保険料の払込みがないことによる消滅（未払消滅）

̍ɽୈ̍ճอݥྉͷ༛༧ؒظຬྃ·Ͱʹୈ̍ճอݥྉͷࠐΈ͕ͳ͍ͱ͖ɺओܖ
͓Αͼ͜ΕʹՃ͞Εͨಛ＊１ɺ༛༧ؒظຬྃΛͬͯফ໓͠·͢ɻͨͩ
͠ɺୈ̐ͷᾇʹ֘͢Δ߹Λআ͖·͢ɻ

̎ɽ�ຊͷ̍ɽͷنఆʹΑͬͯओܖ͓Αͼ͜ΕʹՃ͞Εͨಛ＊１͕ফ໓ͨ͠

	 第２条	 	 補足説明

＊１	 責任開始期
ಛఆ࣬පҰۚ࣌อݥ（ແղฦ
ۚܖ（ܕɺ͕Μྍ࣏αϙʔ
τอݥ（ແղฦۚܕ）ܖ
·͕ͨΜྍ࣏αϙʔτอݥ
（ແղฦۚܕ）（2022）ܖ
ͷ߹ʹɺอؒظݥ։ظ࢝
ͱ͠·͢ɻ

＊２	 責任開始日
ಛఆ࣬පҰۚ࣌อݥ（ແղฦ
ۚܖ（ܕɺ͕Μྍ࣏αϙʔ
τอݥ（ແղฦۚܕ）ܖ
·͕ͨΜྍ࣏αϙʔτอݥ
（ແղฦۚܕ）（2022）ܖ
ͷ߹ʹɺอؒظݥ։࢝
ͱ͠·͢ɻ

＊３	 責任開始期
̓େ࣬පॳճҰۚ࣌ಛ·ͨ
̏େ࣬පҰۚ࣌ಛͷ߹ʹ
ɺอؒظݥ։ظ࢝ͱ͠·͢ɻ

＊４	 保険契約者が特約の申込み
をした時または当社が被保
険者に関する告知を受けた
時のいずれか遅い時

͕Μྍ࣏ಛɺ͕Μઌਐҩྍಛ
ɺ͕ΜஅҰۚ࣌ಛɺ͕Μ
ֹࠩϕουಛɺ͕Μྍ࣏ಛ
（2022）·͕ͨΜઌਐҩྍɾ
ਃग़ྍཆಛͷ߹ʹɺऀױ
อܖݥऀ͕ಛͷਃࠐΈΛ͠
ؔʹऀݥ͕ࣾඃอͨ·࣌ͨ
͢ΔࠂΛड͚ͨ࣌ͷ͍ͣΕ͔
͍͔࣌ΒͦͷΛؚΊͯ�1
ͱ͠·͢ɻ

＊５	 責任開始日
̓େ࣬පॳճҰۚ࣌ಛ·ͨ
̏େ࣬පҰۚ࣌ಛͷ߹ʹ
ɺอؒظݥ։࢝ͱ͠·͢ɻ

	 第３条	 	 補足説明

＊１	 責任開始日
ಛఆ࣬පҰۚ࣌อݥ（ແղฦ
ۚܖ（ܕɺ͕Μྍ࣏αϙʔ
τอݥ（ແղฦۚܕ）ܖɺ
͕Μྍ࣏αϙʔτอݥ（ແղ

（実施　2021.10.1）
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責任開始に関する特約
（実施　2021.10.1 ʗվਖ਼　2022.�.2）

	 第１条	 	 特約の付加

͜ͷಛɺอܖݥऀ͔Βਃग़͕͋Γɺ͔ͭɺ͕ࣾঝͨ͠ͱ͖ʹɺओͨΔ
อܖݥ（ҎԼʮओܖʯͱ͍͍·͢ɻ）ʹՃ͠·͢ɻ

	 第２条	 	 責任開始期

̍ɽओܖͷక݁ͷࡍʹɺ͜ͷಛΛओܖʹՃ͢Δͱ͖ɺओܖͷී௨อݥ
·࣌ΈΛͨ͠ࠐͷਃܖऀ͕ओܖݥఆʹ͔͔ΘΒͣɺอن１ͷ＊ظ࢝ͷ։
͕ͨࣾඃอऀݥʹؔ͢ΔࠂΛड͚ͨ࣌ͷ͍ͣΕ͔͍࣌Λ։１＊ظ࢝

ͱ͠ɺ։１＊ظ࢝ΛؚΉΛ։࢝＊２͓Αͼܖͱ͠·͢ɻͳ͓ɺओ
Α͓ؒظݥ४ͱ͠ɺอجΛܖɺͯͬͨ͋ʹࢉܭྸͷܖఆ͢Δنʹܖ
ͼอݥྉؒظࠐͷࢉܭʹ͋ͨͬͯɺܖΛࢉೖ͠·͢ɻ

̎ɽಛͷத్Ճͷࡍʹ͜ͷಛΛՃ͢Δͱ͖ɺத్Ճ͢Δಛͷ։࢝
͕ࣾඃͨ·࣌ΈΛͨ͠ࠐऀ͕ಛͷਃܖݥఆʹ͔͔ΘΒͣɺอن３ͷ＊ظ
อऀݥʹؔ͢ΔࠂΛड͚ͨ࣌ͷ͍ͣΕ͔͍４＊࣌Λಛͷ։３＊ظ࢝ͱ͠ɺ
ಛͷ։３＊ظ࢝ΛؚΉΛಛͷ։࢝＊５ͱ͠·͢ɻ

	 第３条	 	 第１回保険料の払込みおよび猶予期間

̍ɽୈ̍ճอݥྉ（ಛͷத్Ճͷࡍʹ͜ͷಛΛՃ͢Δͱ͖ɺத్Ճ͢Δ
ಛͷୈ̍ճอݥྉʹ૬͢Δֹۚͱ͠·͢ɻҎԼಉ͡ɻ）ɺୈ̍ճอݥྉͷ
ؒظࠐதʹ͍ࠐΉ͜ͱΛཁ͠·͢ɻ

̎ɽຊ̍ɽͷୈ̍ճอݥྉͷؒظࠐɺ։࢝＊１͔ ΒͦͷΛؚΊͯ։
＊１ͷଐ͢Δ݄ͷཌ݄·Ͱͱ͠·͢ɻ࢝

̏ɽୈ̍ճอݥྉͷࠐΈʹ͍ͭͯɺຊͷ̎ɽʹఆΊΔؒظࠐͷཌ݄͔̍Β
ͦͷΛؚΊ͔݄ͯ̏ͷ·Ͱͷ༛༧͕͋ؒظΓ·͢ɻ

̐ɽୈ̍ճอݥྉ͕ຊͷ̎ɽʹఆΊΔؒظࠐதʹ͍ࠐ·Εͳ͔ͬͨ߹ɺࣾ
อܖݥऀʹͦͷࢫɺ༛༧͓ؒظΑͼ༛༧ؒظຬྃ·Ͱʹୈ̍ճอݥྉ͕
͕ফ໓͢Δ͜ͱΛ௨（ి࣓తํ๏ʹΑΔ߹ΛؚܖݥΕͳ͍ͱ͖อ·ࠐ͍
Έ·͢ɻ）͠·͢ɻ

	 第４条	 	 第１回保険料の払込み前に支払事由等が生じた場合の取扱い

ୈ̍ճอݥྉ͕͍ࠐ·Εͳ͍··ɺୈ̍ճอݥྉͷ༛༧ؒظຬྃ（ୈ̏）
·Ͱʹɺڅۚͷࢧࣄ༝·ͨอݥྉͷࠐ໔আࣄ༝͕ੜͨ͡ͱ͖ɺ࣍ͷ
ͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

ᾇ� ͏ͱ͖ࢧۚΛڅ
ୈ̍ճอݥྉ＊１Λࠩ͠Ҿ͍ͯࢧ͍·͢ɻͨͩ͠ɺࣾͷࢧ͏ֹ͖͕ۚ
ࠩ͠Ҿ͖͘ୈ̍ճอݥྉ＊１ʹ ෆ͢Δͱ͖ɺอܖݥऀɺͦͷ༛༧ظ
ؒຬྃ·Ͱʹୈ̍ճอݥྉ＊１Λ͍ࠐΉ͜ͱΛཁ͠·͢ɻୈ̍ճอݥྉ＊１

ͷࠐΈ͕ͳ͍ͱ͖ɺࣾɺࢧࣄ༝ͷൃੜʹΑΓࢧ͏͖څۚΛ
͍·ͤΜɻࢧ

ᾈ� อݥྉͷࠐΈΛ໔আ͢Δͱ͖
อܖݥऀɺୈ̍ճอݥྉ＊１Λͦͷ༛༧ؒظຬྃ·Ͱʹ͍ࠐΉ͜ͱΛ
ཁ͠·͢ɻୈ̍ճอݥྉ＊１͕ ͍ࠐ·Εͳ͍ͱ͖ɺࣾɺอݥྉͷࠐ
ΈΛ໔আ͠·ͤΜɻ

	 第５条	 	 第１回保険料の払込みがないことによる消滅（未払消滅）

̍ɽୈ̍ճอݥྉͷ༛༧ؒظຬྃ·Ͱʹୈ̍ճอݥྉͷࠐΈ͕ͳ͍ͱ͖ɺओܖ
͓Αͼ͜ΕʹՃ͞Εͨಛ＊１ɺ༛༧ؒظຬྃΛͬͯফ໓͠·͢ɻͨͩ
͠ɺୈ̐ͷᾇʹ֘͢Δ߹Λআ͖·͢ɻ

̎ɽ�ຊͷ̍ɽͷنఆʹΑͬͯओܖ͓Αͼ͜ΕʹՃ͞Εͨಛ＊１͕ফ໓ͨ͠

	 第２条	 	 補足説明

＊１	 責任開始期
ಛఆ࣬පҰۚ࣌อݥ（ແղฦ
ۚܖ（ܕɺ͕Μྍ࣏αϙʔ
τอݥ（ແղฦۚܕ）ܖ
·͕ͨΜྍ࣏αϙʔτอݥ
（ແղฦۚܕ）（2022）ܖ
ͷ߹ʹɺอؒظݥ։ظ࢝
ͱ͠·͢ɻ

＊２	 責任開始日
ಛఆ࣬පҰۚ࣌อݥ（ແղฦ
ۚܖ（ܕɺ͕Μྍ࣏αϙʔ
τอݥ（ແղฦۚܕ）ܖ
·͕ͨΜྍ࣏αϙʔτอݥ
（ແղฦۚܕ）（2022）ܖ
ͷ߹ʹɺอؒظݥ։࢝
ͱ͠·͢ɻ

＊３	 責任開始期
̓େ࣬පॳճҰۚ࣌ಛ·ͨ
̏େ࣬පҰۚ࣌ಛͷ߹ʹ
ɺอؒظݥ։ظ࢝ͱ͠·͢ɻ

＊４	 保険契約者が特約の申込み
をした時または当社が被保
険者に関する告知を受けた
時のいずれか遅い時

͕Μྍ࣏ಛɺ͕Μઌਐҩྍಛ
ɺ͕ΜஅҰۚ࣌ಛɺ͕Μ
ֹࠩϕουಛɺ͕Μྍ࣏ಛ
（2022）·͕ͨΜઌਐҩྍɾ
ਃग़ྍཆಛͷ߹ʹɺऀױ
อܖݥऀ͕ಛͷਃࠐΈΛ͠
ؔʹऀݥ͕ࣾඃอͨ·࣌ͨ
͢ΔࠂΛड͚ͨ࣌ͷ͍ͣΕ͔
͍͔࣌ΒͦͷΛؚΊͯ�1
ͱ͠·͢ɻ

＊５	 責任開始日
̓େ࣬පॳճҰۚ࣌ಛ·ͨ
̏େ࣬පҰۚ࣌ಛͷ߹ʹ
ɺอؒظݥ։࢝ͱ͠·͢ɻ

	 第３条	 	 補足説明

＊１	 責任開始日
ಛఆ࣬පҰۚ࣌อݥ（ແղฦ
ۚܖ（ܕɺ͕Μྍ࣏αϙʔ
τอݥ（ແղฦۚܕ）ܖɺ
͕Μྍ࣏αϙʔτอݥ（ແղ

߹ɺղฦۚ·ͨ४උۚͷ͋͠Γ·ͤΜɻ

	 第̒条	 	 この特約のղ約

͜ͷಛͷΈͷղऔѻ͍·ͤΜɻ

	 第̓条	 	 第１回保険料の払込み前の保険ܖ約のղ約ฦۚ

ୈ̍ճอݥྉͷࠐΈલͷओܖ͓Αͼ͜ΕʹՃ͞Εͨಛ＊１ʹղฦ
ۚ͋Γ·ͤΜɻ

	 第̔条	 	 第１回保険料の払込み前の保険ܖ約のֹݮ

ී௨อݥ͓Αͼಛͷֹݮͷنఆʹ͔͔ΘΒͣɺୈ̍ճอݥྉͷࠐΈલͷ
ओܖ͓Αͼ͜ΕʹՃ͞Εͨಛ＊１ֹݮͰ͖·ͤΜɻ

	 第̕条	 	 第１回保険料の払込み前のओܖ約に付加͞Εた特約のղ約

ओܖʹՃ͞Εͨಛ＊１ͷղͷنఆʹ͔͔ΘΒͣɺୈ̍ճอݥྉͷࠐΈલ
ʹɺओܖʹՃ͞Εͨಛ＊１Λղ͢Δͱ͖ɺओܖͱ߹Θͤͯղ͢Δ͜
ͱΛඞཁͱ͠ɺओܖʹՃ͞Εͨಛ＊１ͷΈΛղ͢Δ͜ͱͰ͖·ͤΜɻ

	第��条	 	 ී௨保険約のنఆの४༻

͜ͷಛʹผஈͷఆΊ͕ͳ͍ͱ͖ɺී௨อݥͷنఆΛ४༻͠·͢ɻ

ฦۚܖ（2022）（ܕɺ̓େ
࣬පॳճҰۚ࣌ಛ·ͨ̏େ
࣬පҰۚ࣌ಛͷ߹ʹɺอ
࣏ͱ͠·͢ɻ͕Μ࢝։ؒظݥ
ྍಛɺ͕Μઌਐҩྍಛɺ͕
ΜஅҰۚ࣌ಛɺ͕Μֹࠩ
ϕουಛɺ͕Μྍ࣏ಛ
（2022）·͕ͨΜઌਐҩྍɾ
ਃग़ྍཆಛͷ߹ʹɺऀױ
อܖݥऀ͕ಛͷਃࠐΈΛ͠
ؔʹऀݥ͕ࣾඃอͨ·࣌ͨ
͢ΔࠂΛड͚ͨ࣌ͷ͍ͣΕ͔
͍࣌ΛؚΉͱ͠·͢ɻ

	 第４条	 	 補足説明

＊１	 第１ճ保険ྉ
ୈ̎ճҎޙͷอݥྉʹ͍ͭͯɺ
ओܖͷී௨อݥ·ͨओ
ʹఆنʹՃ͞Εͨಛͷܖ
อࠐҾ͖͘ະ͍ࠩͯͮ͠ج
ޙྉ͕͋Δͱ͖ɺୈ̎ճҎݥ
ͷอݥྉΛؚΈ·͢ɻ

	 第５条	 	 補足説明

＊１	 ओ契約͓Αͼ͜れにՃ͞
れた特約

ಛͷத్Ճͷࡍʹɺ͜ͷಛ
ΛՃͨ͠ͱ͖ɺத్Ճ
ͨ͠ಛͱ͠·͢ɻ

	 第̓条	 	 補足説明

＊１	 ओ契約͓Αͼ͜れにՃ͞
れた特約

ಛͷத్Ճͷࡍʹɺ͜ͷಛ
ΛՃͨ͠ͱ͖ɺத్Ճ
ͨ͠ಛͱ͠·͢ɻ

	 第̔条	 	 補足説明

＊１	 ओ契約͓Αͼ͜れにՃ͞
れた特約

ಛͷத్Ճͷࡍʹɺ͜ͷಛ
ΛՃͨ͠ͱ͖ɺத్Ճ
ͨ͠ಛͱ͠·͢ɻ

	 第̕条	 	 補足説明

＊１	 ओ契約にՃ͞れた特約
ಛͷத్Ճͷࡍʹɺ͜ͷಛ
ΛՃͨ͠ͱ͖ɺத్Ճ
ͨ͠ಛͱ͠·͢ɻ
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電磁的方法による申込みに関する特約
（実施　2021.10.1）

	 第１条	 	 用語の意味

この特約における「電磁的方法」とは、次に定める方法をいいます。

⑴	 当社から保険契約者または被保険者（以下「保険契約者等」といいます。）
に対して通知、表示または意思表示（以下「通知等」といいます。）を行う
場合
①	 当社の使用に係る電気通信回線に接続している情報処理の用に供する機
器（以下「電子計算機」といいます。）と、保険契約者等の使用に係る
電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて通知等を行うべき事項を
送信し、保険契約者等の使用に係る電子計算機に備えられた記憶装置に
記録する方法

②	 当社の使用に係る電子計算機に備えられた記憶装置に記録された通知等
を行うべき事項を電気通信回線を通じて保険契約者等の閲覧に供し、保
険契約者等の使用に係る電子計算機に備えられた記憶装置に記録する方
法

③	 保険契約者等ファイル（当社の使用に係る電子計算機に備えられたファ
イルで、もっぱら当該保険契約者等の用に供せられるファイルをいいま
す。以下同じ。）に記録された通知等を行うべき事項を電気通信回線を
通じて保険契約者等の閲覧に供する方法

④	 当社の閲覧ファイル（当社の使用に係る電子計算機に備えられたファイ
ルであって、同時に複数の保険契約者等の閲覧に供するため通知等を行
うべき事項を記録させるファイルをいいます。）に記録された内容中、
通知等を行うべき事項を電気通信回線を通じて保険契約者等の閲覧に供
する方法

⑵	 保険契約者等から当社に対して通知等を行う場合
①	 保険契約者等ファイルに保険契約者等が行う通知等を行うべき事項を記
録する方法

②	 保険契約者等の使用に係る電子計算機の映像面に表示する手続きにした
がって、保険契約者等の使用に係る電子計算機を用いて送信する方法

	 第２条	 	 特約の適用

保険契約者から、電磁的方法により、主たる保険契約および特約（この特約を除
き、以下「保険契約」といいます。）の申込みがあり、かつ、当社がそれを承諾
した場合、保険契約にこの特約を適用します。

	 第３条	 	 電磁的方法による保険契約の申込み

１．保険契約にこの特約を適用する場合、保険契約の申込みについて次のとおり取り
扱います。

⑴	 当社は、保険契約者等に対し、電磁的方法により保険契約の申込みに関する
事項を表示することができます。

⑵	 保険契約者等は、電磁的方法により、⑴により表示された事項を入力し、当
社に送信することができます。

⑶	 当社は、⑵により保険契約者等から送信された事項を受信した場合、保険契
約の申込みがあったものとして取り扱います。この場合、当社は、⑵により
保険契約者等から送信された事項の受信を確認したうえで、電磁的方法によ
り、保険契約の申込みを受けた旨を表示します。

⑷	 当社は、保険契約者等に対し、電磁的方法により保険契約の申込みの諾否を
通知することができます。ただし、電磁的方法による通知が困難な場合には、
その他の方法を用いることがあります。

２．保険契約の申込の際、被保険者は保険契約者本人であることを要します。
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電磁的方法による申込みに関する特約
（実施　2021.10.1）

	 第１条	 	 用語の意味

この特約における「電磁的方法」とは、次に定める方法をいいます。

⑴	 当社から保険契約者または被保険者（以下「保険契約者等」といいます。）
に対して通知、表示または意思表示（以下「通知等」といいます。）を行う
場合
①	 当社の使用に係る電気通信回線に接続している情報処理の用に供する機
器（以下「電子計算機」といいます。）と、保険契約者等の使用に係る
電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて通知等を行うべき事項を
送信し、保険契約者等の使用に係る電子計算機に備えられた記憶装置に
記録する方法

②	 当社の使用に係る電子計算機に備えられた記憶装置に記録された通知等
を行うべき事項を電気通信回線を通じて保険契約者等の閲覧に供し、保
険契約者等の使用に係る電子計算機に備えられた記憶装置に記録する方
法

③	 保険契約者等ファイル（当社の使用に係る電子計算機に備えられたファ
イルで、もっぱら当該保険契約者等の用に供せられるファイルをいいま
す。以下同じ。）に記録された通知等を行うべき事項を電気通信回線を
通じて保険契約者等の閲覧に供する方法

④	 当社の閲覧ファイル（当社の使用に係る電子計算機に備えられたファイ
ルであって、同時に複数の保険契約者等の閲覧に供するため通知等を行
うべき事項を記録させるファイルをいいます。）に記録された内容中、
通知等を行うべき事項を電気通信回線を通じて保険契約者等の閲覧に供
する方法

⑵	 保険契約者等から当社に対して通知等を行う場合
①	 保険契約者等ファイルに保険契約者等が行う通知等を行うべき事項を記
録する方法

②	 保険契約者等の使用に係る電子計算機の映像面に表示する手続きにした
がって、保険契約者等の使用に係る電子計算機を用いて送信する方法

	 第２条	 	 特約の適用

保険契約者から、電磁的方法により、主たる保険契約および特約（この特約を除
き、以下「保険契約」といいます。）の申込みがあり、かつ、当社がそれを承諾
した場合、保険契約にこの特約を適用します。

	 第３条	 	 電磁的方法による保険契約の申込み

１．保険契約にこの特約を適用する場合、保険契約の申込みについて次のとおり取り
扱います。

⑴	 当社は、保険契約者等に対し、電磁的方法により保険契約の申込みに関する
事項を表示することができます。

⑵	 保険契約者等は、電磁的方法により、⑴により表示された事項を入力し、当
社に送信することができます。

⑶	 当社は、⑵により保険契約者等から送信された事項を受信した場合、保険契
約の申込みがあったものとして取り扱います。この場合、当社は、⑵により
保険契約者等から送信された事項の受信を確認したうえで、電磁的方法によ
り、保険契約の申込みを受けた旨を表示します。

⑷	 当社は、保険契約者等に対し、電磁的方法により保険契約の申込みの諾否を
通知することができます。ただし、電磁的方法による通知が困難な場合には、
その他の方法を用いることがあります。

２．保険契約の申込の際、被保険者は保険契約者本人であることを要します。
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	 第̐条	 	 電磁的方法によるࠂ

保険契約にこの特約を適用する場合、ී通保険約または特約のن定にかかΘら
ͣ、保険契約者等のࠂ知について次のとおり取り扱います。

⑴	 当社は、保険契約の申込みを受けた場合、保険契約者等に対し、当社ॴ定の
「知事項ࠂ」知（以下ࠂ知ॻにえて、電磁的方法により、被保険者に関するࠂ
といいます。）を表示することができます。

⑵	 保険契約者等は、電磁的方法により、⑴により表示されたࠂ知事項を入力し、
当社に送信することにより、ࠂ知を行うことができます。

⑶	 当社は、⑵により保険契約者等から送信されたࠂ知事項を受信したときは、
保険契約者等からࠂ知が行Θれたものとして取り扱います。この場合、当社
は、⑵により保険契約者等から送信されたࠂ知事項の受信を確認したうえで、
電磁的方法により、ࠂ知を受けた旨を表示します。

	 第̑条	 	 ී௨保険約のنఆの४用

この特約にผஈの定めがないときは、ී通保険約のن定を४用します。

op_T-09-0-06_00_本文.indd   2 2021/02/01   16:22
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約　款 チェック
欄

ご契約の
しおり

約款・
特約

引受基準緩和型医療保険（無解約返戻金型）普通保険約款 8ページ 57ページ

特　約
引受基準緩和型通院一時金特約 12ページ 80ページ
引受基準緩和型先進医療特約 13ページ 89ページ
指定代理請求特約 16ページ 99ページ

 

ご契約のとりきめを記載しています。

お申し込みの約款・特約にチェックをして、それぞれの内容をご確認する際に
ご活用ください。

ご契約についての大切な事項、諸手続き、税制上の取り扱いなど、
知っておいていただきたい事項を記載しています。ご契約のしおり

約　　款

この冊子はご契約にともなう大切なことがらを記載しています。必ずご一
読いただき、内容を十分ご確認のうえ、ご契約をお申し込みください。
また、ご契約成立後にお送りする「保険証券」とともに大切に保管してご
活用ください。

※各約款・特約の支払事由等の詳細については上記該当ページをご覧ください。
※お申込内容等については「保険証券」でもご確認いただけますので、もう一度よく
お確かめください。

～ は じ め に ～

本冊子の構成

○転居、町名変更、保険証券の紛失、その他ご契約に関する諸手続き（名義
変更、改姓など）の場合には、お手数でも「お客様サービスセンター」

○ご契約に関するご照会やご通知の際には「保険証券」の証券番号、保険契
　約者と被保険者のお名前およびご住所をお知らせください。

○ご契約をお引き受けした際にお送りする「保険証券」およびお受け取りい
ただいた振込金受取書は大切に保管してください。

○諸手続きをされる場合には、お申し出された方が給付金等の受取人、また
は保険契約者ご本人であることを確認させていただいておりますので、ご
本人であることを証明する書類（運転免許証、健康保険証等）をご用意く
ださい。

○保険契約についてのお問い合わせやご相談は、「お客様サービスセンター」

指定紛争解決機関について
◦この商品に係る指定紛争解決機関は（一社）生命保険協会です。
◦（一社）生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書（電子メール・FAX は不可）・来訪により生命
保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、
電話にてお受けしております。　

　（ホームページアドレス　https://www.seiho.or.jp/）
◦なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として
１か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関
として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。

　　　　　　　　　　　にすみやかにお知らせください。

（  ®0120-08-7716）

（ ®0120-08-7716）

までご連絡ください。

なないろ生命からのお願い



この冊子は、ご契約にともなう大切なことがらを記載しています。必ずご一読いただき、
内容を十分ご確認のうえ、ご契約をお申し込みください。
特に● 健康状態などの告知義務について……………………………………… 21ページ

● 保障の責任開始期について ……………………………………………… 23ページ
● クーリング・オフ制度（ご契約のお申込みの撤回等）について ……… 24ページ
● 給付金等をお支払いできない場合について …………………………… 28ページ
● 保険料の払込方法について……………………………………………… 35ページ
● 保険料払込みの猶予期間と消滅について……………………………… 36ページ
● 解約・減額と解約返戻金について ……………………………………… 44ページ

などは、ご契約に際して特にご理解いただきたいことがらです。「告知」および「保険
料の払込み」など、ご説明の中でわかりにくい点がございましたら下記にお問い合わ
せください。なお、この冊子は、ご契約成立後にお送りする「保険証券」とともに大
切に保管してご活用ください。

〔募集代理店〕 〔引受保険会社〕

受付時間 月曜日～金曜日 9：00～17：00
　　　　 土曜日 9：00～12:00、13:00～17:00
　　　　 （但し、祝日、年末年始を除く）

給付金等のお支払いについて

給付金等のご請求に際し、必要書類の準備に費用が発生する場合は、お客様のご負担となります。

この冊子は、ご契約にともなう大切なことがらを記載しています。
ぜひ、ご一読ください。

説明事項ご確認のお願い

-約款-約款
ご契約のしおりご契約のしおり

®0120-08-7716 

◎なないろ生命ホームページ
　https://www.nanairolife.co.jp/

なないろ生命の職員またはなないろ生命から委託された担当者が確認のため、電話や訪問をす
ることがあります。その際には、ご協力くださいますようお願いいたします。この確認制度は生
命保険会社各社が行っています。
●お申込時の契約確認について
ご契約のお申し込みにあたり、後日、お申込内容や告知内容および重要書類の受領の確
認のため、保険契約者等に電話や訪問をさせていただく場合があります。
●給付金等のご請求時の確認・照会について
給付金等のお支払いのご請求に際して、後日、給付金等をお支払いするための確認・照会
に、保険契約者、被保険者または医療機関・公的機関等を訪問させていただく場合があり
ます。
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給付金等の適切なお支払いには、お客様からのご連絡が重要な情報となりますので、
給付金等の支払事由が生じた場合（お支払いの可能性があると思われる場合や、
ご不明な点が生じた場合等も含みます）は、すみやかにお客様サービスセンター
（   ®0120-08-7716）までご連絡ください。   
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